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令 和 ４年 12 月 27 日 
自 動 車 局 整 備 課 

「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」       
の中間取りまとめを公表します 

～今後の大型車の車輪脱落事故防止対策のあり方について～ 

「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」におけるこれまでの検討を

踏まえて「中間取りまとめ」がまとめられましたので、公表します。 

 近年、大型車の車輪脱落事故が増加傾向にあることを踏まえ、さらなる事故防止対策を

進めるため令和４年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検

討会」において、各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、今後の車輪脱落事故

防止対策のあり方について「中間取りまとめ」がとりまとめられました。 

 国土交通省では、関係団体と協力して「中間取りまとめ」において提言された車輪脱落

事故防止対策を推進して参ります。 

 

【中間とりまとめのポイント】 

 １．事故調査、実証調査  

 ○車輪脱落事故車両調査、タイヤ脱着作業等の実態調査・分析結果 

 事故車両において、劣化したナットが使用されていたり、ナットの点検・清掃、

潤滑剤の塗布等が適切に行われていなかった 

 規定トルクでナットの締め付けを行っておらず、増し締めも行っていなかった 

 日常点検において、ナットの緩みの有無を確認していなかった 

 整備管理者による指導・管理が不十分であった 

 
  ○実証実験により明らかになった事項 

 ボルト、ナットは適切に潤滑剤の塗布を行わない場合、締め付けを繰り返すたび

に、締め付け力（軸力）が徐々に低下する（下記左図） 

 最大積載の大型貨物自動車の左右の駆動輪をメーカーの規定トルクよりも低い

トルクで締め付け、悪路条件等を模擬したテストコースをサイクル走行させた

結果、軸力が一定の水準より小さい場合に（今回の実験では初期軸力 30kN での

実験において）、走行に伴い急速に軸力が低下し、０になることが確認された（赤

丸で囲んだ点。下記右図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ナットの繰り返し締め付け実験結果 
限界軸力確認実験の結果 

ボルト１本

の軸力が０

となった 
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２．提言された車輪脱落事故防止対策 

〇速やかに実施すべき対策 
 大型車使用者に劣化部品の適切な交換を促す緊急点検の実施 

 タイヤ脱着作業者が適切な作業手順・保守管理手順を確認するための動画公開 

 車輪脱落事故防止キャンペーンの継続的実施   等 

 

〇中・長期的に実施すべき抜本対策 

 車輪脱落事故惹起事業者等の整備管理者に対する特別研修の新設 

 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した事業者等の整備管理者に対する、 

解任命令の発令 

 タイヤ脱着作業者の人為的な作業ミスを防ぐための車両対策   等 

 
別紙１ 大型車の車輪脱落事故に係る調査・分析検討会 中間取りまとめ（概要版） 

別紙２ 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ 

【問い合わせ先】 
国土交通省自動車局整備課 藤墳、森山 
Tel03-5253-8111（内線 42412,42413） 

  Tel03-5253-8599（直通） 
  Fax03-5253-1639 
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大型車の車輪脱落事故に係る調査・分析検討会 中間取りまとめ（概要版） 

１．趣旨・概要 

依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防

止対策を検討するため、令和４年２月に「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討

会」を設置し、各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、今後の大型車の車輪脱落事故

防止対策の在り方について、中間取りまとめを行った。 

 

２．調査・分析結果 

（１）車輪脱落事故車両調査や、タイヤ脱着作業、保守管理状況に係る実態調査において散見さ

れた事例 

   ・タイヤ脱着作業時にホイール・ボルト（以下単に「ボルト」という。）、ホイール・ナッ

ト（以下「ナット」という。）等の点検・清掃、潤滑剤の塗布が適切に実施されておらず、

著しいさびや汚れを清掃せず劣化・損傷した部品をそのまま使用していた。 

・ボルトやナットのねじ部、摺動部への潤滑剤の塗布を行っておらず、スムーズに回転し

ないナットをそのまま使用して締め付けていた。 

・ナットの締め付け時に、自動車メーカーが規定するトルク値で締め付けを行っていなか

った。 

・大型車の使用者自らによる増し締め等が実施されていなかった。 

・日常点検が適切に実施されておらず、日頃からナットの緩みの有無を確認していなかっ

た。 

・運送事業者等の整備管理者による事業者内の指導・管理が不十分であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）タイヤ脱着作業、保守管理状況に係る実態調査により得られた知見 

・タイヤ脱着時の点検・清掃・潤滑作業内容については、大型車使用者の業種に関わらず

社内の周知・徹底は一定程度図られているものの、ＩＳＯ方式に特有の作業であるナッ

ワッシャ部が固着したナット ホイールのボルト穴の損傷 

さび汁が流出した痕跡 ボルトに著しいさびや汚れの付着 

事故車両におけるタイヤ脱着作業時の不適切な点検・清掃事例 

別紙１ 
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トの摺動部への潤滑剤塗布を筆頭に、タイヤ脱着作業者への作業内容の徹底が不十分な

事業者も存在した。 

・事故惹起事業者において、自動車メーカーの規定する締め付けトルクによるナットの締

め付け遵守状況が顕著に低かった。 

 

（３）使用過程のボルト、ナットの性能確認実験 

   ナットの繰り返し締め付け実験結果 

・ボルト、ナットは指定箇所へ潤滑剤の塗布を行わない場合、締め付けを繰り返すたびに

自動車メーカーの規定トルクに対して発生する軸力が徐々に低下する事が分かった。 

・タイヤ脱着作業時の適切な潤滑剤の塗布により、軸力低下を抑えることができると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）大型貨物自動車を用いた走行実証実験 

限界軸力確認実験 

・最大積載の大型貨物自動車の左右の駆動輪をメーカーの規定トルクよりも低いトルクで

締め付け、悪路条件等を模擬したテストコースをサイクル走行させた結果、軸力が一定

の水準より小さい場合に（今回の実験では初期軸力 30kN での実験において）、走行に伴

い急速に軸力が低下し、０（ゼロ）になることが確認された（赤丸で囲んだ点）。 

限界軸力確認実験の結果 

 

10 回目 

2.6％低下 20 回目 

21.5％低下 

40 回目 

42.0％低下 

50 回目

43.3％低下 

30 回目 

36.6％低下 

潤滑剤を塗布せずにナットを繰り返し 

締め付けると、軸力が低下する傾向にある 

ナットの繰り返し締め付け実験結果 

ボルト１本の

軸力が０（ゼロ）

となった 
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節
～
第

４
節
 

（
略
）
 

 附
則
 

１
．

～
５
．

 
（
略

）
 

６
．

改
正

省
令

附
則

第
９

条
の

規
定

に
よ

り
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

者
に

あ
っ

て
は

、
電

子
制

御
装

置
整

備
に

係
る

認
証

の
取

得
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

面
の

間
、

施
行

規
則

第
３

条
第

８
号

に
規

定
す

る
運

行
補

助
装

置
を

備
え

て
い

な
い
自

動
車
に

係
る
法
第

9
4
条

の
５

第
１

項
又
は
第

9
4
条

の
５

の
２

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

保
安

基
準

適
合

証
、

保
安

基
準

適
合

標
章

又
は

限
定

保
安

基
準

適
合

証
の

交
付
を

行
う
こ

と
が
で
き

る
。
 

 ７
．
 

（
略

）
 

附
則
 

（
令

和
５
年

３
月

27
日

 
国
自

整
第

26
6
号
）
 

１
．

本
規

定
は

、
令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
な

お
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン

ツ
ー

ル
に
係

る
申
請

又
は
届
出

以
外

の
も

の
に
関

し
て
は
、
令

和
６

年
９
月

3
0
日
ま

で
の

間
、
従

前
の
例

と
す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

２
．
令

和
６

年
1
0
月

１
日
に

お
い

て
、

道
路
運

送
車
両
法

第
9
4
条
の

２
第
１

項
の

規
定

に
よ
る

指
定
を

受
け
て
い

る
者

及
び

当
該
指

定
の
申
請

を
し

て
い

る
者
（

検
査

用
ス

キ
ャ
ン

ツ
ー
ル

に
係
る
申

請
又

は
届

出
を
し

た
者
を
除

く
。
）

に
つ

い
て
は

、

令
和

６
年

1
0
月

１
日

以
後
、

初
め

て
事

業
場
の

位
置
を
変

更
す

る
ま

で
の
間

は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
も
の
と

す
る

。
 

る
自

動
車
の

整
備
又

は
改
造
を

い
う

。
 

⑺
 

「
電

子
制

御
装

置
整

備
」

と
は

、
施

行
規

則
第

３
条

第
８

号
又

は
第

９
号

に
規

定
す

る
自
動

車
の
整

備
又
は
改

造
を

い
う

。
 

⑻
 
「

整
備

士
」
と

は
、
自
動

車
整

備
士

技
能
検

定
規
則
（

昭
和

26
年

運
輸

省
令
第

7
1
号

）
の
規

定
に
よ

る
自
動

車
整

備
士

を
い
う

。
 

  第
２

節
～
第

４
節
 

（
略
）
 

 附
則
 

１
．

～
５
．

 
（
略

）
 

６
．

改
正

省
令

附
則

第
９

条
の

規
定

に
よ

り
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

者
に

あ
っ

て
は

、
電

子
制

御
装

置
整

備
に

係
る

認
証

の
取

得
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

面
の

間
、

施
行

規
則

第
３

条
第

８
号

に
規

定
す

る
運

行
補

助
装

置
又

は
同

条
第

９
号

に
規

定
す

る
自

動
運

行
装

置
を

備
え

て
い

な
い

自
動

車
に

係
る

法
第

9
4

条
の

５
第
１

項
又
は

第
9
4
条

の
５

の
２

第
１
項

の
規
定
に

よ
る

保
安

基
準
適

合
証
、

保
安

基
準
適

合
標
章

又
は
限
定

保
安

基
準

適
合
証

の
交
付
を

行
う

こ
と

が
で
き

る
。
 

７
．

 
（
略

）
 

（
新

設
）
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３
．

道
路
運

送
車
両

法
施
行
規

則
等

の
一

部
を
改

正
す
る
省

令
（

令
和

３
年
国

土
交

通
省

令
第
６

６
号

。）
附

則
第

３
条

の
規

定
に
よ

り
、
な
お

従
前

の
例

に
よ
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
者
に

あ
っ
て
は

、
検

査
用

ス
キ
ャ

ン
ツ
ー
ル

の
備

付
の

有
無
に

か
か

わ
ら

ず
、
当

面
の
間

、
車
載
式

故
障

診
断

装
置
の

診
断
の
結

果
に

つ
い

て
の
検

査
が

対
象

外
と
な

る
自
動

車
に
係
る

法
第

9
4
条

の
５
第

１
項
又

は
第

9
4
条

の
５
第

２
の

第
１

項
の
規

定
に
よ

る
保
安
基

準
適

合
証

、
保
安

基
準
適
合

標
章

又
は

限
定
保

安
基

準
適

合
証
の

交
付
を

行
う
こ
と

が
で

き
る

。
 

 別
添

１
～
別

添
２
 

（
略
）
 

 別
添

３
 
指

定
自
動

車
整
備
事

業
の

指
定

に
係
る

取
扱
い
及

び
指

導
要

領
 

 目
次
 

（
略

）
 

 第
１
 

（
略

）
 

 第
２
 

指
定

自
動
車

整
備
事
業

の
指

定
基

準
 

 １
～

２
 
（

略
）
 

 ３
 

検
査
の

設
備
の

共
同
使
用
 

(
1
)
～

(
2
) 

（
略
）
 

(
3
)
 

共
用
設

備
を
使

用
し
よ

う
と

す
る

た
め
の

契
約
は
、
こ

れ
を

使
用
し

よ
う
と

す

る
事

業
者

が
、

一
つ

の
既

指
定

整
備

工
場

又
は

、
一

つ
の

共
同

検
査

施
設

の
み

と
契

約
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
炭

化
水

素
測

定
器

、
黒

煙
測

定
器
、

オ

パ
シ

メ
ー

タ
及

び
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
の

使
用

に
係

わ
る

契
約

に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で
な

い
。
 

(
4
)
～

(
5
) 

（
略
）
 

         別
添

１
～
別

添
２
 

（
略
）
 

 別
添

３
 
指

定
自
動

車
整
備
事

業
の

指
定

に
係
る

取
扱
い
及

び
指

導
要

領
 

 目
次

 
（
略

）
 

 第
１

 
（
略

）
 

 第
２

 
指
定

自
動
車

整
備
事
業

の
指

定
基

準
 

 １
～

２
 
（

略
）
 

 ３
 

検
査
の

設
備
の

共
同
使
用
 

(
1
)
～

(
2
) 

（
略
）
 

(
3
)
 

共
用
設

備
を
使

用
し
よ

う
と

す
る

た
め
の

契
約
は
、
こ

れ
を

使
用
し

よ
う
と

す

る
事

業
者

が
、

一
つ

の
既

指
定

整
備

工
場

又
は

、
一

つ
の

共
同

検
査

施
設

の
み

と
契

約
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
炭

化
水

素
測

定
器

、
黒

煙
測

定
器
及

び

オ
パ

シ
メ
ー

タ
の
使

用
に
係
わ

る
契

約
に

つ
い
て

は
こ
の
限

り
で

な
い

。
 

 (
4
)
～

(
5
) 

（
略
）
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４
～

５
 
（

略
）
 

 第
３

～
第
６
 

（
略

）
 

 別
添

３
の
２

～
別
添

５
 
（
略

）
 

 別
紙

１
 
（

略
）
 

 別
紙

２
 
一

種
整
備

工
場
及
び

二
種

整
備

工
場
 

 

種 別
 

番
号
 

認
定

の
種
類
 

項
 

目
 

一
種

整
備

工
場
 

二
種

整
備

工

場
 

備
 

 
考
 

Ａ ～ Ｆ
 

(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

(
略

) 

Ｇ
 

１
～

７
 

(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

(
略

) 

８
 

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル
 

△
 

－
 

大
型

特
殊

自

動
車

及
び

二

輪
の

小
型

自

動
車

以
外

の

自
動

車
を

対

象
と

し
な

い

場
合

は
不
要
 

  

４
～

５
 
（

略
）
 

 第
３

～
第
６
 
（
略

）
 

 別
添

３
の
２

～
別
添

５
 
（
略

）
 

 別
紙

１
 
（

略
）
 

 別
紙

２
 
一

種
整
備

工
場
及
び

二
種

整
備

工
場
 

 

種 別
 

番
号
 

認
定

の
種
類
 

項
 

目
 

一
種

整
備

工
場
 

二
種

整
備

工

場
 

備
 

 
考
 

Ａ ～ Ｆ
 

(
略

) 
(
略
) 

(
略

) 
(
略

) 
(
略
) 

Ｇ
 

１
～

７
 

(
略
) 

(
略

) 
(
略

) 
(
略
) 

(
新

設
)
 

(
新

設
) 

(
新

設
) 

(
新

設
) 

(
新

設
) 
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別
紙

２
の

２
特

殊
整

備
工

場
（

車
体

整
備

作
業

（
一

種
）

及
び

車
体

整
備

作
業

（
二

種
）
）
 

 

種 別
 

番
号
 
項

目
 

車
体

整
備

作
業

（
一

種
）
 

車
体

整
備

作
業

（
二

種
）
 

備
考
 

Ａ ～ Ｈ
 

(
略
) 

(
略

) 
(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

（
注

）
１

．
◎

印
は

、
機

械
の

配
置

及
び

当
該

機
器

に
係

る
作

業
を

行
う

た
め

に
十

分
な

面
積
を

有
し
て

い
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
こ
と

を
示
す
。
 

 
 

 
２

．
○

印
は

、
そ

の
事

業
場

の
作

業
を

行
う

た
め

に
十

分
な

面
積

又
は

必
要

な
数

量
及
び

機
能
を

有
し
て
い

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
こ
と
を

示
す

。
 

 別
紙

２
の
３
 

（
略

）
 

 別
紙

２
の
４
 

特
殊

整
備
工
場

（
原

動
機

整
備
作

業
）
 

種 別
 

番
号
 

項
目
 

基
準
 

備
考
 

Ａ ～ Ｅ
 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

F
 

１
～

４
 

(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

５
 

シ
ッ

ク
ネ
ス
・
ゲ

ー
ジ
 

(
略
) 

(
略
) 

別
紙

２
の

２
特

殊
整

備
工

場
（

車
体

整
備

作
業

（
一

種
）

及
び

車
体

整
備

作
業

（
二

種
）
）
 

 

種 別
 

番
号
 
項

目
 

車
体

整
備

作
業

（
一

種
）
 

車
体

整
備

作
業

（
二

種
）
 

備
考
 

Ａ ～ Ｈ
 

(
略

) 
(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

(
略

) 

（
注

）
１

．
◎

印
は

、
機

械
の

配
置

及
び

当
該

機
器

に
係

る
作

業
を

行
う

た
め

に
十

分
な

面
積
を

有
し
て

い
な
け
れ

ば
な

ら
い
こ

と
を

示
す
。
 

 
 

 
２

．
○

印
は

、
そ

の
事

業
場

の
作

業
を

行
う

た
め

に
十

分
な

面
積

又
は

必
要

な
数

量
及
び

機
能
を

有
し
て
い

な
け

れ
な

ら
な
い

こ
と
を
示

す
。
 

 別
紙

２
の
３

 
（
略

）
 

 別
紙

２
の

４
 
特

殊
整

備
工

場
（

原
動

機
整

備
作

業
）
 

種 別
 

番
号
 
項

目
 

基
準
 

備
考
 

Ａ ～ Ｅ
 

(
略
)
 
(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

F
 

１
～

４
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

５
 

シ
ツ

ク
ネ

ス
・

ゲ
ー

ジ
 

(
略
)
 

(
略
)
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６
～

1
7
 

(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

Ｇ ～ Ｈ
 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

 別
紙

２
の
５
 

特
殊

整
備
工
場

（
タ

イ
ヤ

整
備
作

業
）
 

種 別
 

番
号
 

項
目
 

基
準
 

備
考
 

Ａ ～ Ｃ
 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

Ｄ
 

１
 

タ
イ

ヤ
・
チ

ェ
ン

ジ
ャ
 

(
略
) 

(
略
) 

２
～

８
 

(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

Ｅ ～ Ｆ
 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

(
略
) 

 別
紙

３
 
指

定
自
動

車
整
備
事

業
の

指
定

に
係
る

申
請
書
等
 

１
 

(
1
)
 

(
略
）
 

(
2
)
 

ア
～

エ
 

(略
）
 

オ
 

指
定

規
則

第
２

条
第

１
項

第
２

号
イ

～
リ
ま

で
の

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

に

６
～

1
7
 

(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

Ｇ ～ Ｈ
 

(
略
)
 
(
略
)
 

(
略
)
 

(
略
)
 

 別
紙

２
の
５
 
特
殊

整
備
工
場

（
タ

イ
ヤ

整
備
作

業
）
 

種 別
 

番
号
 

項
目
 

基
準
 

備
考
 

Ａ ～ Ｃ
 

(
略
) 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

Ｄ
 

１
 

タ
イ

ヤ
・
チ

エ
ン

ジ
ヤ
 

(
略
) 

(
略
) 

２
～

８
 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

Ｅ ～ Ｆ
 

(
略
) 

(
略

) 
(
略
) 

(
略
) 

 別
紙

３
 
指

定
自
動

車
整
備
事

業
の

指
定

に
係
る

申
請
書
等
 

１
 

(
1
)
 

(
略
）
 

(
2
)
 

ア
～

エ
 

(略
）
 

オ
 

指
定

規
則

第
２

条
第

１
項

第
２

号
イ

～
チ
ま

で
の

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

に
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係
る

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

技
術

上
の

基
準

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

証
す

る

書
面
 

上
記

の
書
面

に
つ
い

て
は
、
適

切
な

技
術

的
能
力

を
有
す
る

者
が

、「
自

動
車

検

査
用

機
械
器

具
の
審

査
基
準
に

つ
い

て
」（
平

成
７

年
６
月

14
日

付
け

自
整
第

1
21

号
）

に
よ

り
公

正
に

試
験

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
を

記
載

し
た

自
動

車
検

査
用

機

械
器

具
基

準
適

合
性

試
験

成
績

書
、

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

校
正

結
果

証
明

書

等
の

書
面

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
リ

に
掲

げ
る

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

に
つ

い
て

、
適

切
な

技
術

的
能

力
を

有
す

る
者

が
公

表
す

る
情

報
に

よ
り

、
技

術
上

の

基
準

に
適
合

す
る
と

判
断
で
き

る
場

合
は

こ
の
限
り

で
は
な

い
。
 

 

２
～

５
 

(略
）
 

 ６
 
指

定
規

則
第

1
1
条

に
基

づ
く

変
更

事
項

に
係

る
届

出
書

の
記

載
事

項
及

び
添

付
書

面
は
、

次
の
と

お
り
と
す

る
。
（
指

定
規
則

第
1
1
条

）
 

(
1
)
 
 

(
略
) 

(
2
)
 

添
付
書

類
 

ア
 

 
(
略
) 

イ
 

自
動
車

検
査
用
機

械
器
具

に
係

る
変

更
に
係

る
届
出
の

場
合

は
、

次
の
書

面
 

(
ア
)
 

(
略
) 

(
イ

)
 

変
更

し
た

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

が
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
技

術
上

の

基
準

に
適
合

し
て
い

る
こ
と
を

証
す

る
書

面
 

上
記

の
書
面
の

取
扱

い
に
つ
い

て
は

、
１
(
2
)
オ
と

同
じ
。
 

    別
紙

３
の

２
 

指
定

自
動

車
整

備
事

業
の

指
定

に
係

る
設

備
、

技
術

及
び

管
理

組
織

の
審

査
の
基

準
 

 

係
る

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

技
術

上
の

基
準

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

証
す

る

書
面
 

上
記

の
書
面

に
つ
い

て
は
、
適

切
な

技
術

的
能
力

を
有
す
る

者
が

、「
自

動
車

検

査
用

機
械
器

具
の
審

査
基
準
に

つ
い

て
」（
平

成
７

年
６
月

14
日

付
け

自
整
第

1
21

号
）

に
よ

り
公

正
に

試
験

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
を

記
載

し
た

自
動

車
検

査
用

機

械
器

具
基

準
適

合
性

試
験

成
績

書
、

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

校
正

結
果

証
明

書

等
の

書
面
で

あ
る
こ

と
。
 

   ２
～

５
 

(略
）
 

 ６
 

指
定

規
則

第
1
1
条

に
基

づ
く

変
更

事
項

に
係

る
届

出
書

の
記

載
事

項
及

び
添

付
書

面
は
、

次
の
と

お
り
と
す

る
。
（
指

定
規
則

第
1
1
条

）
 

(
1
)
 
 
(
略
) 

(
2
)
 

添
付
書

類
 

ア
 

 
(
略
) 

イ
 

自
動
車

検
査
用
機

械
器
具

に
係

る
変

更
に
係

る
届
出
の

場
合

は
、

次
の
書

面
 

(
ア

)
 
(
略
) 

(
イ
)
 
変

更
し

た
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
が

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

技
術

上
の

基
準

に
適
合

し
て
い

る
こ
と
を

証
す

る
書

面
 

上
記

の
書

面
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

技
術

的
能

力
を

有
す

る
者

が
、

「
自

動
車

検
査

用
機

械
器
具

の
審
査

基
準
に
つ

い
て

」（
平

成
７

年
６
月

14
日

付
け
自

整
第

12
1
号

）

に
よ

り
公

正
に

試
験

を
実

施
し

、
そ

の
結

果
を

記
載

し
た

自
動

車
検

査
用

機
械

器
具

基
準

適
合

性
試

験
成

績
書

、
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
校

正
結

果
証

明
書

等
の

書
面

で
あ

る
こ
と

。
 

別
紙

３
の

２
 

指
定

自
動

車
整

備
事

業
の

指
定

に
係

る
設

備
、

技
術

及
び

管
理

組
織

の
審

査
の
基

準
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１
～

２
 

(略
）
 

３
 

作
業
場

の
基
準

の
解
釈
 

(
1
)
 

ア
 

(
略

) 

イ
 

検
査

機
器

を
用

い
て

行
う

検
査

（
音

量
計

、
一

酸
化

炭
素

測
定

器
、

炭
化

水
素

測
定

器
、

黒
煙

測
定

器
、

オ
パ

シ
メ

ー
タ

及
び

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル
に

よ
り

行
う

検
査
を

除
く

。）
以
外
の

検
査

に
つ

い
て
は

、
現
車
作

業
場

で
行

っ
て
差

し
支

え
な

い
。
 

(
2
)
～

(
6
) 

(
略

) 

４
 

(
略

）
 

別
紙

３
の
３

～
３
の

８
 
（
略

）
 

１
～

２
 

(略
）
 

３
 

作
業
場

の
基
準

の
解
釈
 

(
1
)
 

ア
 

(
略

) 

イ
 

検
査

機
器

を
用

い
て

行
う

検
査

（
音

量
計

、
一

酸
化

炭
素

測
定

器
、

炭
化

水
素

測
定

器
、
黒

煙
測
定

器
及
び
オ

パ
シ

メ
ー

タ
に
よ

り
行
う
検

査
を

除
く

。
）
以

外
の

検
査

に
つ
い

て
は
、

現
車
作
業

場
で

行
っ

て
差
し

支
え
な
い

。
 

 (
2
)
～

(
6
) 

(
略

) 

４
 

(
略

）
 

別
紙

３
の
３

～
３
の

８
 
（
略

）
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国自整第 269 号の２ 

令和５年３月 27 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 国土交通省自動車局整備課長       

（公印省略）      

 

 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一

部改正について 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、了知いただきますとともに、貴会傘下会員に対し

周知徹底方お願い致します。 
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別添 

国 自 整 第 2 6 9 号 

令和５年３月 27 日 

 

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

 自動車局整備課長      

 

 

「自動車検査設備の共同使用等における指定整備業務の取扱について」の一

部改正について 

 

  

「指定自動車整備事業規則」（昭和 37 年運輸省令第 49 号）第２条第２項に掲げる

自動車検査用機械器具に「検査用スキャンツール」を新たに規定したことに伴い、別

添新旧対照表のとおり改正するので、了知されるとともに、遺漏のないよう取り扱わ

れたい。 

なお、本通達は、従前は自動車交通局技術安全部長名で発出されていたところであ

るが、平成 23 年に行なわれた国土交通省組織令等の一部改正より、自動車交通局技

術安全部が廃止されたため、今次通達から改めて自動車局整備課長名の通達として発

出することを申し添える。 
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1
 

 

別
添
 

「
自
動
車
検
査
設
備
の
共
同
使
用
等
に
お
け
る
指
定
整
備
業
務
の
取
扱
に
つ
い
て
 
」（

平
成
９
年
２
月
２
０
日
付
け
自
整
第
２
３
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

新
旧
対
照
表
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

自
整
第

23
号
 

平
成
９
年
２
月

20
日
 

国
自
整
第

26
9
号
 

最
終
改
正
 
令
和
５
年
３
月

27
日
 

 

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部
長
 
殿
 

 

自
動
車
局
整
備
課
長
 

 本
文
 
（
略
）
 

 記
 

 １
．
共
用
設
備
を
使
用
す
る
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
お
け
る
検
査
の
実
施
方
法
 

ア
．
第
１
表
左
欄
の
(1
)か

ら
(1
2)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
右
欄
の
自
動
車
検
査

用
機
械
器
具
を
用
い
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
自
動
車
検
査
設
備
の
全
て
に
つ
い
て
共
同
使
用

を
す
る
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
全
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
」
と
い
う
。
）

以
外
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
一
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
共
用
設
備
を
使
用
す
る
前
に
、
当
該
事
業
場
に
有
す
る
第
１
表
右
欄
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い

て
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
左
欄
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

 第
１
表
（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
別
表
第
二
－
装
置
に
関
す
る
検
査
（
そ
の
１
））

 

(1
)～

(1
1)
 (
略
) 

(略
) 

(1
2)
車
載
式
故
障
診
断
装
置
の
診
断
の
結
果
 

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
 

自
整
第

23
号
 

平
成
９
年
２
月

20
日
 

   

各
地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

沖
縄
総
合
事
務
局
長
 
殿
 

 

自
動
車
交
通
局
技
術
安
全
部
長
 

 本
文
 
（
略
）
 

 記
 

 １
．
共
用
設
備
を
使
用
す
る
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
お
け
る
検
査
の
実
施
方
法
 

ア
．
第
１
表
左
欄
の
(1
)か

ら
(1
1)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
右
欄
の
自
動
車
検
査

用
機
械
器
具
を
用
い
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
自
動
車
検
査
設
備
の
全
て
に
つ
い
て
共
同
使
用

を
す
る
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
全
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
」
と
い
う
。
）

以
外
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
（
以
下
「
一
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
共
用
設
備
を
使
用
す
る
前
に
、
当
該
事
業
場
に
有
す
る
第
１
表
右
欄
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い

て
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
左
欄
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

 第
１
表
（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
別
表
第
二
－
装
置
に
関
す
る
検
査
（
そ
の
１
））

 

(1
)～

(1
1)
 (
略
) 

(略
) 

(新
設
) 
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2
 

 

新
 

旧
 

 イ
．
全
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
第
１
表
左
欄
の
(1
)か

ら
(1
2)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
一
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
同
表
左
欄
の
(1
)か

ら
(1
2)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
、
当
該
事
項
に
係
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
よ
っ
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る

事
項
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 ウ
．
 (
略
) 

 エ
．
第
３
表
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
視
認
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

第
３
表
（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
別
表
第
二
-装

置
に
関
す
る
検
査
（
そ
の
３
）
）
 

(1
) 
原
動
機
 

(9
) 
指
示
装
置
 

(2
) 
電
気
装
置
 

(1
0)
視
野
を
確
保
す
る
装
置
 

(3
) 
乗
車
装
置
 

(1
1)
走
行
距
離
計
そ
の
他
の
計
器
 

(4
) 
前
面
ガ
ラ
ス
そ
の
他
の
窓
ガ
ラ
ス
 

(1
2)
防
火
装
置
 

(5
) 
騒
音
防
止
装
置
 

(1
3)
運
行
記
録
計
 

(6
) 
ば
い
煙
等
の
発
散
防
止
装
置
 

(1
4)
速
度
表
示
装
置
 

(7
) 
灯
火
装
置
及
び
反
射
器
 

(1
5)
自
動
運
行
装
置
 

(8
) 
警
報
装
置
 

 オ
．
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
ア
.か

ら
エ
.ま

で
の
検
査
を
当
該
事
業
場
に
お
い
て
実
施
し
た
の
ち
、

共
用
設
備
を
使
用
し
て
、
第
１
表
左
欄
に
掲
げ
る
(1
)か

ら
(1
2)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対

応
す
る
同
表
右
欄
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い
て
検
査
す
る
こ
と
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
自

動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
の
検
査
で
差

し
支
え
な
い
。
 

 ２
．
全
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
っ
て
、
他
の
事
業
場
の
自
動
車
検
査
員
が
兼
任
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
場
に
お
い
て
当
該
車
両
の
道
路
運
送
車
両
法

 イ
．
全
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
第
１
表
左
欄
の
(1
)か

ら
(1
1)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
一
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
同
表
左
欄
の
(1
)か

ら
(1
1)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
、
当
該
事
項
に
係
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
に
よ
っ
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る

事
項
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
分
解
整
備
に
係
る
部
分
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 ウ
．
 (
略
) 

 エ
．
第
３
表
に
掲
げ
る
装
置
に
つ
い
て
、
視
認
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

第
３
表
（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
別
表
第
二
-装

置
に
関
す
る
検
査
（
そ
の
３
）
）
 

(1
) 
原
動
機
 

(8
) 
警
報
装
置
 

(2
) 
電
気
装
置
 

(9
) 
指
示
装
置
 

(3
) 
乗
車
装
置
 

(1
0)
視
野
を
確
保
す
る
装
置
 

(4
) 
前
面
ガ
ラ
ス
そ
の
他
の
窓
ガ
ラ
ス
 

(1
1)
走
行
距
離
計
そ
の
他
の
計
器
 

(5
) 
騒
音
防
止
装
置
 

(1
2)
防
火
装
置
 

(6
) 
ば
い
煙
等
の
発
散
防
止
装
置
 

(1
3)
運
行
記
録
計
 

(7
) 
灯
火
装
置
及
び
反
射
器
 

(1
4)
速
度
表
示
装
置
 

  オ
．
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
ア
.か

ら
エ
.ま

で
の
検
査
を
当
該
事
業
場
に
お
い
て
実
施
し
た
の
ち
、

共
用
設
備
を
使
用
し
て
、
第
１
表
左
欄
に
掲
げ
る
(1
)か

ら
(1
1)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対

応
す
る
同
表
右
欄
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い
て
検
査
す
る
こ
と
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
自

動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
の
検
査
で
差

し
支
え
な
い
。
 

 ２
．
全
部
共
用
の
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
っ
て
、
他
の
事
業
場
の
自
動
車
検
査
員
が
兼
任
す
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
指
定
自
動
車
整
備
事
業
場
に
お
い
て
当
該
車
両
の
道
路
運
送
車
両
法
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3
 

 

新
 

旧
 

第
94

条
の
５
第
１
項
に
係
る
整
備
が
完
了
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
特
定
整
備
に
係
る
部
分
が

保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
た
の
ち
に
、
共
用
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
兼
任
に
係
る
自
動
車
検
査
員
が
、

規
則
第
８
条
の
規
定
に
基
づ
く
す
べ
て
の
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

 ３
．
～
４
．
 
(略

) 

 

第
94

条
の
５
第
１
項
に
係
る
整
備
が
完
了
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
分
解
整
備
に
係
る
部
分
が

保
安
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
た
の
ち
に
、
共
用
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
兼
任
に
係
る
自
動
車
検
査
員
が
、

規
則
第
８
条
の
規
定
に
基
づ
く
す
べ
て
の
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
 

 ３
．
～
４
．
 
(略

) 
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四運技整第４号の２ 

令和５年４月１０日  

 

 

 

 四国自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

四国運輸局長      

（公印省略） 

 

 

「「指定自動車整備事業関係事務処理要領」について」の 

一部改正について 

 

 

 

 「「指定自動車整備事業関係事務処理要領」について」（昭和６１年１１月２８

日付け四運整整第２９１号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正しましたの

で了知されるとともに、貴傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 
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「「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
に
つ
い
て
」（

昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日
付
け
四
運
整
整
第
２
９
１
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

四
運
整
整
第
２
９
１
号

 

昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日

 

（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
４
号

 

令
和
５
年
４
月
１
０
日

 

  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
四
国
運
輸
局
長

 

 

「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
に
つ
い
て

 

  
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
等
に
基
づ
く
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
を
別
紙
の
と
お
り
定

め
、
昭
和
６
２
年
１
月
１
日
以
降
は
、
こ
の
要
領
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
さ
れ
た
い
。

 

  

別
紙

 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領

 

  第
１
条
～
第
２
条
 
（
略
）
 

 

第
３
条
 
規
則
第
１
条
第
１
項
の
申
請
書
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
新
規
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
と
す
る
。 

２
 
規
則
第
１
条
第
２
項
の
各
々
に
掲
げ
る
添
付
書
類
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
１
）
～
（
２
）
 
（
略
）

 

 
（
３
）
 
第
３
号
の
書
面
は
、
第
１
号
様
式
の
検
査
機
器
欄
へ
の
記
載
、
及
び
、
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適

合
性
試
験
成
績
表
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正
結
果
証
明
書
と
す
る
。
た
だ
し
、
騒
音
計
に
あ
っ
て

は
、
有
効
な
騒
音
計
検
定
済
票
と
し
、
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
適
切
な
技
術
的
能
力
を
有

す
る
者
が
公
表
す
る
情
報
に
よ
り
、
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
判
断
で
き
る
場
合
は
不
要
と
す
る
。

 

 
（
４
）
～
（
６
）
 

(略
) 

四
運
整
整
第
２
９
１
号

 

昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日

 

（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
６
２
２
号

 

令
和
３
年
３
月
１
０
日

 

  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
四
国
運
輸
局
長

 

 

「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
に
つ
い
て

 

  
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
等
に
基
づ
く
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
を
別
紙
の
と
お
り
定

め
、
昭
和
６
２
年
１
月
１
日
以
降
は
、
こ
の
要
領
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
さ
れ
た
い
。

 

  

別
紙

 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領

 

  第
１
条
～
第
２
条
 
（
略
）
 

 

第
３
条
 
規
則
第
１
条
第
１
項
の
申
請
書
は
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
新
規
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
と
す
る
。 

２
 
規
則
第
１
条
第
２
項
の
各
々
に
掲
げ
る
添
付
書
類
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
（
１
）
～
（
２
）
 
（
略
）

 

 
（
３
）
 
第
３
号
の
書
面
は
、
第
１
号
様
式
の
検
査
機
器
欄
へ
の
記
載
、
及
び
、
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適

合
性
試
験
成
績
表
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正
結
果
証
明
書
と
す
る
。
た
だ
し
、
騒
音
計
に
あ
っ
て

は
、
有
効
な
騒
音
計
検
定
済
票
と
す
る
。

 

  
（
４
）
～
（
６
）
 

(略
) 

別
添
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新
 

旧
 

３
～
４
 
（
略
）

 

第
４
条
～
第
１
３
条
 
（
略
）

 

 

附
則
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
５
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
四
運
技
整
第
３
７
３
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
分
解
整
備
に
係
る
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。）

に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 附
則
（
令
和
２
年
１
２
月
２
５
日
四
運
技
技
第
３
４
７
号
・
四
運
技
整
第
４
６
４
号
・
四
運
技
管
第
１
９
号
・
四

運
技
安
第
１
６
９
号
）
 

本
改
正
は
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 附
則
（
令
和
３
年
３
月
１
０
日
四
運
技
整
第
６
２
２
号
）
 

本
改
正
は
令
和
３
年
３
月
１
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 

附
則
（
令
和
５
年
４
月
１
０
日
四
運
技
整
第
４
号
）
 

本
改
正
は
令
和
５
年
４
月
１
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

た
だ
し
、
本
改
正
に
よ
る
様
式
（
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
２
第
１
項
の
自
動
車
の
検
査
の
設
備
の
基
準
が

「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
（
令
和
３
年
国
土
交
通
省
令
第
６
６
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。
）
は
、
令
和
６
年
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

      

３
～
４
 
（
略
）

 

第
４
条
～
第
１
３
条
 
（
略
）

 

 

附
則
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
５
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
四
運
技
整
第
３
７
３
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
分
解
整
備
に
係
る
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。）

に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

附
則
（
令
和
２
年
１
２
月
２
５
日
四
運
技
技
第
３
４
７
号
・
四
運
技
整
第
４
６
４
号
・
四
運
技
管
第
１
９
号
・
四

運
技
安
第
１
６
９
号
）
 

本
改
正
は
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 

附
則
（
令
和
３
年
３
月
１
０
日
四
運
技
整
第
６
２
２
号
）
 

本
改
正
は
令
和
３
年
３
月
１
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 

（
新
設
）
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新
 

旧
 

第
1
号
様
式
（
指
定
）
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
新
規
申
請
書
 

本
文
（
略
）
 

１
－
①
～
４
－
①
 
（
略
）
 

４
－
②
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
 

 

４
－
③
～
５
－
②
 
（
略
）
 

５
－
③
 
共
同
使
用
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
 

  

第
1
号
様
式
（
指
定
）
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
指
定
新
規
申
請
書
 

本
文
（
略
）
 

１
－
①
～
４
－
①
 
（
略
）
 

４
－
②
 
自
動
車
検
査
機
械
設
備
 

 

４
－
③
～
５
－
②
 
（
略
）
 

５
－
③
 
共
同
使
用
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
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第
２
号
様
式
（
指
定
）
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
変
更
（
届
出
・
申
請
）
書
 

 

１
－
①
～
３
 
（
略
）
 

４
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
の
変
更
 

 

第
２
号
様
式
（
指
定
）
 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
の
変
更
（
届
出
・
申
請
）
書
 

 

１
－
①
～
３
 
（
略
）
 

４
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
の
変
更
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５
－
①
・
５
－
②
 
（
略
）
 

５
－
③
 
共
用
設
備
事
業
場
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
 

  

第
３
号
様
式
・
第
４
号
様
式
 
（
略
）
 

第
４
号
様
式
の
２
～
第
１
１
号
様
式
 
削
除
 

第
１
２
号
様
式
・
第
１
３
号
様
式
 
（
略
）
 

第
１
４
号
様
式
・
第
１
５
号
様
式
 
削
除
 

            

５
－
①
・
５
－
②
 
（
略
）
 

５
－
③
 
共
用
設
備
事
業
場
の
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
設
備
 

 

 

 

第
３
号
様
式
・
第
４
号
様
式
 
（
略
）
 

第
４
号
様
式
の
２
～
第
１
１
号
様
式
 
削
除
 

第
１
２
号
様
式
・
第
１
３
号
様
式
 
（
略
）
 

第
１
４
号
様
式
・
第
１
５
号
様
式
 
削
除
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第
１
６
号
様
式
 

 

 

第
１
６
号
様
式
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第
１
６
号
様
式
の
２
 
（
略
）
 

第
１
７
号
様
式
・
第
１
８
号
様
式
 
削
除
 

第
１
９
号
様
式
・
第
２
０
号
様
式
 
（
略
）
 

第
２
１
号
様
式
～
第
２
９
号
様
式
 
削
除
 

第
３
０
号
様
式
・
第
３
１
号
様
式
 
（
略
）
 

第
１
６
号
様
式
の
２
 
（
略
）
 

第
１
７
号
様
式
・
第
１
８
号
様
式
 
削
除
 

第
１
９
号
様
式
・
第
２
０
号
様
式
 
（
略
）
 

第
２
１
号
様
式
～
第
２
９
号
様
式
 
削
除
 

第
３
０
号
様
式
・
第
３
１
号
様
式
 
（
略
）
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四運技整第５号の２ 

令和５年４月１０日  

 

 

 

 四国自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

四国運輸局自動車技術安全部長 

（公印省略） 

 

 

「指定自動車整備事業関係事務処理要領の運用について」の 

一部改正について 

 

 

 

 「指定自動車整備事業関係事務処理要領の運用について」（昭和６１年１２月

１日付け四運整整第２９３号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正しました

ので了知されるとともに、貴傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 
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「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
の
運
用
に
つ
い
て
」（

昭
和
６
１
年
１
２
月
１
日
付
け
四
運
整
整
第
２
９
３
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
四
運
整
整
第
２
９
３
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
昭
和
６
１
年
１
２
月
１
日
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
５
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

令
和
５
年
４
月
１
０
日
 

   
各
運
輸
支
局
長
 
殿
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 四

国
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 

 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
の
運
用
に
つ
い
て
 

 

「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
（
昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日
付
四
運
整
整
第
２
９
１
号
）
の

制
定
に
伴
い
、
同
要
領
の
運
用
に
あ
た
り
、
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
を
下
記
に
示
す
の
で
指
定
関
係
業
務
の
事
務
処

理
に
つ
い
て
、
関
係
者
に
周
知
徹
底
を
図
り
遺
漏
の
な
い
よ
う
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
昭
和
５
８
年
５
月
２
３
日
付
高
陸

整
第
１
４
３
号
）
通
達
は
、
昭
和
６
１
年
１
２
月
３
１
日
限
り
廃
止
す
る
。
 

 

記
 

 

１
～
６
 
（
略
）
 

 
７
 
指
定
申
請
に
係
る
書
類
等
の
編
綴
順
序
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
第
６
号
及
び
第
１
０
号
か
ら
第
１
３
号
に
掲
げ
る
書
類
等
は
、
申
請
者
が
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
ま
た
、
軽
自
動
車
が
対
象
と
す
る
自
動
車
に
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
サ
イ
ド
ス
リ
ッ
プ
・
テ
ス
タ
が

左
右
踏
板
分
離
型
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
テ
ス
タ
の
設
置
後
の
左
右
の
踏
板
間
隔
を
第
８
号
の
図
面
に
付

記
、
ま
た
は
踏
板
間
隔
の
わ
か
る
写
真
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
四
運
整
整
第
２
９
３
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
昭
和
６
１
年
１
２
月
１
日
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
３
７
４
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

令
和
２
年
３
月
３
０
日
 

   
各
運
輸
支
局
長
 
殿
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 四

国
運
輸
局
自
動
車
技
術
安
全
部
長
 

 

指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
の
運
用
に
つ
い
て
 

 

「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
」
（
昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日
付
四
運
整
整
第
２
９
１
号
）
の

制
定
に
伴
い
、
同
要
領
の
運
用
に
あ
た
り
、
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
を
下
記
に
示
す
の
で
指
定
関
係
業
務
の
事
務
処

理
に
つ
い
て
、
関
係
者
に
周
知
徹
底
を
図
り
遺
漏
の
な
い
よ
う
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
昭
和
５
８
年
５
月
２
３
日
付
高
陸

整
第
１
４
３
号
）
通
達
は
、
昭
和
６
１
年
１
２
月
３
１
日
限
り
廃
止
す
る
。
 

 

記
 

 

１
～
６
 
（
略
）
 

 
７
 
指
定
申
請
に
係
る
書
類
等
の
編
綴
順
序
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
第
６
号
及
び
第
１
０
号
か
ら
第
１
３
号
に
掲
げ
る
書
類
等
は
、
申
請
者
が
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
ま
た
、
軽
自
動
車
が
対
象
と
す
る
自
動
車
に
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
サ
イ
ド
ス
リ
ッ
プ
・
テ
ス
タ
が

左
右
踏
板
分
離
型
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
テ
ス
タ
の
設
置
後
の
左
右
の
踏
板
間
隔
を
第
８
号
の
図
面
に
付

記
、
ま
た
は
踏
板
間
隔
の
わ
か
る
写
真
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

別
添
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新
 

旧
 

(１
)～

(８
) 

（
略
）
 

（
９
）
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適
合
性
試
験
成
績
表
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正
結
果
証
明
書

（
騒
音
計
に
あ
っ
て
は
、
騒
音
計
検
定
済
票
。
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
適
切
な
技
術
的

能
力
を
有
す
る
者
が
公
表
す
る
情
報
に
よ
り
、
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
判
断
で
き
る
場
合
は
不

要
。
）

 

（
10
）
～
（

19
）
 
（
略
）

 

８
～
１
０
 
（
略
）
 

附
則
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
６
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
四
運
技
整
第
３
７
４
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
分
解
整
備
に
係
る
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。）

に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
５
年
４
月
１
０
日
四
運
技
整
第
５
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
５
年
４
月
１
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 別
表

 

名
称

 

１
～
８
 
（
略
）

 

９
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適
合
性
試
験
成
績
表
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正
結
果
証
明
書
 

（
騒
音
計
に
あ
っ
て
は
、
騒
音
計
検
定
済
票
。
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
適
切
な
技
術
的
能
力
を

有
す
る
者
が
公
表
す
る
情
報
に
よ
り
、
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
判
断
で
き
る
場
合
は
不
要
。
）

 

以
下
 
（
略
）

 

    

(１
)～

(８
) 

（
略
）
 

（
９
）
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適
合
性
試
験
成
績
表
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正
結
果
証
明
書

（
騒
音
計
に
あ
っ
て
は
、
騒
音
計
検
定
済
票
）
 

  （
10
）
～
（

19
）
 
（
略
）
 

８
～
１
０
 
（
略
）
 

附
則
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
６
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
四
運
技
整
第
３
７
４
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
分
解
整
備
に
係
る
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。）

に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
新
設
）

 

  別
表

 

名
称
 

１
～
８
 
（
略
）
 

９
 
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
基
準
適
合
性
試
験
成
績
表
又
は
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
校
正
結
果
証
明
書
 

（
騒
音
計
に
あ
っ
て
は
、
騒
音
計
検
定
済
票
）
 

 以
下
 
（
略
）
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四運技整第６号の２ 

令和５年４月１０日  

 

 

 

 四国自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

四国運輸局長      

（公印省略） 

 

 

 

「「優良自動車整備事業者認定関係事務処理要領」について」の 

一部改正について 

 

 

 

 「「優良自動車整備事業者認定関係事務処理要領」について」（昭和６２年２月

５日付け四運整整第２３号）の一部を別添新旧対照表のとおり改正しましたの

で了知されるとともに、貴傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 
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「「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領
」
に
つ
い
て
」（
昭
和
６
２
年
２
月
５
日
付
け
四
運
整
整
第
２
３
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 四
運
整
整
第
２
３
号

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 昭
和
６
２
年
２
月
５
日

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
６
号

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 
 

 令
和
５
年
４
月
１
０
日

 

  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
四
国
運
輸
局
長

 

 

「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領
」
に
つ
い
て

 

  
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
等
に
基
づ
く
「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領
」（
昭
和

６
２
年
２
月
５
日
付
け
四
運
整
整
第
２
３
号
）
を
別
紙
の
と
お
り
一
部
改
正
し
、
平
成
７
年
７
月
１
日
よ
り
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
さ
れ
た
い
。

 

た
だ
し
、
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
に
お
け
る
屋
内
現
車
作
業
場
、
そ
の
他
作
業
場
、
車
両
置
場
及
び

完
成
検
査
場
に
係
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
８
年
７
月
１
日
以
降
に
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を

申
請
す
る
者
又
は
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
っ
て
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
も
の
に
対
し
て
適
用
す
る
も
の

と
し
、
平
成
８
年
６
月
３
０
日
ま
で
は
新
基
準
又
は
旧
基
準
に
適
合
し
て
い
れ
ば
、
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と

す
る
。

 

別
紙
 

 

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領

 

 第
１
条
～
第
８
条
（
略
）

 

 

附
則
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
７
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 四
運
整
整
第
２
３
号

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 昭
和
６
２
年
２
月
５
日

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
４
６
４
号

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 
 

 令
和
２
年
１
２
月
２
５
日

 

  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
四
国
運
輸
局
長

 

 

「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領
」
に
つ
い
て

 

  
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
等
に
基
づ
く
「
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領
」（
昭
和

６
２
年
２
月
５
日
付
け
四
運
整
整
第
２
３
号
）
を
別
紙
の
と
お
り
一
部
改
正
し
、
平
成
７
年
７
月
１
日
よ
り
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
さ
れ
た
い
。

 

た
だ
し
、
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
に
お
け
る
屋
内
現
車
作
業
場
、
そ
の
他
作
業
場
、
車
両
置
場
及
び

完
成
検
査
場
に
係
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
８
年
７
月
１
日
以
降
に
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
認
定
を

申
請
す
る
者
又
は
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
っ
て
事
業
場
の
位
置
を
変
更
す
る
も
の
に
対
し
て
適
用
す
る
も
の

と
し
、
平
成
８
年
６
月
３
０
日
ま
で
は
新
基
準
又
は
旧
基
準
に
適
合
し
て
い
れ
ば
、
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と

す
る
。

 

別
紙
 

 

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
関
係
事
務
処
理
要
領

 

 第
１
条
～
第
８
条
（
略
）

 

 

附
則
（
令
和
元
年
７
月
３
１
日
四
運
技
整
第
１
０
７
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
元
年
７
月
３
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

別
添
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新
 

旧
 

２
 
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
四
運
技
整
第
３
７
５
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
分
解
整
備
に
係
る
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。）
に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
２
年
１
２
月
２
５
日
四
運
技
技
第
３
４
８
号
・
四
運
技
整
第
４
６
４
号
・
四
運
技
管
第
１
８
号
・
四

運
技
安
第
１
７
０
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 
 
た
だ
し
、
こ
の
通
達
に
よ
る
改
正
前
の
通
達
に
定
め
る
各
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
５
年
４
月
１
０
日
四
運
技
整
第
６
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
５
年
４
月
１
０
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 
 
た
だ
し
、
本
改
正
に
よ
る
様
式
（
道
路
運
送
車
両
法
第
９
４
条
の
２
第
１
項
の
自
動
車
の
検
査
の
設
備
の
基
準

が
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
（
令
和
３
年
国
土
交
通
省
令
第
６
６
号
）
に
よ
る

改
正
前
の
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。
）
は
、
令
和
６
年
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

               

２
 
本
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
２
年
３
月
３
０
日
四
運
技
整
第
３
７
５
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

２
 
本
改
正
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
分
解
整
備
に
係
る
申
請
及
び
届
出
に
限
る
。）
に
つ

い
て
は
、
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

附
則
（
令
和
２
年
１
２
月
２
５
日
四
運
技
技
第
３
４
８
号
・
四
運
技
整
第
４
６
４
号
・
四
運
技
管
第
１
８
号
・
四

運
技
安
第
１
７
０
号
）
 

１
 
こ
の
要
領
は
令
和
３
年
１
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

 

 
 
た
だ
し
、
こ
の
通
達
に
よ
る
改
正
前
の
通
達
に
定
め
る
各
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
新
設
）
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新
 

旧
 

第
１
号
様
式
（
優
良
）
 

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
申
請
書
 

本
文
 
（
略
）
 

 １
～
３
 
（
略
）
 

４
－
①
Ⅰ
 
整
備
用
・
検
査
用
機
械
器
具
設
備
（
一
種
整
備
工
場
の
記
載
項
目
）
 

 

４
－
①
Ⅱ
～
４
－
⑤
 
（
略
）
 

    

第
１
号
様
式
（
優
良
）
 

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
申
請
書
 

本
文
 
（
略
）
 

 １
～
３
 
（
略
）
 

４
－
①
Ⅰ
 
整
備
用
・
検
査
用
機
械
器
具
設
備
（
一
種
整
備
工
場
の
記
載
項
目
）
 

 

４
－
①
Ⅱ
～
４
－
⑤
 
（
略
）
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新
 

旧
 

第
２
号
様
式
（
優
良
）
 

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
変
更
届
出
書
 

本
文
 
（
略
）
 

 １
～
３
 
（
略
）
 

４
－
①
 
整
備
用
・
検
査
用
機
械
器
具
設
備
の
変
更
（
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
の
記

載
項
目
）
 

  
 以
下
 
（
略
）
 

第
２
号
様
式
（
優
良
）
 

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
の
変
更
届
出
書
 

本
文
 
（
略
）
 

 １
～
３
 
（
略
）
 

４
－
①
 
整
備
用
・
検
査
用
機
械
器
具
設
備
の
変
更
（
一
種
整
備
工
場
及
び
二
種
整
備
工
場
の
記

載
項
目
）
 

  
 以
下
 
（
略
）
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自動車の特定整備※１をするための認証（以下、「特定認証」という。）制度が

施行され、令和５年９月末で約３年半が経過いたしました。 

特定認証の経過措置期間の皆様が、令和６年４月以降も電子制御装置整備

をしていくためには、令和６年３月までに特定認証の取得が必要となります。 

認証を取得するためには計画的な準備が必要であり、今後、申請が集中した

場合、運輸支局における審査に相応の期間を要することが予想されますので、

十分な余裕を持った期間に申請をお願いいたします。 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※１ 「分解整備」及び「電子制御装置整備」のいずれか又はすべてを行う整備 

※２ 電子制御装置整備の対象となる装置 

 

四国運輸局 自動車技術安全部 整備・保安課 

 

特定認証を取らなくても、古い車だけ整備するから大丈夫！ 

経過措置期間終了まで時間あるから後で申請しよう。 

先進安全自動車が 

整備できない（汗） 

対象車両 

他の工場にもっていこう！ 

機会損失 

６か月後、経過措置が満了 

将来的な機会損失も懸念 

思ったより割合多いかも・・・ 

現 在 

令和 6 年 4 月頃 

特定整備認証の計画的な申請について（お願い） 

経過措置期間が満了するまであと６か月となりました  
 

経過措置満了後の注意点 
 

●認証工場は特定認証を取得するまでの間、対象装置※２を整備できません。 

●指定工場は点検・整備・検査のすべてを実施できる体制が必要であるた 

め、特定認証を取得するまでの間、電子制御装置の整備を実施しない場合 

であっても、対象車両の車検入庫ができません。 
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特
定
整
備
事
業
の
認
証
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ

必
要

期
間

整
備
工
場

運
輸
支
局

①
特
定
整
備
事
業
の
認
証
を
希
望

②
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習
の
受
講
及
び
修
了

運
輸
支
局
の
資
格
取
得
講
習
時
期
に
あ
わ
せ
受
講
が
必
要

②
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習

（
日
程
を
定
め
て
開
催
）

③
整
備
工
場
に
お
い
て
設
備
・要
員
な
ど
事
前
準
備

④
整
備
工
場
に
よ
る
申
請
書
類
の
作
成

⑤
申
請
書
の
提
出

⑤
申
請
書
の
受
理

⑥
申
請
内
容
の
審
査

⑦
指
示
に
応
じ
対
応

⑦
必
要
に
応
じ
是
正
を
指
示

⑧
特
定
整
備
事
業
の
認
証

⑨
特
定
整
備
事
業
の
開
始

工
場
が

事
前
に

準
備

対
応
の
期
間
は
保
留
扱
い

1
ヶ
月
以

上
の
期
間

を
要
す
る

場
合
あ
り

（
ご
注
意
）

●
整
備
主
任
者
資
格
取
得
講
習
は
、
各
運
輸
支
局
に
お
い
て
日
程
を
定
め
て
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
実
施
時
期
を
事
前
に
ご
確
認
願
い
ま
す
。

（
実
施
時
期
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
受
講
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
）

●
申
請
に
お
い
て
、
関
係
団
体
を
経
由
す
る
場
合
は
、
事
前
チ
ェ
ッ
ク
に
相
応
の
期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
運
輸
支
局
で
の
審
査
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

計
画
的
な
準
備
と
十
分
な
余
裕
を
持
っ
た
期
間
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
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- 100 -



- 101 -
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別
 
紙

 

 

「
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
に

つ
い
て

（
依

命
通
達
）
」
（
昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日

自
車
第

8
8
0
号

）
の

一
部
を

改
正
す

る
通
達

 
新

旧
対
照

表
 

昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日
付
け

自
車
第

8
8
0
号

 
 

改
正

 
令
和

4
年

3
月

3
1
日

付
け
国

自
整
第

3
0
6
号
 

 

新
 

旧
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（

略
）
 

 

第
1
章

～
第

2
章

（
略

）
 

 第
3
章

 
自

動
車

の
検

査
（

事
務

関
係

）
 

3
－

1
～

3
－

2
－

6
（

略
）
 

3
－

2
－

7
 

削
除
 

     3
－

2
－

8
～

3
－

3
（

略
）
 

3
－

4
（

検
査

証
等

の
記

載
事

項
等

）
 

3
－

4
－

1
～

3
－

4
－

3
 

（
略
）
 

3
－

4
－

4
 

車
名

欄
及

び
型

式
欄

は
、

次
の

各
号

に
よ
り
記

載
す
る

も
の
と

す
る

。
 

（
削

除
）

 

(
1
)
～

(
4
)
 
（

略
）

 

(
5
）
 
「

改
造

自
動

車
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

平
成

7
年

1
1
月

2
1
日

自
技
第

2
3
9

号
。
以

下
「

改
造

通
達

」
と

い
う

。
）
に

定
め

る
改

造
自
動

車
（
(
3
)
、
(
4
)
、（

7
）
及

び

（
8
）
た

だ
し

書
の

自
動

車
並

び
に
「

最
大

限
に

積
載
し

た
I
S
O
規
格

の
国

際
海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
た

め
に

必
要

な
改

造
に

係
る

標
準

改
造

要
領

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
0

年
3
月

2
3
日

自
技

第
6
0
号

）
別

添
標

準
改

造
要

領
に
よ

る
改
造

を
行
っ

た
自

動
車
を

除
く

。
）
に

あ
っ

て
は

、
改

造
前

の
車

名
及

び
改

造
後
の
型

式
（
改
造

前
の
型

式
に
「
改

」

と
付

記
し

た
も

の
と

す
る

）
。

 

(
6
)
・

(
7
)
 
（

略
）

 

(
8
)
 

 前
7
号

以
外

の
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、
現

に
存

す
る
車
名

及
び
型

式
。
た
だ

し
、

車
名

又
は

型
式

が
不

明
の

と
き

は
、

該
当

欄
に

「
不
明
」

 

3
－

4
－

5
～

3
－

4
－

9
 

（
略
）
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（
略
）
 

第
1
章

～
第

2
章

（
略
）

 

 第
3
章

 
自

動
車

の
検
査

（
事

務
関

係
）
 

3
－

1
～
3
－
2
－

6
（
略

）
 

3
－

2
－
7
 

製
造
過
程

自
動

車
出
荷
検

査
終
了

証
の

取
扱
い

は
、
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

「
製
造
過

程
自

動
車
の

型
式
認

定
に
関

す
る

規
程
」
（

平
成

2
6
年

国
土

交
通
省

告

示
第

1
2
0
号
）（

以
下
「
製

造
過
程
自

動
車
告

示
」
と
い

う
。
）
に
よ
り

型
式
に

つ
い
て

認

定
を

受
け

た
自

動
車

に
つ

い
て

、
新

規
検

査
及

び
予

備
検

査
（

一
時

抹
消

登
録

を
受

け

た
も

の
を

除
く

。
）

の
申

請
を

受
理

す
る

際
に

は
、
「

製
造

過
程

自
動

車
出

荷
検

査
終

了

証
」
が

添
付
さ

れ
て

い
る
こ

と
の
確

認
を
行

う
も

の
と
す

る
。

 

3
－

2
－
8
～
3
－

3
（
略

）
 

3
－

4
（
検

査
証
等

の
記

載
事
項

等
）
 

3
－

4
－
1
～
3
－

4
－

3
 

（
略
）
 

3
－

4
－
4
 

車
名
欄
及

び
型

式
欄
は
、

次
の
各

号
に

よ
り
記

載
す
る

も
の
と

す
る

。
 

(
1
)
  
製
造
過

程
自

動
車
告

示
に
よ

り
認
定

さ
れ
た

車
名

及
び
型

式
 

(
2
)
～
(
5
)
 
（

略
）

 

(
6
）
 
「

改
造

自
動
車

等
の
取

扱
い
に

つ
い
て

」
（
平

成
7
年

1
1
月

2
1
日

自
技
第

2
3
9

号
。
以
下
「
改
造

通
達

」
と

い
う
。
）
に
定
め

る
改

造
自
動

車
（

(
4
)
、
(
5
)
、（

8
）
及

び

（
9
）
た
だ
し

書
の

自
動
車

並
び
に
「

最
大

限
に
積

載
し

た
I
S
O
規
格

の
国

際
海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
た

め
に

必
要

な
改

造
に

係
る

標
準

改
造

要
領

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
0

年
3
月

2
3
日
自
技
第

6
0
号

）
別
添

標
準
改

造
要

領
に
よ

る
改
造

を
行
っ

た
自

動
車
を

除
く
。
）
に

あ
っ

て
は

、
改

造
前
の
車

名
及
び

改
造

後
の
型

式
（
改
造

前
の
型

式
に
「
改

」

と
付
記

し
た
も

の
と

す
る
）
。

 

(
7
)
・
(
8
)
 
（

略
）

 

(
9
)
 

 前
8
号
以

外
の

自
動

車
に
あ

っ
て
は

、
現

に
存

す
る
車
名

及
び
型

式
。
た
だ

し
、

車
名
又

は
型
式

が
不

明
の
と

き
は
、

該
当
欄

に
「

不
明
」

 

3
－

4
－
5
～
3
－

4
－

9
 

（
略
）
 

- 109 -



 

3
－

4
－

1
0
 

車
体

の
形

状
欄

は
、

下
表

の
例

に
よ

り
記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

（
略

）
 

注
1
．
特

種
用

途
自

動
車

及
び

大
型

特
殊

自
動

車
で

二
輪

自
動
車
、
側
車

付
二
輪

自
動
車

又
は

三
輪

の
も

の
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨
（

例
△

△
二
輪
、
△
△
三

輪
）
を
附

記
す
る

こ

と
。

 

注
2
．
（

略
）

 

3
－

4
－

1
1
 

（
略

）
 

3
－

4
－

1
2
 

乗
車

定
員

欄
、

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

は
、

次
の

各
号

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）

 
（

３
）

 
幼

児
用

座
席

を
備

え
る

幼
児

専
用

車
、

専
ら

座
席

の
用

に
供

す
る

床
面

の

協
定

規
則

第
14

号
の

技
術

的
な

要
件

に
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
取

付
具

を
有

す
る

年
少

者
用

補
助

乗
車

装
置

取
付

具
に

年
少

者
用

補
助

乗
車

装
置

を
備

え
る

自
動

車
、

協

定
規

則
第

44
号

の
技

術
的

な
要

件
（

同
規

則
第

4
改
訂

版
補
則

第
18

改
訂

版
及

び
そ

れ
以

降
の

補
則

改
訂

版
の

規
則

4.
、

6.
か

ら
8.
ま
で

及
び

15
.に

限
る
。
）
に

定
め
る

基

準
に

適
合

す
る

同
規

則
2.

1.
2.

4.
2.
に

規
定

す
る

装
置
（

専
ら
年
少

者
が
着

席
す

る
た
め

の
も

の
に

限
る

。
）
を

備
え

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、
乗
車

定
員
欄

に
乗
車

定
員

を
「
大

人
定

員
＋

小
人

定
員

／
1．

5」
の

例
に

よ
り

記
載

し
、
車

両
総
重

量
欄
に

は
車

両
重
量
、

最
大

積
載

量
及

び
55

kg
に

乗
車

定
員

を
乗

じ
て

得
た
重

量
（

1k
g

未
満
は

切
り

捨
て

る
。
）
の

総
和

を
記

載
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い
て
、「

大
人

定
員
」
と
は

12
才
以

上
の

者
の

乗
車

定
員

を
い

い
、
「

小
人

定
員

」
と

は
12

才
未

満
の
小
児

又
は
幼

児
の

乗
車
定

員
を

い
う

。
 

（
４
）

～
（
１

３
）

 
（

略
）

 
3
－

4
－

1
3
～

3
－

4
－
1
6
 

（
略

）
 

3
－

4
－

1
7
 

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
総

排
気

量
は

、
単

位
を

リ
ッ

ト
ル

と
し

、
小

数
点

第
3
位
以
下

を
切

り
捨
て

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
二

輪
自

動
車
（

側
車

付
二
輪

自
動
車

を
含
む

。
）
で
そ

の
総

排
気

量
が

0
.
2
5
1
リ

ッ
ト

ル
か

ら
0
.
2
5
9
リ

ッ
ト

ル
ま

で
の
も
の

及
び
二

輪
自

動
車
（
側

車
付

二
輪

自
動

車
を

含
む

。
）

以
外

の
自

動
車

で
総

排
気

量
が

0
.
6
6
1
リ

ッ
ト

ル
か

ら

0
.
6
6
9
リ

ッ
ト

ル
ま

で
の

も
の

に
あ

っ
て

は
、
そ

れ
ぞ

れ
0
.
2
6
リ
ッ

ト
ル

及
び

0
.
6
7
リ

ッ
ト

ル
と

す
る

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
総

排
気

量
を

算
出

す
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
円

周

率
を

3
.
1
4
と

し
、

内
径

及
び

行
程

に
つ

い
て

1
/
1
0
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
未

満
を

切
り
捨

て

た
値

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。
 

な
お

、
総

排
気

量
が

変
化

す
る

構
造

を
有

す
る

原
動

機
（

気
筒

休
止

等
に

よ

り
総

排
気

量
が

変
化

す
る

も
の

を
い

う
。
）
に

あ
っ
て
は

、
最
大
値

を
用
い

る
も

の
と
す

3
－

4
－
1
0
 

車
体
の
形
状

欄
は
、
下

表
の
例

に
よ

り
記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

（
略
）

 

注
1
．

特
種

用
途

自
動

車
及

び
大

型
特

殊
自

動
車

で
二

輪
又

は
三

輪
の

も
の

に
あ

っ
て

は
、
そ

の
旨
（

例
△

△
二
輪

、
△
△

三
輪
）

を
附

記
す
る

こ
と
。

 

 注
2
．
（

略
）

 

3
－

4
－
1
1
 

（
略
）

 

3
－

4
－

1
2
 

乗
車

定
員

欄
、

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

は
、

次
の

各
号

に
よ

り
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 
（
１
）
・
（
２
）

 
（

略
）

 
（

３
）

 
幼

児
用

座
席

を
備

え
る

幼
児

専
用

車
、

専
ら

座
席

の
用

に
供

す
る

床
面

の

協
定

規
則

第
14

号
の

技
術

的
な

要
件

に
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
取

付
具

を
有

す
る

年
少

者
用

補
助

乗
車

装
置

取
付

具
に

年
少

者
用

補
助

乗
車

装
置

を
備

え
る

自
動

車
、

協

定
規
則
第

44
号

の
技

術
的

な
要
件

（
同
規

則
第

4
改
訂

版
補
則
第

7
改

訂
版

の
規
則

4.
、
6.
か

ら
8.
ま

で
及

び
15

.に
限
る
。
）
に
定

め
る

基
準
に

適
合
す

る
同
規

則
2.

1.
2.

4.
2.

に
規
定

す
る
装

置
（

専
ら

年
少
者
が

着
席
す

る
た

め
の
も

の
に
限

る
。
）
を
備

え
る
自

動

車
に

あ
っ

て
は

、
乗

車
定

員
欄

に
乗

車
定

員
を

「
大

人
定
員

＋
小

人
定

員
／

1．
5」

の

例
に
よ

り
記
載

し
、
車

両
総

重
量
欄

に
は
車

両
重

量
、
最

大
積
載

量
及
び

55
kg

に
乗

車

定
員
を

乗
じ
て

得
た

重
量
（

1k
g
未

満
は
切

り
捨

て
る
。
）
の
総
和

を
記
載

す
る

。
こ
の

場
合
に

お
い
て

、「
大

人
定
員

」
と
は

12
才
以

上
の
者

の
乗

車
定
員

を
い
い

、「
小

人
定

員
」
と

は
12

才
未
満

の
小

児
又
は

幼
児
の

乗
車

定
員
を

い
う
。

 
 

（
４
）

～
（
１

３
）

 
（
略

）
 

3
－

4
－
1
3
～
3
－

4
－
1
6
 

（
略
）

 

3
－

4
－

1
7
 

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 (
1
)
 
総

排
気
量

は
、

単
位
を

リ
ッ
ト

ル
と
し

、
小

数
点
第

3
位
以
下

を
切

り
捨
て

る
も
の

と
す
る
。
た
だ

し
、
二
輪
自

動
車
（
側

車
付

二
輪

自
動
車

を
含
む

。
）
で
そ

の
総

排
気
量
が

0
.
2
5
1
リ

ッ
ト

ル
か
ら

0
.
2
5
9
リ
ッ
ト

ル
ま

で
の
も
の

及
び
二

輪
自

動
車
（
側

車
付

二
輪

自
動

車
を

含
む

。
）

以
外

の
自

動
車

で
総

排
気

量
が

0
.
6
6
1

リ
ッ

ト
ル

か
ら

0
.
6
6
9
リ

ッ
ト

ル
ま
で

の
も

の
に
あ

っ
て
は

、
そ
れ
ぞ

れ
0
.
2
6
リ
ッ

ト
ル

及
び

0
.
6
7
リ

ッ
ト
ル

と
す
る

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
総

排
気

量
を

算
出

す
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
円

周

率
を

3
.
1
4
と

し
、

内
径
及

び
行
程

に
つ
い

て
1
/
1
0
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
未

満
を

切
り
捨

て

た
値
を

用
い
る

も
の

と
す
る

。
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る
。

  
(
2
)
 
 

（
略

）
 

3
－

4
－

1
8
～

3
－
4
－
1
9
 

（
略

）
 

3
－

4
－

2
0
 

備
考

欄
は

、
次

表
左

欄
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

、
同

表
中

央
欄

の
記

載
事

項
を

同
表

右
欄

の
記

載
例

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他
検

査

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
必

要
に

応
じ

て
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

電
子

情

報
処

理
組

織
に

よ
り

記
録

で
き

な
い

も
の

に
あ

っ
て
は
自

動
車
検

査
記
録

簿
（

乙
）（

第

4
号

様
式

に
よ

る
。
）

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

記
載

を
要

す
る

自
動

車
 

記
載
さ
れ
る
べ
き
趣
旨

 
記

載
例

 
1．

～
17

．
 

（
略

）
  

17
－

1．
3－

4－
15

 (1
)の

装
置

を
随

時
取

り
外

し
、

又
は

取
り

替
え

る
ダ

ン
プ

自
動

車
で

あ
っ

て
、

附
属

装
置

等
装

着
時

は
17

．

に
掲

げ
る

自
動

車
と

な
る

も
の

 

附
属

装
置

等
装

着
時

は
土

砂

等
を

運
搬

し
な

い
旨

 
附

属
装

置
等

装
着

時
の

積
載

物
は

土
砂

等
以

外
の

も
の

と

す
る

。
 

18
．

～
21

．
 （

略
）

 
22

．
特

種
用

途
自

動
車

で
あ

る
側

車
付

二
輪

自
動

車
 

側
車

付
オ

ー
ト

バ
イ

で
あ

る

旨
 

側
車

付
オ

ー
ト

バ
イ

 

23
．

～
44

．
 （

略
）

 
（

注
）

 
（

略
）

 

3
－

4
－

2
1
 
～

3
－

4
－

2
7
（

略
）
 

3
－

5
～

3
－

1
1
 

（
略

）
 

3
－

1
2
 
（

基
準

緩
和

認
定
に

よ
り
自

動
車

検
査
証

備
考
欄

に
基
準

緩
和
の

認
定

期
限
等

が
記

載
さ

れ
た

基
準

緩
和

自
動

車
の

取
扱

い
）

 

3
－

1
2
－

1
 

（
略

）
 

3
－

1
2
－

2
 

継
続

緩
和

の
認

定
書

に
基

づ
く

自
動

車
検

査
証

備
考

欄
の

基
準

緩
和

の
認

定
に

関
す

る
記

載
事

項
の

変
更

は
、

職
権

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

期
限

等
に

つ
い

て

行
う

こ
と

。
 

3
－

1
2
－

3
 

全
国

貨
物

自
動

車
運

送
適

正
化

事
業

実
施

機
関

に
よ

る
安

全
性

優
良

事
業

所
の

認
定

の
失

効
等

に
伴

う
新

規
緩

和
の

認
定

書
に

基
づ

く
自

動
車

検
査

証
備

考
欄

の

基
準

緩
和

の
認

定
に

関
す

る
記

載
事

項
の

変
更

は
、

職
権

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

期

限
等

に
つ

い
て

行
う

こ
と

。
 

3
－

1
3
～

3
－

1
5
 
（

略
）

 

第
4
章

～
第

6
章

 
（

略
）

 

 

(
2
)
 
 

（
略
）

 

3
－

4
－
1
8
～

3
－
4
－
1
9
 

（
略
）

 

3
－

4
－

2
0
 

備
考

欄
は

、
次

表
左

欄
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

、
同

表
中

央
欄

の
記

載
事

項
を

同
表

右
欄

の
記

載
例

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他
検

査

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
必

要
に

応
じ

て
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

電
子

情

報
処
理

組
織
に

よ
り

記
録
で

き
な
い

も
の
に

あ
っ

て
は
自

動
車
検

査
記
録

簿
（

乙
）（

第

4
号
様
式

に
よ

る
。
）

を
作
成

す
る
も

の
と
す

る
。

 

記
載

を
要

す
る

自
動

車
 

記
載
さ
れ
る
べ
き
趣
旨

 
記

載
例

 
1．

～
17

．
 

（
略

）
  

 
（

新
設

）
 

      

（
新

設
）

 
 

（
新

設
）

 
 

18
．

～
21

．
 （

略
）

 
（

新
設

）
 

 
（

新
設

）
 

（
新

設
）

 

22
．

～
43

．
 （

略
）

 
（
注
）

 
（
略

）
 

3
－

4
－
2
1
 
～
3
－

4
－

2
7
（
略
）
 

3
－

5
～
3
－
1
1
 

（
略

）
 

3
－

1
2
 
（
基
準
緩
和

認
定
の

際
に
自

動
車
検

査
証

備
考
欄

に
基
準

緩
和
の

認
定

期
限
が

付
さ
れ

た
基
準

緩
和

自
動
車

に
係
る

継
続
検

査
等

の
取
扱

い
）

 

3
－

1
2
－

1
 

（
略
）

 

3
－

1
2
－

2
 

当
該

基
準

緩
和

自
動

車
に

係
る

継
続

緩
和

の
認

定
書

に
基

づ
く

自
動

車
検

査
証

備
考

欄
の

基
準

緩
和

の
認

定
に

関
す

る
記

載
事

項
の

変
更

は
、

職
権

に
よ

り
基

準

緩
和
の

認
定
の

期
限

に
つ
い

て
行
う

こ
と
。

 

（
新
設

）
 

   3
－

1
3
～

3
－

1
5
 
（
略
）

 

第
4
章

～
第

6
章

 
（
略
）
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別
表

第
1
～

第
6
号

様
式

 
（

略
）

 

別
添

1
 
（

略
）

 

別
添

2
 
（

略
）

 

附
 

則
 
（

令
和
４

年
3
月

3
1
日
国

自
整

第
3
0
6
号
）

 

１
．
本

改
正

は
、

令
和

４
年

４
月
１

日
か

ら
施
行

す
る
。

 

２
．

令
和

４
年

３
月

３
１
日

以
前

に
既

に
登

録
を

受
け
て

い
る
自

動
車
で

あ
っ

て
、

令
和

４
年

４
月

１
日
以

降
に

当
該

自
動

車
の

構
造
及

び
装
置

に
変
更

が
な

い
も
の

に
つ

い
て

は
、

本
改

正
に

よ
る
改

正
後

の
3
－
4
-
2
0
 
1
7
-
1
.
の
規
定

を
適

用
し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

別
表

第
1
～

第
6
号

様
式

 
（
略
）

 

別
添

1
 
（
略
）

 

別
添

2
 
（
略
）

 

（
新
設

）
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「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、特種用途自動車である側車付二輪自動車の自動車検査証の記載方法を

明確化するため等、２．に掲げる事項について、次に掲げる通達の一部を改正す

る。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月２５

日付自車第８８０号） 

 

２． 改正の概要 

（１）「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の改正において、G マ 

ークを受けている事業所が G マークを失効した場合、新規緩和申請が必 

要となる改正を行うことに伴い、この新規緩和の認定書に伴う車検証備 

考欄の記載事項を変更する際、職権により認定期限等を入力することを 

規定する。 

（２）特種用途自動車である側車付二輪自動車にあっては、自動車検査証の車体 

の形状欄にその旨（例警察車二輪）を記入するとともに、自動車検査証の 

備考欄に「側車付オートバイ」と記載する旨規定する。 

（３）附属装置を装着している状態では土砂等を運搬しない自動車となる場合 

は、自動車の備考欄に「附属装置等装着時の積載物は土砂等以外のものと 

する。」と記載方法を規定する。 

（４）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年３月３１日（下旬） 

施行：令和４年４月１日 
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石原修平
テキスト ボックス
参 考



国自整第２０７号の３  

国自情第２５５号の３  

令和４年１２月２３日 

 

 

 

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

           

 

                   国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和３６年１１月

２５日付自車第８８０号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘

下会員に対し周知方お願いします。 
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別
 
紙

 

 

「
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
に

つ
い
て

（
依

命
通
達
）
」
（
昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日

自
車
第

8
8
0
号

）
の

一
部
を

改
正
す

る
通
達

 
新

旧
対
照

表
 

昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日
付
け

自
車
第

8
8
0
号

 
 

改
正
 

令
和

4
年

1
2
月

2
3
 
日
付
け

国
自
整

第
2
0
7
号
、

国
自
情

第
2
5
5
号
 

 

新
 

旧
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（

略
）
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（
略
）
 

第
1
章

 
(
略
)
 

 

第
1
章

 
(
略

)
 

 

第
2
章

 
(
略
)
 

 

第
2
章

 
(
略

)
 

 

第
3
章

 
自

動
車

の
検

査
（

事
務

関
係

）
 

3
－

1
 

(
略

) 

3
－

2
（

申
請

書
の

受
理

）
 

3
－

2
－

1
 

(
1
)
 
自

動
車

の
検

査
に

際
し

、
申

請
書

の
提

出
が

あ
っ

た
と
き

は
、

申
請

書
及

び
添

付

書
類
（

別
添

3
）
に

不
備

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

う
え
、
当
該
申

請
書
に

受
付

日
付
印

を
押

印
し

て
受

理
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

受
理

台
帳

の
作

成
は

要

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 
（

略
）

 

3
－

2
－

2
～

3
－

2
－

3
 

(
略
) 

第
3
章

 
自

動
車

の
検
査

（
事

務
関

係
）
 

3
－

1
 

(
略
) 

3
－

2
（
申

請
書
の

受
理

）
 

3
－

2
－
1
 

(
1
)
 
自

動
車
の

検
査

に
際

し
、
申

請
書

の
提

出
が

あ
っ

た
と
き

は
、

申
請

書
及

び
添

付

書
類

に
不

備
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
う

え
、

当
該

申
請

書
に

受
付

日
付

印
を

押
印

し

て
受

理
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

受
理

台
帳

の
作

成
は

要
し

な
い

も

の
と
す

る
。

 

(
2
)
 
（

略
）

 

3
－

2
－
2
～
3
－

2
－

3
 

(
略
) 

3
－

2
－

4
 

検
査

の
申

請
を

受
理

す
る

際
に

は
、
次

の
書

面
を
確
認

し
、
当
該
書

面
を
自

動
車

機
構

に
対

し
提

示
す

る
よ

う
指

示
す

る
も

の
と
す
る

。
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 
保

安
基

準
第

5
4

条
の

規
定

に
よ

り
臨

時
乗

車
定
員

が
定

め
ら

れ
た

こ
と

を
事
由

と
す

る
自

動
車

検
査

証
（

以
下
「

検
査

証
」
と

い
う
。
）
の

変
更
記

録
の
申

請
が

あ
る
場

合
に

は
「

自
動

車
運

送
事

業
等

運
輸

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

及
び

道
路

運
送

車

両
の

保
安

基
準

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

の
施

行
に
つ
い

て
（
依

命
通
達

）
」
（

昭
和

3
6

年
4
月

1
0
日

自
総

第
2
4
6
号

）
に

よ
り

地
方

運
輸

局
長

が
交
付
し

た
「

臨
時
乗

車
定

員

を
定

め
た

旨
を

証
す

る
書

面
」

又
は

そ
の

写
し

 

臨
時

乗
車

定
員

が
定

め
ら

れ
て

い
る

自
動

車
に

つ
い

て
、

新
規

検
査

の
申

請
が

あ
る

場

合
も

同
様

と
す

る
。

 

(
3
)
～

(
4
)
 
(
略
)
 

3
－

2
－
4
 

検
査
の
申

請
を

受
理
す
る

際
に
は

、
次

の
書

面
を
確
認

し
、
当
該
書

面
を
自

動
車
機

構
に
対

し
提

示
す
る

よ
う
指

示
す
る

も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
 
(
略
)
 

(
2
)
 
保

安
基
準

第
5
4

条
の

規
定

に
よ

り
臨

時
乗

車
定
員

が
定

め
ら

れ
た

こ
と

を
事
由

と
す

る
検

査
証

の
記

入
の

申
請

が
あ

る
場

合
に

は
「

自
動

車
運

送
事

業
等

運
輸

規
則

の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
及

び
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

の

施
行
に

つ
い
て

（
依

命
通
達
）
」
（
昭

和
3
6
年

4
月

1
0
日

自
総

第
2
4
6
号
）

に
よ

り
地

方
運

輸
局

長
が

交
付

し
た

「
臨

時
乗

車
定

員
を

定
め

た
旨

を
証

す
る

書
面

」
又

は
そ

の

写
し

 

臨
時

乗
車

定
員

が
定

め
ら

れ
て

い
る

自
動

車
に

つ
い

て
、

新
規

検
査

の
申

請
が

あ
る

場

合
も
同

様
と
す

る
。

 

(
3
)
～
(
4
)
 
(
略
)
 

3
－

2
－

5
 

手
数

料
納

付
書
（

自
動

車
検

査
票

の
検

査
手
数

料
納
付

書
欄
を

含
む

。
以

下

同
じ

。
）
に

貼
付

さ
れ

た
手

数
料

の
自

動
車

検
査
登

録
印
紙

は
道
路

運
送
車

両
法

関
係
手

3
－

2
－

5
 

手
数

料
納

付
書

に
貼

付
さ

れ
た

手
数

料
の

自
動

車
検

査
登

録
印

紙
は

道
路

運
送
車

両
法
関

係
手

数
料
令
（
昭

和
2
6
年

政
令

第
2
5
5
号

）
に
規

定
す

る
額
の

印
紙

が
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数
料

令
（

昭
和

2
6
年

政
令

第
2
5
5
号

）
に

規
定

す
る

額
の
印
紙

が
貼
付

さ
れ

て
い
る

こ

と
を

確
認

し
、
朱

印
、
青

イ
ン

ク
又

は
黒

イ
ン

ク
を

用
い

、
消
印
官

署
及
び

日
付

を
表
示

し
た

印
で

、
当

該
納

付
書

紙
面

と
自

動
車

検
査

登
録

印
紙

の
彩

紋
に

わ
た

っ
て

明
瞭

に

消
印

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
本
項
本

文
の
消

印
を
も

っ
て

3
－

2
－

1
及

び
3
－
3
－

1
の

受
付

日
付

印
の

押
印

に
代

え
る
こ
と

と
し
て

も
差
し

支
え

な
い
。

 

な
お

、
保

安
基

準
適

合
証

又
は

限
定

保
安

基
準

適
合

証
の

提
出

に
係

る
申

請
が

あ
っ

た

場
合

は
当

該
保

安
基

準
適

合
証

又
は

限
定

保
安

基
準

適
合

証
の

余
白

部
に

、
電

磁
的

方

法
に

よ
り

保
安

基
準

適
合

証
が

提
出

さ
れ

た
場

合
は

、
自

動
車

重
量

税
納

付
書

の
余

白

部
に

貼
付

し
て

納
付

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

ま
た

、
印

紙
の

貼
付

が
な

く
、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
決
済

に
よ
る

納
付
（
以

下
、「

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
」
と

い
う

。
）
を

行
う

旨
の

申
告

が
あ
っ

た
場
合

は
、
手
数
料

納
付
書

に
記

載
さ

れ
た

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
で

あ
る

旨
、
対

象
手
続
き
（
業

務
種

別
）
及
び

支

払
受

付
番

号
に

つ
い

て
、

電
子

情
報

処
理

組
織

等
に

て
事

前
決

済
情

報
登

録
を

確
認

す

る
も

の
と

し
、

事
前

決
済

情
報

登
録

が
確

認
で

き
た

場
合

は
、

手
数

料
納

付
書

に
受

付

日
付

印
を

押
印

す
る

こ
と

と
す

る
。

な
お

、
保

安
基

準
適

合
証

に
よ

る
申

請
が

あ
っ

た

場
合

に
は

、
申

請
書

の
余

白
部

分
に

記
載

さ
れ

た
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

決
済

で
あ

る
旨

を

確
認
す

る
も

の
と

す
る

。
 

貼
付
さ

れ
て
い

る
こ

と
を
確

認
し

、
朱
印

、
青
イ
ン

ク
又

は
黒
イ
ン

ク
を
用

い
、
消
印

官

署
及

び
日

付
を

表
示

し
た

印
で

、
当

該
納

付
書

紙
面

と
自

動
車

検
査

登
録

印
紙

の
彩

紋

に
わ

た
っ

て
明

瞭
に

消
印

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
本

項
本

文
の

消

印
を
も

っ
て

3
－
2
－
1
及
び

3
－
3
－
1
の
受
付

日
付
印

の
押
印
に

代
え
る

こ
と

と
し
て

も
差
し

支
え
な

い
。

 

      

3
－

2
－

5
－

1
 

(
略

)
 

3
－

2
－

5
－

2
 

3
－

2
－
5
－
1
以

外
の

手
続

き
（
自

動
車
機

構
が
所

有
す
る

自
動

車
検
査

の
予

約
を

行
う

シ
ス

テ
ム

に
よ

っ
て

、
受

検
す

る
自

動
車

が
予

約
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

確
認

し
た

旨
を

自
動

車
検

査
票

に
記

載
す

る
装

置
（
以
下
、
「
自
動

車
検
査

受
付

装
置
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
予

約
確

認
を

含
む

。
）

に
よ

り
検

査
の

予
約

確
認

が
な

さ
れ

る
場

合

に
は

、
自

動
車

機
構

に
対

し
、

消
印

の
押

印
作

業
の

一
部

又
は

全
部

を
行

わ
せ

る
こ

と

が
で

き
る

も
の

と
し

、
こ

の
場

合
に

、
自

動
車

機
構

が
使

用
す

る
印

に
記

載
さ

れ
た

消

印
官

署
及

び
日

付
は

、
消

印
及

び
受

付
に

限
り

有
効
な
も

の
と
す

る
。
た
だ

し
、
自
動

車

検
査

受
付

装
置

に
よ

り
検

査
の

予
約

確
認

が
な

さ
れ

た
場

合
で

あ
っ

て
、

手
数

料
の

納

付
が

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

予
約

確
認

を
行

っ
た

後
、

運
輸

支

局
等

の
窓

口
に

お
い

て
事

前
決

済
情

報
登

録
の

確
認
を
行

い
、
3
-
2
-
5
に
定
め

る
方

法
に

準
じ

た
対

応
を

行
う

も
の

と
す

る
。
な

お
、
特

段
の
理

由
が
あ
る

場
合
に

限
り

、
朱
印

、

青
イ

ン
ク

又
は

黒
イ

ン
ク

以
外

の
色

も
使

用
す

る
こ
と
が

で
き
る

も
の
と

す
る

。
 

3
－

2
－
5
－
1
 

(
略
)
 

3
－

2
－
5
－
2
 

3
－
2
－
5
－
1
以
外
の

手
続
き

（
自

動
車
機

構
が
所

有
す
る

自
動

車
検
査

の
予

約
を

行
う

シ
ス

テ
ム

に
よ

っ
て

、
受

検
す

る
自

動
車

が
予

約
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

確
認
し

た
旨
を

自
動

車
検
査

票
に
記

載
す
る

装
置

（
以
下
、
「
自
動

車
検
査

受
付

装
置
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
予

約
確

認
を

含
む

。
）

に
よ

り
検

査
の

予
約

確
認

が
な

さ
れ

る
場

合

に
は

、
自

動
車

機
構

に
対

し
、

消
印

の
押

印
作

業
の

一
部

又
は

全
部

を
行

わ
せ

る
こ

と

が
で

き
る

も
の

と
し

、
こ

の
場

合
に

、
自

動
車

機
構

が
使

用
す

る
印

に
記

載
さ

れ
た

消

印
官
署

及
び
日

付
は

、
消

印
及
び
受

付
に
限

り
有

効
な
も

の
と
す

る
。
な
お

、
特

段
の

理

由
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

朱
印

、
青

イ
ン

ク
又

は
黒

イ
ン

ク
以

外
の

色
も

使
用

す
る

こ

と
が
で

き
る
も

の
と

す
る
。

 

   

3
－

2
－

6
～

3
－

2
－

8
 

(
略
) 

3
－

3
（

審
査

依
頼

）
 

3
－

3
－

1
 

申
請

書
及

び
添

付
書

類
に

不
備
（

手
数
料
の

納
付
が
確

認
で
き

な
い

も
の
を

含
む

）
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
と

き
は

、
受

付
日
付

印
を
押
印

し
た
審

査
依

頼
書
（

自

動
車

検
査

票
（

様
式

1
）
、
以

下
「

検
査

票
1
」
と

い
う
。
）
を
発
行

し
、
原

則
と

し
て
同

一
敷

地
内

の
自

動
車

機
構

に
対

し
審

査
依

頼
す

る
も
の
と

す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い

て
、

当
該

受
付

日
付

印
の

押
印

を
も

っ
て

3
－
2
－
1
の
受

付
日

付
印
の

押
印
に

代
え

る
こ
と

3
－

2
－
6
～
3
－

2
－

8
 

(
略
) 

3
－

3
（
審

査
依
頼

）
 

3
－

3
－
1
 

申
請
書
及

び
添

付
書
類
に

不
備
が

な
い

こ
と
を

確
認
し

た
と
き

は
、
受
付

日

付
印
を

押
印
し

た
審

査
依
頼

書
（
自
動

車
検
査

票
（
様

式
1
）
、
以
下
「
検

査
票

1
」
と
い

う
。
）
を
発
行

し
、
原
則

と
し

て
同
一

敷
地
内

の
自

動
車
機

構
に
対

し
審
査

依
頼

す
る
も

の
と
す

る
。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、

当
該
受

付
日

付
印
の

押
印
を

も
っ

て
3
－

2
－

1
の

受
付
日

付
印
の

押
印

に
代
え

る
こ
と

が
で
き

る
。
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が
で

き
る

。
 

な
お

、
運

輸
支

局
等

の
長

が
別

途
認

め
た

手
続

き
等

3
－
2
－
5
－
2
に
よ
り

検
査

の
予
約

確
認

が
な

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
審

査
依

頼
書

が
発

行
さ

れ
、

同
一

敷
地

内
の

自

動
車

機
構

に
対

し
審

査
の

依
頼

が
行

わ
れ

た
も

の
と
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

な
お
、
運
輸

支
局

等
の

長
が

別
途
認

め
た
手

続
き

等
3
－
2
－
5
－
2
に
よ
り

検
査

の
予
約

確
認

が
な

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
審

査
依

頼
書

が
発

行
さ

れ
、

同
一

敷
地

内
の

自

動
車
機

構
に
対

し
審

査
の
依

頼
が
行

わ
れ
た

も
の

と
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 

3
－

4
（

検
査

証
等

の
記

録
事

項
等

）
 

3
－

4
－

1
 

検
査

証
等
（
「

検
査

証
、
自

動
車

予
備
検

査
証

及
び
限

定
自
動

車
検

査
証
」
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
は

、
検

査
証

に
記

載
す

る
場

合
に
は

印
字
等

容
易
に

消
す

こ
と
が

で
き

な
い

も
の

を
用

い
、
記

録
す

る
場

合
に

は
法

第
5
8
条

第
２
項

後
段
に

規
定

す
る
方

法
に

よ
る

こ
と

と
し

、
自

動
車

予
備

検
査

証
（

以
下
「
予

備
検
査

証
」
と
い

う
。
）
及
び

限
定

自
動

車
検

査
証
（

以
下
「

限
定

検
査

証
」
と

い
う
。
）
に
記
載

す
る
場

合
は
、
印

字

等
容

易
に

消
す

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
を

用
い

る
も
の
と

す
る
。

 

3
－

4
（
検

査
証
等

の
記

載
事
項

等
）

 

3
－

4
－
1
 

検
査
証
、
自

動
車

予
備
検

査
証
及

び
限

定
自
動

車
検
査

証
（

以
下
「
検

査
証

等
」
と

い
う
。
）
は

、
黒

の
ボ

ー
ル
ペ

ン
等
容

易
に

消
す
こ

と
が
で

き
な
い

も
の

を
用
い

て
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 

   

3
－

4
－

2
 

（
削

除
）
 

 3
－

4
－

3
 

初
度

登
録

年
月

欄
は

、
次

に
よ

り
記

録
（

予
備

検
査
証

及
び
限

定
検

査
証
に

あ
っ

て
は

記
載

と
読

み
替

え
る

。
以

下
同

じ
。
）
す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
～

(
2
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
 

記
載

事
項

を
変

更
、

訂
正

又
は

抹
消

す
る

と
き

は
、

不
用

の
記

載
事

項
を

「
－
」

を
も
っ

て
抹

消
し
、

運
輸
支

局
等
名

小
印

を
押
印

す
る
も

の
と
す

る
。

 

3
－

4
－
3
 
初
度
登
録
年

月
欄

は
、
次

に
よ
り

記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 (
1
)
～
(
2
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

4
 

車
名

欄
及

び
型

式
欄

は
、

次
の

各
号

に
よ
り
記

録
す
る

も
の
と

す
る

。
 

(
1
)
～

(
8
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

5
 

車
台

番
号

欄
は

、
提

示
さ

れ
た

自
動
車

に
打
刻

さ
れ
て

い
る
車

台
番

号
又
は

職
権

に
よ

り
打

刻
し

た
車

台
番

号
を

記
録
す

る
も

の
と
す

る
。

 

3
－

4
－

6
 

原
動

機
の

型
式

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り
記
録

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

7
 

自
動

車
の

種
別

欄
は

、「
普

通
」
、「

小
型

」
又
は
「
大
型

特
殊

」
の

い
ず

れ
か

を
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、
作

業
用

附
属

装
置
、
除
雪
装

置
、
道
路

清
掃
装

置
等

を
随

時
取

り
外

し
、

又
は

取
り

替
え

て
使

用
で

き
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
当

該
装

置

等
を

取
り

付
け

、
又

は
取

り
替

え
た

状
態

の
う

ち
の

諸
元

が
最

大
と

な
る

場
合

の
種

別

を
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
 

3
－

4
－

8
 

用
途

欄
は

、
次

に
よ

り
記

録
す

る
も

の
と
す
る

。
 

(
1
)
 
用

途
欄

に
は

、
乗

用
自

動
車

等
に

あ
っ

て
は
「
乗
用

」
、
乗
合

自
動

車
等
に

あ
っ
て

は
「

乗
合

」
、
貨

物
自

動
車

等
に

あ
っ

て
は
「

貨
物

」
、
特

種
用
途
自

動
車
等

に
あ

っ
て
は

「
特

種
」
並

び
に

大
型

特
殊

自
動

車
に

あ
っ

て
は
「
－
」
を
記
録

す
る
も

の
と

す
る
。
さ

ら
に

、
備

考
欄

に
は

、
貸

渡
乗

用
自

動
車

、
貸

渡
乗
合

自
動
車
、
貸

渡
貨
物

自
動
車

及
び

貸
渡

特
種

用
途

自
動

車
に

あ
っ

て
は
「

貸
渡

」
、
幼
児

専
用

乗
用
自

動
車
及

び
幼

児
専
用

乗
合

自
動

車
に

あ
っ

て
は
「

幼
児

専
用

」
並

び
に

建
設
機

械
に
あ

っ
て
は
「
建

設
機
械

」

を
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 

(
略

)
 

3
－

4
－

9
 

自
家

用
・
事

業
用

の
別

／
適

否
欄

は
、「

自
家

用
」
又
は
「

事
業
用

」
の

い
ず

3
－

4
－
4
 
車
名
欄
及
び

型
式

欄
は
、

次
の
各

号
に

よ
り

記
載
す
る

も
の
と

す
る

。
 

(
1
)
～
(
8
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－
5
 
車
台
番
号
欄

は
、
提
示
さ

れ
た
自

動
車

に
打
刻

さ
れ
て

い
る
車

台
番

号
又
は

職
権
に

よ
り
打

刻
し

た
車
台

番
号
を

記
載
す

る
も

の
と
す

る
。

 

3
－

4
－
6
 
原
動
機
の
型

式
欄

は
、
次

の
各
号

に
よ

り
記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－
7
 
自
動
車
の
種

別
欄

は
、「

普
通
」
、「

小
型

」
又
は
「
大
型

特
殊

」
の

い
ず

れ
か

を
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。
な
お
、
作

業
用
附

属
装
置
、
除
雪
装

置
、
道
路

清
掃
装

置
等

を
随

時
取

り
外

し
、

又
は

取
り

替
え

て
使

用
で

き
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
当

該
装

置

等
を

取
り

付
け

、
又

は
取

り
替

え
た

状
態

の
う

ち
の

諸
元

が
最

大
と

な
る

場
合

の
種

別

を
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 

3
－

4
－
8
 
用
途
欄
は
、

次
に

よ
り

記
載
す
る

も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
 
用

途
欄
に

は
、
乗
用
自

動
車
等

に
あ
っ

て
は
「
乗
用

」
、
乗
合

自
動

車
等
に

あ
っ
て

は
「
乗
合
」
、
貨
物
自

動
車

等
に
あ
っ

て
は
「
貨

物
」
、
特

種
用
途
自

動
車
等

に
あ

っ
て
は

「
特
種
」
並
び
に

大
型

特
殊

自
動
車

に
あ
っ

て
は
「
－
」
を
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。
さ

ら
に
、
備

考
欄
に

は
、
貸
渡

乗
用
自

動
車
、
貸

渡
乗
合

自
動
車
、
貸

渡
貨
物

自
動
車

及
び

貸
渡
特

種
用
途

自
動

車
に
あ

っ
て
は
「
貸

渡
」
、
幼
児

専
用

乗
用
自

動
車
及

び
幼

児
専
用

乗
合
自

動
車
に

あ
っ

て
は
「

幼
児
専

用
」
並
び
に

建
設
機

械
に
あ

っ
て
は
「
建

設
機
械

」

を
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 

(
2
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－
9
 
自
家
用
・
事
業

用
の
別
／

適
否
欄

は
、「

自
家

用
」
又
は
「

事
業
用

」
の

い
ず
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れ
か

を
記

録
す

る
も

の
と

し
、
予

備
検

査
証

に
あ

っ
て
は
、
事
業
用

の
「
適
」
又
は
「

否
」

の
い

ず
れ

か
を

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

3
－

4
－

1
0
 

車
体

の
形

状
欄

は
、

下
表

の
例

に
よ

り
記
録

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
表
)
 

(
略
)
 

れ
か
を

記
載
す

る
も

の
と
し

、
自
動
車

予
備
検

査
証
（
以

下
「
予
備

検
査
証
」
と
い
う

。
）

に
あ
っ

て
は
、
事

業
用
の
「

適
」
又
は
「
否
」
の
い
ず

れ
か
を
記

載
す
る

も
の

と
す
る
。
 

3
－

4
－
1
0
 
車
体
の
形
状
欄

は
、
下

表
の
例

に
よ

り
記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
表
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

1
1
 

備
考

欄
（

自
動

車
の

登
録

及
び

検
査

に
関

す
る

申
請

書
等

の
様

式
等

を
定

め
る

省
令
（

昭
和

4
5
年

運
輸

省
令

第
8
号

）
第

4
条
に

規
定
す
る

表
中
第

6
号

の
自
動

車
検

査
証

（
第

1
8
号

様
式

）
の

う
ち
備

考
の

欄
及
び
当

該
欄
に

相
当
す

る
法
第

5
8
条

第
2
項

後
段

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
っ

て
記

録
さ

れ
た
事

項
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
は
、

規
則

第
3
5
条

の
3
第

1
項

各
号

及
び

同
第

3
5
条

の
4
第

1
項
各
号

の
う

ち
、
別

途
通

達
で

定
め

る
事

項
の

ほ
か

、
こ

の
要

領
に

定
め

る
と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

3
－

4
－

1
1
 

備
考

欄
（

自
動

車
の

登
録

及
び

検
査

に
関

す
る

申
請

書
等

の
様

式
等

を
定

め
る
省

令
（

昭
和

4
5
年
運

輸
省
令
第

8
号

）
第

4
条
に

規
定
す
る

表
中
第

6
号

の
自
動

車
検
査

証
（

第
1
8
号

様
式

）
の
う

ち
備
考

の
欄

を
い
う

。
以
下

同
じ
。
）
は
、

規
則
第

3
5
条
の

3
第

1
項
第

2
1
号
及
び
同

項
第

2
1
の

2
号
に
よ

り
記
載

す
る
事

項
の

ほ
か
、

こ
の
要

領
に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

 

3
－

4
－

1
2
 

乗
車

定
員

欄
、

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

は
、

次
の

各
号

に
よ

り
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 

折
畳

式
座

席
又

は
脱

着
式

座
席
（

脱
着

し
て
使
用

す
る
こ
と

を
目
的

と
し

た
座
席

で
あ

り
、
工

具
等

を
用

い
る

こ
と

な
く

、
容

易
に

脱
着

が
で
き
、
か

つ
、
確
実

に
装
着

が

で
き

る
構

造
の

座
席

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
を

有
す
る

乗
用
自
動

車
に
あ

っ
て

は
、
乗

車
装

置
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
に

お
い

て
定

め
た

乗
車

定
員

及
び

車
両

総
重

量
を

記

録
す

る
。

 

(
2
)
 
折

畳
式

座
席

又
は

脱
着

式
座

席
を

有
す

る
貨

物
自

動
車
に

あ
っ

て
は

、
当

該
座

席

を
折

り
畳

み
又

は
取

り
外

し
物

品
積

載
装

置
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
に

お
い

て
定

め

た
乗

車
定

員
及

び
最

大
積

載
量

を
記

録
す

る
ほ

か
、

乗
車

装
置

を
最

大
に

利
用

し
た

状

態
に

お
い

て
定

め
た

乗
車

定
員

及
び

最
大

積
載
量

を
か
っ

こ
書
で

附
記
す

る
。

 

(
3
)
 

幼
児

用
座

席
を

備
え

る
幼

児
専

用
車

、
専

ら
座
席

の
用
に
供

す
る
床

面
の

協
定
規

則
第

1
4
号

の
技

術
的

な
要

件
に

定
め

る
基

準
に
適

合
す
る

取
付
具

を
有
す

る
年

少
者
用

補
助

乗
車

装
置

取
付

具
に

年
少

者
用

補
助

乗
車

装
置

を
備

え
る

自
動

車
、

協
定

規
則

第

4
4
号

の
技

術
的

な
要

件
（

同
規

則
第

4
改

訂
版

補
足
第

1
8
 
改
訂
版

及
び

そ
れ
以

降
の

補
足
改

訂
版

の
規

則
4
.
、
6
.
か

ら
8
.
ま

で
及

び
1
5
.
に
限

る
。
）
に
定
め

る
基

準
に
適

合

す
る

同
規

則
2
.
1
.
2
.
4
.
2
.
に

規
定

す
る

装
置

（
専

ら
年
少

者
が
着

席
す
る

た
め

の
も
の

に
限

る
。
）
を

備
え

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、
乗
車

定
員
欄

に
乗
車

定
員
を
「
大

人
定
員

＋
小

人
定

員
／

1
．
5
」
の

例
に

よ
り

記
録
し

、
車
両
総

重
量
欄
に

は
車
両

重
量
、
最

大
積

載
量

及
び

5
5
k
g
に

乗
車

定
員

を
乗

じ
て

得
た

重
量
（
1
k
g
未

満
は
切

り
捨
て

る
。
）
の
総

和
を
記

録
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
「

大
人

定
員
」
と

は
1
2
才
以

上
の

者
の
乗

車

定
員

を
い

い
、「

小
人

定
員

」
と

は
1
2
才

未
満

の
小

児
又
は

幼
児
の

乗
車
定

員
を

い
う
。

(
4
)
 
け

ん
引

自
動

車
で

あ
っ

て
第

五
輪

荷
重

を
有

す
る

自
動
車

（
第

６
号

に
規

定
す

る

自
動

車
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に
よ

る
と
と

も
に
、
備
考

欄
に
そ

の
説
明

を
そ

れ
ぞ

れ
記

録
す

る
。

 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
「

記
録

例
」

は
法

第
5
8
条
第

2
項

後
段
の

規
定
に

よ
り

記
録

す
る

事
項

の
具

体
的

な
記

録
内

容
の

例
を

い
う

。（
予

備
検

査
証
及

び
限
定

検
査

証
に
あ

3
－

4
－
1
2
 

乗
車
定
員
欄

、
最
大
積

載
量
欄

及
び

車
両
総

重
量
欄

は
、
次

の
各

号
に
よ

 

り
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 

(
1
)
 
折

畳
式

座
席
又

は
脱
着

式
座
席
（
脱

着
し

て
使
用

す
る
こ
と

を
目
的

と
し

た
座
席

で
あ
り
、
工
具
等

を
用

い
る

こ
と
な

く
、
容
易

に
脱
着

が
で
き
、
か

つ
、
確
実

に
装
着

が

で
き
る

構
造
の

座
席

を
い
う

。
以
下

同
じ
。
）
を

有
す
る

乗
用
自
動

車
に
あ

っ
て

は
、
乗

車
装

置
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
に

お
い

て
定

め
た

乗
車

定
員

及
び

車
両

総
重

量
を

記

載
す
る

。
 

(
2
)
 
折

畳
式
座

席
又

は
脱

着
式
座

席
を

有
す

る
貨

物
自

動
車
に

あ
っ

て
は

、
当

該
座

席

を
折

り
畳

み
又

は
取

り
外

し
物

品
積

載
装

置
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
に

お
い

て
定

め

た
乗

車
定

員
及

び
最

大
積

載
量

を
記

載
す

る
ほ

か
、

乗
車

装
置

を
最

大
に

利
用

し
た

状

態
に
お

い
て
定

め
た

乗
車
定

員
及
び

最
大
積

載
量

を
か
っ

こ
書
で

附
記
す

る
。

 

(
3
)
 
幼

児
用

座
席
を

備
え
る

幼
児
専

用
車
、
専

ら
座
席

の
用
に
供

す
る
床

面
の

協
定
規

則
第

1
4
号

の
技
術

的
な

要
件

に
定
め

る
基
準

に
適

合
す
る

取
付
具

を
有
す

る
年

少
者
用

補
助

乗
車

装
置

取
付

具
に

年
少

者
用

補
助

乗
車

装
置

を
備

え
る

自
動

車
、

協
定

規
則

第

4
4
号
の

技
術

的
な
要

件
（

同
規
則
第

4
改

訂
版
補

足
第

1
8
 
改
訂
版

及
び

そ
れ
以

降
の

補
足
改

訂
版
の

規
則

4
.
、
6
.
か
ら

8
.
ま
で
及

び
1
5
.
に
限

る
。
）
に
定
め

る
基

準
に
適

合

す
る
同

規
則

2
.
1
.
2
.
4
.
2
.
に

規
定
す

る
装
置

（
専

ら
年
少

者
が
着

席
す
る

た
め

の
も
の

に
限
る
。
）
を

備
え
る

自
動

車
に
あ
っ

て
は

、
乗
車

定
員
欄

に
乗
車

定
員
を
「
大

人
定
員

＋
小
人

定
員
／

1
．
5
」
の
例

に
よ
り

記
載
し
、
車
両
総

重
量
欄
に

は
車
両

重
量
、
最

大
積

載
量
及

び
5
5
k
g
に
乗

車
定
員

を
乗
じ

て
得
た

重
量
（

1
k
g
未

満
は
切

り
捨
て

る
。
）
の
総

和
を

記
載
す
る

。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
「

大
人
定

員
」
と

は
1
2
才
以

上
の

者
の
乗

車

定
員
を

い
い
、「

小
人
定
員

」
と
は

1
2
才
未

満
の
小

児
又
は

幼
児
の

乗
車
定

員
を

い
う
。
 

(
4
)
 
け

ん
引

自
動
車

で
あ
っ

て
第
五

輪
荷
重

を
有

す
る
自

動
車
（
第
６

号
に

規
定
す

る

自
動
車

を
除
く

。
）
に

つ
い

て
は
、
次

の
各

号
に
よ

る
と
と

も
に
、
備
考

欄
に
そ

の
説
明

を
そ
れ

ぞ
れ
記

載
す

る
。
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っ
て

は
記

録
を

記
載

と
読

み
替

え
る

。
）（

以
下

同
じ
。
）
ま

た
、「

記
載

例
」
は
検

査
証

の

券
面

に
記

載
す

る
記

載
事

項
の

例
を

い
う

。
（

以
下

同
じ
。
）
 

  

①
 
最

大
積

載
量

欄
に

は
(
ｲ
)
に

よ
り

算
出

し
た

け
ん

引
重

量
（

連
結

部
の

中
心

の
位

置

を
移

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
け

ん
引

自
動

車
（

以
下

「
連

結
部

移
動

装
置

付
け

ん
引

自

動
車

」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

、
最

大
の

第
五

輪
荷
重
が

算
出
さ

れ
る
位

置
に

お
け
る

け
ん

引
重

量
の

う
ち

最
大

と
な

る
も

の
。
）
を
記

録
す
る

と
と
も
に

、
細
目

告
示

第
8
1
条

第
2
項

第
2
号

、
第

1
5
9
条

第
2
項

第
2
号

又
は
第

2
3
7
条
第

2
項
第

2
号

に
よ

り
算

出
し

た
第

五
輪

荷
重

（
連

結
部

移
動

装
置

付
け

ん
引

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
最

大
の

第

五
輪

荷
重

）
を

括
弧

書
で
記

録
す

る
。

 

(
ｲ
)
 
け

ん
引

重
量

は
、

次
の

算
式

に
よ

り
算

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
算

式
）

 

Ｔ
Ｃ

＝
Ｇ

Ｃ
Ｗ

－
（

Ｗ
－

Ｐ
）
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

 

Ｔ
Ｃ

：
け

ん
引

自
動

車
の

け
ん

引
重

量
 
k
g
 

Ｇ
Ｃ

Ｗ
：

連
結

車
両

総
重

量
（

細
目

告
示

別
添

9
6
「

連
結

車
両
の

走
行
性

能
の

技
術
基

準
」

の
各

項
の

う
ち

適
用

さ
れ

る
項

の
計

算
式

不
等

号
を

除
い

た
式

に
よ

り
算

出
さ

れ

た
値

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

小
さ

い
方

の
1
0
k
g
未

満
を
切
り

捨
て
た

値
と
す

る
。
）

 
k
g
 

Ｗ
：

け
ん

引
自

動
車

の
車

両
総

重
量
 
k
g
 

Ｐ
：

け
ん

引
自

動
車

の
第

5
輪

荷
重
 
k
g
 

②
 
車

両
総

重
量

欄
に

は
車

両
重

量
、

け
ん

引
重

量
及
び

5
5
k
g
に

乗
車
定

員
を

乗
じ
て

得
た

重
量

の
総

和
を

記
録
す

る
と

と
も

に
、
車

両
重
量

、
第
五
輪

荷
重
及

び
5
5
k
g
に
乗

車
定

員
を

乗
じ

て
得

た
重

量
の

総
和

を
括

弧
書

で
記
録
す

る
。

 

(
例

1
)

 連
結

部
移

動
装

置
付

け
ん

引
自

動
車

以
外

の
け
ん

引
自
動

車
 

 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

3
〔
3
 
〕

人
 

3
3
6
5
0
〔

8
5
0
0
〕

 
k
g
 

4
8
1
0
 
k
g
 

3
8
6
2
5
〔

1
3
4
7
5
〕

k
g
 

5
5
3
 
c
m
 

2
4
4
 
c
m
 

2
8
2
 
c
m
 

 

①
 
最

大
積

載
量

欄
に

は
(
ｲ
)
に

よ
り

算
出

し
た

け
ん

引
重

量
（

連
結

部
の

中
心

の
位

置

を
移

動
す

る
こ

と
が

で
き

る
け

ん
引

自
動

車
（

以
下

「
連

結
部

移
動

装
置

付
け

ん
引

自

動
車
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ

て
は
、
最

大
の

第
五
輪

荷
重
が

算
出
さ

れ
る
位

置
に

お
け
る

け
ん
引

重
量
の

う
ち

最
大
と

な
る
も

の
。
）
を
記
載

す
る

と
と
も
に

、
細
目

告
示

第
8
1
条

第
2
項
第

2
号
、

第
1
5
9
条

第
2
項
第

2
号
又

は
第

2
3
7
条
第

2
項
第

2
号

に
よ

り
算

出
し

た
第

五
輪

荷
重

（
連

結
部

移
動

装
置

付
け

ん
引

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
最

大
の

第

五
輪
荷

重
）
を

括
弧

書
で
記

載
す
る

。
 

(
ｲ
)
 
け

ん
引
重

量
は

、
次
の

算
式
に

よ
り
算

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
算
式

）
 

Ｔ
Ｃ
＝

Ｇ
Ｃ
Ｗ

－
（

Ｗ
－
Ｐ

）
 

こ
の
場

合
に
お

い
て

 

Ｔ
Ｃ
：

け
ん
引

自
動

車
の
け

ん
引
重

量
 
k
g
 

Ｇ
Ｃ
Ｗ

：
連
結

車
両

総
重
量

（
細
目

告
示
別
添

9
6
「

連
結

車
両
の

走
行
性

能
の

技
術
基

準
」

の
各

項
の

う
ち

適
用

さ
れ

る
項

の
計

算
式

不
等

号
を

除
い

た
式

に
よ

り
算

出
さ

れ

た
値
の

う
ち
、

い
ず

れ
か
小

さ
い
方

の
1
0
k
g
未
満

を
切
り

捨
て
た

値
と
す

る
。
）

 
k
g
 

Ｗ
：
け

ん
引
自

動
車

の
車
両

総
重
量
 
k
g
 

Ｐ
：
け

ん
引
自

動
車

の
第

5
輪
荷
重
 
k
g
 

②
 
車
両

総
重

量
欄
に

は
車
両

重
量
、

け
ん
引

重
量

及
び

5
5
k
g
に

乗
車
定

員
を

乗
じ
て

得
た
重

量
の
総

和
を

記
載
す

る
と
と

も
に

、
車
両

重
量

、
第
五
輪

荷
重
及

び
5
5
k
g
に
乗

車
定
員

を
乗
じ

て
得

た
重
量

の
総
和

を
括
弧

書
で

記
載
す

る
。

 

(
例

1
)

 連
結
部

移
動

装
置
付

け
ん
引

自
動
車

以
外

の
け
ん

引
自
動

車
 

 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

3〔
3 

〕
人

 
33

65
0〔

85
00

〕
 k

g 
48

10
 k

g 
38

62
5〔

13
47

5〕
 k

g 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

55
3 

cm
 

24
4 

cm
 

28
2 

cm
 

 

 備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
車

両
総

重
量

を
示

す
。

 

 備
考

 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重
量

欄
中
括

弧
内

は
車
両

総
重
量

を
示
す

。
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（
記

載
例

）
 

第
五

輪
荷

重
有

 

(
例

2
)
 
保

安
基

準
第

４
条

の
２

の
括

弧
書

き
の
適

用
を
受

け
た
け

ん
引
自

動
車

で
あ
っ

て
連

結
部

移
動

装
置

付
け

ん
引

自
動

車
以

外
の

も
の

 

 

   
(
例

2
)
 
保

安
基

準
第
４

条
の
２

の
括

弧
書

き
の

適
用

を
受
け

た
け

ん
引

自
動

車
で

あ

っ
て
連

結
部
移

動
装

置
付
け

ん
引
自

動
車
以

外
の

も
の

 

 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

3
〔
3
 
〕

人
 

3
8
6
2
0
〔

1
1
3
0
0
〕

 
k
g
 

7
1
1
0
 
k
g
 

4
5
8
9
5
〔

1
8
5
7
5
〕

 
k
g
 

5
5
3
 
c
m
 

2
4
4
 
c
m
 

2
8
2
 
c
m
 

 備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

保
安

基
準

第
4
条

の
2
の

告
示

で
定

め
る

も
の

に
適
合

 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
車

両
総

重
量

を
示

す
。

 

（
記

載
例

）
 

第
五

輪
荷

重
有

 

そ
の

他
 

 

 備
考

 

保
安
基

準
第
４

条
の

２
の
告

示
で
定

め
る
も

の
に

適
合

 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重
量

欄
中
括

弧
内

は
車
両

総
重
量

を
示
す

。
 

     

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

3〔
3 

〕
人

 
38

62
0〔

11
30

0〕
 k

g 
71

10
 k

g 
45

89
5〔

18
57

5〕
 k

g 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

55
3 

cm
 

24
4 

cm
 

28
2 

cm
 

(
例

3
)
 
保

安
基

準
第

４
条

の
２

の
括

弧
書

き
の
適

用
を
受

け
る
け

ん
引
自

動
車

が
基
準

緩
和

認
定

を
受

け
た

場
合

 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

3
〔
3
 
〕

人
 

4
0
8
0
0
〔

1
1
3
0
0
〕

k
g
 

7
1
1
0
 
k
g
 

4
8
0
7
5
〔

1
8
5
7
5
〕

k
g
 

5
8
2
 
c
m
 

2
4
9
 
c
m
 

2
9
1
 
c
m
 

 

(
例

3
)
 
保

安
基
準

第
４

条
の

２
の
括

弧
書
き

の
適

用
を
受

け
る
け

ん
引
自

動
車

が
基
準

緩
和
認

定
を
受

け
た

場
合

 
 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

3〔
3 

〕
人

 
40

80
0〔

11
30

0〕
 k

g 
71

10
 k

g 
48

07
5〔

18
57

5〕
 k

g 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

58
2 

cm
 

24
9 

cm
 

29
1 

cm
 

 備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

保
安

基
準
第

4
条
の

2
の

告
示

で
定

め
る

も
の

に
適
合

 

 備
考

 

保
安
基

準
第
４

条
の

２
の
告

示
で
定

め
る
も

の
に

適
合

 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両
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最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
車

両
総

重
量

を
示

す
。

 

な
お

、
保

安
基

準
の

緩
和

認
定

に
よ

る
単

体
物

品
輸

送
時

の
第

五
輪

荷
重

及
び

車
両

総

重
量

は
、

そ
れ

ぞ
れ

1
1
,
3
0
0
k
g
及

び
1
8
,
5
7
5
k
g
と

す
る

。
 

（
記

載
例

）
 

第
五

輪
荷

重
有

 

そ
の

他
 

 

総
重
量

欄
中
括

弧
内

は
車
両

総
重
量

を
示
す

。
 

な
お

、
保

安
基

準
の

緩
和

認
定

に
よ

る
単

体
物

品
輸

送
時

の
第

五
輪

荷
重

及
び

車
両

総

重
量
は

、
そ
れ

ぞ
れ

1
1
,
6
0
0
k
g
及
び

1
8
,
8
7
5
k
g
と

す
る

。
 

     

(
例

4
)
 
連

結
部

移
動

装
置

付
け

ん
引

自
動

車
 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

3
〔
3
 
〕

人
 

3
3
3
0
0
〔

9
0
0
0
〕

 
k
g
 

4
8
1
0
 
k
g
 

3
8
2
7
5
〔

1
3
9
7
5
〕

k
g
 

5
5
3
 
c
m
 

2
4
4
 
c
m
 

2
8
2
 
c
m
 

  

(
例

4
)
 
連
結
部

移
動

装
置
付

け
ん
引

自
動
車

 

 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

3〔
3 

〕
人

 
33

30
0〔

90
00

〕
 k

g 
48

10
 k

g 
38

27
5〔

13
97

5〕
 k

g 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

55
3 

cm
 

22
4 

cm
 

28
2 

cm
 

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
車

両
総

重
量

を
示

す
。

 

連
結

部
移

動
量

（
0
～

4
1
8
m
m
）

に
応

じ
て

第
五

輪
荷
重
の

範
囲
は

9
0
0
0
k
g
～

7
7
0
0
k
g
、

け
ん

引
重

量
の

範
囲

は
、
3
3
3
0
0
k
g
～
3
3
1
1
0
k
g
と
な

る
。

 

（
記

載
例

）
 

第
五

輪
荷

重
有

 

そ
の

他
 

 (
5
)
 
立

席
を

有
す

る
専

ら
乗

用
の

用
に

供
す

る
乗

車
定
員

1
1

人
以
上

の
自

動
車
に
あ

っ
て

は
、
乗

車
定

員
数

の
算

出
に

関
し

、
保

安
基

準
第

5
5
条
に
基

づ
く
基

準
緩

和
認
定

を
受

け
た

自
動

車
を

除
き

、
乗

車
定

員
欄

に
立

席
を

除
い

た
乗

車
定

員
数

を
括

弧
書

で

附
記

す
る

と
と

も
に

、
備

考
欄

に
そ

の
説

明
を

そ
れ
ぞ
れ

記
録
す

る
。

 

(
例
)
 乗

車
定

員
 

最
大

積
載

量
 

車
両

重
量

 
車

両
総

重
量

 

80
〔

40
〕

 人
 

－
 k

g 
48

10
 k

g 
92

10
〔

70
10

〕
 k

g 
 

備
考

 

最
大

積
載

量
欄

中
括

弧
内

は
第

五
輪

荷
重

を
、

括
弧

外
は

け
ん

引
重

量
を

示
し

、
車

両

総
重
量

欄
中
括

弧
内

は
車
両

総
重
量

を
示
す

。
 

連
結
部

移
動
量

（
0
～

4
1
8
m
m
）
に
応

じ
て
第

五
輪

荷
重
の

範
囲
は

9
0
0
0
k
g
～

7
7
0
0
k
g
、

け
ん
引

重
量
の

範
囲

は
、
3
3
3
0
0
k
g
～
3
3
1
1
0
k
g
と
な

る
。

 

     (
5
)
 
立

席
を
有

す
る

専
ら

乗
用
の

用
に

供
す

る
乗

車
定
員

1
1

人
以
上

の
自

動
車
に
あ

っ
て
は

、
乗

車
定
員

数
の

算
出
に
関

し
、
保
安
基

準
第

5
5
条
に
基

づ
く
基

準
緩

和
認
定

を
受

け
た

自
動

車
を

除
き

、
乗

車
定

員
欄

に
立

席
を

除
い

た
乗

車
定

員
数

を
括

弧
書

で

附
記
す

る
と
と

も
に

、
備
考

欄
に
そ

の
説
明

を
そ

れ
ぞ
れ

記
載
す

る
。

 

(
例
)
 乗

車
定

員
 

最
大

積
載

量
 

車
両

重
量

 
車

両
総

重
量

 

80
〔

40
〕

 人
 

－
 k

g 
48

10
 k

g 
92

10
〔

70
10

〕
 k

g 
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備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

乗
車

定
員

及
び

車
両

総
重

量
欄

の
括

弧
外

は
高

速
道

路
等

を
運

行
し

な
い

際
の

立
席

を

含
め

た
す

べ
て

の
乗

車
装

置
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
を

、
括

弧
内

は
立

席
を

除
く

乗

車
設

備
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
を

示
す

。
 

（
記

載
例

）
 

立
席

有
 

備
考

 

乗
車

定
員

及
び

車
両

総
重

量
欄

の
括

弧
外

は
高

速
道

路
等

を
運

行
し

な
い

際
の

立
席

を

含
め

た
す

べ
て

の
乗

車
装

置
を

最
大

に
利

用
し

た
状

態
を

、
括

弧
内

は
立

席
を

除
く

乗

車
設
備

を
最
大

に
利

用
し
た

状
態
を

示
す
。

 

   
 (
6
)
 
け

ん
引

自
動

車
で

あ
っ

て
第

五
輪

荷
重

の
ほ

か
に

積
載
量

を
有

す
る

自
動

車
に

つ

い
て

は
、
最

大
積

載
量

欄
に

細
目

告
示

第
8
1
条

第
2
項

第
2
号

、
第

1
5
9
条

第
2
項

第

2
号

又
は

第
2
3
7
条

第
2
項

第
2
号

に
よ

り
算
出
し

た
第

五
輪
荷

重
と
積

載
量

の
合
計

を
、
備

考
欄

に
そ

の
内

訳
及

び
3
－
4
－
1
2
(
4
)
①
(
ｲ
)
に
よ

り
算
出

し
た
け

ん
引

重
量
を
、

次
の

例
に

よ
り

記
録

す
る

。
 

(
例
)
 

 (
6
)
 
け

ん
引
自

動
車

で
あ

っ
て
第

五
輪

荷
重

の
ほ

か
に

積
載
量

を
有

す
る

自
動

車
に

つ

い
て
は

、
最

大
積
載

量
欄

に
細
目
告

示
第

8
1
条
第

2
項

第
2
号

、
第

1
5
9
条

第
2
項

第

2
号
又
は

第
2
3
7
条
第

2
項

第
2
号

に
よ
り

算
出
し

た
第

五
輪
荷

重
と
積

載
量

の
合
計

を
、
備
考
欄

に
そ

の
内
訳

及
び

3
－
4
－
1
2
(
4
)
①
(
ｲ
)
に
よ

り
算
出

し
た
け

ん
引

重
量
を
、

次
の
例

に
よ
り

記
載

す
る
。

 

 
(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

3
人

 
8
0
0
0
 
k
g
 

6
9
9
0
 
k
g
 

1
5
1
5
5
 
k
g
 

5
3
3
 
c
m
 

2
4
4
 
c
m
 

2
8
2
 
c
m
 

 

 

車
体

の
形

状
 

ト
ラ

ク
タ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

3 
人

 
80

00
 k

g 
69

90
 k

g 
15

15
5 

kg
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

53
3 

cm
 

24
4 

cm
 

28
2 

cm
 

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

最
大

積
載

量
内

訳
、

第
五

輪
荷

重
6
7
5
0
k
g
、

積
載
量

1
2
5
0
k
g
、
け

ん
引
重
量

3
6
6
8
0
k
g

（
記

載
例

）
 

そ
の

他
 

 

備
考

 

最
大
積

載
量
内

訳
、

第
五
輪

荷
重

6
7
5
0
k
g
、

積
載

量
1
2
5
0
k
g
、
け

ん
引
重

量
3
6
6
8
0
k
g
 

    

(
7
)
 
脱

着
式

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

型
の

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
あ

っ
て
は

、
必

要
本

数
の

ス
タ

ン

シ
ョ

ン
を

装
着

し
た

状
態

に
お

い
て

定
め

た
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を

記
録

す

る
。

 

(
8
)
 
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す
る

こ
と

に
関
す

る
基
準

緩
和
認

定
（

以
下
「
単

体
物

品
基

準
緩

和
認

定
」
と

い
う

。
）
を

受
け

た
被

け
ん

引
自
動
車

で
あ
っ

て
、
緩
和
項

目
が

保
安

基
準

第
4
条
（

車
両

総
重

量
）
又

は
同

第
4
条

及
び

4
条
の

2（
軸

重
等
）
に

限
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

例
に

よ

り
記

録
す

る
。

 

(
7
)
 
脱

着
式
ス

タ
ン

シ
ョ

ン
型
の

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
あ

っ
て
は

、
必

要
本

数
の

ス
タ

ン

シ
ョ

ン
を

装
着

し
た

状
態

に
お

い
て

定
め

た
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を

記
載

す

る
。

 

(
8
)
 
分

割
不
可

能
な

単
体
物

品
を
輸

送
す
る

こ
と

に
関
す

る
基
準

緩
和
認

定
（

以
下
「
単

体
物
品

基
準
緩

和
認

定
」
と

い
う
。
）
を
受

け
た
被

け
ん

引
自
動
車

で
あ
っ

て
、
緩
和
項

目
が
保

安
基
準

第
4
条
（
車

両
総
重

量
）
又

は
同

第
4
条

及
び

4
条
の

2（
軸

重
等
）
に

限
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

例
に

よ

り
記
載

す
る
。
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①
 
最

大
積

載
量

欄
に

は
基

準
最

大
積

載
量

（
保

安
基
準

第
5
3
条

の
規
定

に
基

づ
き
指

定
す

る
分

割
可

能
な

貨
物

を
輸

送
す

る
場

合
の

最
大
積
載

量
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
を

記
録
す

る
。

 

②
 
最

大
積

載
量

欄
に

は
、
①

に
加

え
、
単

体
物
品

基
準
緩

和
最
大

積
載
量
（
基

準
緩
和

を
必

要
と

す
る

分
割

不
可

能
な

単
体

物
品

を
輸

送
す

る
場

合
に

お
い

て
車

両
の

構
造

・

装
置

の
限

界
を

超
え

な
い

範
囲

で
定

め
る

最
大

積
載
量
を

い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を

括
弧

書
で
記

録
す

る
。

 

③
 
車

両
総

重
量

欄
に

は
基

準
車

両
総

重
量
（

保
安
基
準

第
4
条
に
定

め
る

車
両
総

重
量

及
び

第
4
条

の
2
に

定
め

る
軸

重
等

の
基

準
を

超
え
な
い

範
囲
で

分
割
可

能
な

貨
物
を

輸
送

す
る

場
合

の
車

両
総

重
量

を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）
を

記
録
す

る
。

 

④
 
車

両
総

重
量

欄
に

は
、
③

に
加

え
、
単

体
物
品

基
準
緩

和
車
両

総
重
量
（
単

体
物
品

基
準

緩
和

最
大

積
載

量
と

車
両

総
重

量
の

合
計

を
い
う

。
以
下
同

じ
。
）
を
括

弧
書
で

記

録
す

る
。

 

①
 
最
大

積
載

量
欄
に

は
基
準

最
大
積

載
量
（

保
安

基
準

第
5
3
条

の
規
定

に
基

づ
き
指

定
す
る

分
割
可

能
な

貨
物
を

輸
送
す

る
場
合

の
最

大
積
載

量
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
を

記
載

す
る
。

 

②
 
最
大

積
載

量
欄
に

は
、
①

に
加
え

、
単

体
物
品

基
準
緩

和
最
大

積
載
量
（
基

準
緩
和

を
必

要
と

す
る

分
割

不
可

能
な

単
体

物
品

を
輸

送
す

る
場

合
に

お
い

て
車

両
の

構
造

・

装
置
の

限
界
を

超
え

な
い
範

囲
で
定

め
る
最

大
積

載
量
を

い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を

括
弧

書
で

記
載
す
る

。
 

③
 
車
両

総
重

量
欄
に

は
基
準

車
両
総

重
量
（
保

安
基
準

第
4
条
に
定

め
る

車
両
総

重
量

及
び
第

4
条
の

2
に
定

め
る

軸
重
等

の
基
準

を
超

え
な
い

範
囲
で

分
割
可

能
な

貨
物
を

輸
送
す

る
場
合

の
車

両
総
重

量
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
を

記
載
す

る
。

 

④
 
車
両

総
重

量
欄
に

は
、
③

に
加
え

、
単

体
物
品

基
準
緩

和
車
両

総
重
量
（
単

体
物
品

基
準
緩

和
最
大

積
載

量
と
車

両
総
重

量
の
合

計
を

い
う

。
以
下
同

じ
。
）
を
括

弧
書
で

記

載
す
る

。
 

⑤
 
備

考
欄

に
括

弧
の

趣
旨

の
説

明
を

記
録
す

る
。

 

(
例

1
)
 
単

体
物

品
基

準
緩

和
認

定
を

受
け

た
場

合
 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

-
 
人

 
1
8
0
0
0
〔

4
0
0
0
0
〕

k
g
 

9
9
9
0
 
k
g
 

2
7
9
9
0
〔

4
9
9
9
0
〕

k
g
 

 

⑤
 
備
考

欄
に

括
弧
の

趣
旨
の

説
明
を

記
載
す

る
。

 

(
例

1
)
 
単
体
物

品
基

準
緩
和

認
定
を

受
け
た

場
合

 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 人

 
18

00
0〔

40
00

0〕
 k

g 
99

90
 k

g 
27

99
0〔

49
99

0〕
 k

g 
  

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す

る
場

合
の

最
大

積
載

量
及

び
車

両
総

重
量

を
そ

れ
ぞ
れ
示

す
。

 

（
記

載
例

）
 

記
載

な
し

 

 

備
考

 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す

る
場
合

の
最
大

積
載

量
及
び

車
両
総

重
量
を

そ
れ

ぞ
れ
示

す
。

 

    

(
例

2
)
 
保

安
基

準
第

４
条

表
中

第
3
号

で
定

め
る

被
け
ん

引
自
動

車
が
単

体
物

品
基
準

緩
和

認
定

を
受

け
た

場
合

 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

(
例

2
)
 
保

安
基
準

第
４

条
表

中
第

3
号
で
定

め
る

被
け
ん

引
自
動

車
が
単

体
物

品
基
準

緩
和
認

定
を
受

け
た

場
合

 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
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（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 
人

 
2
6
0
0
0
〔

4
0
0
0
0
〕

k
g
 

9
9
9
0
 
k
g
 

3
5
9
9
0
〔

4
9
9
9
0
〕

k
g
 

 

－
 人

 
26

00
0〔

40
00

0〕
 k

g 
99

90
 k

g 
35

99
0〔

49
99

0〕
 k

g 
  

 備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

保
安

基
準

第
2
条

及
び

第
4
条

の
告

示
で

定
め

る
も
の
に

適
合
（

船
底
型

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す

る
場

合
の

最
大

積
載

量
及

び
車

両
総

重
量

を
そ

れ
ぞ
れ
示

す
。

 

（
記

載
例

）
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 

 

 備
考

 

保
安
基

準
第

2
条
及

び
第

4
条
の
告

示
て
定

め
る

も
の
に

適
合
（

船
底
型

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す

る
場
合

の
最
大

積
載

量
及
び

車
両
総

重
量
を

そ
れ

ぞ
れ
示

す
。

 

    

(
9
)
 
保

安
基

準
第

２
条

（
幅

）
及

び
単

体
物

品
基

準
緩

和
認
定

を
受

け
た

被
け

ん
引

自

動
車

で
あ

っ
て

、
基

準
緩

和
認

定
要

領
に

規
定

す
る

幅
広

貨
物

（
以

下
単

に
「

幅
広

貨

物
」
と

い
う

。
）
を

輸
送

す
る

こ
と

に
関

す
る

基
準

緩
和
認

定
（
以
下
「

幅
広
貨

物
基

準

緩
和

認
定

」
）

を
受

け
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

最
大

積
載
量

及
び
車

両
総
重

量
欄

に
は
、

分
割

不
可

能
な

単
体

物
品

輸
送

時
の

事
項

を
次

の
例
に
よ

り
記
録

す
る
。

 

 (
例
)
 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 
人

 
4
0
0
0
0
 
k
g
 

9
8
5
0
 
k
g
 

4
9
8
5
0
 
k
g
 

 

(
9
)
 
保

安
基
準

第
２

条
（

幅
）
及

び
単

体
物

品
基

準
緩

和
認
定

を
受

け
た

被
け

ん
引

自

動
車

で
あ

っ
て

、
基

準
緩

和
認

定
要

領
に

規
定

す
る

幅
広

貨
物

（
以

下
単

に
「

幅
広

貨

物
」
と
い

う
。
）
を

輸
送
す

る
こ
と
に

関
す
る

基
準

緩
和
認

定
（
以
下
「

幅
広
貨

物
基

準

緩
和
認

定
」
）

を
受
け

た
も
の

に
つ
い

て
は
、

最
大

積
載
量

及
び
車

両
総
重

量
欄

に
は
、

分
割

不
可

能
な

単
体

物
品

輸
送

時
の

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

し
、

次
の

例
に

よ
り

記

載
す
る

。
 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 人

 
40

00
0 

kg
 

98
50

 k
g 

49
85

0 
kg

 
  

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

は
、

長
大

又
は

超
重

量
で

分
割

不
可

能
な

単
体

物

品
を

輸
送

す
る

場
合

の
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重
量
を

そ
れ
ぞ

れ
示
す

。
 

（
記

載
例

）
 

そ
の

他
 

備
考

 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

は
、

長
大

又
は

超
重

量
で

分
割

不
可

能
な

単
体

物

品
を
輸

送
す
る

場
合

の
最
大

積
載
量

及
び
車

両
総

重
量
を

そ
れ
ぞ

れ
示
す

。
 

    

(
1
0
)
 
保

安
基

準
第

２
条
（

幅
）
及

び
単

体
物

品
基

準
緩

和
認
定
を

受
け
た

被
け

ん
引
自

(
1
0
)
 
保

安
基

準
第
２

条
（

幅
）
及
び

単
体

物
品
基

準
緩

和
認
定
を

受
け
た

被
け

ん
引
自
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動
車

で
あ

っ
て

、
脱

着
式

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

を
装

着
し

て
幅

広
貨

物
基

準
緩

和
認

定
を

受

け
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

例
に

よ
り

記

録
す

る
。

 

①
 

最
大

積
載

量
及

び
車

両
総

重
量

欄
の

括
弧

外
に

は
、

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

を
装

着
し

た

幅
広

貨
物

輸
送

時
の

事
項

を
、

括
弧

内
に

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
輸

送
時

の
事

項

を
そ

れ
ぞ

れ
記

録
す

る
。

 

②
 
備

考
欄

に
括

弧
の

趣
旨

の
説

明
を
記

録
す

る
。

 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 
人

 
3
3
6
5
0
〔

8
5
0
0
〕

 
k
g
 

4
8
1
0
 
k
g
 

3
8
6
2
5
〔

1
3
4
7
5
〕

k
g
 

 

動
車

で
あ

っ
て

、
脱

着
式

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

を
装

着
し

て
幅

広
貨

物
基

準
緩

和
認

定
を

受

け
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

例
に

よ
り

記

載
す
る

。
 

①
 

最
大

積
載

量
及

び
車

両
総

重
量

欄
の

括
弧

外
に

は
、

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

を
装

着
し

た

幅
広

貨
物

輸
送

時
の

事
項

を
、

括
弧

内
に

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
輸

送
時

の
事

項

を
そ
れ

ぞ
れ
記

載
す

る
。

 

②
 
備

考
欄
に

括
弧

の
趣
旨

の
説
明

を
記
載

す
る

。
 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 人

 
26

00
0〔

40
00

0〕
 k

g 
99

90
 k

g 
35

99
0〔

49
99

0〕
 k

g 
  

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す

る
場

合
の

、
括

弧
外

は
ス

タ
ン

シ
ョ

ン
を

装
着

し
た

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
場

合
の

最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を

そ
れ

ぞ
れ

示
す

。
 

（
記

載
例

）
 

そ
の

他
 

 

備
考

 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
分

割
不

可
能

な
単

体
物

品
を

輸
送

す

る
場

合
の

、
括

弧
外

は
ス

タ
ン

シ
ョ

ン
を

装
着

し
た

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
場

合
の

最

大
積
載

量
及
び

車
両

総
重
量

を
そ
れ

ぞ
れ
示

す
。

 

    

(
1
1
)
 
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

こ
と

に
関

し
基

準
緩

和
認

定
を

受
け

た
被

け

ん
引

自
動

車
で

あ
っ

て
、
緩

和
項

目
が

保
安

基
準

第
4
条
（
車
両
総

重
量
）
又
は

同
第

4

条
及

び
4
条

の
2（

軸
重

等
）
に

限
ら

れ
る

も
の

に
つ
い
て

は
、
次
の

各
号

に
よ
る

も
の

と
し

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
例

に
よ

り
記

録
す

る
。

 

①
 
最

大
積

載
量

欄
の

括
弧

外
に

は
基

準
最

大
積

載
量

又
は

分
割

可
能

貨
物

基
準

緩
和

最
大

積
載

量
を

記
録

し
、

括
弧

内
に

は
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

場
合

の
最

大

積
載

量
を
記

録
す

る
。

 

②
 
車

両
総

重
量

欄
の

括
弧

外
に

は
基

準
車

両
総

重
量

又
は

分
割

可
能

貨
物

基
準

緩
和

車
両

総
重

量
を

記
録

し
、

括
弧

内
に

は
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

場
合

の
車

両

総
重

量
（

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
場

合
の

最
大

積
載

量
と

車
両

重
量

の
合

計

を
い

う
。
）

を
記

録
す

る
。

 

③
 
備

考
欄

に
括

弧
の

趣
旨

の
説

明
を

記
録
す

る
。

 

(
例
)
 

(
1
1
)
 
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

こ
と

に
関

し
基

準
緩

和
認

定
を

受
け

た
被

け

ん
引
自

動
車
で

あ
っ

て
、
緩

和
項
目

が
保
安

基
準

第
4
条
（
車
両
総

重
量
）
又
は

同
第

4

条
及
び

4
条
の

2（
軸

重
等
）
に
限
ら

れ
る
も

の
に

つ
い
て

は
、
次
の

各
号

に
よ
る

も
の

と
し
、

そ
れ
ぞ

れ
次

の
例
に

よ
り
記

載
す
る

。
 

①
 
最

大
積

載
量

欄
の

括
弧

外
に

は
基

準
最

大
積

載
量

又
は

分
割

可
能

貨
物

基
準

緩
和

最
大

積
載

量
を

記
載

し
、

括
弧

内
に

は
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

場
合

の
最

大

積
載
量

を
記
載

す
る

。
 

②
 
車

両
総

重
量

欄
の

括
弧

外
に

は
基

準
車

両
総

重
量

又
は

分
割

可
能

貨
物

基
準

緩
和

車
両

総
重

量
を

記
載

し
、

括
弧

内
に

は
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

場
合

の
車

両

総
重

量
（

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
場

合
の

最
大

積
載

量
と

車
両

重
量

の
合

計

を
い
う
。
）
を

記
載
す

る
。

 

③
 
備
考

欄
に

括
弧
の

趣
旨
の

説
明
を

記
載
す

る
。

 

(
例
)
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車
体

の
形

状
 

コ
ン

テ
ナ

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 
人

 
3
0
4
0
0
〔

3
0
4
8
0
〕

k
g
 

5
5
8
0
 
k
g
 

3
5
9
8
0
〔

3
6
0
6
0
〕

k
g
 

 

車
体

の
形

状
 

コ
ン

テ
ナ

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 人

 
30

40
0〔

30
48

0〕
 k

g 
55

80
 k

g 
35

98
0〔

36
06

0〕
 k

g 
  

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

保
安

基
準

第
2
条

及
び

第
4
条

の
告

示
で

定
め

る
も
の
に

適
合
（

コ
ン
テ

ナ
型

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
輸

送
時

の
最

大

積
載

量
及

び
車

両
総

重
量

を
そ

れ
ぞ

れ
示

す
。

 

（
記

載
例

）
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 

そ
の

他
 

 

備
考

 

保
安
基

準
第

2
条
及

び
第

4
条
の
告

示
て
定

め
る

も
の
に

適
合
（

コ
ン
テ

ナ
型

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
輸

送
時

の
最

大

積
載
量

及
び
車

両
総

重
量
を

そ
れ
ぞ

れ
示
す

。
 

    

(
1
2
)
 「

重
量

物
輸

送
効

率
化

事
業

に
基

づ
く

基
準

緩
和
自

動
車
の

認
定
に

係
る

特
例
措

置
に

つ
い

て
」（

平
成

1
5
年

3
月

3
1
日

国
自

技
第

3
8
3
号

）
に
よ

り
基

準
緩
和

の
認

定

を
受

け
た

被
け

ん
引

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

よ
る

も
の

と
し

、
そ

れ
ぞ

れ

次
の

例
に

よ
り

記
録

す
る

。
 

①
 
最

大
積

載
量

欄
に

は
基

準
最

大
積

載
量

を
記

録
す
る
と

と
も
に
、
特

区
最

大
積
載

量

（
構

造
改

革
特

別
区

法
附

則
第

3
条

に
規

定
す

る
措

置
（

構
造
改

革
特
別

区
域

基
本
方

針
2
．
(
6
)
②

）
に

基
づ

き
地

方
公

共
団

体
が

内
閣

総
理
大

臣
に
申

請
し
認

定
さ

れ
た
構

造
改

革
特

別
区

域
計

画
に

基
づ

く
申

請
に

係
る

基
準
緩
和
（
以

下
「

特
区

基
準
緩

和
」
と

い
う

。
）
の

認
定

を
受

け
た

自
動

車
が

構
造

改
革

特
区
内
に

お
い
て

分
割
可

能
な

貨
物
を

輸
送

す
る

場
合

に
お

け
る

最
大

積
載

量
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
）

を
括

弧
書

で
記

録
す

る
。

 

②
 
車

両
総

重
量

欄
に

は
基

準
車

両
総

重
量

を
記

録
す
る
と

と
も
に
、
特

区
車

両
総
重

量

（
特

区
最

大
積

載
量

と
車

両
重

量
の

合
計

を
い

う
。
以

下
同
じ
。
）
を
括

弧
書

で
記
録

す

る
。

 

③
 
備

考
欄

に
括

弧
の

趣
旨

の
説

明
を

記
録
す

る
。

 

(
例

1
)

 保
安

基
準

第
４

条
表

中
第

3
号

で
定

め
る

被
け

ん
引
自
動

車
が
特

区
基

準
緩
和

認
定

を
受

け
た

場
合

 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

(
1
2
)
 「

重
量
物
輸

送
効

率
化

事
業
に

基
づ
く

基
準

緩
和
自

動
車
の

認
定
に

係
る

特
例
措

置
に
つ

い
て
」（

平
成

1
5
年

3
月

3
1
日
国
自

技
第

3
8
3
号

）
に
よ

り
基

準
緩
和

の
認

定

を
受

け
た

被
け

ん
引

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
次

の
各

号
に

よ
る

も
の

と
し

、
そ

れ
ぞ

れ

次
の
例

に
よ
り

記
載

す
る
。

 

①
 
最
大

積
載

量
欄
に

は
基
準

最
大
積

載
量
を

記
載

す
る
と

と
も
に
、
特

区
最

大
積
載

量

（
構
造

改
革
特

別
区

法
附
則

第
3
条
に

規
定
す

る
措

置
（

構
造
改

革
特
別

区
域

基
本
方

針
2
．
(
6
)
②
）
に

基
づ

き
地

方
公
共

団
体
が

内
閣

総
理
大

臣
に
申

請
し
認

定
さ

れ
た
構

造
改
革

特
別
区

域
計

画
に
基

づ
く
申

請
に
係

る
基

準
緩
和
（
以

下
「

特
区

基
準
緩

和
」
と

い
う
。
）
の

認
定
を

受
け

た
自

動
車
が

構
造
改

革
特

区
内
に

お
い
て

分
割
可

能
な

貨
物
を

輸
送

す
る

場
合

に
お

け
る

最
大

積
載

量
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
）

を
括

弧
書

で
記

載
す

る
。

 

②
 
車
両

総
重

量
欄
に

は
基
準

車
両
総

重
量
を

記
載

す
る
と

と
も
に
、
特

区
車

両
総
重

量

（
特
区

最
大
積

載
量

と
車
両

重
量
の

合
計
を

い
う

。
以

下
同
じ
。
）
を
括

弧
書

で
記
載

す

る
。

 

③
 
備
考

欄
に

括
弧
の

趣
旨
の

説
明
を

記
載
す

る
。

 

(
例

1
)

 保
安

基
準

第
４
条

表
中
第

3
号
で

定
め
る

被
け

ん
引
自
動

車
が
特

区
基

準
緩
和

認
定
を

受
け
た

場
合

 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ
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（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 
人

 
2
6
0
0
0
〔

3
0
0
0
0
〕

k
g
 

9
9
9
0
 
k
g
 

3
5
9
9
0
〔

3
9
9
9
0
〕

k
g
 

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 人

 
26

00
0〔

30
00

0〕
 k

g 
99

90
 k

g 
35

99
0〔

39
99

0〕
kg

 
  

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

特
区

基
準

緩
和

車
 

保
安

基
準

第
2
条

及
び

第
4
条

の
告

示
で

定
め

る
も
の
に

適
合
（

煽
型
）

 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
構

造
改

革
特

区
内

に
お

い
て

物
品

を

輸
送

す
る

場
合

の
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を
そ
れ

ぞ
れ
示

す
。

 

（
記

載
例

）
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 

そ
の

他
 

 

備
考

 

特
区
基

準
緩
和

車
 

保
安
基

準
第

2
条
及

び
第

4
条
の
告

示
て
定

め
る

も
の
に

適
合
（

煽
型
）

 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
内

は
構

造
改

革
特

区
内

に
お

い
て

物
品

を

輸
送
す

る
場
合

の
最

大
積
載

量
及
び

車
両
総

重
量

を
そ
れ

ぞ
れ
示

す
。

 

    

(
例

2
)
 
(
8
)
と

特
区

基
準

緩
和

認
定

を
併

せ
て

受
け
た
場

合
 

車
体

の
形

状
 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 
人

 
【

3
0
0
0
0
】

 
 

2
6
0
0
0
〔

4
0
0
0
0
〕

k
g
 

9
9
9
0
 
k
g
 

【
3
9
9
9
0
】

 
 

3
5
9
9
0
〔

4
9
9
9
0
〕

k
g
 

 

(
例

2
)
 
(
8
)
と

特
区
基

準
緩

和
認
定

を
併
せ

て
受

け
た
場

合
 車

体
の

形
状

 

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

－
 人

 
〔

30
00

0〕
 

26
00

0〔
40

00
0〕

 k
g 

99
90

 k
g 

〔
39

99
0〕

 
35

99
0〔

49
99

0〕
kg

 
  

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

特
区

基
準

緩
和

車
 

保
安

基
準

第
2
条

及
び

第
4
条

の
告

示
で

定
め

る
も
の
に

適
合
（

船
底
型

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
上

段
括

弧
内

は
構

造
改

革
特

区
内

に
お

い
て

物

品
を

輸
送

す
る

場
合

の
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を

そ
れ

ぞ
れ

示
す

。
最

大
積

載

量
及

び
車

両
総

重
量

欄
中

下
段

括
弧

内
は

分
割

不
可

能
な

単
体

物
品

を
輸

送
す

る
場

合

の
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を

そ
れ

ぞ
れ

示
す
。

 

（
記

載
例

）
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 

そ
の

他
 

 

備
考

 

特
区
基

準
緩
和

車
 

保
安
基

準
第

2
条
及

び
第

4
条
の
告

示
て
定

め
る

も
の
に

適
合
（

船
底
型

）
 

最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
上

段
括

弧
内

は
構

造
改

革
特

区
内

に
お

い
て

物

品
を

輸
送

す
る

場
合

の
最

大
積

載
量

及
び

車
両

総
重

量
を

そ
れ

ぞ
れ

示
す

。
最

大
積

載

量
及

び
車

両
総

重
量

欄
中

下
段

括
弧

内
は

分
割

不
可

能
な

単
体

物
品

を
輸

送
す

る
場

合

の
最
大

積
載
量

及
び

車
両
総

重
量
を

そ
れ
ぞ

れ
示

す
。

 

    

(
1
3
)
 
自

動
車

の
最

大
積

載
量

は
、

細
目

告
示

第
8
1
条

第
2
項
（
第

3
号
、
第

4
号

、
(
1
3
)
 
自

動
車

の
最
大

積
載

量
は
、

細
目
告

示
第

8
1
条

第
2
項
（
第

3
号
、
第

4
号

、
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第
5
号

及
び

第
7
号

を
除

く
。
）
、

第
1
5
9
条

第
2
項

（
第

3
号
、
第

4
号
、

第
5
号

及

び
第

7
号

を
除

く
。
）

又
は

第
2
3
7
条

第
2
項

（
第

3
号

、
第

4
号

、
第

5
号
及
び

第
7

号
を

除
く

。
）

に
よ

り
算

定
し

た
値

を
次

の
数

値
に

よ
り
記

録
す
る

。
 

た
だ

し
、
国

際
海

上
コ

ン
テ

ナ
を

輸
送

す
る

被
け

ん
引
自

動
車
で

あ
っ
て

、
か
つ

、
最

大

積
載

量
が

3
0
,
4
8
0
k
g
の

も
の

に
限

り
、
こ

れ
に

よ
ら

ず
3
0
,
4
8
0
k
g
と

し
て

記
録

す
る
。
 

①
～

②
 
（

略
）

 

3
－

4
－

1
3
 

車
両

重
量

欄
は

、
空

車
状

態
（

脱
着

式
座

席
を

有
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

座
席

を
す

べ
て

取
り

付
け

た
状

態
を

、
脱

着
式

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

型
の

セ
ミ

ト
レ

ー

ラ
に

あ
っ

て
は

、
3
－
4
－

1
2
(
7
)
の

状
態

を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お

け
る
自

動
車

の
重

量
を
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
 

3
－

4
－

1
4
 

長
さ

欄
、
幅

欄
及

び
高

さ
欄

は
、
細
目
告

示
第

6
条

第
2
項

、
第

8
4
条
第

2
項

又
は

第
1
6
2
条

第
2
項

に
よ

り
計

測
し

た
数

値
（
脱

着
式
ス

タ
ン
シ

ョ
ン

型
の
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に

あ
っ

て
は

、
3
－

4
－

1
2
(
7
)
の

状
態

で
計

測
し

た
数

値
と

す
る

。
）

を
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

の
長

さ
に

あ
っ

て
は

、
当

該
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
の

最
も

前
方

及

び
後

方
の

部
分

に
つ

い
て

細
目

告
示

第
6
条

第
2
項
第

1
号
、
第

8
4
条
第

2
項
第

1
号

又
は

第
1
6
2
条

第
2
項

第
1
号

の
規

定
に

基
づ
き

測
定
し

た
数
値

を
記
録

す
る

も
の
と

す
る

。
ま

た
、

細
目

告
示

第
6
条

第
2
項

第
1
号
、
第

8
4
条
第

2
項
第

1
号
又
は

第

1
6
2
条

第
2
項

第
1
号

の
規

定
に

基
づ

き
測

定
を

行
っ
た

場
合
で

あ
っ
て

、
自

動
車
の

最
も

前
方

及
び

後
方

に
当

た
る

部
分

が
自

動
車

登
録

番
号

標
、

車
両

番
号

標
又

は
字

光

式
自

動
車

登
録

番
号

標
用

照
明

用
具

等
番

号
標

に
係

る
部

品
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

部

分
を

除
い

た
状

態
で

細
目

告
示

第
6
条

第
2
項

第
1
号
、
第

8
4
条

第
2
項
第

1
号
又
は

第
1
6
2
条

第
2
項

第
1
号

の
規

定
に

基
づ

き
測

定
し
た
数

値
を
記

録
す
る

。
 

3
－

4
－

1
5
 

附
属

又
は

脱
着

す
る

装
置

を
用

い
る

自
動

車
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
作

業
用

附
属

装
置

、
除

雪
装

置
、

道
路

清
掃

装
置

等
を
随

時
取

り
外

し
、

又
は

取

り
替

え
て

使
用

で
き

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、
次

の
例

に
よ
り
記

録
す
る

こ
と

。
な

お
、

軸
重

欄
は

、
当

該
附

属
装

置
等

を
装

着
し

た
状

態
の

う
ち

の
最

も
重

い
数

値
を

記
録

す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

シ
ョ

ベ
ル

・
ロ

ー
ダ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

第
5
号
及

び
第

7
号

を
除
く

。
）
、
第

1
5
9
条

第
2
項

（
第

3
号
、
第

4
号
、

第
5
号

及

び
第

7
号

を
除
く

。
）
又

は
第

2
3
7
条

第
2
項

（
第

3
号

、
第

4
号

、
第

5
号
及
び

第
7

号
を
除

く
。
）

に
よ
り

算
定
し

た
値
を

次
の
数

値
に

よ
り
記

載
す
る

。
 

た
だ
し

、
国

際
海

上
コ
ン

テ
ナ
を
輸

送
す
る

被
け

ん
引
自

動
車
で

あ
っ
て

、
か
つ

、
最

大

積
載
量

が
3
0
,
4
8
0
k
g
の
も
の

に
限
り
、
こ

れ
に

よ
ら

ず
3
0
,
4
8
0
k
g
と

し
て

記
載
す

る
。
 

①
～
②

 
（
略

）
 

3
－

4
－

1
3
 

車
両

重
量

欄
は

、
空

車
状

態
（

脱
着

式
座

席
を

有
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

座
席

を
す

べ
て

取
り

付
け

た
状

態
を

、
脱

着
式

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

型
の

セ
ミ

ト
レ

ー

ラ
に
あ

っ
て
は

、
3
－

4
－

1
2
(
7
)
の
状

態
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お

け
る
自

動
車

の
重

量
を

記
載
す
る

も
の

と
す
る

。
 

3
－

4
－
1
4
 
長
さ
欄
、
幅

欄
及
び
高

さ
欄
は

、
細
目
告

示
第

6
条

第
2
項

、
第

8
4
条
第

2
項
又
は
第

1
6
2
条

第
2
項

に
よ
り

計
測
し

た
数

値
（
脱

着
式
ス

タ
ン
シ

ョ
ン

型
の
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に

あ
っ

て
は

、
3
－

4
－

1
2
(
7
)
の

状
態

で
計

測
し

た
数

値
と

す
る

。
）

を
記

載
す
る

も
の
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

の
長

さ
に

あ
っ

て
は

、
当

該
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
の

最
も

前
方

及

び
後
方

の
部
分

に
つ

い
て
細

目
告
示

第
6
条

第
2
項
第

1
号
、
第

8
4
条
第

2
項
第

1
号

又
は
第

1
6
2
条
第

2
項
第

1
号
の
規

定
に
基

づ
き

測
定
し

た
数
値

を
記
載

す
る

も
の
と

す
る
。

ま
た
、

細
目

告
示
第

6
条
第

2
項
第

1
号
、
第

8
4
条
第

2
項
第

1
号
又
は

第

1
6
2
条
第

2
項
第

1
号

の
規

定
に
基

づ
き
測

定
を

行
っ
た

場
合
で

あ
っ
て

、
自

動
車
の

最
も

前
方

及
び

後
方

に
当

た
る

部
分

が
自

動
車

登
録

番
号

標
、

車
両

番
号

標
又

は
字

光

式
自

動
車

登
録

番
号

標
用

照
明

用
具

等
番

号
標

に
係

る
部

品
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

部

分
を
除

い
た
状

態
で

細
目
告

示
第

6
条
第

2
項
第

1
号
、
第

8
4
条

第
2
項
第

1
号
又
は

第
1
6
2
条
第

2
項
第

1
号
の

規
定
に

基
づ
き

測
定

し
た
数

値
を

記
載
す
る

。
 

3
－

4
－

1
5
 

附
属

又
は

脱
着

す
る

装
置

を
用

い
る

自
動

車
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
作

業
用
附

属
装

置
、

除
雪
装

置
、

道
路

清
掃

装
置

等
を
随

時
取

り
外

し
、

又
は

取

り
替
え

て
使
用

で
き

る
自
動

車
に
つ

い
て
は

、
次

の
例

に
よ
り
記

載
す
る

こ
と

。
な

お
、

軸
重

欄
は

、
当

該
附

属
装

置
等

を
装

着
し

た
状

態
の

う
ち

の
最

も
重

い
数

値
を

記
載

す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

シ
ョ

ベ
ル

・
ロ

ー
ダ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

1〔
1〕

 人
 

－
 k

g 
57

00
〔

74
60

〕
 k

g 
57

55
〔

75
15

〕
 k

g 

長
さ

 
幅

 
高

さ
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1
〔
1
〕

人
 

－
 
k
g
 

5
7
0
0
【

7
4
6
0
】

k
g
 

5
7
5
5
〔

7
5
1
5
〕

k
g
 

【
5
9
0
】

 

5
1
8
 
c
m
 

【
2
4
9
】

 

2
1
3
 
c
m
 

【
3
1
5
】

 

2
7
4
 
c
m
 

 

〔
59

0〕
 

51
8 

cm
 

〔
24

9〕
 

21
3 

cm
 

〔
31

5〕
 

27
4 

cm
 

 

 備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

＊
附

属
装

置
＊

バ
ッ

ク
ホ

ー
 

（
記

載
例

）
 

附
属

装
置

 

 

 備
考

 

＊
附
属

装
置
 
＊
バ
ツ

ク
ホ
ー

 

    

(
2
)
 
車

体
の

形
状

が
「

ド
リ

ー
付

ト
レ

ー
ラ

」（
ド
リ
ー

付
バ
ン
ト

レ
ー
ラ

及
び

3
-
4
-
1
0
 

注
2
 
に

お
い

て
ド

リ
ー

付
〇

〇
ト

レ
ー

ラ
と

付
記

し
た
も

の
を
含

む
。
）
」

と
な

る
自
動

車
に

つ
い

て
は

、
次

の
例

に
よ

り
記

録
す

る
。

 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

ド
リ

ー
付

ト
レ

ー
ラ

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

前
前

軸
重

 
前

後
軸

重
 

後
前

軸
重

 
後

後
軸

重
 

（
略

）
 

（
略

）
 

3
6
8
0
 
k
g
 

－
 
k
g
 

2
8
1
0
 
k
g
 

2
8
1
0
 
k
g
 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

－
 
人

 
［

1
2
7
0
0
］

 

1
2
7
0
0
 
k
g
 

［
7
2
0
0
］

 

9
3
0
0
 
k
g
 

［
1
9
9
0
0
］

 

2
2
0
0
0
 
k
g
 

〔
1
0
4
5
〕

 

1
1
9
6
 
c
m
 

〔
2
4
9
〕

 

2
4
9
 
c
m
 

〔
3
2
1
〕

 

3
2
1
 
c
m
 

 

(
2
)
 
車

体
の
形

状
が
「
ド
リ

ー
付
ト

レ
ー
ラ

」（
ド
リ
ー

付
バ
ン
ト

レ
ー
ラ

及
び

3
-
4
-
1
0
 

注
2
 
に
お

い
て
ド

リ
ー

付
〇

〇
ト
レ

ー
ラ
と

付
記

し
た
も

の
を
含

む
。
）
」

と
な

る
自
動

車
の
検

査
証
等

の
記

載
事
項

等
に
つ

い
て
は

、
次

の
例
に

よ
り

記
載
す
る

。
 

(
例
)
 

車
体

の
形

状
 

ド
リ

ー
付

ト
レ

ー
ラ

 

乗
車

定
員

 
最

大
積

載
量

 
車

両
重

量
 

車
両

総
重

量
 

 

－
 人

 
［

1
2
7
0
0
］

 
1
2
7
0
0
 
kg

 
［

7
2
0
0
］

 

9
3
0
0
 
k
g
  

［
1
9
9
0
0
］

 

2
2
0
0
0
 
k
g
 g

 

長
さ

 
幅

 
高

さ
 

前
前

軸
重

 
前

後
軸

重
 
後

前
軸

重
 
後

後
軸

重
 

〔
10

45
〕

 

11
96

 c
m

 

〔
24

9〕
 

24
9 

cm
 

〔
32

1〕
 

32
1 

cm
 

 
3
6
8
0
 
k
g
 

 
－

 
k
g
 

 
2
8
1
0
 
k
g
 

 
2
8
1
0
 
k
g
 

 
備

考
欄

 

（
記

録
例

）
 

脱
着

装
置

，
＊

第
五

輪
荷

重
＊
4
,
9
8
0
k
g
以

上
の
も

の
と

す
る
。

 

括
弧

内
は

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
を

示
す

。
ま

た
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
の

軸
重

は
後

前
軸

重

2
8
5
0
k
g
、

後
後

軸
重

2
8
5
0
k
g
 

（
記

載
例

）
 

そ
の

他
 

 

備
考

 

脱
着
装

置
，
＊

第
五

輪
荷
重

＊
４
，

９
８
０

ｋ
ｇ

以
上
の

も
の
と

す
る
。

 

括
弧

内
は

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
を

示
す

。
ま

た
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
の

軸
重

は
後

前
軸

重

２
８
５

０
ｋ
ｇ

、
後

後
軸
重

２
８
５

０
ｋ
ｇ

 

    

3
－

4
－

1
6
 

燃
料

の
種

類
欄

は
、「

ガ
ソ

リ
ン

」
、「

軽
油
」
、「

Ｌ
Ｐ

Ｇ
」
、「

灯
油
」
、「

電

気
」
、
「

ガ
ソ

リ
ン
 

Ｌ
Ｐ

Ｇ
」
、
「

ガ
ソ

リ
ン

 
灯

油
」
、
「
メ

タ
ノ
ー

ル
」
、
「

Ｃ
Ｎ

Ｇ
」
、

「
Ｌ

Ｎ
Ｇ

」
、
「

Ａ
Ｎ

Ｇ
」
、
「

圧
縮

水
素

」
、
「

ガ
ソ

リ
ン
・

電
気
」
、
「
Ｌ
Ｐ

Ｇ
・

電
気
」
、

3
－

4
－
1
6
 
燃
料
の
種
類
欄

は
、「

ガ
ソ
リ

ン
」
、「

軽
油
」
、「

Ｌ
Ｐ

Ｇ
」
、「

灯
油
」
、「

電

気
」
、
「

ガ
ソ
リ

ン
 

Ｌ
Ｐ
Ｇ
」
、
「
ガ
ソ

リ
ン

 
灯
油

」
、
「
メ

タ
ノ
ー

ル
」
、
「

Ｃ
Ｎ

Ｇ
」
、

「
Ｌ
Ｎ

Ｇ
」
、
「

Ａ
Ｎ

Ｇ
」
、
「

圧
縮
水

素
」
、
「

ガ
ソ

リ
ン
・

電
気
」
、
「
Ｌ
Ｐ

Ｇ
・

電
気
」
、
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「
軽

油
・

電
気

」
又

は
「

そ
の

他
」

の
い

ず
れ

か
を
記
録

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
燃

料
の

種
類
の

間
を
「

 
」
（
1
字

空
白

）
で

つ
な

い
で

い
る

も
の

は
切

替
式

を
示

し
、「

・
」
で
つ

な
い

で
い
る

も
の
は

併
用

式
を
示

す
。

 

3
－

4
－

1
7
 

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
総

排
気

量
は

、
単

位
を

リ
ッ

ト
ル

と
し

、
小

数
点

第
3
位
以

下
を

切
り
捨

て
る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
二

輪
自

動
車
（

側
車

付
二

輪
自
動

車
を
含

む
。
）
で

そ
の
総

排
気

量
が

0
.
2
5
1
リ

ッ
ト

ル
か

ら
0
.
2
5
9
リ

ッ
ト

ル
ま
で
の

も
の
及
び

二
輪
自

動
車

（
側
車

付
二

輪
自

動
車

を
含

む
。
）

以
外

の
自

動
車

で
総

排
気

量
が

0
.
6
6
1

リ
ッ

ト
ル

か
ら

0
.
6
6
9
リ

ッ
ト

ル
ま

で
の

も
の

に
あ

っ
て

は
、
そ

れ
ぞ

れ
0
.
2
6
リ
ッ

ト
ル

及
び

0
.
6
7
リ

ッ
ト

ル
と

す
る

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
総

排
気

量
を

算
出

す
る

必
要
が
あ

る
と
き

は
、
円

周
率
を

3
.
1
4

と
し

、
内

径
及

び
行

程
に

つ
い

て
1
/
1
0
ミ

リ
メ

ー
ト
ル
未

満
を
切

り
捨
て

た
値

を
用
い

る
も

の
と

す
る

。
 

な
お

、
総

排
気

量
が

変
化

す
る

構
造

を
有

す
る

原
動

機
（

気
筒

休
止

等
に

よ
り

総
排

気

量
が

変
化

す
る

も
の

を
い

う
。
）

に
あ

っ
て

は
、
最

大
値
を

用
い
る

も
の
と

す
る

。
 

(
2
)
 
定

格
出

力
は

、
単

位
を

キ
ロ

ワ
ッ

ト
と

し
、

小
数
点

第
3
位
以

下
を
切

り
捨
て

て

小
数

点
第

2
位

ま
で

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ
し
、

小
数
点
第

2
位
が
不

明
な

も

の
は

小
数

点
第

2
位

に
「
0
」

を
記

録
す

る
。

 

3
－

4
－

1
8
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

は
、
次

の
各
号

に
よ
り

法
第

5
8
条
第

2
項

後
段

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

記
録
す

る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
 
(
略
)
 

（
削

除
）

 

      

「
軽
油

・
電
気

」
又

は
「
そ

の
他
」

の
い
ず

れ
か

を
記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

こ
の
場
合

に
お

い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
の
燃

料
の

種
類
の

間
を
「

 
」
（

1
字

空
白

）
で

つ
な
い

で
い
る

も
の

は
切
替

式
を
示

し
、「

・
」
で
つ

な
い

で
い
る

も
の
は

併
用

式
を
示

す
。

 

3
－

4
－

1
7
 

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
総

排
気
量

は
、

単
位
を

リ
ッ
ト

ル
と
し

、
小

数
点

第
3
位
以

下
を

切
り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。
た
だ

し
、
二

輪
自
動
車
（

側
車
付

二
輪

自
動

車
を
含

む
。
）
で

そ
の
総

排
気

量
が

0
.
2
5
1
リ
ッ
ト

ル
か
ら

0
.
2
5
9
リ

ッ
ト
ル

ま
で
の

も
の
及
び

二
輪
自

動
車

（
側
車

付
二

輪
自

動
車

を
含

む
。
）

以
外

の
自

動
車

で
総

排
気

量
が

0
.
6
6
1

リ
ッ

ト
ル

か
ら

0
.
6
6
9
リ

ッ
ト

ル
ま
で

の
も

の
に
あ

っ
て
は

、
そ
れ
ぞ

れ
0
.
2
6
リ
ッ

ト
ル

及
び

0
.
6
7
リ

ッ
ト
ル

と
す
る

。
 

こ
の
場

合
に
お

い
て

、
総
排

気
量
を

算
出
す

る
必

要
が
あ

る
と
き

は
、
円

周
率
を

3
.
1
4

と
し
、
内
径

及
び

行
程

に
つ

い
て

1
/
1
0
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
未

満
を
切

り
捨
て

た
値

を
用
い

る
も
の

と
す
る

。
 

な
お

、
総

排
気

量
が

変
化

す
る

構
造

を
有

す
る

原
動

機
（

気
筒

休
止

等
に

よ
り

総
排

気

量
が
変

化
す
る

も
の

を
い
う
。
）
に
あ

っ
て
は

、
最

大
値
を

用
い
る

も
の
と

す
る

。
 

(
2
)
 
定

格
出
力

は
、

単
位
を

キ
ロ
ワ

ッ
ト
と

し
、

小
数
点

第
3
位
以

下
を
切

り
捨
て

て

小
数
点
第

2
位
ま
で

記
載

す
る
も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、

小
数
点
第

2
位
が
不

明
な

も

の
は
小

数
点
第

2
位

に
「
0
」

を
記
載

す
る
。

 

3
－

4
－
1
8
 
有
効
期
間
欄
は

、
次
の

各
号
に

よ
り

記
載
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 (
1
)
・
(
2
)
 
(
略
)
 

(
3
)
 
検

査
証
の

有
効

期
間

の
満
了

す
る

日
欄

の
記

載
で

あ
っ
て

、
有

効
期

間
の

起
算

日

に
つ
い

て
規
則

第
4
4
条
た
だ

し
書
の

規
定
を

適
用

す
る
場

合
に
お

い
て
は
、
次
の
例

に

よ
っ
て

差
し
支

え
な

い
。

 

(
例
)
 

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

 
平

成
 

15
年

3
月

1
日

 
 

平
成

 
16

年
同

左
月

同
左

日
 

運
輸

支
局

 
等

名
小
印

 
 

 3
－

4
－

1
9
 

軸
重

欄
は

、
(
1
)
に

よ
り

計
測

し
た
数

値
を
当

該
箇
所

欄
に
記

録
す

る
も
の

と
す

る
。

 

ま
た

、
車

軸
自

動
昇

降
装

置
付

き
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

上
昇

し
て

い
る

車
軸

を
強

制

的
に

下
降

さ
せ

た
状

態
の

軸
重

に
つ

い
て

も
以

下
の

例
に

よ
り

備
考

欄
に

記
録

す
る

も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
空

車
状

態
の

自
動

車
の

軸
重

は
、

は
か

り
（

重
量

計
）
を

用
い

て
各

軸
ご

と
に

計

 3
－

4
－
1
9
 
軸
重
欄
は
、
(
1
)
に
よ
り

計
測
し

た
数

値
を
当

該
箇
所

欄
に

記
載
す

る
も
の

と
す
る

。
 

ま
た

、
車

軸
自

動
昇

降
装

置
付

き
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

上
昇

し
て

い
る

車
軸

を
強

制

的
に

下
降

さ
せ

た
状

態
の

軸
重

に
つ

い
て

も
以

下
の

例
に

よ
り

備
考

欄
に

記
載

す
る

も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
空

車
状
態

の
自

動
車

の
軸
重

は
、

は
か

り
（

重
量

計
）
を

用
い

て
各

軸
ご

と
に

計
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測
し

た
値
（
1
0
k
g
未

満
は

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る
。
）
と

し
、
輪
荷

重
は

軸
重
を

そ
の

軸
に

か
か

わ
る

輪
数

で
除

し
た

値
と

す
る

。
 

 

測
し
た

値
（
1
0
k
g
未

満
は
切

り
捨
て

る
も
の

と
す

る
。
）
と

し
、
輪
荷

重
は

軸
重
を

そ
の

軸
に
か

か
わ
る

輪
数

で
除
し

た
値
と

す
る
。

 

 

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

車
軸

自
動

昇
降

装
置

付
き

車
、
車

軸
下

降
時
 
前

前
軸
重

1
2
2
0
k
g
、
後
前

軸
重

2
0
2
0
k
g
、

後
後

軸
重

2
0
2
0
k
g
 

（
記

載
例

）
 

そ
の

他
 

 

(
例
)
 

備
考

 

車
軸
自

動
昇
降

装
置

付
き
車

、
車
軸

下
降
時

 
前
前

軸
重

1
,
2
2
0
k
g
、

 

後
前
軸

重
2
,
0
2
0
k
g
、

後
後

軸
重

2
,
0
2
0
k
g
 

   

(
2
)
 
3
－

4
－

1
5
(
2
)
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

以
下

の
例

に
よ

り
備

考
欄

に
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

(
2
)
 
3
－

4
－

1
5
(
2
)
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

以
下

の
例

に
よ

り
備

考
欄

に
記

載
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 
備

考
欄

 

（
記

録
例

）
 

括
弧

内
は

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
を

示
す

。
ま

た
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
の

軸
重

は
後

後
軸

重

5
1
5
0
k
g
 

車
軸

自
動

昇
降

装
置

付
き

車
、

車
軸

下
降

時
 
後

前
軸
重

2
8
5
0
k
g
、

後
後

軸
重

2
8
5
0
k
g
 

（
記

載
例

）
 

そ
の

他
 

 

(
例
)
 

備
考

 

括
弧

内
は

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
を

示
す

。
ま

た
、

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

時
の

軸
重

は
後

後
軸

重

５
１
５

０
ｋ
ｇ

 

車
軸
自

動
昇
降

装
置

付
き
車

、
車
軸

下
降

時
 
後

前
軸
重

２
８
５
０

ｋ
ｇ

、
後
後

軸
重

２

８
５
０

ｋ
ｇ

 

  

3
－

4
－

2
0
 

備
考

欄
は

、
次

表
左

欄
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

、
同

表
中

央
左

欄
の

記
録

事
項

を
同

表
中

央
右

欄
の

記
録

例
に

よ
り

法
第

5
8
条

第
2
項
後
段

に
規
定

す
る

方

法
に

よ
っ

て
記

録
し

、
右

欄
の

記
載

例
に

よ
り

券
面
に
記

載
す
る

も
の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他
検

査
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

必
要

に
応

じ
て

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

記

載
例

に
お

い
て

、
同

じ
記

載
例

に
該

当
す

る
事

項
が

複
数

あ
っ

た
場

合
で

も
記

載
は

一

つ
と

す
る

。
（
3
-
4
-
2
1
に

お
い

て
同

じ
。
）

な
お

、
電
子
情

報
処
理

組
織
に

よ
り

記
録
で

き
な

い
も

の
に

あ
っ

て
は

自
動

車
検

査
記

録
簿

（
乙
）
（

第
4
号
様

式
に
よ

る
。
）

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

3
－

4
－

2
0
 

備
考

欄
は

、
次

表
左

欄
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

、
同

表
中

央
欄

の
記

載
事

項
を

同
表

右
欄

の
記

載
例

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他
検

査

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
必

要
に

応
じ

て
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

電
子

情

報
処
理

組
織
に

よ
り

記
録
で

き
な
い

も
の
に

あ
っ

て
は
自

動
車
検

査
記
録

簿
（

乙
）（

第

4
号
様
式

に
よ

る
。
）

を
作
成

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

記
録

を
要

す
る

自
動

車
 

記
録

さ
れ

る
べ

き
趣

旨
 

記
録

例
 

記
載

例
 

1．
法

第
43

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

制
限

の
付

加
又

は

道
路

運
送

車
両

の

処
分

年
月

日
 

   

認
定

年
月

日
 

昭
和

62
年

7
月

2
日

 
北

海
道

運
輸

局
12

3
号

 

基
準

緩
和

事
項

 
制

限
附

加
 

記
載

を
要

す
る

自
動

車
 

 
記
載
さ
れ
る
べ
き
趣
旨

 
記

載
例

 

1．
規

則
第

52
条

各
号

の
一

に
掲

げ
る

処
分

を
受

け
る

自
動

車
 

 

処
分

年
月

日
 

  処
分

の
内

容
 

認
定

年
月

日
 

昭
和

62
年

7
月

2
日

 
北

海
道

運
輸

局
12

3
号

 
緩

和
事

項
「

長
さ

」
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保
安

基
準

第
55

条
の

規
定

に
よ

る

基
準

の
緩

和
の

処

分
を

受
け

る
自

動

車
 

処
分

の
内

容
 

附
し

た
制

限
 

緩
和

事
項

「
長

さ
」

 
緩

和
制

限
 

「
自

動
車

の
後

面
及

び
運

転
者

席
に

は
、

長
さ

を
表

示
す

る
こ

と
。
」

 
2．

細
目

告
示

第
42

条
第

1
項

、
第

2
項

若
し

く
は

第
5

項
、

第
12

0
条

第

1
項

、
第

2
項

、

第
5
項

若
し

く
は

第
6
項

、
第

12
1

条
第

3
項

、
第

19
8
条

第
1
項

、

第
2
項

、
第

5
項

若
し

く
は

第
6

項
、

第
19

9
条

第

3
項

又
は

別
添

52
「

灯
火

器
及

び
反

射
器

並
び

に
指

示

装
置

の
取

付
装

置

の
技

術
基

準
」

の

規
定

に
よ

り
、

地

方
運

輸
局

長
の

指

定
を

受
け

た
自

動

車
 

認
定

内
容

 
認

定
年

月
日

 
前

照
灯

の
取

付
位

置
 

関
整

車
第

12
3
号

 
昭

和
62

年
1
月

15
日

 

そ
の

他
 

3．
保

安
基

準
第

56
条

第
4
項

の
規

定

に
よ

り
国

土
交

通

大
臣

の
認

定
を

受

け
た

自
動

車
 

認
定

内
容

 
 認

定
年

月
日

 

大
臣

認
定

 
メ

タ
ノ

ー
ル

自
動

車
 

国
自

審
第

23
4
号

 
平

成
13

年
1
月

15
日

 

そ
の

他
 

4．
乗

車
定

員
11

人

以
上

23
人

以
下

の

旅
客

自
動

車
運

送

事
業

用
自

動
車

で

ワ
ン

マ
ン

バ
ス

の
構

造
要

件
が

適
用

さ
れ

な
い

旨
 

 

車
掌

を
乗

務
さ

せ
て

運
行

す
る

も
の

と
し

て
保

安
基

準
に

適
合

 
 

そ
の

他
 

      

附
し

た
制

限
 

緩
和

制
限
「

自
動

車
の

後
面

及

び
運

転
者

席
に

は
、
長

さ
を

表
示

す
る

こ
と

。
」

 

2．
細

目
告

示
第

42
条

第
1

項
、

第
2
項

若
し

く
は

第

5
項

、
第

12
0
条

第
1

項
、

第
2
項

、
第

5
項

若

し
く

は
第

6
項

、
第

12
1

条
第

3
項

、
第

19
8
条

第

1
項

、
第

2
項

、
第

5
項

若
し

く
は

第
6
項

、
第

19
9
条

第
3
項

又
は

別
添

52
「

灯
火

器
及

び
反

射
器

並
び

に
指

示
装

置
の

取
付

装
置

の
技

術
基

準
」

の
規

定
に

よ
り

、
地

方
運

輸
局

長
の

指
定

を
受

け
た

自
動

車
 

      

認
定

内
容

 
認

定
年

月
日

 
前

照
灯

の
取

付
位

置
 

関
整

車
第

12
3
号

 
昭

和
62

年
1
月

15
日

 

3．
保

安
基

準
第

56
条

第
4

項
の

規
定

に
よ

り
国

土
交

通
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

自
動

車
 

 

認
定

内
容

 
 認

定
年

月
日

 

大
臣

認
定

 
メ

タ
ノ

ー
ル

自
動

車
 

国
自

審
第

23
4
号

 
平

成
13

年
1
月

15
日

 

4．
乗

車
定

員
11

人
以

上
23

人
以

下
の

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
用

自
動

車
で

あ
っ

て
車

両
総

重
量

5ｔ
を

超
え

ワ
ン

マ
ン

バ
ス

の
構

造
要

件

が
適

用
さ

れ
な

い
旨

 
  

車
掌

を
乗

務
さ

せ
て

運
行

す

る
も

の
と

し
て

保
安

基
準

に

適
合
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あ
っ

て
車

両
総

重

量
5ｔ

を
超

え
る

も
の

及
び

乗
車

定

員
24

人
以

上
の

旅

客
自

動
車

運
送

事

業
用

自
動

車
で

あ

り
、

か
つ

、
車

掌

を
乗

務
さ

せ
て

運

行
す

る
こ

と
と

さ

れ
て

い
る

も
の

（
被

け
ん

引
自

動

車
を

除
く

。
）

 

 
 

 

4－
1．

ワ
ン

マ
ン

バ

ス
の

構
造

要
件

の

適
用

緩
和

を
受

け

た
自

動
車

 

緩
和

内
容

 
 認

定
年

月
日

 
 

ワ
ン

マ
ン

バ
ス

構
造

要
件

の
適

用
緩

和
 

近
運

事
第

34
5
号

 
昭

和
62

年
10

月
1

日
乗

降
口

 

そ
の

他
 

5．
タ

ン
ク

自
動

車
 

積
載

物
品

名
 

最
大

積
載

容
積

 
比

重
又

は
定

数
 

品
名

 第
一

石
油

類
 

容
積

 5
00

0Ｌ
 

比
重

 0
．

75
 

タ
ン

ク
車

 第
一

石
油

類
 5

00
0L

 0
.7

50
 

5－
1．

荷
台

に
危

険

物
の

タ
ン

ク
を

固

定
し

、
か

つ
、

タ

ン
ク

以
外

に
積

載

量
を

有
す

る
自

動

車
 

タ
ン

ク
に

積
載

す
る

物
品

名
及

び
積

載
量

の
内

訳
 

品
名

 灯
油

 
容

積
 2

50
Ｌ

 
比

重
 0

．
80

 
積

載
量

内
訳

 
タ

ン
ク

 2
00

 k
g 

荷
台

 3
00

 k
g 

そ
の

他
 

5－
2．

危
険

物
運

搬

用
タ

ン
ク

車
で

あ

っ
て

、
積

載
の

組

合
せ

が
多

数
あ

り
、

備
考

欄
に

記

載
す

る
こ

と
が

で

き
な

い
自

動
車

 

積
載

の
組

合
せ

が
備

考
欄

以
外

に
あ

る
旨

 
積

載
の

組
み

合
わ

せ

は
、

設
置

許
可

書
等

に
よ

る
 

積
載

の
組

み
合

わ
せ

は
設

置
許

可
証

に
よ

る
。

 

5－
3．

セ
メ

ン
ト

、

骨
材

及
び

水
を

混

ぜ
た

生
コ

ン
ク

リ

積
載

物
品

名
 

 最
大

積
載

容
積

 

品
名

 流
動

化
処

理

土
 

容
積

 5
.7

8m
3 

そ
の

他
 

る
も

の
及

び
乗

車
定

員
24

人
以

上
の

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
用

自
動

車
で

あ

り
、

か
つ

、
車

掌
を

乗
務

さ
せ

て
運

行
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
も

の
（

被
け

ん
引

自
動

車
を

除
く

。
）

 
     

 
 

4－
1．

ワ
ン

マ
ン

バ
ス

の
構

造
要

件
の

適
用

緩
和

を
受

け
た

自
動

車
 

  

緩
和

内
容

 
 認

定
年

月
日

 
 

ワ
ン

マ
ン

バ
ス

構
造

要
件

の

適
用

緩
和

 
近

運
事

第
34

5
号

 
昭

和
62

年
10

月
1
日

乗
降

口
 

5．
タ

ン
ク

自
動

車
 

積
載

物
品

名
 

最
大

積
載

容
積

 
比

重
又

は
定

数
 

品
名

 第
一

石
油

類
 

容
積

 5
00

0Ｌ
 

比
重

 0
．

75
 

5－
1．

荷
台

に
危

険
物

の
タ

ン
ク

を
固

定
し

、
か

つ
、

タ
ン

ク
以

外
に

積
載

量
を

有
す

る
自

動
車

 
  

タ
ン

ク
に

積
載

す
る

物
品

名

及
び

積
載

量
の

内
訳

 
品

名
 灯

油
 

容
積

 2
50

Ｌ
 

比
重

 0
．

80
 

積
載

量
内

訳
 

タ
ン

ク
 2

00
 k

g 
荷

台
 3

00
 k

g 
5－

2．
危

険
物

運
搬

用
タ

ン

ク
車

で
あ

っ
て

、
積

載
の

組
合

せ
が

多
数

あ
り

、
備

考
欄

に
記

載
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

自
動

車
 

  

積
載

の
組

合
せ

が
備

考
欄

以

外
に

あ
る

旨
 

積
載

の
組

合
せ

は
、

設
置

許

可
書

等
に

よ
る

 

5－
3．

セ
メ

ン
ト

、
骨

材
及

び
水

を
混

ぜ
た

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
以

外
の

も
の

を
積

積
載

物
品

名
 

最
大

積
載

容
積

 
比

重
 

品
名

 流
動

化
処

理
土

 
容

積
 5

.7
8m

3 

比
重

 1
.6

5 

- 133 -



 

ー
ト

以
外

の
も

の

を
積

載
物

品
と

す

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト

ミ
キ

サ
ー

車
 

比
重

 
比

重
 1

.6
5 

6．
被

け
ん

引
自

動

車
 

（
規

則
第

35
条

の
3

第
1
項

第
14

号

に
規

定
す

る
も

の

に
限

る
。
）

 

け
ん

引
自

動
車

の
車

名
及

び
型

式
 

け
ん

引
車

 日
野

P－
AA

 
牽

引
車

有
 

6－
1．

被
け

ん
引

自

動
車

で
あ

っ
て

、

次
の

各
号

に
掲

げ

る
も

の
 

(1
) 
第

五
輪

荷
重

を
有

す
る

け

ん
引

自
動

車

で
け

ん
引

さ

れ
る

も
の

 
(2

) 
基

準
緩

和
を

受
け

て
い

る

自
動

車
で

あ

っ
て

、
速

度

制
限

装
置

が

装
着

さ
れ

て

い
る

け
ん

引

自
動

車
で

け

ん
引

さ
れ

る

も
の

 
      (3
) 
け

ん
引

自
動

    第
五

輪
荷

重
が

分
担

す
る

荷
重

 
   け

ん
引

自
動

車
に

速

度
制

限
装

置
が

装
着

さ
れ

て
い

る
旨

 
   保

安
基

準
適

合
性

の

検
討

条
件

 
①

 運
行

時
の

最
高

速
度

 
50

km
/h

超
60

km
/h

以
下

の
場

合
 

②
 運

行
時

の
最

高

速
度

 
50

km
/h

以
下

の
場

合
 

け
ん

引
自

動
車

の
型

    第
五

輪
荷

重
 7

69
0 

kg
以

上
 

   け
ん

引
車

の
全

型
式

に
速

度
制

限
装

置
付

又
は

運
輸

W
－

AA
、

運
輸

W
－

AB
に

は
速

度
制

限
装

置

付
 

  運
行

時
の

最
高

速
度

は
60

km
/h

以
下

で

検
討

 
 運

行
時

の
最

高
速

度

は
50

km
/h

以
下

で

検
討

 
 フ

ォ
ー

ド
不

明

    第
五

輪
荷

重
 7

，
69

0 
kg

以
上

 
   牽

引
車

有
 

       そ
の

他
 

   そ
の

他
 

   牽
引

車
有

 

載
物

品
と

す
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ミ
キ

サ
ー

車
 

  6．
被

け
ん

引
自

動
車

 
（

規
則

第
35

条
の

3
第

1
項

第
15

号
に

規
定

す
る

も

の
に

限
る

。
）

 
  

け
ん

引
自

動
車

の
車

名
及

び

型
式

 
け

ん
引

車
 日

野
Ｐ

－
Ａ

Ａ
 

6－
1．

被
け

ん
引

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

 
(1

) 
第

五
輪

荷
重

を
有

す

る
け

ん
引

自
動

車
で

け

ん
引

さ
れ

る
も

の
 

(2
) 
基

準
緩

和
を

受
け

て

い
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

速
度

制
限

装
置

が

装
着

さ
れ

て
い

る
け

ん

引
自

動
車

で
け

ん
引

さ

れ
る

も
の

 
      (3
) 
け

ん
引

自
動

車
の

型

式
が

「
不

明
」

の
も

の
 

      

   第
五

輪
荷

重
が

分
担

す
る

荷

重
 

  け
ん

引
自

動
車

に
速

度
制

限

装
置

が
装

着
さ

れ
て

い
る

旨
 

    保
安

基
準

適
合

性
の

検
討

条

件
 

①
 運

行
時

の
最

高
速

度
 

50
km

/h
超

60
km

/h
以

下

の
場

合
 

②
 運

行
時

の
最

高
速

度
 

50
km

/h
以

下
の

場
合

 
け

ん
引

自
動

車
の

型
式

に
シ

リ
ア

ル
番

号
の

一
連

番
号

を

除
く

部
分

を
付

記
 

   第
五

輪
荷

重
 7

69
0 

kg
以

上
 

  け
ん

引
車

の
全

型
式

に
速

度

制
限

装
置

付
又

は
運

輸
W

-
AA

、
運

輸
W

-A
B
に

は
速

度

制
限

装
置

付
 

     運
行

時
の

最
高

速
度

は

60
km

/h
以

下
で

検
討

 
 運

行
時

の
最

高
速

度
は

50
km

/h
以

下
で

検
討

 
フ

ォ
ー

ド
不

明

(A
BC

D
12

34
) 
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車
の

型
式

が

「
不

明
」

の

も
の

 

式
に

シ
リ

ア
ル

番
号

の
一

連
番

号
を

除
く

部
分

を
付

記
 

(A
BC

D
12

34
) 

7．
基

準
緩

和
を

受

け
て

い
る

け
ん

引

自
動

車
 

速
度

制
限

装
置

の
装

着
の

有
無

及
び

そ
の

設
定

速
度

 

速
度

制
限

装
置

付
 

最
高

速
度

60
km

/h
以

下
 

速
度

制
限

装
置

な
し

 

N
R
付

 
そ

の
他

 
 （

記
載

な
し

）
 

7－
1．

け
ん

引
自

動

車
で

あ
っ

て
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る

も
の

（
規

則
第

35
条

の
3
第

2
項

の

規
定

に
よ

り
記

載

す
る

も
の

及
び

同

第
35

条
の

4
第

2
項

の
規

定
に

よ

り
記

録
す

る
も

の

に
限

る
。
）

 
(1

) 
被

け
ん

引
自

動
車

の
型

式
が

「
不

明
」

の
も

の
 

 
(2

) 
被

け
ん

引
自

動
車

の
型

式
が

「
組

立
」

及
び

「
試

作
」

の
も

の
 

(3
) (

1)
及

び
(2

)以
外

の
も

の
 

           被
け

ん
引

自
動

車
の

型
式

に
シ

リ
ア

ル
番

号
の

一
連

番
号

を
除

く
部

分
を

付
記

 
 被

け
ん

引
自

動
車

の

型
式

に
車

台
番

号
を

付
記

 
  被

け
ん

引
自

動
車

の

車
名

及
び

型
式

 

           被
け

ん
引

車
 パ

ー

ス
ト

ナ
ー

 
不

明
(A

BD
E1

23
4)

 
  被

け
ん

引
車

 組
立

 
(東

41
56

7
東

) 
   被

け
ん

引
車

 フ
ル

ハ
ー

フ
 

AB
D

E 

           被
牽

引
車

有
 

    被
牽

引
車

有
 

    被
牽

引
車

有
 

 

8．
4
軸

を
超

え
る

自

動
車

 
軸

重
 

第
5
軸

重
 8

50
0k

g 
そ

の
他

 

9．
燃

料
の

種
類

欄

に
「

そ
の

他
」

と

記
録

し
た

自
動

車
 

燃
料

の
種

類
 

燃
料

 水
素

 
そ

の
他

 

  
 7．

基
準

緩
和

を
受

け
て

い
る

け
ん

引
自

動
車

 
  

速
度

制
限

装
置

の
装

着
の

有

無
及

び
そ

の
設

定
速

度
 

速
度

制
限

装
置

付
 

最
高

速
度

60
km

/h
以

下
 

速
度

制
限

装
置

な
し

 

7－
1．

け
ん

引
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
（

規
則

第
35

条
の

3
第

2
項

の
規

定
に

よ
り

記
載

す
る

も
の

に
限

る
。
）

 
(1

) 
被

け
ん

引
自

動
車

の

型
式

が
「

不
明

」
の

も

の
 

 
(2

) 
被

け
ん

引
自

動
車

の

型
式

が
「

組
立

」
及

び

「
試

作
」

の
も

の
 

(3
) (

1)
及

び
(2

)以
外

の
も

の
 

          

     被
け

ん
引

自
動

車
の

型
式

に

シ
リ

ア
ル

番
号

の
一

連
番

号

を
除

く
部

分
を

付
記

 
 被

け
ん

引
自

動
車

の
型

式
に

車
台

番
号

を
付

記
 

 被
け

ん
引

自
動

車
の

車
名

及

び
型

式
 

     被
け

ん
引

車
 パ

ー
ス

ト
ナ

ー
 

不
明

(A
BD

E1
23

4)
 

  被
け

ん
引

車
 組

立
 

(東
41

56
7
東

) 
 被

け
ん

引
車

 フ
ル

ハ
ー

フ
 

AB
D

E 

8．
4
軸

を
超

え
る

自
動

車
 

 
軸

重
 

第
5
軸

重
 8

50
0k

g 

9．
燃

料
の

種
類

欄
に

「
そ

の

他
」

と
記

載
し

た
自

動
車

 
 

燃
料

の
種

類
 

燃
料

 水
素
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9－
1．

メ
タ

ノ
ー

ル

を
燃

料
と

す
る

自

動
車

で
あ

っ
て

、

次
の

各
号

に
掲

げ

る
も

の
 

(1
) 
メ

タ
ノ

ー
ル

と
ガ

ソ
リ

ン

等
を

混
合

し

た
も

の
を

燃

料
と

す
る

も

の
 

(2
) 
補

助
燃

料
と

し
て

ガ
ソ

リ

ン
又

は
軽

油

を
使

用
す

る

も
の

 
 (3

) 
ガ

ソ
リ

ン
併

用
式

の
も

の
 

 (4
) 
通

常
は

メ
タ

ノ
ー

ル
と

ガ

ソ
リ

ン
の

混

合
物

を
使

用

し
、

ガ
ソ

リ

ン
の

み
も

使

用
可

能
な

も

の
 

     メ
タ

ノ
ー

ル
と

ガ
ソ

リ
ン

等
を

85
：

15
の

比
率

で
混

合
し

た

も
の

（
Ｍ

85
）

を
燃

料
と

す
る

旨
 

 メ
タ

ノ
ー

ル
（

Ｍ

10
0
又

は
Ｍ

85
）

を

主
燃

料
と

し
、

補
助

燃
料

と
し

て
ガ

ソ
リ

ン
又

は
軽

油
を

使
用

す
る

旨
 

ガ
ソ

リ
ン

を
併

用
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
旨

 
通

常
は

メ
タ

ノ
ー

ル

と
ガ

ソ
リ

ン
を

併
用

し
、

ガ
ソ

リ
ン

の
み

も
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
旨

 

     燃
料

 
メ

タ
ノ

ー
ル

（
M

85
）

 
   燃

料
 

主
 メ

タ
ノ

ー
ル

 
（

M
10

0
又

は

M
85

）
 

補
助

 ガ
ソ

リ
ン

又

は
軽

油
 

燃
料

 
メ

タ
ノ

ー
ル

・
ガ

ソ

リ
ン

併
用

 
燃

料
 

メ
タ

ノ
ー

ル
・

ガ
ソ

リ
ン

混
合

物
（

混
合

率
可

変
）

 
 

     燃
料

 メ
タ

ノ
ー

ル

（
M

85
）

 
    燃

料
 主

 メ
タ

ノ
ー

ル
（

M
10

0
又

は

M
85

）
 補

助
 ガ

ソ
リ

ン
又

は
軽

油
 

  燃
料

 メ
タ

ノ
ー

ル
・

ガ
ソ

リ
ン

併
用

 
 燃

料
 メ

タ
ノ

ー
ル

・

ガ
ソ

リ
ン

混
合

物
（

混

合
率

可
変

）
 

9－
2．

Ｃ
Ｎ

Ｇ
を

燃

料
と

す
る

自
動

車

で
あ

っ
て

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る

も

の
 

(1
) 
ガ

ソ
リ

ン
併

用
式

の
も

の
 

 

     ガ
ソ

リ
ン

を
併

用
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
旨

 

     燃
料

 
CN

G
・

ガ
ソ

リ
ン

併

用
 

     燃
料

 C
N

G・
ガ

ソ
リ

ン
併

用
 

 

9－
1．

メ
タ

ノ
ー

ル
を

燃
料

と
す

る
自

動
車

で
あ

っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

 
(1

) 
メ

タ
ノ

ー
ル

と
ガ

ソ

リ
ン

等
を

混
合

し
た

も

の
を

燃
料

と
す

る
も

の
 

 (2
) 
補

助
燃

料
と

し
て

ガ

ソ
リ

ン
又

は
軽

油
を

使

用
す

る
も

の
 

 (3
) 
ガ

ソ
リ

ン
併

用
式

の

も
の

 
(4

) 
通

常
は

メ
タ

ノ
ー

ル

と
ガ

ソ
リ

ン
の

混
合

物

を
使

用
し

、
ガ

ソ
リ

ン

の
み

も
使

用
可

能
な

も

の
 

        
 

    メ
タ

ノ
ー

ル
と

ガ
ソ

リ
ン

等

を
85

：
15

の
比

率
で

混
合

し
た

も
の

（
Ｍ

85
）

を
燃

料

と
す

る
旨

 
メ

タ
ノ

ー
ル

（
Ｍ

10
0
又

は

Ｍ
85

）
を

主
燃

料
と

し
、

補

助
燃

料
と

し
て

ガ
ソ

リ
ン

又

は
軽

油
を

使
用

す
る

旨
 

ガ
ソ

リ
ン

を
併

用
す

る
こ

と

が
可

能
で

あ
る

旨
 

通
常

は
メ

タ
ノ

ー
ル

と
ガ

ソ

リ
ン

を
併

用
し

、
ガ

ソ
リ

ン

の
み

も
使

用
す

る
こ

と
が

で

き
る

旨
 

    燃
料

 
メ

タ
ノ

ー
ル

（
Ｍ

85
）

 
  燃

料
 

主
 メ

タ
ノ

ー
ル

 
（

Ｍ
10

0
又

は
Ｍ

85
）

 
補

助
 ガ

ソ
リ

ン
又

は
軽

油
 

燃
料

 
メ

タ
ノ

ー
ル

・
ガ

ソ
リ

ン
併

用
 

燃
料

 
メ

タ
ノ

ー
ル

・
ガ

ソ
リ

ン
混

合
物

（
混

合
率

可
変

）
 

 

9－
2．

Ｃ
Ｎ

Ｇ
を

燃
料

と
す

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(1
) 
ガ

ソ
リ

ン
併

用
式

の

も
の

 
(2

) 
軽

油
を

着
火

燃
料

と

す
る

も
の

 
 

   ガ
ソ

リ
ン

を
併

用
す

る
こ

と

が
可

能
で

あ
る

旨
 

Ｃ
Ｎ

Ｇ
を

燃
料

と
し

、
軽

油

を
着

火
燃

料
と

す
る

旨
 

   燃
料

 
Ｃ

Ｎ
Ｇ

・
ガ

ソ
リ

ン
併

用
 

燃
料

 
主

 Ｃ
Ｎ

Ｇ
 

補
助

 軽
油
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(2
) 
軽

油
を

着
火

燃
料

と
す

る

も
の

 

Ｃ
Ｎ

Ｇ
を

燃
料

と

し
、

軽
油

を
着

火
燃

料
と

す
る

旨
 

燃
料

 
主

 C
N

G
 

補
助

 軽
油

 

燃
料

 主
 C

N
G

 補
助

 軽
油

 

9－
3．

軽
油

を
燃

料

と
す

る
自

動
車

で

あ
っ

て
、

バ
イ

オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル

10
0％

燃
料

を
使

用
す

る
も

の
 

バ
イ

オ
デ

ィ
ー

ゼ
ル

10
0％

燃
料

を
併

用

使
用

し
て

い
る

旨
 

燃
料

 
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル

10
0%

燃
料

併
用

 
 

そ
の

他
 

9－
4．

ハ
イ

ブ
リ

ッ

ド
自

動
車

で
あ

っ

て
、

次
の

各
号

に

掲
げ

る
も

の
 

(1
) 
電

気
式

又
は

蓄
圧

式
の

も
の

（
(2

)を
除

く
。
）

 
(2

) 
蓄

電
装

置
を

充
電

す
る

た
め

の
外

部
充

電
装

置
を

備
え

る
も

の
 

    ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
で

あ
る

旨
 

  プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

で
あ

る
旨

 

    ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
 

  プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

 

    ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

車
 

   プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
車

 

9－
5．

軽
油

を
燃

料

と
す

る
自

動
車

で

あ
っ

て
、

揮
発

油

等
の

品
質

の
確

保

等
に

関
す

る
法

律

に
基

づ
く

特
例

措

置
に

よ
る

高
濃

度

バ
イ

オ
デ

ィ
ー

ゼ

ル
燃

料
を

使
用

す

る
も

の
 

揮
発

油
品

確
法

の
特

例
措

置
に

よ
る

高
濃

度
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
を

併
用

使
用

し
て

い
る

旨
 

燃
料

 
品

確
法

特
例

措
置

高

濃
度

バ
イ

オ
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

併
用

 

そ
の

他
 

9－
6．

圧
縮

水
素

又

は
液

体
水

素
を

燃

料
と

し
、

燃
料

電

池
ス

タ
ッ

ク
及

び

燃
料

電
池

自
動

車
で

あ
る

旨
 

燃
料

電
池

自
動

車
 

燃
料

電
池

車
 

   9－
3．

軽
油

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

バ
イ

オ
デ

ィ
ー

ゼ
ル

10
0％

燃

料
を

使
用

す
る

も
の

 
  

バ
イ

オ
デ

ィ
ー

ゼ
ル

10
0％

燃
料

を
併

用
使

用
し

て
い

る

旨
 

燃
料

 
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
10

0％
燃

料
併

用
 

 

9－
4．

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

 
(1

) 
電

気
式

又
は

蓄
圧

式
の

も
の

（
(2

)を
除

く
。
）

 
(2

) 
蓄

電
装

置
を

充
電

す
る

た
め

の
外

部
充

電
装

置

を
備

え
る

も
の

 
     

   ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
で

あ

る
旨

 
プ

ラ
グ

イ
ン

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
で

あ
る

旨
 

   ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
 

 プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド

自
動

車
 

9－
5．

軽
油

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

揮
発

油
等

の
品

質
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
特

例
措

置
に

よ
る

高
濃

度
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
を

使
用

す
る

も
の

 
   

揮
発

油
品

確
法

の
特

例
措

置

に
よ

る
高

濃
度

バ
イ

オ
デ

ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
を

併
用

使
用

し

て
い

る
旨

 

燃
料

 
品

確
法

特
例

措
置

高
濃

度
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
併

用
 

9－
6．

圧
縮

水
素

又
は

液
体

水
素

を
燃

料
と

し
、

燃
料

電
池

ス
タ

ッ
ク

及
び

電
動

機
を

備
え

た
も

の
 

燃
料

電
池

自
動

車
で

あ
る

旨
 

燃
料

電
池

自
動

車
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電
動

機
を

備
え

た

も
の

 
10

．
臨

時
乗

車
定

員

が
定

め
ら

れ
た

自

動
車

 

臨
時

乗
車

定
員

 
臨

時
乗

車
定

員
 1

08
名

 
そ

の
他

 

11
．

使
用

者
の

名
義

が
複

数
の

自
動

車
 

共
同

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

 
共

同
使

用
者

の
氏

名
、

住
所

 
運

輸
太

郎
、

東
京

都

千
代

田
区

霞
ヶ

関
2

－
1－

3 

（
記

載
な

し
）

 

12
．

緊
急

自
動

車
で

あ
っ

て
、
次

の
各

号

に
掲

げ
る

も
の

 
(1

) 
用

途
区

分
通

達
4－

1－
1

以
外

の
自

動
車

（
(2

)を
除

く
。
）

 
(2

) 
在

宅
傷

病
者

緊
急

往
診

用
自

動
車

 

   緊
急

自
動

車
で

あ
る

旨
 

   在
宅

傷
病

者
緊

急
往

診
用

自
動

車
で

あ
る

旨
 

   緊
急

自
動

車
 

    緊
急

自
動

車
（

在
宅

傷
病

者
緊

急
往

診

用
）

 

   緊
急

自
動

車
 

    緊
急

自
動

車
 

13
．

道
路

維
持

作
業

用
自

動
車

 
道

路
維

持
作

業
用

自

動
車

で
あ

る
旨

 
道

路
維

持
作

業
用

自

動
車

 
道

路
維

持
作

業
用

 

14
．

改
造

通
達

に
定

め
る

改
造

自
動

車
 

改
造

さ
れ

た
装

置
名

 
改

造
通

知
書

番
号

 
改

造
通

知
年

月
日

 

改
造

内
容

 操
縦

装

置
 

北
整

車
第

12
3
号

 
平

成
7
年

11
月

24
日

 

改
造

内
容

 操
縦

装
置

 

14
－

1．
走

行
装

置

と
し

て
ゴ

ム
履

帯

を
有

す
る

自
動

車
 

ゴ
ム

履
帯

装
着

時
の

諸
元

を
示

す
旨

 
括

弧
内

は
ゴ

ム
履

帯

装
着

時
を

示
す

 
そ

の
他

 

15
．

並
行

輸
入

自
動

車
 

適
用

す
る

保
安

基
準

の
判

定
年

月
日

又
は

製
作

年
月

日
 

 原
動

機
型

式
打

刻
位

保
安

基
準

適
用

年
月

日
又

は
製

作
年

月
日

 
平

成
12

年
4
月

1
日

 
原

動
機

型
式

打
刻

位

保
安

基
準

適
用

日
 平

成
12

年
4
月

1
日

 
  原

動
機

型
式

打
刻

位

  10
．

臨
時

乗
車

定
員

が
定

め

ら
れ

た
自

動
車

 
 

臨
時

乗
車

定
員

 
臨

時
乗

車
定

員
 1

08
名

 

11
．

使
用

者
の

名
義

が
複

数

の
自

動
車

 
   

共
同

使
用

者
の

氏
名

又
は

名

称
及

び
住

所
 

共
同

使
用

者
の

氏
名

、
住

所
 

運
輸

太
郎

、
東

京
都

千
代

田

区
霞

ヶ
関

2－
1－

3 

12
．

緊
急

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

 
(1

) 
用

途
区

分
通

達
4－

1
－

1
以

外
の

自
動

車

（
(2

)を
除

く
。
）

 
(2

) 
在

宅
傷

病
者

緊
急

往
診

用
自

動
車

 
   

 

  緊
急

自
動

車
で

あ
る

旨
 

  在
宅

傷
病

者
緊

急
往

診
用

自

動
車

で
あ

る
旨

 

  緊
急

自
動

車
 

  緊
急

自
動

車
（

在
宅

傷
病

者

緊
急

往
診

用
）

 

13
．

道
路

維
持

作
業

用
自

動

車
 

道
路

維
持

作
業

用
自

動
車

で

あ
る

旨
 

道
路

維
持

作
業

用
自

動
車

 

14
．

改
造

通
達

に
定

め
る

改

造
自

動
車

 
   

改
造

さ
れ

た
装

置
名

 
改

造
通

知
書

番
号

 
改

造
通

知
年

月
日

 

改
造

内
容

 操
縦

装
置

 
北

整
車

第
12

3
号

 
平

成
7
年

11
月

24
日

 

14
－

1．
走

行
装

置
と

し
て

ゴ
ム

履
帯

を
有

す
る

自
動

車
 

ゴ
ム

履
帯

装
着

時
の

諸
元

を

示
す

旨
 

括
弧

内
は

ゴ
ム

履
帯

装
着

時

を
示

す
 

15
．

並
行

輸
入

自
動

車
 

    

適
用

す
る

保
安

基
準

の
判

定

年
月

日
又

は
製

作
年

月
日

 
 原

動
機

型
式

打
刻

位
置

 
 

保
安

基
準

適
用

年
月

日
又

は

製
作

年
月

日
 

平
成

12
年

4
月

1
日

 
原

動
機

型
式

打
刻

位
置

 
シ

リ
ン

ダ
ブ

ロ
ッ

ク
上

面
左
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置
 

  原
動

機
の

最
高

出
力

時
の

回
転

数
 

置
 

シ
リ

ン
ダ

ー
ブ

ロ
ッ

ク
上

面
左

側
前

部
 

原
動

機
最

高
出

力
時

回
転

数
 

9,
00

0r
pm

 

置
 

シ
リ

ン
ダ

ー
ブ

ロ
ッ

ク
上

面
左

側
前

部
 

 原
動

機
最

高
出

力
時

回
転

数
9,

00
0r

pm
 

15
－

1．
並

行
輸

入

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に

掲
げ

る
も

の
 

(1
) 
専

ら
乗

用
の

用

に
供

す
る

乗
車

定
員

10
人

以

下
の

自
動

車
に

適
用

さ
れ

る
排

気
ガ

ス
規

制
に

適
合

し
た

も
の

 
(2

) 
二

輪
自

動
車

又
は

側
車

付
二

輪
自

動
車

に
適

用
さ

れ
る

排
気

ガ
ス

規
制

に
適

合
し

た
も

の
 

(3
) 
改

造
通

達

2.
(1

)に
定

め
る

改
造

に
よ

り
、

装
置

が
変

更
さ

れ
て

い
る

も
の

 
(4

) 
二

輪
自

動
車

又
は

側
車

付
二

輪
自

動
車

で
あ

っ
て

、
後

輪
に

ば
ね

そ
の

他
の

緩
衝

装
置

を
備

え
て

い
な

い
も

の
 

    規
制

の
対

象
と

な
る

排
出

ガ
ス

規
制

の
適

合
年

 
    規

制
の

対
象

と
な

る

排
出

ガ
ス

規
制

の
適

合
年

 
   変

更
さ

れ
た

装
置

名
 

    後
輪

に
ば

ね
そ

の
他

の
緩

衝
装

置
を

備
え

て
い

な
い

旨
 

     

    12
年

排
出

ガ
ス

規
制

適
合

 
     11

年
排

ガ
ス

適
合

 
     変

更
内

容
 緩

衝
装

置
 

   後
輪

 緩
衝

装
置

な

し
 

      

    12
年

排
出

ガ
ス

規
制

適
合

 
     11

年
排

ガ
ス

適
合

 
     そ

の
他

 
    そ

の
他

 
       

      

 原
動

機
の

最
高

出
力

時
の

回

転
数

 

側
前

部
 

原
動

機
最

高
出

力
時

回
転

数
 

9,
00

0r
pm

 

15
－

1．
並

行
輸

入
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(1
) 
専

ら
乗

用
の

用
に

供

す
る

乗
車

定
員

10
人

以

下
の

自
動

車
に

適
用

さ

れ
る

排
気

ガ
ス

規
制

に

適
合

し
た

も
の

 
(2

) 
二

輪
自

動
車

又
は

側

車
付

二
輪

自
動

車
に

適

用
さ

れ
る

排
気

ガ
ス

規

制
に

適
合

し
た

も
の

 
(3

) 
改

造
通

達
2.

(1
)に

定

め
る

改
造

に
よ

り
、

装

置
が

変
更

さ
れ

て
い

る

も
の

 
(4

) 
二

輪
自

動
車

又
は

側

車
付

二
輪

自
動

車
で

あ

っ
て

、
後

輪
に

ば
ね

そ

の
他

の
緩

衝
装

置
を

備

え
て

い
な

い
も

の
 

(
5
)
 
初

め
て

検
査

証
を

交

付
す

る
検

査
時

に
、

消

音
器

の
加

速
走

行
騒

音

性
能

規
制

の
適

合
性

を
、

消
音

器
自

体
の

表

示
以

外
の

方
法

に
よ

り

確
認

し
た

も
の

（
平

成

2
6
年

騒
音

規
制

以
前

の

規
制

を
適

用
す

る
自

動

   規
制

の
対

象
と

な
る

排
出

ガ

ス
規

制
の

適
合

年
 

   規
制

の
対

象
と

な
る

排
出

ガ

ス
規

制
の

適
合

年
 

  変
更

さ
れ

た
装

置
名

 
   後

輪
に

ば
ね

そ
の

他
の

緩
衝

装
置

を
備

え
て

い
な

い
旨

 
   消

音
器

の
加

速
走

行
騒

音
性

能
規

制
の

適
合

性
確

認
に

用

い
た

書
面

又
は

表
示
 

      

   12
年

排
出

ガ
ス

規
制

適
合

 
    11

年
排

ガ
ス

適
合

 
   変

更
内

容
 緩

衝
装

置
 

   後
輪

 緩
衝

装
置

な
し

 
    初

回
検

査
時

確
認

書
面

等
 

（
騒

音
試

験
成

績
表

）
 

（
Ｗ

Ｖ
Ｔ

Ａ
）

 
（

車
両

デ
ー

タ
プ

レ
ー

ト
）

 
（

Ｃ
Ｏ

Ｃ
）

 
（

外
国

登
録

証
）

 
（

認
可

書
）
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(
5
)
 
初

め
て

検
査

証
を

交
付

す
る

検
査

時
に

、
消

音
器

の
加

速
走

行
騒

音
性

能
規

制
の

適
合

性

を
、

消
音

器
自

体
の

表
示

以
外

の
方

法
に

よ
り

確
認

し
た

も
の

（
平

成
2
6
年

騒

音
規

制
以

前
の

規
制

を
適

用
す

る
自

動
車

に
限

る
。
）

 

（
6）

軽
油

を
燃

料

と
す

る
大

型
特

殊
自

動
車

で
あ

っ
て

黒
煙

汚
染

度
規

制
が

適
用

さ
れ

る
も

の
 

(7
)二

輪
自
動
車
で
あ

っ
て
Ａ
Ｂ
Ｓ
装
着
義

務
付
け
対
象
外
の
車

体
構
造
の
も
の

 
（
令
和

3年
9月

30
日

以
前
に
製
作
さ
れ
た

自
動
車
を
除
く
。）

 

消
音

器
の

加
速

走
行

騒
音

性
能

規
制

の
適

合
性

確
認

に
用

い
た

書
面

又
は

表
示

 

 

 

         
黒

煙
汚

染
度

規
制

対

象
車

で
あ

る
旨

及
び

適
合

規
制

値
 

   
Ａ
Ｂ
Ｓ
装
着
義
務
付
け
対

象
外
の
車
体
の
構
造
で
あ

る
旨

 

初
回

検
査

時
確

認
書

面
等

 
（

騒
音

試
験

成
績

表
）

 
（

W
VT

A）
 

（
車

両
デ

ー
タ

プ

レ
ー

ト
）

 
（

CO
C）

 
（

外
国

登
録

証
）

 
（

認
可

書
）

 
     

黒
煙

汚
染

度
規

制
値

25
%

 
    

「
エ
ン
デ
ュ
ー
ロ
二
輪
自

動
車
」（
又
は
「
ト
ラ
イ
ア
ル

二
輪
自
動
車
」）

と
し
て
保

安
基
準
に
適
合

 

そ
の

他
 

              そ
の

他
 

     そ
の

他
 

16
．

職
権

打
刻

を
し

た
自

動
車

 
車

台
番

号
打

刻
位

置
 

（
打

刻
届

出
に

係
る

位
置

に
打

刻
し

た
場

合
を

除
く

。
）

 
シ

リ
ア

ル
番

号
を

有

す
る

場
合

の
シ

リ
ア

ル
番

号
 

塗
ま

つ
し

た
車

台
番

車
台

番
号

打
刻

位
置

 
右

側
前

輪
ス

ト
ラ

ッ

ト
ハ

ウ
ジ

ン
グ

上
面

 
 シ

リ
ア

ル
番

号
 

AB
CD

EF
G

H
12

34
56

78
9 

シ
リ

ア
ル

番
号

 

車
台

番
号

打
刻

位
置

 
右

側
前

輪
ス

ト
ラ

ッ

ト
ハ

ウ
ジ

ン
グ

上
面

  
 シ

リ
ア

ル
番

号
 

AB
CD

EF
G

H
12

34
56

78
9 

（
記

載
な

し
）

 

車
に

限
る

。
）

 

（
6）

 軽
油

を
燃

料
と

す
る

大
型

特
殊

自
動

車
で

あ

っ
て

黒
煙

汚
染

度
規

制

が
適

用
さ

れ
る

も
の

 
(7

) 
二
輪
自
動
車
で
あ
っ
て
Ａ
Ｂ

Ｓ
装
着
義
務
付
け
対
象
外
の
車

体
構
造
の
も
の

 
（
平
成

33
年

9月
30

日
以

前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
を
除

く
。）

 
                

 

 
黒

煙
汚

染
度

規
制

対
象

車
で

あ
る

旨
及

び
適

合
規

制
値

 
  

Ａ
Ｂ
Ｓ
装
着
義
務
付
け
対
象
外
の
車

体
の
構
造
で
あ
る
旨

 

 
黒

煙
汚

染
度

規
制

値
25

％
 

   
「
エ
ン
デ
ュ
ー
ロ
二
輪
自
動
車
」（

又

は
「
ト
ラ
イ
ア
ル
二
輪
自
動
車
」）
と
し

て
保
安
基
準
に
適
合

 

16
．

職
権

打
刻

を
し

た
自

動

車
 

      

車
台

番
号

打
刻

位
置

 
（

打
刻

届
出

に
係

る
位

置
に

打
刻

し
た

場
合

を
除

く
。
）

 
シ

リ
ア

ル
番

号
を

有
す

る
場

合
の

シ
リ

ア
ル

番
号

 
塗

ま
つ

し
た

車
台

番
号

（
塗

ま
つ

し
た

車
台

番
号

が
職

権

打
刻

で
あ

る
場

合
を

除
く

。
）

 

車
台

番
号

打
刻

位
置

 
右

側
前

輪
ス

ト
ラ

ッ
ト

ハ
ウ

ジ
ン

グ
上

面
 

シ
リ

ア
ル

番
号

 
AB

CD
EF

G
H

12
34

56
78

9 
シ

リ
ア

ル
番

号
 

AB
CD

EF
G

H
12

34
56

78
9 
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号
（

塗
ま

つ
し

た
車

台
番

号
が

職
権

打
刻

で
あ

る
場

合
を

除

く
。
）

 
原

動
機

型
式

打
刻

位

置
 

（
打

刻
届

出
に

係
る

位
置

に
打

刻
し

た
場

合
を

除
く

。
）

 

AB
CD

EF
G

H
12

34
56

78
9 

  原
動

機
型

式
打

刻
位

置
 

シ
リ

ン
ダ

ー
ブ

ロ
ッ

ク
上

面
左

側
前

部
 

    原
動

機
型

式
打

刻
位

置
 

シ
リ

ン
ダ

ー
ブ

ロ
ッ

ク
上

面
左

側
前

部
 

17
．
「

土
砂

等
を

運

搬
す

る
大

型
自

動

車
に

よ
る

交
通

事

故
の

防
止

等
に

関

す
る

特
別

措
置

法

（
昭

和
42

年
法

律
第

13
1
号

）
」

に
定

め
る

土
砂

等

以
外

の
物

品
を

専

用
に

運
搬

す
る

ダ

ン
プ

自
動

車
 

土
砂

等
を

運
搬

し
な

い
旨

 
積

載
物

品
は

土
砂

等

以
外

の
も

の
と

す

る
。

 

土
砂

等
以

外
 

17
－

1．
3－

4－
15

 
(1

)の
装

置
を

随
時

取
り

外
し

、
又

は

取
り

替
え

る
ダ

ン

プ
自

動
車

で
あ

っ

て
、

附
属

装
置

等

装
着

時
は

17
．

に

掲
げ

る
自

動
車

と

な
る

も
の

 

附
属

装
置

等
装

着
時

は
土

砂
等

を
運

搬
し

な
い

旨
 

附
属

装
置

等
装

着
時

の
積

載
物

品
は

土
砂

等
以

外
の

も
の

と
す

る
。

 

そ
の

他
 

18
．

熱
害

対
策

装
置

等
を

有
す

る
自

動

車
で

あ
っ

て
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る

も
の

（
並

行
輸

入

自
動

車
等

、
諸

元

表
等

に
よ

る
識

別

       

       

       

         

原
動

機
型

式
打

刻
位

置
 

（
打

刻
届

出
に

係
る

位
置

に

打
刻

し
た

場
合

を
除

く
。
）

 

原
動

機
型

式
打

刻
位

置
 

シ
リ

ン
ダ

ブ
ロ

ッ
ク

上
面

左

側
前

部
 

17
．
「

土
砂

等
を

運
搬

す
る

大

型
自

動
車

に
よ

る
交

通
事

故
の

防
止

等
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
昭

和
42

年
法

律
第

13
1
号

）
」

に
定

め

る
土

砂
等

以
外

の
物

品
を

専
用

に
運

搬
す

る
ダ

ン
プ

自
動

車
 

   

土
砂

等
を

運
搬

し
な

い
旨

 
積

載
物

品
は

土
砂

等
以

外
の

も
の

と
す

る
。

 

17
－

1．
3－

4－
15

 (1
)の

装

置
を

随
時

取
り

外
し

、
又

は
取

り
替

え
る

ダ
ン

プ
自

動
車

で
あ

っ
て

、
附

属
装

置
等

装
着

時
は

17
．

に
掲

げ
る

自
動

車
と

な
る

も
の

 
   

附
属

装
置

等
装

着
時

は
土

砂

等
を

運
搬

し
な

い
旨

 
附

属
装

置
等

装
着

時
の

積
載

物
は

土
砂

等
以

外
の

も
の

と

す
る

。
 

18
．

熱
害

対
策

装
置

等
を

有

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

（
並

行
輸

入
自

動
車

等
、

諸
元

表
等

に
よ

る
識

別
が

困
難

な
も

の
に

限
る

。
）

 
(1

) 
断

続
器

の
形

式
が

接

      断
続

器
の

形
式

が
接

点
式

で

      接
点

式
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が
困

難
な

も
の

に

限
る

。
）

 
(1

) 
断

続
器

の
形

式
が

接
点

式

の
た

め
熱

害

対
策

装
置

等

の
装

着
が

必

要
な

も
の

 
(2

) 
断

続
器

の
形

式
が

接
点

式

で
あ

っ
て

、

公
的

試
験

機

関
の

試
験

結

果
に

よ
り

Ｏ

Ｂ
Ｄ

Ⅱ
シ

ス

テ
ム

を
備

え

て
い

る
こ

と

が
確

認
さ

れ

た
も

の
 

(3
) 
断

続
器

の
形

式
が

接
点

式
で

あ
っ

て
、

公
的

試
験

機
関

の
試

験
結

果
に

よ
り

失
火

検
知

シ
ス

テ
ム

を
備

え
て

い
る

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

も
の

 
(4

) 
公

的
試

験
機

関
の

試
験

結

果
に

よ
り

細

目
告

示
第

41
条

第
2
項

第
3

号
、

第
11

9
条

第
2
項

第
3

号
又

は
第

19
7

条
第

2
項

第
3

  断
続

器
の

形
式

が
接

点
式

で
あ

る
旨

 
    Ｏ

Ｂ
Ｄ

Ⅱ
シ

ス
テ

ム

を
備

え
て

い
る

旨
 

         失
火

検
知

シ
ス

テ
ム

を
備

え
て

い
る

旨
 

       燃
料

カ
ッ

ト
方

式
の

異
常

温
度

上
昇

防
止

装
置

を
備

え
て

い
る

旨
 

   

  接
点

式
 

     接
点

式
、

O
BD

2 
          接

点
式

、
失

火
警

報
 

        接
点

式
、

異
常

温
度

上
昇

防
止

シ
ス

テ
ム

搭
載

車
（

燃
料

カ
ッ

ト
方

式
）

 
  

  そ
の

他
 

     そ
の

他
 

          そ
の

他
 

        そ
の

他
 

点
式

の
た

め
熱

害
対

策

装
置

等
の

装
着

が
必

要

な
も

の
 

(2
) 
断

続
器

の
形

式
が

接

点
式

で
あ

っ
て

、
公

的

試
験

機
関

の
試

験
結

果

に
よ

り
Ｏ

Ｂ
Ｄ

Ⅱ
シ

ス

テ
ム

を
備

え
て

い
る

こ

と
が

確
認

さ
れ

た
も

の
 

(3
) 
断

続
器

の
形

式
が

接
点

式
で

あ
っ

て
、

公
的

試

験
機

関
の

試
験

結
果

に

よ
り

失
火

検
知

シ
ス

テ

ム
を

備
え

て
い

る
こ

と

が
確

認
さ

れ
た

も
の

 
(4

) 
公

的
試

験
機

関
の

試

験
結

果
に

よ
り

細
目

告

示
第

41
条

第
2
項

第

3
号

、
第

11
9
条

第
2

項
第

3
号

又
は

第
19

7
条

第
2
項

第
3
号

た
だ

し
書

き
中

「
異

常
温

度

以
上

に
上

昇
す

る
こ

と

を
防

止
す

る
装

置
」

に

該
当

す
る

こ
と

が
確

認

さ
れ

た
も

の
 

           

あ
る

旨
 

  Ｏ
Ｂ

Ｄ
Ⅱ

シ
ス

テ
ム

を
備

え

て
い

る
旨

 
    失

火
検

知
シ

ス
テ

ム
を

備
え

て
い

る
旨

 
    燃

料
カ

ッ
ト

方
式

の
異

常
温

度
上

昇
防

止
装

置
を

備
え

て

い
る

旨
 

   

   接
点

式
、

Ｏ
Ｂ

Ｄ
Ⅱ

 
     接

点
式

、
失

火
警

報
 

     接
点

式
、

異
常

温
度

上
昇

防

止
シ

ス
テ

ム
搭

載
車

（
燃

料

カ
ッ

ト
方

式
）
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号
た

だ
し

書

き
中

「
異

常

温
度

以
上

に

上
昇

す
る

こ

と
を

防
止

す

る
装

置
」

に

該
当

す
る

こ

と
が

確
認

さ

れ
た

も
の

 
19

.「
窒

素
酸

化
物

又

は
粒

子
状

物
質

を

低
減

さ
せ

る
装

置

の
性

能
評

価
実

施

要
領

」
（

平
成

16
年

国
土

交
通

省
告

示
第

81
4
号

。
以

下
「

低
減

装
置

評

価
実

施
要

領
」

と

い
う

。
）

の
規

定

に
基

づ
き

優
良

低

減
装

置
と

し
て

評

価
・

公
表

さ
れ

た

装
置

（
第

2
種

粒

子
状

物
質

低
減

装

置
を

除
く

。
）

を

装
着

す
る

こ
と

に

よ
り

「
道

路
運

送

車
両

の
保

安
基

準

第
31

条
の

2
に

規
定

す
る

窒
素

酸

化
物

排
出

自
動

車

等
及

び
窒

素
酸

化

物
排

出
基

準
等

を

定
め

る
告

示
」

（
平

成
14

年
国

土
交

通
省

告
示

第

優
良

低
減

装
置

が
装

着
さ

れ
て

い
る

旨
 

優
良

低
減

装
置

の
優

良
評

価
番

号
 

優
良

低
減

装
置

付
 

評
価

番
号

M
LI

T-
N

PR
-1

 

優
良

低
減

装
置

付
 

         
19

.「
窒

素
酸

化
物

又
は

粒
子

状
物

質
を

低
減

さ
せ

る
装

置
の

性
能

評
価

実
施

要

領
」
（

平
成

16
年

国
土

交

通
省

告
示

第
81

4
号

。
以

下
「

低
減

装
置

評
価

実
施

要
領

」
と

い
う

。
）

の
規

定

に
基

づ
き

優
良

低
減

装
置

と
し

て
評

価
・

公
表

さ
れ

た
装

置
（

第
2
種

粒
子

状

物
質

低
減

装
置

を
除

く
。
）

を
装

着
す

る
こ

と
に

よ
り

「
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

第
31

条
の

2
に

規

定
す

る
窒

素
酸

化
物

排
出

自
動

車
等

及
び

窒
素

酸
化

物
排

出
基

準
等

を
定

め
る

告
示

」
（

平
成

14
年

国
土

交
通

省
告

示
第

31
0
号

。

以
下

「
第

31
条

の
2
告

示
」

と
い

う
。
）

第
4
条

（
軽

油
を

燃
料

と
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
第

4
条

及
び

第
5
条

）
の

基
準

（
以

下
「

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

法
の

基
準

」
と

い
う

。
）

に

適
合

す
る

こ
と

が
確

認
さ

優
良

低
減

装
置

が
装

着
さ

れ

て
い

る
旨

 
優

良
低

減
装

置
の

優
良

評
価

番
号

 

優
良

低
減

装
置

付
 

評
価

番
号

M
LI

T-
N

PR
-1
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31
0
号

。
以

下

「
第

31
条

の
2

告
示

」
と

い

う
。
）

第
4
条

（
軽

油
を

燃
料

と

す
る

自
動

車
に

あ

っ
て

は
第

4
条

及

び
第

5
条

）
の

基

準
（

以
下

「
Ｎ

Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

法
の

基

準
」

と
い

う
。
）

に
適

合
す

る
こ

と

が
確

認
さ

れ
た

自

動
車

 
19

－
1．

原
動

機
等

の
変

更
が

行
わ

れ

た
自

動
車

で
あ

っ

て
、

次
の

各
号

に

よ
り

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ

Ｍ
特

例
告

示
第

4
条

（
軽

油
を

燃
料

と
す

る
自

動
車

に

あ
っ

て
は

第
4
条

及
び

第
5
条

）
の

基
準

に
適

合
す

る

こ
と

が
確

認
さ

れ

た
自

動
車

 
(1

) 
公

的
試

験
機

関
の

試
験

結
果

 
(2

) 
諸

元
値

を
も

つ
原

動
機

及
び

一
酸

化
炭

素
等

発
散

防
止

装
置

に
載

せ
換

え
た

場
合

で
あ

っ

て
、

当
該

原
動

原
動

機
等

の
変

更
に

よ
り

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

法
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
確

認
し

た
旨

 

N
O

x・
PM

法
対

応

変
更

有
 

N
O

x･
PM

法
対

応
変

更
有

 

れ
た

自
動

車
 

             19
－

1．
原

動
機

等
の

変
更

が
行

わ
れ

た
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

よ
り

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

特
例

告
示

第
4
条

（
軽

油
を

燃
料

と

す
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

第
4
条

及
び

第
5
条

）
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
自

動
車

 
(1

) 
公

的
試

験
機

関
の

試

験
結

果
 

(2
) 
諸

元
値

を
も

つ
原

動

機
及

び
一

酸
化

炭
素

等

発
散

防
止

装
置

に
載

せ

換
え

た
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

原
動

機
及

び

一
酸

化
炭

素
等

発
散

防

止
装

置
が

搭
載

さ
れ

て

い
た

自
動

車
の

諸
元

値
 

   

原
動

機
等

の
変

更
に

よ
り

Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
法

の
基

準
に

適

合
す

る
こ

と
確

認
し

た
旨

 

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

法
対

応
変

更

有
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機
及

び
一

酸
化

炭
素

等
発

散
防

止
装

置
が

搭
載

さ
れ

て
い

た
自

動
車

の
諸

元
値

 
19

－
2．

原
動

機
等

の
変

更
が

行
わ

れ

た
自

動
車

で
あ

っ

て
、

次
の

各
号

に

掲
げ

る
も

の
 

(1
) 
公

的
試

験
機

関
の

試
験

結

果
に

よ
り

第

31
条

の
2
告

示
第

2
条

の

基
準

に
適

合

す
る

こ
と

が

確
認

さ
れ

た

自
動

車
で

あ

っ
て

第
4
条

の
基

準
（

軽

油
を

燃
料

と

す
る

自
動

車

に
あ

っ
て

は

第
4
条

又
は

第
5
条

）
に

適
合

し
て

い

な
い

も
の

 
(2

) 
平

成
14

年
9

月
30

日
以

前

に
公

的
試

験

機
関

の
試

験

結
果

に
よ

り

「
道

路
運

送

車
両

の
保

安

基
準

及
び

道

Ｎ
Ｏ

ｘ
処

理
装

置
が

装
着

さ
れ

て
い

る
旨

 
N

O
x
処

理
装

置
付

 
N

O
x
処

理
装

置
付

 

     
19

－
2．

原
動

機
等

の
変

更

が
行

わ
れ

た
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(1
) 
公

的
試

験
機

関
の

試

験
結

果
に

よ
り

第
31

条
の

2
告

示
第

2
条

の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と

が
確

認
さ

れ
た

自
動

車

で
あ

っ
て

第
4
条

の
基

準
（

軽
油

を
燃

料
と

す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は

第
4
条

又
は

第
5
条

）

に
適

合
し

て
い

な
い

も

の
 

(2
) 
平

成
14

年
9
月

30
日

以
前

に
公

的
試

験
機

関
の

試
験

結
果

に
よ

り

「
道

路
運

送
車

両
の

保

安
基

準
及

び
道

路
運

送

車
両

の
保

安
基

準
の

一

部
を

改
正

す
る

省
令

の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
」
（

平
成

14
年

国
土

交
通

省
令

第
24

号
）

の
施

行
前

の
保

安
基

準

第
31

条
の

2
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
が

確

認
さ

れ
た

自
動

車
で

あ

っ
て

第
31

条
の

2
告

示
第

4
条

（
軽

油
を

燃

Ｎ
Ｏ

ｘ
処

理
装

置
が

装
着

さ

れ
て

い
る

旨
 

Ｎ
Ｏ

ｘ
処

理
装

置
付
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路
運

送
車

両

の
保

安
基

準

の
一

部
を

改

正
す

る
省

令

の
一

部
を

改

正
す

る
省

令
」
（

平
成

14
年

国
土

交
通

省
令

第
24

号
）

の
施

行

前
の

保
安

基

準
第

31
条

の

2
の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と

が
確

認
さ

れ

た
自

動
車

で

あ
っ

て
第

31
条

の
2
告

示

第
4
条

（
軽

油
を

燃
料

と

す
る

自
動

車

に
あ

っ
て

は

第
4
条

又
は

第
5
条

）
の

基
準

に
適

合

し
て

い
な

い

も
の

 
19

－
3．

「
道

路
運

送

車
両

の
保

安
基

準
第

31
条

の
2

の
規

定
に

適
合

さ
せ

る
た

め
に

行
う

窒
素

酸
化

物
又

は
粒

子
状

物
質

の
排

出
を

低
減

さ
せ

る
改

優
良

低
減

改
造

が
行

わ
れ

て
い

る
旨

 
優

良
低

減
改

造
の

認

定
番

号
及

び
優

良
低

減
改

造
証

明
書

の
交

付
番

号
 

優
良

低
減

改
造

有
 

 認
定

番
号

 M
LI

T-
RR

-1
 

交
付

番
号

 
AB

CD
12

34
 

そ
の

他
 

料
と

す
る

自
動

車
に

あ

っ
て

は
第

4
条

又
は

第

5
条

）
の

基
準

に
適

合

し
て

い
な

い
も

の
 

                       
19

－
3．

「
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

第
31

条
の

2
の

規
定

に
適

合
さ

せ
る

た
め

に
行

う
窒

素
酸

化

物
又

は
粒

子
状

物
質

の

排
出

を
低

減
さ

せ
る

改

造
の

認
定

実
施

要
領

」

（
平

成
17

年
国

土
交

通

省
告

示
第

89
4
号

。
以

優
良

低
減

改
造

が
行

わ
れ

て

い
る

旨
 

優
良

低
減

改
造

の
認

定
番

号

及
び

優
良

低
減

改
造

証
明

書

の
交

付
番

号
 

優
良

低
減

改
造

有
 

 認
定

番
号

 M
LI

T-
RR

-1
 

交
付

番
号

 A
BC

D
12

34
 

- 146 -



 

造
の

認
定

実
施

要
領

」
（

平
成

17
年

国
土

交
通

省
告

示
第

89
4

号
。

以
下

「
低

減
改

造
認

定
実

施
要

領
」

と
い

う
。
）

の
規

定

に
基

づ
き

優
良

低
減

改
造

と
し

て
認

定
・

公
表

さ
れ

た
改

造
を

行
う

こ
と

に
よ

り
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
法

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

自
動

車
 

20
．

平
成

10
年

騒

音
規

制
適

合
自

動

車
及

び
そ

れ
以

降

に
規

制
強

化
が

な

さ
れ

た
騒

音
規

制

適
合

自
動

車
 

騒
音

規
制

に
適

合
し

て
い

る
旨

及
び

近
接

排
気

騒
音

規
制

値
。

た
だ

し
、

平
成

2
8

年
規

制
適

合
車

及
び

そ
れ

以
降

に
規

制
強

化
が

な
さ

れ
た

騒
音

規
制

適
合

車
に

つ
い

て
は

、
騒

音
規

制
に

適
合

し
て

い
る

旨
、

自
動

車
型

式
認

証
実

施
要

領
附

則
5
の

1
-

3
5
に

規
定

さ
れ

る
車

両
の

カ
テ

ゴ
リ

、
新

車
時

等
の

近
接

排
気

騒
音

値
、

協
定

規
則

第
4
1
号

又
は

第
5
1

号
に

よ
る

近
接

排
気

平
成

10
年

騒
音

規

制
車

、
 

近
接

排
気

騒
音

規
制

値
99

dB
 

 平
成

28
年

騒
音

規

制
車

、
騒

音
カ

テ
ゴ

リ
M

1A
1A

／
近

接

排
気

騒
音

値
85

dB
／

測
定

回
転

数

3,
75

0r
pm

 
（

旧
基

準
適

用
時

測

定
回

転
数

4,
50

0r
pm

）
 

マ
フ

ラ
ー

加
速

騒
音

規
制

適
用

車
 

平
成

10
年

騒
音

99
dB

 
    平

成
28

年
騒

音

M
1A

1A
 8

5d
B 

3,
75

0r
pm

 （
旧

）

4,
50

0r
pm

 
     マ

フ
ラ

ー
加

速
適

用

車
 

下
「

低
減

改
造

認
定

実

施
要

領
」

と
い

う
。
）

の

規
定

に
基

づ
き

優
良

低

減
改

造
と

し
て

認
定

・

公
表

さ
れ

た
改

造
を

行

う
こ

と
に

よ
り

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

法
の

基
準

に

適
合

す
る

こ
と

が
確

認

さ
れ

た
自

動
車

 
         20

．
平

成
10

年
騒

音
規

制

適
合

自
動

車
及

び
そ

れ
以

降
に

規
制

強
化

が
な

さ
れ

た
騒

音
規

制
適

合
自

動
車

 
              

騒
音

規
制

に
適

合
し

て
い

る

旨
及

び
近

接
排

気
騒

音
規

制

値
。

た
だ

し
、

平
成

2
8
年

規

制
適

合
車

及
び

そ
れ

以
降

に

規
制

強
化

が
な

さ
れ

た
騒

音

規
制

適
合

車
に

つ
い

て
は

、

騒
音

規
制

に
適

合
し

て
い

る

旨
、

自
動

車
型

式
認

証
実

施

要
領

附
則

5
の

1
-
3
5
に

規
定

さ
れ

る
車

両
の

カ
テ

ゴ
リ

、

新
車

時
等

の
近

接
排

気
騒

音

値
、

協
定

規
則

第
4
1
号

又
は

第
5
1
号

に
よ

る
近

接
排

気
騒

音
の

測
定

回
転

数
、

細
目

告

示
別

添
3
8
に

よ
る

近
接

排
気

騒
音

の
測

定
回

転
数

及
び

消

音
器

の
加

速
走

行
騒

音
性

能

規
制

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

平
成

10
年

騒
音

規
制

車
、

 
近

接
排

気
騒

音
規

制
値

99
dB

 
 平

成
28

年
騒

音
規

制
車

、
騒

音
カ

テ
ゴ

リ
M

1A
1A

／
近

接
排

気
騒

音
値

85
dB

／
測

定
回

転
数

3,
75

0r
pm

 
（

旧
基

準
適

用
時

測
定

回
転

数
4,

50
0r

pm
）

 
マ

フ
ラ

ー
加

速
騒

音
規

制
適

用
車
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騒
音

の
測

定
回

転

数
、

細
目

告
示

別
添

3
8
に

よ
る

近
接

排
気

騒
音

の
測

定
回

転
数

及
び

消
音

器
の

加
速

走
行

騒
音

性
能

規
制

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

21
．

車
い

す
を

車
体

に
固

定
す

る
こ

と

が
で

き
る

装
置

を

有
す

る
自

動
車

（
車

い
す

専
用

の

ス
ペ

ー
ス

を
有

す

る
も

の
に

限

る
。
）

 

車
い

す
を

固
定

す
る

た
め

の
装

置
を

有
す

る
旨

 

車
い

す
固

定
装

置
付

（
1
基

）
 

そ
の

他
 

22
．

特
種

用
途

自
動

車
で

あ
る

側
車

付

二
輪

自
動

車
 

側
車

付
オ

ー
ト

バ
イ

で
あ

る
旨

 
側

車
付

オ
ー

ト
バ

イ
 

そ
の

他
 

23
．

用
途

区
分

通
達

4－
1－

1
及

び
4

－
1－

2
に

掲
げ

る

自
動

車
 

使
用

者
を

変
更

し
た

場
合

に
お

い
て

、
変

更
後

の
使

用
者

の
事

業
等

が
変

更
前

の
使

用
者

の
事

業
等

と
異

な
る

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車

の
用

途
及

び
車

体
の

形
状

が
変

更
と

な
る

場
合

が
あ

る
旨

 

こ
の

自
動

車
は

、
使

用
者

の
事

業
に

よ
り

特
種

用
途

に
該

当
 

特
種

用
途
（

使
用

者
限

定
）

 

24
．

用
途

区
分

通
達

4－
1－

3(
3)
及

び

(4
)に

掲
げ

る
自

動

車
（

24
.に

掲
げ

る

場
合

を
除

く
。
）

 

平
成

13
年

か
ら

施

行
さ

れ
る

構
造

要
件

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

平
成

13
年

特
種

構

造
要

件
適

用
車

 
平

成
13

年
特

種
構

造

要
件

適
用

車
 

25
．

用
途

区
分

通
達

4－
1－

3(
4)
に

掲

げ
る

自
動

車
の

う

平
成

15
年

か
ら

施

行
さ

れ
る

構
造

要
件

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

平
成

15
年

特
種

構

造
要

件
適

用
車

 
平

成
15

年
特

種
構

造

要
件

適
用

車
 

       21
．

車
い

す
を

車
体

に
固

定

す
る

こ
と

が
で

き
る

装
置

を
有

す
る

自
動

車
（

車
い

す
専

用
の

ス
ペ

ー
ス

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。
）

 
   

車
い

す
を

固
定

す
る

た
め

の

装
置

を
有

す
る

旨
 

車
い

す
固

定
装

置
付

（
1

基
）

 

22
．

特
種

用
途

自
動

車
で

あ

る
側

車
付

二
輪

自
動

車
 

 

側
車

付
オ

ー
ト

バ
イ

で
あ

る

旨
 

側
車

付
オ

ー
ト

バ
イ

 

23
．

用
途

区
分

通
達

4－
1－

1
及

び
4－

1－
2
に

掲
げ

る
自

動
車

 
       

使
用

者
を

変
更

し
た

場
合

に

お
い

て
、

変
更

後
の

使
用

者

の
事

業
等

が
変

更
前

の
使

用

者
の

事
業

等
と

異
な

る
場

合

に
は

、
当

該
自

動
車

の
用

途

及
び

車
体

の
形

状
が

変
更

と

な
る

場
合

が
あ

る
旨

 

こ
の

自
動

車
は

、
使

用
者

の

事
業

に
よ

り
特

種
用

途
に

該

当
 

24
．

用
途

区
分

通
達

4－
1－

3(
3)
及

び
(4

)に
掲

げ
る

自

動
車

（
24

.に
掲

げ
る

場
合

を
除

く
。
）

 
 

平
成

13
年

か
ら

施
行

さ
れ

る

構
造

要
件

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

平
成

13
年

特
種

構
造

要
件

適

用
車

 

25
．

用
途

区
分

通
達

4－
1－

3(
4)
に

掲
げ

る
自

動
車

の

う
ち

の
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車

 

平
成

15
年

か
ら

施
行

さ
れ

る

構
造

要
件

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

平
成

15
年

特
種

構
造

要
件

適

用
車
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ち
の

キ
ャ

ン
ピ

ン

グ
車

 
26

．
大

型
貨

物
自

動

車
で

あ
っ

て
速

度

抑
制

装
置

を
装

着

し
た

自
動

車
 

速
度

抑
制

装
置

を
装

着
し

て
い

る
旨

 
速

度
抑

制
装

置
付

 
SL

D
付

 

27
．

最
高

速
度

20
km

/h
未

満
の

自
動

車
及

び
被

け

ん
引

自
動

車
を

除

く
普

通
自

動
車

及

び
小

型
自

動
車

で

あ
っ

て
次

の
各

号

に
掲

げ
る

も
の

 
（

１
）

新
規

検
査

若

し
く

は
予

備
検

査

（
法

第
16

条
の

規
定

に
よ

る
抹

消

登
録

を
受

け
た

自

動
車

及
び

法
第

69
条

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
検

査
証

が

返
納

さ
れ

た
自

動

車
に

限
る

。
）
、

継

続
検

査
又

は
構

造

等
変

更
検

査
を

受

け
る

も
の

 
（

２
）

走
行

距
離

計

の
表

示
値

が
前

回

の
表

示
値

を
下

回

る
も

の
（
（

１
）

の
検

査
を

受
け

る

も
の

に
限

る
。
）

 

        走
行

距
離

計
の

表
示

値
 

（
検

査
申

請
日

）
 

          走
行

距
離

表
示

値
の

う
ち

最
大

値
 

（
検

査
申

請
日

）
 

        走
行

距
離

計
表

示
値

9,
00

0k
m

 
（

平
成

16
年

4
月

1
日

）
 

         走
行

距
離

記
録

最
大

値
 

20
0,

00
0k

m
 

（
平

成
29

年
1
月

1
日

）
 

        （
記

載
な

し
）

 
            （

記
載

な
し

）
 

28
．

貨
物

の
運

送
の

用
に

供
す

る
車

両

総
重

量
7
ト

ン
以

燃
料

タ
ン

ク
の

個
数

及
び

そ
れ

ぞ
れ

の
容

量
 

燃
料

タ
ン

ク
 2

個
 

30
0L

 3
00

L 
燃

料
タ

ン
ク

2
個

 
30

0L
 3

00
L 

  26
．

大
型

貨
物

自
動

車
で

あ

っ
て

速
度

抑
制

装
置

を
装

着
し

た
自

動
車

 
 

速
度

抑
制

装
置

を
装

着
し

て

い
る

旨
 

速
度

抑
制

装
置

付
 

27
．

最
高

速
度

20
km

/h
未

満
の

自
動

車
及

び
被

け
ん

引
自

動
車

を
除

く
普

通
自

動
車

及
び

小
型

自
動

車
で

あ
っ

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
 

（
１

）
新

規
検

査
若

し
く

は

予
備

検
査

（
法

第
16

条
の

規
定

に
よ

る
抹

消
登

録
を

受
け

た
自

動
車

及
び

法
第

69
条

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
検

査
証

が
返

納
さ

れ
た

自
動

車
に

限
る

。
）
、

継
続

検
査

又
は

構
造

等
変

更
検

査
を

受
け

る
も

の
 

（
２

）
走

行
距

離
計

の
表

示

値
が

前
回

の
表

示
値

を
下

回
る

も
の

（
（

１
）

の
検

査

を
受

け
る

も
の

に
限

る
。
）

 
        

      走
行

距
離

計
の

表
示

値
 

（
検

査
申

請
日

）
 

       走
行

距
離

表
示

値
の

う
ち

最

大
値

 
（

検
査

申
請

日
）

 

      走
行

距
離

計
表

示
値

90
00

km
 

（
平

成
16

年
4
月

1
日

）
 

      走
行

距
離

記
録

最
大

値
 

20
00

00
km

 
（

平
成

29
年

1
月

1
日

）
 

28
．

貨
物

の
運

送
の

用
に

供

す
る

車
両

総
重

量
7
ト

ン

以
上

の
普

通
自

動
車

 

燃
料

タ
ン

ク
の

個
数

及
び

そ

れ
ぞ

れ
の

容
量

 
燃

料
タ

ン
ク

 2
個

 
30

0L
 3

00
L 
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上
の

普
通

自
動

車
 

29
．

自
主

防
犯

活
動

用
自

動
車

 
自

主
防

犯
活

動
に

使

用
す

る
自

動
車

で
あ

る
旨

 

自
主

防
犯

活
動

用
自

動
車

 
自

主
防

犯
活

動
用

 

30
．

専
ら

乗
用

の
用

に
供

す
る

乗
車

定

員
10

人
（

平
成

24
年

6
月

30
日

以
前

に
製

作
さ

れ

た
自

動
車

に
あ

っ

て
は

11
人

）
以

上
の

自
動

車
で

あ

っ
て

、
高

速
道

路

等
を

運
行

し
な

い

自
動

車
（

昭
和

62
年

8
月

31
日

以

前
に

製
作

さ
れ

た

自
動

車
を

除

く
。
）

 

高
速

道
路

等
を

運
行

し
な

い
旨

 
高

速
道

路
等

を
運

行

し
な

い
自

動
車

と
し

て
保

安
基

準
に

適
合

 

高
速

道
路

等
非

運
行

 

30
-1

.専
ら

乗
用

の
用

に
供

す
る

乗
車

定

員
10

人
以

上
の

自
動

車
で

あ
っ

て
、

専
ら

特
別

支

援
学

校
に

通
う

生

徒
若

し
く

は
児

童

の
運

送
又

は
専

ら

障
害

者
福

祉
施

設

を
利

用
す

る
障

害

者
の

運
送

を
目

的

と
す

る
自

動
車

（
平

成
24

年
6

月
30

日
以

前
に

製
作

さ
れ

た
自

動

車
を

除
く

。
）

 

専
ら

特
別

支
援

学
校

に
通

う
生

徒
若

し
く

は
児

童
の

運
送

又
は

専
ら

障
害

者
福

祉
施

設
を

利
用

す
る

障
害

者
の

運
送

を
目

的
と

す
る

旨
 

専
ら

特
別

支
援

学
校

に
通

う
生

徒
若

し
く

は
児

童
の

運
送

又
は

専
ら

障
害

者
福

祉
施

設
利

用
者

の
運

送
を

目
的

と
す

る
自

動
車

と
し

て
保

安
基

準
に

適
合

 

そ
の

他
 

31
．
「

自
動

車
の

排
排

ガ
ス

低
減

性
能

向
排

出
ガ

ス
低

減
性

能
そ

の
他

 

 29
．

自
主

防
犯

活
動

用
自

動

車
 

 

自
主

防
犯

活
動

に
使

用
す

る

自
動

車
で

あ
る

旨
 

自
主

防
犯

活
動

用
自

動
車

 

30
．

専
ら

乗
用

の
用

に
供

す

る
乗

車
定

員
10

人
（

平
成

24
年

6
月

30
日

以
前

に

製
作

さ
れ

た
自

動
車

に
あ

っ
て

は
11

人
）

以
上

の
自

動
車

で
あ

っ
て

、
高

速
道

路
等

を
運

行
し

な
い

自
動

車
（

昭
和

62
年

8
月

31
日

以
前

に
製

作
さ

れ
た

自

動
車

を
除

く
。
）

 
     

高
速

道
路

等
を

運
行

し
な

い

旨
 

高
速

道
路

等
を

運
行

し
な

い

自
動

車
と

し
て

保
安

基
準

に

適
合

 

30
-1

.専
ら

乗
用

の
用

に
供

す

る
乗

車
定

員
10

人
以

上
の

自
動

車
で

あ
っ

て
、

専
ら

特
別

支
援

学
校

に
通

う
生

徒
若

し
く

は
児

童
の

運
送

又
は

専
ら

障
害

者
福

祉
施

設
を

利
用

す
る

障
害

者
の

運
送

を
目

的
と

す
る

自
動

車
（

平
成

24
年

6
月

30
日

以
前

に
製

作
さ

れ
た

自

動
車

を
除

く
。
）

 
     

専
ら

特
別

支
援

学
校

に
通

う

生
徒

若
し

く
は

児
童

の
運

送

又
は

専
ら

障
害

者
福

祉
施

設

を
利

用
す

る
障

害
者

の
運

送

を
目

的
と

す
る

旨
 

専
ら

特
別

支
援

学
校

に
通

う

生
徒

若
し

く
は

児
童

の
運

送

又
は

専
ら

障
害

者
福

祉
施

設

利
用

者
の

運
送

を
目

的
と

す

る
自

動
車

と
し

て
保

安
基

準

に
適

合
 

31
．
「

自
動

車
の

排
出

ガ
ス

低
排

ガ
ス

低
減

性
能

向
上

改
造

排
出

ガ
ス

低
減

性
能

向
上

改
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出
ガ

ス
低

減
性

能

を
向

上
さ

せ
る

改

造
の

認
定

実
施

要

領
」
（

平
成

19
年

国
土

交
通

省
告

示

第
13

1
号

。
以

下

「
排

ガ
ス

低
減

性

能
向

上
改

造
認

定

実
施

要
領

」
と

い

う
。
）

第
3
条

の

規
定

に
よ

り
、

認

定
を

受
け

た
改

造

を
行

っ
た

自
動

車
 

上
改

造
が

行
わ

れ
て

い
る

旨
 

排
ガ

ス
低

減
性

能
向

上
改

造
の

認
定

番
号

及
び

「
自

動
車

の
排

出
ガ

ス
低

減
性

能
を

向
上

さ
せ

る
改

造
の

認
定

実
施

細
目

」

（
平

成
19

年
3
月

9
日

付
け

国
自

環
第

24
9
号

）
第

4
の

低

減
性

能
向

上
改

造
証

明
書

（
以

下
「

低
減

性
能

向
上

改
造

証
明

書
」

と
い

う
。
）

の

交
付

番
号

 

向
上

改
造

有
 

 認
定

番
号

M
LI

T-
RL

EV
-1

 
交

付
番

号
12

3 

32
. 
平

成
17

年
規

制
適

合
の

デ
ィ

ー

ゼ
ル

車
の

う
ち

、

オ
パ

シ
メ

ー
タ

を

使
用

し
て

無
負

荷

急
加

速
時

に
排

出

さ
れ

る
排

出
ガ

ス

の
光

吸
収

係
数

を

測
定

す
る

も
の

及

び
平

成
2
6
年

規

制
以

降
の

規
制

が

適
用

さ
れ

る
デ

ィ

ー
ゼ

ル
大

型
特

殊

自
動

車
で

排
出

ガ

ス
規

制
の

識
別

記

号
の

な
い

も
の

 

オ
パ

シ
メ

ー
タ

を
使

用
し

て
無

負
荷

急
加

速
時

に
排

出
さ

れ
る

光
吸

収
係

数
を

測
定

す
る

旨
 

オ
パ

シ
メ

ー
タ

測
定

 
オ

パ
シ

メ
ー

タ
測

定
 

33
. 
細

目
告

示
第

2
条

の
2
の

規
定

に

よ
り

、
二

輪
自

動

車
の

保
安

基
準

を

二
輪

自
動

車
の

基
準

の
適

用
す

る
旨

 
二

輪
自

動
車

の
保

安

基
準

を
適

用
 

二
輪

車
基

準
適

用
 

減
性

能
を

向
上

さ
せ

る
改

造
の

認
定

実
施

要
領

」
（

平

成
19

年
国

土
交

通
省

告
示

第
13

1
号

。
以

下
「

排
ガ

ス
低

減
性

能
向

上
改

造
認

定
実

施
要

領
」

と
い

う
。
）

第
3
条

の
規

定
に

よ
り

、

認
定

を
受

け
た

改
造

を
行

っ
た

自
動

車
 

       

が
行

わ
れ

て
い

る
旨

 
排

ガ
ス

低
減

性
能

向
上

改
造

の
認

定
番

号
及

び
「

自
動

車

の
排

出
ガ

ス
低

減
性

能
を

向

上
さ

せ
る

改
造

の
認

定
実

施

細
目

」
（

平
成

19
年

3
月

9
日

付
け

国
自

環
第

24
9
号

）

第
4
の

低
減

性
能

向
上

改
造

証
明

書
（

以
下

「
低

減
性

能

向
上

改
造

証
明

書
」

と
い

う
。
）

の
交

付
番

号
 

造
有

 
認

定
番

号
M

LI
T-

RL
EV

-1
 

交
付

番
号

12
3 

32
. 
平

成
17

年
規

制
適

合
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

の
う

ち
、

オ
パ

シ
メ

ー
タ

を
使

用
し

て
無

負
荷

急
加

速
時

に
排

出
さ

れ
る

排
出

ガ
ス

の
光

吸
収

係
数

を
測

定
す

る
も

の
及

び
平

成
2
6
年

規
制

以

降
の

規
制

が
適

用
さ

れ
る

デ
ィ

ー
ゼ

ル
大

型
特

殊
自

動
車

で
排

出
ガ

ス
規

制
の

識
別

記
号

の
な

い
も

の
 

     

オ
パ

シ
メ

ー
タ

を
使

用
し

て

無
負

荷
急

加
速

時
に

排
出

さ

れ
る

光
吸

収
係

数
を

測
定

す

る
旨

 

オ
パ

シ
メ

ー
タ

測
定

 

33
. 
細

目
告

示
第

2
条

の
2

の
規

定
に

よ
り

、
二

輪
自

動
車

の
保

安
基

準
を

適
用

す
る

自
動

車
 

二
輪

自
動

車
の

基
準

の
適

用

す
る

旨
 

二
輪

自
動

車
の

保
安

基
準

を

適
用
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適
用

す
る

自
動

車
 

34
．
「

特
定

改
造

自
動

車
の

エ
ネ

ル
ギ

ー

消
費

効
率

相
当

値

の
算

定
実

施
要

領
」
（

平
成

２
１

年

国
土

交
通

省
告

示

第
９

３
３

号
）

第

７
条

の
規

定
に

よ

り
有

効
な

算
定

燃

費
値

取
得

済
証

（
以

下
「

算
定

済

証
」

と
い

う
。
）

の

交
付

を
受

け
て

、

類
型

を
特

定
し

た

特
定

改
造

自
動

車
 

燃
費

値
の

算
定

を
受

け
た

特
定

改
造

自
動

車
で

あ
る

旨
及

び
算

定
済

証
記

載
の

改
造

車
等

燃
費

算
定

番

号
・

区
分

番
号

 

90
00

1・
00

01
（

算

定
燃

費
値

取
得

済
特

定
改

造
自

動
車

）
 

算
定

燃
費

 

35
．

排
出

ガ
ス

値
及

び
燃

費
値

に
影

響

を
与

え
る

原
動

機
、

一
酸

化
炭

素

等
発

散
防

止
装

置
、

動
力

伝
達

装

置
又

は
燃

料
の

種

類
に

変
更

が
行

わ

れ
た

こ
と

を
、

新

規
検

査
若

し
く

は

予
備

検
査

又
は

構

造
等

変
更

検
査

時

に
公

的
試

験
機

関

の
試

験
結

果
又

は

現
車

に
よ

り
確

認

し
た

型
式

指
定

自

動
車

又
は

一
酸

化

炭
素

等
発

散
防

止

装
置

指
定

自
動

車
 

排
ガ

ス
燃

費
影

響
装

置
等

に
変

更
が

あ
る

旨
 

          

排
ガ

ス
燃

費
影

響
装

置
等

変
更

 
           

排
ガ

ス
燃

費
影

響
装

置
等

変
更

 

36
．

平
成

22
年

4
消

音
器

の
加

速
走

行
マ

フ
ラ

ー
加

速
騒

音
マ

フ
ラ

ー
加

速
適

用

 34
．
「

特
定

改
造

自
動

車
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

効
率

相
当

値
の

算
定

実
施

要
領

」
（

平

成
２

１
年

国
土

交
通

省
告

示
第

９
３

３
号

）
第

７
条

の
規

定
に

よ
り

有
効

な
算

定
燃

費
値

取
得

済
証

（
以

下
「

算
定

済
証

」
と

い

う
。
）

の
交

付
を

受
け

て
、

類
型

を
特

定
し

た
特

定
改

造
自

動
車

 
    

燃
費

値
の

算
定

を
受

け
た

特

定
改

造
自

動
車

で
あ

る
旨

及

び
算

定
済

証
記

載
の

改
造

車

等
燃

費
算

定
番

号
・

区
分

番

号
 

９
０

０
０

１
・

０
０

０
１

（
算

定
燃

費
値

取
得

済
特

定

改
造

自
動

車
）

 

35
．

排
出

ガ
ス

値
及

び
燃

費

値
に

影
響

を
与

え
る

原
動

機
、

一
酸

化
炭

素
等

発
散

防
止

装
置

、
動

力
伝

達
装

置
又

は
燃

料
の

種
類

に
変

更
が

行
わ

れ
た

こ
と

を
、

新
規

検
査

若
し

く
は

予
備

検
査

又
は

構
造

等
変

更
検

査
時

に
公

的
試

験
機

関
の

試
験

結
果

又
は

現
車

に
よ

り
確

認
し

た
型

式
指

定
自

動
車

又
は

一
酸

化
炭

素
等

発
散

防
止

装
置

指
定

自
動

車
 

     

排
ガ

ス
燃

費
影

響
装

置
等

に

変
更

が
あ

る
旨

 
          

排
ガ

ス
燃

費
影

響
装

置
等

変

更
 

           

36
．

平
成

22
年

4
月

1
日

以
消

音
器

の
加

速
走

行
騒

音
性

マ
フ

ラ
ー

加
速

騒
音

規
制

適
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月
1
日

以
降

に
製

作
さ

れ
た

自
動

車

（
乗

車
定

員
11

人

以
上

の
自

動
車

、

車
両

総
重

量
が

3.
5

ｔ
を

超
え

る
自

動

車
及

び
大

型
特

殊

自
動

車
を

除
く

。
）

 

騒
音

性
能

規
制

（
以

下
「

マ
フ

ラ
ー

加
速

騒
音

規
制

」
と

い

う
。
）

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

規
制

適
用

車
 

車
 

37
．

総
合

特
別

区
域

法
（

平
成

23
年

法

律
第

81
号

）
第

22
条

の
2
に

お
け

る
道

路
運

送
車

両

法
（

昭
和

26
年

法

律
第

18
5
号

）
の

特
例

に
よ

り
、

自

動
車

検
査

証
の

有

効
期

間
の

伸
長

を

し
た

指
定

自
家

用

貨
物

自
動

車
 

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

伸
長

を
し

た
旨

 
 

総
合

特
別

区
域

法
に

基
づ

く
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

伸
長

車
 

 

そ
の

他
 

38
．
保

安
基

準
第

4
条

の
2

の
括

弧
書

き

の
告

示
で

定
め

る

も
の

 

保
安

基
準

第
4条

の
2

の
括

弧
書

き
の

告
示

で
定

め
る

も
の

に
適

合
し

て
い

る
旨

 

保
安

基
準

第
4
条

の

2
の

告
示

で
定

め
る

も
の

に
適

合
 

そ
の

他
 

39
. 保

安
基

準
第

2
条

第
１

項
括

弧
書

き
の

告
示

で
定

め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で

定
め

る
も

の
（

幅

広
貨

物
輸

送
用

セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
を

除

く
。
）

 
 

保
安

基
準

第
2
条

第

１
項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3

号
で

定
め

る
も

の
に

適
合

し
て

い
る

旨
 

保
安

基
準

第
2

条
及

び
第

4
条

の
告

示
で

定
め

る
も

の
に

適
合

 
（

バ
ン

型
）

 
（

タ
ン

ク
型

）
 

（
幌

枠
型

）
 

（
コ

ン
テ

ナ
型

）
 

（
自

動
車

運
搬

型
）

 
（

煽
型

）
 

（
ス

タ
ン

シ
ョ

ン
（

○

本
）

型
）

 
（

船
底

型
）

 

   （
記

載
な

し
）

 
（

記
載

な
し

）
 

（
記

載
な

し
）

 
（

記
載

な
し

）
 

（
記

載
な

し
）

 
（

記
載

な
し

）
 

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

（
〇

本
）

型
 

（
記

載
な

し
）

 

降
に

製
作

さ
れ

た
自

動
車

（
乗

車
定

員
11

人
以

上
の

自
動

車
、

車
両

総
重

量
が

3.
5ｔ

を
超

え
る

自
動

車
及

び
大

型
特

殊
自

動
車

を
除

く
。
）

 
  

能
規

制
（

以
下

「
マ

フ
ラ

ー

加
速

騒
音

規
制

」
と

い
う

。
）

が
適

用
さ

れ
る

旨
 

用
車

 

37
．

総
合

特
別

区
域

法
（

平

成
23

年
法

律
第

81
号

）

第
22

条
の

2
に

お
け

る
道

路
運

送
車

両
法

（
昭

和
26

年
法

律
第

18
5
号

）
の

特

例
に

よ
り

、
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
伸

長
を

し
た

指
定

自
家

用
貨

物
自

動
車

 
   

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間

の
伸

長
を

し
た

旨
 

 

総
合

特
別

区
域

法
に

基
づ

く

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間

伸
長

車
 

 

38
．
保

安
基

準
第

4
条

の
2
の

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
 

 

保
安

基
準

第
4
条
の

2
の

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の

に
適

合
し

て
い

る
旨

 

保
安

基
準

第
4
条

の
2
の

告

示
で

定
め

る
も

の
に

適
合

 

39
. 保

安
基

準
第

2
条

第
１

項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る

も
の

及
び

第
4
条

表
中

第
3

号
で

定
め

る
も

の
（

幅
広

貨

物
輸

送
用

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

を

除
く

。
）

 
      

保
安

基
準

第
2
条

第
１

項
括

弧
書

き
の

告
示

で
定

め
る

も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で
定

め
る

も
の

に
適

合
し

て

い
る

旨
 

保
安

基
準

第
2
条

及
び
第

4
条

の
告

示
で

定
め

る
も

の
に

適

合
 

（
バ

ン
型

）
 

（
タ

ン
ク

型
）

 
（

幌
枠

型
）

 
（

コ
ン

テ
ナ

型
）

 
（

自
動

車
運

搬
型

）
 

（
煽

型
）

 
（

ス
タ

ン
シ

ョ
ン
（

○
本
）
型

） 
（

船
底

型
）
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40
. 保

安
基

準
第

2
条

第
１

項
括

弧
書

き
の

告
示

で
定

め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で
定

め
る

も
の

（
幅

広
貨

物
輸

送

用
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ

を
除

く
。
）

 

ト
ラ
ク
タ
と
セ
ミ
ト
レ
ー

ラ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
は
特
殊
車
両
通
行
許
可

を
受
け
ら
れ
な
い
旨

 

連
結

車
の

組
合

わ
せ

に
よ

っ
て

は
、

本
車

両
に

指
定

さ
れ

た
最

大
積

載
量

で
特

殊
車

両
通

行
許

可
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

特
車

通
行

許
可

注
意

 

41
．

多
仕

様
自

動
車

（
出

荷
検

査
証

が

発
行

さ
れ

た
も

の

で
あ

っ
て

、
発

行

後
11

月
を

経
過

し

な
い

も
の

に
限

る
。
）

 

適
用

す
る

保
安

基
準

の
判

定
年

月
日

（
出

荷
検

査
証

発
行

日
）

 
 

保
安

基
準

適
用

年
月

日
 平

成
28

 年
11

月

1日
 

 

保
安

基
準

適
用

日
平

成
28

 年
11

月
1
日

 

42
．

法
第

41
条

第
2

項
に

定
め

る
自

動

運
行

装
置

を
備

え

た
自

動
車

 
(1

)指
定

自
動

車
等

で
あ

っ
て

、
自

動

運
行

装
置

（
走

行

環
境

条
件

を
含

む
。
）

に
係

る
変

更
が

な
い

も
の

及

び
法

第
99

条
の

3
第

1項
の

規
定

に

よ
る

許
可

を
受

け
、

特
定

改
造

等

を
行

っ
た

も
の

 
(2

) (
1)
以

外
の

も
の

 
 

    自
動

運
行

装
置

搭
載

車
で

あ
る

旨
 

         自
動

運
行

装
置

搭
載

車
で

あ
る

旨
 

走
行

環
境

条
件

付
与

書
の

文
書

番
号

及
び

付
与

年
月

日
 

    自
動

運
行

装
置

搭
載

車
 

         自
動

運
行

装
置

搭
載

車
 

近
運

技
技

第
12

3号
 

令
和

2年
4月

1日
 

    自
動

運
行

装
置

搭
載

車
 

         自
動

運
行

装
置

搭
載

車
 

40
. 保

安
基

準
第

2
条

第
１

項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で
定

め
る

も
の

（
幅

広
貨

物
輸

送
用

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

を
除

く
。
）
 

   

ト
ラ
ク
タ
と
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
特
殊
車
両
通
行

許
可
を
受
け
ら
れ
な
い
旨

 

連
結

車
の

組
合

わ
せ

に
よ

っ

て
は

、
本

車
両

に
指

定
さ

れ

た
最

大
積

載
量

で
特

殊
車

両

通
行

許
可

を
受

け
る

こ
と

が

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

41
．

共
通

構
造

部
型

式
指

定

自
動

車
（

出
荷

検
査

証
が

発
行

さ
れ

た
も

の
で

あ
っ

て
、

発
行

後
11

月
を

経
過

し
な

い
も

の
に

限
る

。
）

 
  

適
用

す
る

保
安

基
準

の
判

定

年
月

日
（

出
荷

検
査

証
発

行

日
）

 
 

保
安

基
準

適
用

年
月

日
 

 
 

平
成

28
 年

11
月

1日
 

 

42
．

法
第

41
条

第
2項

に
定

め

る
自

動
運

行
装

置
を

備
え

た
自

動
車

 
(1

)指
定

自
動

車
等

で
あ

っ

て
、

自
動

運
行

装
置

（
走

行
環

境
条

件
を

含
む

。
）

に
係

る
変

更
が

な
い

も
の

及
び

法
第

99
条

の
3第

1項
の

規
定

に
よ

る
許

可
を

受

け
、

特
定

改
造

等
を

行
っ

た
も

の
 

(2
) (

1)
以

外
の

も
の

 
        

   自
動

運
行

装
置

搭
載

車
で

あ

る
旨

 
      自

動
運

行
装

置
搭

載
車

で
あ

る
旨

 
走

行
環

境
条

件
付

与
書

の
文

書
番

号
及

び
付

与
年

月
日

 

   自
動

運
行

装
置

搭
載

車
 

       自
動

運
行

装
置

搭
載

車
 

近
運

技
技

第
12

3号
 

令
和

2年
4月

1日
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43
．

令
和

3年
10

月
1

日
（

輸
入

自
動

車

に
あ

っ
て

は
令

和

4年
10

月
1日

）

以
降

に
指

定
を

受

け
た

型
式

指
定

自

動
車

及
び

多
仕

様

自
動

車
（

指
定

を

受
け

た
時

点
に

お

け
る

細
目

告
示

別

添
12

4「
継

続
検

査
等

に
用

い
る

車

載
式

故
障

診
断

装

置
の

技
術

基
準

」

1.
に

規
定

す
る

対

象
装

置
の

性
能

が

令
和

3年
9月

30
日

（
輸

入
自

動
車

に
あ

っ
て

は
令

和

4年
9月

30
日

）

以
前

に
指

定
を

受

け
た

型
式

指
定

自

動
車

又
は

多
仕

様

自
動

車
と

同
一

で

あ
る

も
の

並
び

に

二
輪

自
動

車
、

側

車
付

二
輪

自
動

車

及
び

大
型

特
殊

自

動
車

を
除

く
 。

）
 

O
BD

検
査

の
対

象
で

あ
る

旨
及

び
O

BD
検

査
が

開
始

と
な

る
年

月
日

 

O
BD

検
査

対
象

車
 

[O
BD

検
査

開
始

年
月

日
]令

和
6 

年
10

月
1

日
 

O
BD

検
査

対
象

 

44
．

O
BD

検
査

対
象

車
で

あ
っ

た
が

、

構
造

装
置

の
改

造

等
に

よ
り

、

O
BD

検
査

対
象

外
と

な
っ

た
自

動

車
 

O
BD

検
査

の
対

象
外

で
あ

る
旨

 
O

BD
検

査
対

象
外

車
 

（
記

載
な

し
）

 

 

43
．

令
和

3年
10

月
1日

（
輸

入
自

動
車

に
あ

っ
て

は
令

和
4年

10
月

1日
）

以
降

に

指
定

を
受

け
た

型
式

指
定

自
動

車
及

び
多

仕
様

自
動

車
（

指
定

を
受

け
た

時
点

に
お

け
る

細
目

告
示

別
添

12
4「

継
続

検
査

等
に

用

い
る

車
載

式
故

障
診

断
装

置
の

技
術

基
準

」
1.
に

規

定
す

る
対

象
装

置
の

性
能

が
令

和
3年

9月
30

日
（

輸

入
自

動
車

に
あ

っ
て

は
令

和
4年

9月
30

日
）

以
前

に

指
定

を
受

け
た

型
式

指
定

自
動

車
又

は
多

仕
様

自
動

車
と

同
一

で
あ

る
も

の
並

び
に

二
輪

自
動

車
、

側
車

付
二

輪
自

動
車

及
び

大
型

特
殊

自
動

車
を

除
く

 。
）

 
         

O
BD

検
査

の
対

象
で

あ
る

旨
 

及
び

O
BD

検
査

が
開

始
と

な

る
年

月
日

 

O
BD

検
査

対
象

車
 

検
査

開
始

年
月

日
 

令
和

6 
年

10
月

1日
 

44
．

O
BD

検
査

対
象

車
で

あ

っ
た

が
、

構
造

装
置

の
改

造
等

に
よ

り
、

O
BD

検
査

対
象

外
と

な
っ

た
自

動
車

 
   

O
BD

検
査

の
対

象
外

で
あ

る

旨
 

O
BD

検
査

対
象

外
車
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（
注

）
2
0
．
の

記
録
事

項
は

、
初

め
て

検
査

証
を

交
付
す
る

検
査
時

に
確
認

し
た

も
の
を

記
録
す

る
。

 

 
 

 
 
な

お
、
平

成
2
8
 
年

騒
音

規
制

適
合

車
の

近
接
排

気
騒
音

値
は

、
公
的

試
験
機

関
又

は
自

動
車

製
作

者
等
（

消
音

器
の

改
造

を
行

う
場
合

を
除
く
。
）
が

発
行

す

る
加

速
走

行
騒

音
試

験
結

果
成

績
表

の
提

出
が

あ
っ

た
場

合
は

、
加

速
走

行
騒

音
試

験
結

果
成

績
表

の
近

接
排

気
騒

音
値
と

し
、
消
音

器
に

細
目
告

示
別
添

1
1
2

「
後

付
消

音
器

の
技

術
基

準
」

Ⅱ
に

基
づ

く
性

能
等

確
認

済
表

示
が

あ
っ

た
場

合
は

、
表

示
に

記
載

さ
れ

た
近

接
排

気
騒

音
値

と
す

る
。

そ
れ

以
外

の
場

合
で

あ
っ

て
、

指
定

自
動

車
等

に
あ

っ
て

は
自

動
車

型
式

認
証

実
施

要
領

別
添

１
、

別
添

２
若

し
く

は
別

添
４

の
別

表
、
共

通
構
造

部
（

多
仕

様
自
動
車

）
型

式
指

定

実
施

要
領

の
別

表
又

は
輸

入
自

動
車

特
別

取
扱

制
度

別
紙

の
別

表
に

掲
げ

る
諸

元
表

の
近

接
排

気
騒

音
値

と
し

、
指

定
自

動
車

等
以

外
の

二
輪

自
動

車
（

側
車

付
二

輪
自

動
車

を
除

く
。
）
に

あ
っ

て
は

、
協
定
規

則
第

4
1
 
号
の
規

則
6
.
1
.
1
．

に
基

づ
く

車
体

表
示

の
近

接
排

気
騒

音
値

と
し

、
指

定
自

動
車

等
以

外
の

自
動

車
（

二
輪

自
動

車
、
側

車
付

二
輪

自
動

車
、
三

輪
自

動
車

、
カ
タ
ピ

ラ
及
び

そ
り

を
有

す
る

軽
自

動
車

並
び

に
大

型
特

殊
自
動

車
を

除
く
。
）
に
あ
っ

て
は

、
次
に

掲
げ

る
書

面
に

記
載

さ
れ

た
近

接
排

気
騒
音

値
と

す
る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
(
略
)
 

 

（
注

）
2
0
．
の

記
載
事

項
は

、
初
め
て

検
査
証

を
交

付
す
る

検
査
時

に
確
認

し
た

も
の
を

記
載
す

る
。

 

 
 
 

 
な
お

、
平

成
2
8
 
年

騒
音
規

制
適
合

車
の

近
接
排

気
騒
音

値
は

、
公
的

試
験
機

関
又
は

自
動
車

製
作

者
等
（

消
音
器

の
改
造

を
行

う
場
合

を
除
く
。
）
が

発
行

す

る
加

速
走

行
騒

音
試

験
結

果
成

績
表

の
提

出
が

あ
っ

た
場

合
は

、
加

速
走

行
騒

音
試
験

結
果
成

績
表

の
近
接

排
気
騒

音
値
と

し
、
消
音

器
に

細
目
告

示
別
添

1
1
2

「
後

付
消

音
器

の
技

術
基

準
」

Ⅱ
に

基
づ

く
性

能
等

確
認

済
表

示
が

あ
っ

た
場

合
は

、
表

示
に

記
載

さ
れ

た
近

接
排

気
騒

音
値

と
す

る
。

そ
れ

以
外

の
場

合
で

あ
っ

て
、

指
定

自
動

車
等

に
あ

っ
て

は
自

動
車

型
式

認
証

実
施

要
領

別
添

１
、

別
添
２

若
し
く

は
別

添
４
の

別
表

、
共
通

構
造

部
（

多
仕

様
自
動
車

）
型

式
指

定

実
施

要
領

の
別

表
又

は
輸

入
自

動
車

特
別

取
扱

制
度

別
紙

の
別

表
に

掲
げ

る
諸

元
表

の
近

接
排

気
騒

音
値

と
し

、
指

定
自

動
車

等
以

外
の

二
輪

自
動

車
（

側
車

付
二
輪

自
動
車

を
除

く
。
）
に

あ
っ
て

は
、
協
定
規

則
第

4
1
 
号
の
規

則
6
.
1
.
1
．

に
基

づ
く

車
体

表
示

の
近

接
排

気
騒

音
値

と
し

、
指

定
自

動
車

等
以

外
の

自
動

車
（
二
輪

自
動
車
、
側
車

付
二
輪
自

動
車
、
三

輪
自

動
車

、
カ
タ
ピ

ラ
及
び

そ
り

を
有
す

る
軽
自

動
車

並
び
に

大
型
特

殊
自
動

車
を

除
く
。
）
に
あ
っ

て
は

、
次
に

掲
げ
る

書
面
に

記
載

さ
れ
た

近
接
排

気
騒
音

値
と

す
る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
1
 

規
則

第
3
5
条

の
3
第

1
項

第
2
4
号
及
び

法
第

5
8
条

第
2
項
後

段
の

規
定

に
基

づ
き

検
査

証
に

記
録

を
要

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
検

査
証

の
備

考
欄

に
次

の

例
に

よ
り
記

録
す

る
。

 

な
お

、
検

査
証

の
備

考
欄

に
(
1
)
か

ら
(
9
)
ま

で
に

掲
げ

ら
れ

た
事

項
が

記
録

さ
れ

て
い

る
自

動
車

の
装

置
が

、
細

目
告

示
第

9
1
条

第
2
項
第

1
号
、

第
2
号
若
し

く
は

第
3

号
、
第

9
6
条

第
3
項

、
第

9
8
条

第
4
項

、
第

9
9
条

第
9
項
、
第

1
0
0
条
第

8
項

若
し

く
は

第
1
0
項

若
し

く
は

第
1
2
項

第
1
号

、
第

2
号
若
し

く
は
第

3
号
若

し
く
は
第

1
4

項
第

1
号

、
第

2
号

若
し

く
は

第
3
号

第
1
7
項

第
1
号
若

し
く
は

2
号

、
第

1
6
9
条

第

2
項

第
1
号

、
第

2
号

若
し

く
は

第
3
号

、
第

1
7
4
条

第
3
項
第

1
号
、
第

1
7
6
条
第

4

項
第

1
号

若
し

く
は

第
2
号

、
第

1
7
7
条

第
6
項

第
1
号

又
は

第
1
7
8
条

第
8
項
第

1

号
若

し
く

は
第

9
項

第
1
号

若
し

く
は

第
1
0
項

第
1
号
、
第

2
号

若
し
く

は
第

3
号
若

し
く

は
第

1
1
項

第
1
号

、
第

2
号

若
し

く
は

第
3
号
若

し
く
は
第

1
3
項
に

該
当
す

る

よ
う

に
な

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
記

録
事

項
を

法
第

6
7
条

第
1
項

の
規
定

に
よ

り
処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

 

3
－

4
－
2
1
 
規
則
第

3
5
条

の
3
第

1
項

第
2
4
号
の

規
定
に
基

づ
き
自

動
車

検
査
証

に

記
載

を
要

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

次
の

例
に

よ
り

記

載
す
る

。
 

な
お

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

(
1
)
か

ら
(
9
)
ま

で
に

掲
げ

ら
れ

た
事

項
が

記
載

さ

れ
て
い

る
自
動

車
の

装
置
が

、
細
目

告
示

第
9
1
条
第

2
項

第
1
号

、
第

2
号
若

し
く

は

第
3
号
、
第

9
6
条
第

3
項
、
第

9
8
条

第
4
項
、
第

9
9
条

第
9
項
、
第

1
0
0
条
第

8
項

若
し
く

は
第

1
0
項

若
し
く

は
第

1
2
項
第

1
号

、
第

2
号

若
し
く

は
第

3
号
若

し
く

は

第
1
4
項

第
1
号
、
第

2
号

若
し
く
は

第
3
号

第
1
7
項
第

1
号
若
し

く
は

2
号
、
第

1
6
9

条
第

2
項

第
1
号
、

第
2
号

若
し
く

は
第

3
号

、
第

1
7
4
条
第

3
項

第
1
号
、

第
1
7
6

条
第

4
項

第
1
号
若

し
く
は

第
2
号
、

第
1
7
7
条

第
6
項

第
1
号
又
は

第
1
7
8
条
第

8

項
第

1
号
若
し

く
は

第
9
項

第
1
号

若
し
く

は
第

1
0
項

第
1
号
、
第

2
号

若
し
く

は
第

3
号
若
し
く

は
第

1
1
項
第

1
号
、
第

2
号
若

し
く
は
第

3
号
若
し

く
は
第

1
3
項

に
該

当
す
る

よ
う
に

な
っ

た
場
合

に
は
、
当
該

記
載

事
項
を

法
第

6
7
条

第
1
項
の
規

定
に
よ

り
処
理

す
る
も

の
と

す
る
。

 

(
1
)
 
保

安
基

準
第

1
1
条

第
2
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
1
条

第
2
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

(
1
)
 
保

安
基
準

第
1
1
条
第

2
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
1
条

第
2
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車
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「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

か
じ

取
装

置
は

、
保

安
基
準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に
よ

り
、

衝
撃

吸
収

式
か

じ
取

装
置

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い
ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
か

じ
取
装

置
は
、

保
安

基
準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に
よ

り
、

衝
撃

吸
収

式
か

じ
取

装
置

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構

造
を
有

す
る
装

置
に

対
す
る

破
壊
試

験
を
行

っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
2
)
 
保

安
基

準
第

1
5
条

第
2
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
5
条

第
2
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

燃
料

装
置

は
、

保
安

基
準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に

よ
り

、
衝

突
時

等
の

燃
料

漏
れ

防
止

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い
ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
2
)
 
保

安
基
準

第
1
5
条
第

2
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
5
条

第
2
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
燃

料
装
置

は
、
保

安
基

準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に

よ
り

、
衝

突
時

等
の

燃
料

漏
れ

防
止

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構

造
を
有

す
る
装

置
に

対
す
る

破
壊
試

験
を
行

っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
3
)
 
保

安
基

準
第

1
7
条

第
3
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
7
条

第
3
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
圧

縮
水

素
ガ

ス
を

燃
料

と
す

る
自

動
車

に
備

え
る

燃
料

装
置

は
、

保
安

基
準

第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
、

衝
突

時
等

の
燃
料

漏
れ
防

止
の
基

準
へ

の
適
合

性
の

判
定

に
当

た
り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い

ま

せ
ん

。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
3
)
 
保

安
基
準

第
1
7
条
第

3
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
7
条

第
3
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車

 

 「
こ

の
圧

縮
水

素
ガ

ス
を

燃
料

と
す

る
自

動
車

に
備

え
る

燃
料

装
置

は
、

保
安

基
準

第

1
条

の
3
た
だ
し

書
の

規
定

に
よ
り

、
衝
突

時
等

の
燃

料
漏
れ
防

止
の
基

準
へ

の
適
合

性
の

判
定

に
当

た
り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い

ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
4
)
 
保

安
基

準
第

1
7
条

の
2
第

6
項

の
規

定
の
適

用
を
受

け
る
自

動
車
で

あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る
第

1
7
条
の

2
第

6
項
へ
の

適
合

性
の

判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

電
気

装
置

は
、

保
安

基
準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に

よ
り

、
衝

突
時

の
高

電
圧

に
よ

る
乗

車
人

員
の

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当

た
り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試
験
を

行
っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
4
)
 
保

安
基
準

第
1
7
条
の

2
第

6
項

の
規
定

の
適

用
を
受

け
る
自

動
車
で

あ
っ

て
、
第

1
条
の

3
た
だ
し

書
の

規
定

に
よ
り

破
壊
試

験
に

よ
る
第

1
7
条
の

2
第

6
項
へ
の

適
合

性
の
判

定
を
行

っ
て

い
な
い

自
動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
電

気
装
置

は
、
保

安
基

準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に

よ
り

、
衝

突
時

の
高

電
圧

に
よ

る
乗

車
人

員
の

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当

た
り
同

一
の
構

造
を

有
す
る

装
置
に

対
す
る

破
壊

試
験
を

行
っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
5
)
 
保

安
基

準
第

1
8
条

第
2
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
8
条

第
2
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

車
枠

及
び

車
体

は
、

保
安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
前

面
衝

突
時

の
乗

員
保

護
の

基
準

へ
の

適
合

性
の

判
定

に
当

た
り

同
一

の

構
造

を
有

す
る

装
置

に
対

す
る

破
壊

試
験

を
行

っ
て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
5
)
 
保

安
基
準

第
1
8
条
第

2
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
8
条

第
2
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
車

枠
及
び

車
体
は

、
保

安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
前

面
衝

突
時

の
乗

員
保

護
の

基
準

へ
の

適
合

性
の

判
定

に
当

た
り

同
一

の

構
造
を

有
す
る

装
置

に
対
す

る
破
壊

試
験
を

行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
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(
6
)
 
保

安
基

準
第

1
8
条

第
3
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
8
条

第
3
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

車
枠

及
び

車
体

は
、

保
安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
オ

フ
セ

ッ
ト

衝
突

時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を
行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
6
)
 
保

安
基
準

第
1
8
条
第

3
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
8
条

第
3
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
車

枠
及
び

車
体
は

、
保

安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
オ

フ
セ

ッ
ト

衝
突

時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り

同
一
の

構
造
を

有
す

る
装
置

に
対
す

る
破
壊

試
験

を
行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
7
)
 
保

安
基

準
第

1
8
条

第
4
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
8
条

第
4
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

車
枠

及
び

車
体

は
、

保
安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
側

面
衝

突
時

の
乗

員
保

護
の

基
準

へ
の

適
合

性
の

判
定

に
当

た
り

同
一

の

構
造

を
有

す
る

装
置

に
対

す
る

破
壊

試
験

を
行

っ
て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
7
)
 
保

安
基
準

第
1
8
条
第

4
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
8
条

第
4
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
車

枠
及
び

車
体
は

、
保

安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
側

面
衝

突
時

の
乗

員
保

護
の

基
準

へ
の

適
合

性
の

判
定

に
当

た
り

同
一

の

構
造
を

有
す
る

装
置

に
対
す

る
破
壊

試
験
を

行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
8
)
 
保

安
基

準
第

1
8
条

第
5
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る

第
1
8
条

第
5
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行

っ
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

車
枠

及
び

車
体

は
、

保
安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
ポ

ー
ル

と
の

側
面

衝
突

時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当

た
り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試
験
を

行
っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
8
)
 
保

安
基
準

第
1
8
条
第

5
項
の
規

定
の
適

用
を

受
け
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験
に

よ
る

第
1
8
条

第
5
項

へ
の

適
合
性

の
判
定

を
行
っ

て
い
な

い
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
車

枠
及
び

車
体
は

、
保

安
基
準

第
1
条
の

3
た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

、
ポ

ー
ル

と
の

側
面

衝
突

時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当

た
り
同

一
の
構

造
を

有
す
る

装
置
に

対
す
る

破
壊

試
験
を

行
っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
9
)
 
 
保

安
基

準
第

1
8
条

第
6
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る
自

動
車
で

あ
っ

て
、
第

1

条
の

3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に

よ
る
第

1
8
条
第

6
項
へ

の
適
合

性
の
判

定
を

行
っ

て
い

な
い

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

 
「

こ
の

自
動

車
に

備
え

る
車

枠
及

び
車

体
は

、
保
安
基

準
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に

よ
り

、
歩

行
者

頭
部

保
護

及
び

脚
部

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を
行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
9
)
 
 
保
安
基

準
第

1
8
条

第
6
項
の

規
定

の
適
用

を
受

け
る
自

動
車
で

あ
っ

て
、
第

1

条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定
に

よ
り
破

壊
試
験

に
よ

る
第

1
8
条
第

6
項
へ

の
適
合

性
の
判

定
を
行

っ
て
い

な
い

自
動
車

 

  
「
こ
の

自
動

車
に
備

え
る
車

枠
及
び

車
体
は
、
保
安
基

準
第

1
条

の
3
た

だ
し

書
の
規

定
に

よ
り

、
歩

行
者

頭
部

保
護

及
び

脚
部

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り

同
一
の

構
造
を

有
す

る
装
置

に
対
す

る
破
壊

試
験

を
行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
1
0
)
 
(
2
)
又

は
(
3
)
及

び
(
5
)
に

該
当

す
る

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

燃
料

装
置

並
び

に
車

枠
及
び
車

体
は
、

保
安
基

準
第

1
条
の

3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
、
衝

突
時

等
の

燃
料
漏

れ
防
止

の
基
準

及
び
前

面
衝

突
時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構
造

を
有

す
る

装
置

に
対

す

(
1
0
)
 
(
2
)
又
は

(
3
)
及

び
(
5
)
に
該
当

す
る
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
燃

料
装
置

並
び
に

車
枠

及
び
車

体
は
、

保
安
基

準
第

1
条
の

3
た
だ
し

書
の

規
定
に

よ
り

、
衝
突
時

等
の
燃

料
漏

れ
防
止

の
基
準

及
び
前

面
衝

突
時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構
造

を
有

す
る

装
置

に
対

す
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る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い

ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

る
破
壊

試
験
を

行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
1
1
)
 
(
2
)
又

は
(
3
)
、

(
5
)
及

び
(
7
)
に

該
当

す
る
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

燃
料

装
置

並
び

に
車

枠
及
び
車

体
は
、

保
安
基

準
第

1
条
の

3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
、
衝

突
時

等
の

燃
料
漏

れ
防
止

の
基
準

並
び
に

前
面

衝
突
時

及
び

側
面

衝
突

時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構
造

を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い

ま
せ
ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

(
1
1
)
 
(
2
)
又
は

(
3
)
、

(
5
)
及

び
(
7
)
に

該
当

す
る
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
燃

料
装
置

並
び
に

車
枠

及
び
車

体
は
、

保
安
基

準
第

1
条
の

3
た
だ
し

書
の

規
定
に

よ
り

、
衝
突
時

等
の
燃

料
漏

れ
防
止

の
基
準

並
び
に

前
面

衝
突
時

及
び

側
面

衝
突

時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構
造

を

有
す
る

装
置
に

対
す

る
破
壊

試
験
を

行
っ
て

い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

(
1
2
)
 
(
2
)
又

は
(
3
)
及

び
(
7
)
に

該
当

す
る

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

燃
料

装
置

並
び

に
車

枠
及
び
車

体
は
、

保
安
基

準
第

1
条
の

3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
、
衝

突
時

等
の

燃
料
漏

れ
防
止

の
基
準

及
び
側

面
衝

突
時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構
造

を
有

す
る

装
置

に
対

す

る
破

壊
試

験
を

行
っ

て
い

ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
「

破
壊

試
験

未
実

施
車

」
 

 
(
1
2
)
 
(
2
)
又

は
(
3
)
及
び
(
7
)
に
該
当

す
る
自

動
車

 

 「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
燃

料
装
置

並
び
に

車
枠

及
び
車

体
は
、

保
安
基

準
第

1
条
の

3
た
だ
し

書
の

規
定
に

よ
り

、
衝
突
時

等
の
燃

料
漏

れ
防
止

の
基
準

及
び
側

面
衝

突
時
の

乗
員

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当
た

り
同

一
の

構
造

を
有

す
る

装
置

に
対

す

る
破
壊

試
験
を

行
っ

て
い
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

3
－

4
－

2
1
の

2
 

規
則

第
3
5
条

の
3
第

3
項

及
び
同
第

3
5
条
の

4
第

3
項

の
規
定

に

基
づ

き
検

査
証

に
「

牽
引

可
能

な
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
ト
レ
ー

ラ
等
の

車
両
総

重
量
」（

規
則

第
3
5
条

の
3
第

1
項

第
1
4
号

ロ
に

規
定

す
る
車

両
総
重

量
を
い

う
。
以

下
本

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
を
記

録
す

る
け

ん
引

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
検
査
証

の
備
考

欄
に

次
の
各

号
に

規
定

す
る

重
量
(
保

安
基

準
第

1
2
条

に
基

づ
き
、

駐
車
ブ
レ

ー
キ
を

備
え

る
こ
と

を
必

要
と

し
な

い
二

輪
自

動
車

及
び

側
車

付
二

輪
自
動
車

に
つ
い

て
は
、
(
1
)
①
を

除
い

た
各

号
及

び
(
2
)
①

を
除

い
た

各
号

で
算

出
さ

れ
た

重
量

)
を

次
の

例
に

よ
り

記
録

す

る
。

 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
各

記
号

の
意

味
は

次
の

と
お
り
と

す
る
。

 

ｍ
：

牽
引

可
能

な
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
ト

レ
ー

ラ
等

の
車
両
総

重
量
(
k
g
)
 

Ｍ
：

牽
引

自
動

車
の

車
両

総
重

量
(
k
g
)
 

Ｍ
’：

牽
引

自
動

車
の

車
両

重
量
(
k
g
)
 

Ｗ
ｄ

：
牽

引
自

動
車

の
駆

動
軸

重
(
k
g
)
 

Ｋ
Ｗ

：
牽

引
自

動
車

の
諸

元
表

等
に

記
載

さ
れ

た
原
動
機

の
最
高

出
力
(
k
W
)
 

V：
牽

引
自
動

車
の

諸
元

表
に

記
載

さ
れ

た
制

動
初

速
度
(
k
m
/
h
)
 

SV
：

牽
引

自
動

車
の

諸
元

表
に

記
載

さ
れ

た
V
 
k
m
/
h
か
ら

の
制
動

距
離
(
m
)
 

a：
牽

引
自

動
車

の
諸

元
表

に
記

載
さ

れ
た

減
速
度
(
m
/
s
2
)
 

た
だ

し
、

新
規

検
査

又
は

予
備

検
査

を
受

け
る

自
動

車
で

あ
っ

て
そ

の
検

査
に

お
い

て

制
動

装
置

に
係

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
自

動
車

又
は

有
効

な
検

査
証

が

交
付

さ
れ

て
い

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
制

動
距

離
、
減
速

度
が
不
明

な
場
合

は
、
測
定

し

た
牽

引
自

動
車

の
制

動
力

を
Ｍ

 
で

除
し

た
値

と
す

る
。

 

3
－

4
－
2
1
の

2
 
規
則
第

3
5
条
の

3
第

3
項

の
規

定
に
基

づ
き

自
動
車
検

査
証

に
「
牽

引
可
能

な
キ
ャ

ン
ピ

ン
グ
ト

レ
ー
ラ

等
の
車

両
総

重
量
」
（

規
則
第

3
5
条
の

3
第

1
項

第
1
5
号
ロ

に
規

定
す
る

車
両
総
重

量
を
い

う
。

以
下
本

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

を
記
載

す
る

け
ん

引
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

自
動

車
検

査
証

の
備

考
欄

に
次

の
各

号
に

規
定

す

る
重
量

(
保
安

基
準

第
1
2
条

に
基
づ

き
、
駐

車
ブ

レ
ー
キ

を
備
え

る
こ
と

を
必

要
と
し

な
い
二

輪
自
動

車
及

び
側
車

付
二
輪

自
動
車

に
つ

い
て
は

、
(
1
)
①
を

除
い
た

各
号

及
び

(
2
)
①
を

除
い

た
各
号

で
算
出

さ
れ
た

重
量
)
を
次
の

例
に
よ

り
記
載

す
る
。

 

 こ
の
場

合
に
お

い
て

、
各
記

号
の
意

味
は
次

の
と

お
り
と

す
る
。

 

ｍ
：
牽

引
可
能

な
キ

ャ
ン
ピ

ン
グ
ト

レ
ー
ラ

等
の

車
両
総

重
量
(
k
g
)
 

Ｍ
：
牽

引
自
動

車
の

車
両
総

重
量
(
k
g
)
 

Ｍ
’：

牽
引
自

動
車
の

車
両
重

量
(
k
g
)
 

Ｗ
ｄ
：

牽
引
自

動
車

の
駆
動

軸
重
(
k
g
)
 

Ｋ
Ｗ
：

牽
引
自

動
車

の
諸
元

表
等
に

記
載
さ

れ
た

原
動
機

の
最
高

出
力
(
k
W
)
 

V：
牽
引

自
動

車
の
諸

元
表
に

記
載
さ

れ
た
制

動
初

速
度
(
k
m
/
h
)
 

SV
：
牽

引
自
動

車
の

諸
元
表

に
記
載

さ
れ
た

V
 
k
m
/
h
か
ら

の
制
動

距
離

(
m
)
 

a：
牽
引

自
動

車
の
諸

元
表
に

記
載
さ

れ
た
減

速
度
(
m
/
s
2
)
 

た
だ

し
、

新
規

検
査

又
は

予
備

検
査

を
受

け
る

自
動

車
で

あ
っ

て
そ

の
検

査
に

お
い

て

制
動

装
置

に
係

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
自

動
車

又
は

有
効

な
自

動
車

検

査
証

が
交
付
さ

れ
て

い
る
自

動
車
で

あ
っ
て

、
制

動
距

離
、
減
速

度
が

不
明
な

場
合

は
、

測
定
し

た
牽
引

自
動

車
の
制

動
力
を

Ｍ
 
で

除
し
た

値
と
す

る
。
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FS
：

牽
引

自
動

車
の

諸
元

表
に

記
載

さ
れ

た
駐

車
ブ
レ
ー

キ
力
（
N
）

 

た
だ

し
、

新
規

検
査

又
は

予
備

検
査

を
受

け
る

自
動

車
で

あ
っ

て
そ

の
検

査
に

お
い

て

制
動

装
置

に
係

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
自

動
車

又
は

有
効

な
検

査
証

が

交
付

さ
れ

て
い

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
操

作
力

が
細

目
告

示
に

規
定

さ
れ

た
値

よ
り

も

小
さ

い
場

合
は

、
細

目
告

示
に

規
定

さ
れ

た
操

作
力

に
よ

る
駐

車
ブ

レ
ー

キ
力

を
比

例

計
算

に
よ

り
求

め
た

値
と

し
、

諸
元

表
か

ら
値

が
得

ら
れ

な
い

場
合

は
、

測
定

し
た

値

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。

 

FS
：
牽

引
自
動

車
の

諸
元
表

に
記
載

さ
れ
た

駐
車

ブ
レ
ー

キ
力
（
N
）

 

た
だ

し
、

新
規

検
査

又
は

予
備

検
査

を
受

け
る

自
動

車
で

あ
っ

て
そ

の
検

査
に

お
い

て

制
動

装
置

に
係

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
自

動
車

又
は

有
効

な
自

動
車

検

査
証

が
交

付
さ

れ
て

い
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

操
作

力
が

細
目

告
示

に
規

定
さ

れ
た

値

よ
り

も
小

さ
い

場
合

は
、

細
目

告
示

に
規

定
さ

れ
た

操
作

力
に

よ
る

駐
車

ブ
レ

ー
キ

力

を
比

例
計

算
に

よ
り

求
め

た
値

と
し

、
諸

元
表

か
ら

値
が

得
ら

れ
な

い
場

合
は

、
測

定

し
た
値

を
用
い

る
も

の
と
す

る
。

 

（
例

）
 

備
考

欄
 

（
記

録
例

）
 

け
ん

引
可

能
な

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ

等
の

車
両

総
重

量
は

、
主

ブ
レ

ー
キ

あ
り

の

場
合

及
び

主
ブ

レ
ー

キ
な

し
の

場
合

、
そ

れ
ぞ

れ
1
,
0
0
0
k
g
及
び

5
0
0
k
g
と
す
る

。
 

（
記

載
例

）
 

牽
引

可
能

車
両

総
重

量
 

(
1
)
～

(
2
)
 
(
略
)
 

（
例
）

 

備
考

 

け
ん

引
可

能
な

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ

等
の

車
両

総
重

量
は

、
主

ブ
レ

ー
キ

あ
り

の

場
合
及

び
主
ブ

レ
ー

キ
な
し

の
場
合

、
そ
れ

ぞ
れ

1
,
0
0
0
k
g
及
び

5
0
0
k
g
と
す
る

。
 

 （
新
設

）
 

 (
1
)
～
(
2
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
1
の

3
 
規

則
第

3
5
条

の
3
第

1
項

第
2
9
号
及

び
法
第

5
8
条
第

2
項
後

段
の

規
定

に
基

づ
き

検
査

証
に

記
録

を
要

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
検

査
証

の
備

考
欄

に

次
の

例
に

よ
り

記
録

す
る

。
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

の
装

置
の

一
部

は
、

長
さ

2
.
5
m
、

幅
1
.
3
m
、
高
さ

2
m
 
を
超

え
な
い

軽

自
動

車
で

あ
っ

て
、
最

高
速

度
6
0
k
m
 
毎

時
以

下
の

も
の

の
う
ち

、
高

速
自
動

車
国
道

等

に
お

い
て

運
行

し
な

い
も

の
と

し
て

基
準

へ
の

適
合
性
の

判
定
を

行
っ
て

い
ま

す
。
」

 

（
記

載
例

）
 

高
速

道
路

等
走

行
不

可
 

3
－

4
－
2
1
の

3
 
規

則
第

3
5
条

の
3
第

1
項
第

2
9
号
の

規
定
に

基
づ
き

自
動

車
検
査

証
に

記
載

を
要

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

次
の

例
に

よ

り
記
載

す
る
。

 

 「
こ
の

自
動
車

の
装

置
の
一

部
は
、

長
さ

2
.
5
m
、

幅
1
.
3
m
、
高
さ

2
m
 
を
超

え
な
い

軽

自
動
車

で
あ
っ

て
、
最

高
速

度
6
0
k
m
 
毎
時

以
下
の

も
の

の
う
ち

、
高

速
自
動

車
国
道

等

に
お
い

て
運
行

し
な

い
も
の

と
し
て

基
準
へ

の
適

合
性
の

判
定
を

行
っ
て

い
ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 
3
－

4
－

2
2
 

指
定

自
動

車
（

自
動

車
か

ら
排

出
さ

れ
る

窒
素

酸
化

物
及

び
粒

子
状

物
質

の
特

定
地

域
に

お
け

る
総

量
の

削
減

等
に

関
す

る
特
別
措

置
法
（

平
成

4
年
法

律
第

7
0

号
。
以

下
「

自
動

車
Ｎ

Ｏ
x・

Ｐ
Ｍ

総
量

削
減

法
」
と
い

う
。
）
第

1
3
条

第
1
項

の
指

定

自
動

車
を

い
う

。
以

下
本

項
に

お
い

て
同

じ
。
）（

乗
用

自
動
車
（
自
動

車
か

ら
排
出

さ
れ

る
窒

素
酸

化
物

及
び

粒
子

状
物

質
の

特
定

地
域

に
お

け
る

総
量

の
削

減
等

に
関

す
る

特

別
措

置
法

施
行

令
（

平
成

4
年

政
令

第
3
6
5
号

）
第

4
条

第
5
条
の

乗
用
自

動
車

を
い

う
。
以

下
本

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
に

あ
っ

て
は

軽
油
を

燃
料
と
す

る
自
動

車
に

限
る
。
）

に
つ

い
て

、
保

安
基

準
第

3
1
条

の
2
の

規
定

に
係

る
適
合

性
等
を

検
査
証

等
の

備
考
欄

に
次

の
と

お
り

記
録

す
る

。
 

な
お

、
(
3
)
、
(
4
)
、
(
5
)
、
(
7
)
、
(
8
)
、
(
9
)
、
(
1
0
)
及
び

(
1
1
)
の
記

載
文
中

の
「

○
年

○

月
○

日
」
は

当
該

自
動

車
の

特
定

期
日
（

道
路

運
送
車

両
の
保
安

基
準
第

3
1
条

の
2
に

規
定

す
る

窒
素

酸
化

物
排

出
自

動
車

等
及

び
窒

素
酸

化
物

排
出

基
準

等
を

定
め

る
告

示

（
平

成
1
4
年

国
土

交
通

省
告

示
第

3
1
0
号

。
以
下

「
第

3
1
条
の

2
告
示
」

と
い

う
。
）

3
－

4
－

2
2
 

指
定

自
動

車
（

自
動

車
か

ら
排

出
さ

れ
る

窒
素

酸
化

物
及

び
粒

子
状

物
質

の
特
定

地
域
に

お
け

る
総
量

の
削
減

等
に
関

す
る

特
別
措

置
法
（

平
成

4
年
法

律
第

7
0

号
。
以
下
「
自

動
車

Ｎ
Ｏ
x・

Ｐ
Ｍ
総

量
削
減

法
」
と
い

う
。
）
第

1
3
条

第
1
項

の
指

定

自
動
車

を
い
う

。
以
下

本
項

に
お
い

て
同
じ

。
）（

乗
用

自
動
車
（
自
動

車
か

ら
排
出

さ
れ

る
窒

素
酸

化
物

及
び

粒
子

状
物

質
の

特
定

地
域

に
お

け
る

総
量

の
削

減
等

に
関

す
る

特

別
措
置

法
施
行

令
（

平
成

4
年
政
令

第
3
6
5
号

）
第

4
条

第
5
条
の

乗
用
自

動
車

を
い

う
。
以

下
本

項
に
お

い
て

同
じ
。
）
に
あ
っ

て
は

軽
油
を

燃
料
と
す

る
自
動

車
に

限
る
。
）

に
つ
い

て
、
保
安

基
準

第
3
1
条
の

2
の
規
定

に
係

る
適
合

性
等
を

検
査
証

等
の

備
考
欄

に
次
の

と
お
り

記
載

す
る
。

 

な
お
、
(
3
)
、
(
4
)
、
(
5
)
、
(
7
)
、
(
8
)
、
(
9
)
、
(
1
0
)
及
び
(
1
1
)
の
記

載
文
中

の
「

○
年

○

月
○
日

」
は

当
該
自

動
車

の
特
定
期

日
（

道
路
運

送
車

両
の
保
安

基
準
第

3
1
条

の
2
に

規
定

す
る

窒
素

酸
化

物
排

出
自

動
車

等
及

び
窒

素
酸

化
物

排
出

基
準

等
を

定
め

る
告

示

（
平
成

1
4
年

国
土
交

通
省
告

示
第

3
1
0
号
。

以
下

「
第

3
1
条
の

2
告
示
」

と
い

う
。
）
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の
特

定
期

日
を

い
う

。
）
、
(
5
)
及

び
(
9
)
の

記
載

文
中

の
「
△

年
△
月

△
日

」
は

当
該
自

動

車
の

窒
素

酸
化

物
特

定
期

日
（

第
3
1
条

の
2
告

示
の

窒
素

酸
化
物

特
定
期

日
を

い
う
。
）

と
す

る
。

 

の
特
定

期
日
を

い
う
。
）
、
(
5
)
及
び
(
9
)
の
記

載
文
中

の
「
△

年
△
月

△
日

」
は

当
該
自

動

車
の
窒

素
酸
化

物
特

定
期
日
（
第

3
1
条

の
2
告

示
の

窒
素

酸
化
物

特
定
期

日
を

い
う
。
）

と
す
る

。
 

(
1
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条
（

軽
油

を
燃

料
と
す
る

自
動
車
に

あ
っ
て

は
第

4
条
及

び
第

5
条

。
以

下
(
2
)
か

ら
(
1
3
)
ま

で
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
基
準

値
に
適

合
し

て
い
る

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
使

用
車

種
規

制
（
N
O
x
・
P
M
）

適
合

」
 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
適

合
 

(
1
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条
（
軽
油
を

燃
料

と
す
る

自
動
車
に

あ
っ
て

は
第

4
条
及

び
第

5
条

。
以
下

(
2
)
か

ら
(
1
3
)
ま
で

に
お

い
て
同

じ
。
）

の
基
準

値
に
適

合
し

て
い
る

自
動
車

 

 「
使
用

車
種
規

制
（

Ｎ
Ｏ
ｘ

・
Ｐ
Ｍ

）
適
合

」
 

（
新
設

）
 

 

(
2
)
 
自

動
車

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

総
量

削
減

法
第

6
条

第
1
項

に
規
定

す
る
窒

素
酸

化
物
対

策
地

域
及

び
第

8
条

第
1
項

に
規

定
す

る
粒

子
状

物
質
対

策
地
域

（
以
下

「
Ｎ

Ｏ
ｘ
・

Ｐ
Ｍ

対
策

地
域

」
と

い
う

。
）
外

に
使

用
の

本
拠

を
有
す
る

自
動
車

及
び
予

備
検

査
を
受

け
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条

の
基

準
が
適

用
と
な

る
日

以
降
の

検
査

等
の

際
に

同
条

の
基

準
値

に
適

合
し

て
い

な
い
自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
N
O
x・
P
M
対

策
地

域
内

に
使

用
の

本
拠
を

置
く
こ

と
が
で

き
ま

せ
ん
。
」
 

 （
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
不

適
合

 

(
2
)
 
自

動
車
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ
Ｍ

総
量
削

減
法

第
6
条

第
1
項

に
規
定

す
る
窒

素
酸

化
物
対

策
地
域

及
び
第

8
条

第
1
項

に
規
定

す
る
粒

子
状

物
質
対

策
地
域

（
以
下

「
Ｎ

Ｏ
ｘ
・

Ｐ
Ｍ
対

策
地
域

」
と

い
う
。
）
外
に
使

用
の
本

拠
を

有
す
る

自
動
車

及
び
予

備
検

査
を
受

け
た
自

動
車
で

あ
っ

て
、
第

3
1
条
の

2
告
示

第
4
条

の
基

準
が
適

用
と
な

る
日

以
降
の

検
査
等

の
際
に

同
条

の
基
準

値
に
適

合
し
て

い
な

い
自
動

車
 

 「
こ

の
自

動
車

は
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
対

策
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
3
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条

の
基

準
に

適
合
し

て
い
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
同
告

示

第
4
条

の
基

準
が

適
用

と
な

る
日

の
前

日
以

前
の

検
査
の

際
に
同

条
の
基

準
値

に
適
合

し
て

い
な

い
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
N
O
x
・

P
M

対
策

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
ま
せ
ん
。
」
 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
不

適
合

 

(
3
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条
の
基

準
に
適

合
し

て
い
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
同
告

示

第
4
条
の

基
準
が

適
用

と
な

る
日
の

前
日
以

前
の

検
査
の

際
に
同

条
の
基

準
値

に
適
合

し
て
い

な
い
自

動
車

 

 「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

・

Ｐ
Ｍ

対
策
地
域

内
に

使
用
の

本
拠
を

置
く
こ

と
が

で
き
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
4
)
 
自

動
車

か
ら

排
出

さ
れ

る
窒

素
酸

化
物

の
特

定
地

域
に
お

け
る

総
量

の
削

減
等

に

関
す

る
特

別
措

置
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平
成

1
3
年
法
律
第

7
3
号
）

に
よ
る

改
正

前
の

自
動

車
か

ら
排

出
さ

れ
る

窒
素

酸
化

物
の

特
定

地
域

に
お

け
る

総
量

の
削

減

等
に

関
す

る
特

別
措

置
法
（

平
成

4
年

法
律

第
7
0
号
）
第

6
条

に
規
定

す
る

特
定
地

域

（
以

下
「

Ｎ
Ｏ

ｘ
特

定
地

域
」
と

い
う

。
）
外

に
使
用
の

本
拠
を
有

す
る
自

動
車

又
は
予

備
検

査
を

受
け

た
自

動
車

で
あ

っ
て

、
第

3
1
条

の
2
告
示

第
2
条

の
基
準

が
適

用
と
な

る
日

以
降

で
同

告
示

第
4
条

の
基

準
が

適
用

と
な

る
日
の

前
日
以

前
の
検

査
の

際
に
同

告
示

第
2
条

及
び

第
4
条

基
準

値
に

適
合

し
て

い
な
い
自

動
車
（

特
定
期

日
が

窒
素
酸

化
物

特
定

期
日

の
翌

日
以

降
で

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

 

(
4
)
 
自

動
車
か

ら
排

出
さ

れ
る
窒

素
酸

化
物

の
特

定
地

域
に
お

け
る

総
量

の
削

減
等

に

関
す
る

特
別
措

置
法

の
一
部

を
改
正

す
る
法

律
（

平
成

1
3
年
法
律
第

7
3
号
）

に
よ
る

改
正

前
の

自
動

車
か

ら
排

出
さ

れ
る

窒
素

酸
化

物
の

特
定

地
域

に
お

け
る

総
量

の
削

減

等
に
関

す
る
特

別
措

置
法
（

平
成

4
年
法
律

第
7
0
号
）
第

6
条

に
規
定

す
る

特
定
地

域

（
以
下
「
Ｎ

Ｏ
ｘ
特

定
地
域

」
と
い

う
。
）
外
に

使
用
の

本
拠
を
有

す
る
自

動
車

又
は
予

備
検
査

を
受
け

た
自

動
車
で

あ
っ
て
、
第

3
1
条

の
2
告
示

第
2
条

の
基
準

が
適

用
と
な

る
日
以

降
で
同

告
示

第
4
条

の
基
準

が
適
用

と
な

る
日
の

前
日
以

前
の
検

査
の

際
に
同

告
示
第

2
条

及
び
第

4
条
基

準
値
に

適
合
し

て
い

な
い
自

動
車
（

特
定
期

日
が

窒
素
酸

化
物
特

定
期
日

の
翌

日
以
降

で
あ
る

場
合
に

限
る
。
）
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（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
N
O
x
特

定
地

域
内

に
使

用
の

本
拠
を
置

く
こ
と

が
で
き

ま
せ

ん
。
ま

た
、

平
成

○
年

○
月

○
日

以
降

の
有

効
期

間
満

了
日
を
超

え
て

N
O
x
・
P
M
対

策
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
不

適
合

 

 「
こ

の
自

動
車

は
Ｎ

Ｏ
ｘ

特
定

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。

ま
た

、
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
対

策

地
域
内

に
使
用

の
本

拠
を
置

く
こ
と

が
で
き

ま
せ

ん
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
5
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条

及
び

第
4
条

の
基
準

が
適

用
と
な

る
日
の

前
日

以
前
の

検
査

の
際

に
同

告
示

第
2
条

の
基

準
値

に
適

合
し

て
い
な

い
自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
平

成
△

年
△

月
△

日
以

降
の

有
効
期
間

満
了
日

を
超
え

て
N
O
x
特
定

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。
ま

た
、

平
成

○
年

○
月

○
日

以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
N
O
x
・
P
M
対

策
地

域
内

に
使
用

の
本
拠

を
置

く
こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
及

び
N
O
x
・
P
M
不

適
合

 

(
5
)
 
第

3
1
条
の

2
告

示
第

2
条
及
び
第

4
条
の

基
準

が
適

用
と
な

る
日
の

前
日

以
前
の

検
査
の

際
に
同

告
示

第
2
条

の
基
準

値
に
適

合
し

て
い
な

い
自
動

車
 

 「
こ

の
自

動
車

は
平

成
△

年
△

月
△

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

特

定
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

ま
た

、
平

成
○

年
○

月
○

日

以
降

の
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

対
策

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置

く
こ
と

が
で
き

ま
せ

ん
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
6
)
 
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
法

対
策

地
域

外
に

使
用

の
本

拠
を

有
す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条

の
基

準
が

適
用

と
な

る
日

以
降
の

検
査
の

際
に
同

条
の

基
準
値

に
適

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
が

不
明

の
自

動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
N
O
x
・
P
M
対

策
地

域
内

に
使
用

の
本
拠

を
置
く

こ
と
が

で
き

な
い
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
未

判
定

 

(
6
)
 
Ｎ

Ｏ
ｘ
・

Ｐ
Ｍ

法
対

策
地
域

外
に

使
用

の
本

拠
を

有
す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、

第

3
1
条
の

2
告
示

第
4
条

の
基

準
が
適

用
と
な

る
日

以
降
の

検
査
の

際
に
同

条
の

基
準
値

に
適
合

し
て
い

る
か

ど
う
か

が
不
明

の
自
動

車
 

 「
こ

の
自

動
車

は
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
対

策
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

な

い
お
そ

れ
が
あ

り
ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
7
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条

の
基

準
に

適
合
し

て
い
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
同
告

示

第
4
条

の
基

準
が

適
用

と
な

る
日

の
前

日
以

前
の

検
査
の

際
に
同

条
の
基

準
値

に
適
合

し
て

い
る

か
ど

う
か

が
不

明
の

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
N
O
x
・

P
M

対
策

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
な
い
お

そ
れ
が

あ
り
ま

す
。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
未

判
定

 

(
7
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条
の
基

準
に
適

合
し

て
い
る

自
動
車

で
あ
っ

て
、
同
告

示

第
4
条
の

基
準
が

適
用

と
な

る
日
の

前
日
以

前
の

検
査
の

際
に
同

条
の
基

準
値

に
適
合

し
て
い

る
か
ど

う
か

が
不
明

の
自
動

車
 

 「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

・

Ｐ
Ｍ

対
策
地
域

内
に

使
用
の

本
拠
を

置
く
こ

と
が

で
き
な

い
お
そ

れ
が
あ

り
ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
8
)
 
Ｎ

Ｏ
ｘ

特
定

地
域

外
に

使
用

の
本

拠
を

有
す

る
自

動
車
又

は
予

備
検

査
を

受
け

た

自
動

車
で

あ
っ

て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条
の

基
準
が

適
用
と

な
る
日

以
降

で
同
告

示
第

4
条

の
基

準
が

適
用

と
な

る
日

の
前

日
以

前
の
検
査

の
際
に

同
告
示

第
2
条
及

び

第
4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
が

不
明
の

自
動
車

（
特
定

期
日

が
窒
素

酸
化

物
特

定
期

日
の

翌
日

以
降

で
あ

る
場

合
に

限
る
。
）

 

（
記

録
例

）
 

(
8
)
 
Ｎ

Ｏ
ｘ
特

定
地

域
外

に
使
用

の
本

拠
を

有
す

る
自

動
車
又

は
予

備
検

査
を

受
け

た

自
動
車

で
あ
っ

て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条
の

基
準
が

適
用
と

な
る
日

以
降

で
同
告

示
第

4
条
の

基
準
が

適
用

と
な
る
日

の
前
日

以
前

の
検
査

の
際
に

同
告
示

第
2
条
及

び

第
4
条
の

基
準
値

に
適

合
し

て
い
る

か
ど
う

か
が

不
明
の

自
動
車

（
特
定

期
日

が
窒
素

酸
化
物

特
定
期

日
の

翌
日
以

降
で
あ

る
場
合

に
限

る
。
）
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「
こ

の
自

動
車

は
N
O
x
特

定
地

域
内

に
使

用
の

本
拠
を
置

く
こ
と

が
で
き

な
い

お
そ
れ

が
あ

り
ま

す
。
ま

た
、
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の
有
効

期
間
満

了
日
を

超
え

て
N
O
x・

P
M
対

策
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き
な
い

お
そ
れ

が
あ
り

ま
す
。
」

 

 （
記

載
例

）
 

N
O
x
及

び
N
O
x
・
P
M
未

判
定

 

「
こ

の
自

動
車

は
Ｎ

Ｏ
ｘ

特
定

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

平
成

○
年

○
月

○
日

以
降

の
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
対

策
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
り

ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
9
)
 
第

3
1
条

の
2
告

示
第

2
条

及
び

第
4
条

の
基
準

が
適

用
と
な

る
日
の

前
日

以
前
の

検
査

の
際

に
同

告
示

第
2
条

及
び

第
4
条

の
基

準
値
に

適
合
し
て

い
る
か

ど
う

か
が
不

明
な

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
平

成
△

年
△

月
△

日
以

降
の

有
効
期
間

満
了
日

を
超
え

て
N
O
x
特
定

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
平

成

○
年

○
月

○
日

以
降

の
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

N
O
x
・
P
M
対
策
地

域
内

に
使
用

の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す
。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
及

び
N
O
x
・
P
M
未

判
定

 

(
9
)
 
第

3
1
条
の

2
告

示
第

2
条
及
び
第

4
条
の

基
準

が
適

用
と
な

る
日
の

前
日

以
前
の

検
査
の

際
に
同

告
示
第

2
条

及
び
第

4
条

の
基
準

値
に

適
合
し
て

い
る
か

ど
う

か
が
不

明
な
自

動
車

 

 「
こ

の
自

動
車

は
平

成
△

年
△

月
△

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

特

定
地

域
内

に
使

用
の

本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

・
Ｐ

Ｍ
対

策
地

域
内

に

使
用
の

本
拠
を

置
く

こ
と
が

で
き
な

い
お
そ

れ
が

あ
り
ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
1
0
)
 
特

定
期

日
以

降
の

日
が

有
効

期
間

満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由

に
よ

り
有

効
期

間
が

短
縮

さ
れ

た
指

定
自

動
車
で
あ

っ
て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

な
い

自
動

車
の

う
ち

短
縮

後
の

有
効

期
間

満
了

日
が

特
定

期

日
以

降
で

あ
る

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
N
O
x
・

P
M

対
策

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
ま
せ
ん
。
」
 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
不

適
合

 

(
1
0
)
 
特

定
期

日
以
降

の
日
が

有
効
期

間
満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由
に

よ
り
有

効
期

間
が
短

縮
さ
れ

た
指
定

自
動

車
で
あ

っ
て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

な
い

自
動

車
の

う
ち

短
縮

後
の

有
効

期
間

満
了

日
が

特
定

期

日
以
降

で
あ
る

自
動

車
 

 「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

・

Ｐ
Ｍ

対
策
地
域

内
に

使
用
の

本
拠
を

置
く
こ

と
が

で
き
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
1
1
)
 
特

定
期

日
以

降
の

日
が

有
効

期
間

満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由

に
よ

り
、
有

効
期

間
が

短
縮

さ
れ

た
指

定
自

動
車
で

あ
っ
て

、
第

3
1
条

の
2
告

示

第
4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
が

不
明
の

自
動
車

の
う
ち

短
縮

後
の
有

効
期

間
満

了
日

が
特

定
期

日
以

降
で

あ
る

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
N
O
x
・

P
M

対
策

地
域

内
に

使
用

の
本

拠
を

置
く

こ
と

が
で

き
な
い
お

そ
れ
が

あ
り
ま

す
。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
未

判
定

 

(
1
1
)
 
特

定
期

日
以
降

の
日
が

有
効
期

間
満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由
に

よ
り

、
有
効

期
間

が
短
縮
さ

れ
た
指

定
自

動
車
で

あ
っ
て

、
第

3
1
条

の
2
告

示

第
4
条
の

基
準
値

に
適

合
し

て
い
る

か
ど
う

か
が

不
明
の

自
動
車

の
う
ち

短
縮

後
の
有

効
期
間

満
了
日

が
特

定
期
日

以
降
で

あ
る
自

動
車

 

 「
こ

の
自

動
車

は
平

成
○

年
○

月
○

日
以

降
の

有
効

期
間

満
了

日
を

超
え

て
Ｎ

Ｏ
ｘ

・

Ｐ
Ｍ

対
策
地
域

内
に

使
用
の

本
拠
を

置
く
こ

と
が

で
き
な

い
お
そ

れ
が
あ

り
ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
1
2
)
 
特

定
期

日
以

降
の

日
が

有
効

期
間

満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由

に
よ

り
、
有

効
期

間
が

短
縮

さ
れ

た
指

定
自

動
車
で

あ
っ
て

、
第

3
1
条

の
2
告

示

第
4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

な
い

自
動

車
の

う
ち

短
縮
後

の
有
効

期
間
満

了
日

が
特
定

(
1
2
)
 
特

定
期

日
以
降

の
日
が

有
効
期

間
満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由
に

よ
り

、
有
効

期
間

が
短
縮
さ

れ
た
指

定
自

動
車
で

あ
っ
て

、
第

3
1
条

の
2
告

示

第
4
条
の

基
準
値

に
適

合
し

な
い
自

動
車
の

う
ち

短
縮
後

の
有
効

期
間
満

了
日

が
特
定
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期
日

の
前

日
以

前
で

あ
る

自
動

車
 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

N
O
x
・

P
M
対
策
地

域
内
に

使
用

の
本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
」
 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
不

適
合

 

期
日
の

前
日
以

前
で

あ
る
自

動
車

 

 「
こ

の
自

動
車

は
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

対
策

地
域

内
に

使
用

の

本
拠
を

置
く
こ

と
が

で
き
ま

せ
ん
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
1
3
)
 
特

定
期

日
以

降
の

日
が

有
効

期
間

満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由

に
よ

り
有

効
期

間
が

短
縮

さ
れ

た
指

定
自

動
車
で
あ

っ
て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
が

不
明

の
自

動
車

の
う

ち
短

縮
後

の
有

効

期
間

満
了

日
が

特
定

期
日

の
前

日
以

前
で

あ
る

自
動
車

 

（
記

録
例

）
 

「
こ

の
自

動
車

は
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

N
O
x
・

P
M
対
策
地

域
内
に

使
用

の
本
拠

を
置

く
こ

と
が

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
未

判
定

 

(
1
3
)
 
特

定
期

日
以
降

の
日
が

有
効
期

間
満
了

日
と

し
て
記

載
さ
れ

た
後
、
用

途
変
更

の

事
由
に

よ
り
有

効
期

間
が
短

縮
さ
れ

た
指
定

自
動

車
で
あ

っ
て
、
第

3
1
条

の
2
告

示
第

4
条

の
基

準
値

に
適

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
が

不
明

の
自

動
車

の
う

ち
短

縮
後

の
有

効

期
間
満

了
日
が

特
定

期
日
の

前
日
以

前
で
あ

る
自

動
車

 

 「
こ

の
自

動
車

は
有

効
期

間
満

了
日

を
超

え
て

Ｎ
Ｏ

ｘ
・

Ｐ
Ｍ

対
策

地
域

内
に

使
用

の

本
拠
を

置
く
こ

と
が

で
き
な

い
お
そ

れ
が
あ

り
ま

す
。
」

 

（
新
設

）
 

 

(
1
4
)
 
特

種
自

動
車

で
あ

っ
て

軽
油

以
外

を
燃

料
と

す
る

乗
用

自
動

車
を

基
本

と
し

た

も
の

 

（
記

録
例

）
 

「
使

用
車

種
規

制
（
N
O
x
・
P
M
）

対
象

外
特

種
自
動

車
」

 

（
記

載
例

）
 

N
O
x
・

P
M
対

象
外

 

(
1
4
)
 
特

種
自

動
車

で
あ

っ
て

軽
油

以
外

を
燃

料
と

す
る

乗
用

自
動

車
を

基
本

と
し

た

も
の

 

 「
使
用

車
種
規

制
（

Ｎ
Ｏ
ｘ

・
Ｐ
Ｍ

）
対
象

外
特

種
自
動

車
」

 

（
新
設

）
 

 

3
－

4
－

2
3
 

限
定

検
査

証
の

備
考

欄
に

は
、

次
の

と
お
り

記
載
す

る
。

 

な
お

、
(
2
)
の

記
載

文
中

の
「

○
年

○
月

○
日

」
は
、
継

続
検
査
の

申
請
の

際
に

提
出
さ

れ
た

検
査

証
に

記
録

さ
れ

た
当

該
検

査
証

の
有

効
期
間
の

満
了
す

る
日
と

す
る

。
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 
継

続
検

査
の

結
果

交
付

す
る

も
の

 

(
ｲ
)
 
継

続
検

査
の

結
果

交
付

す
る

限
定

検
査

証
の

有
効

期
間

よ
り

、
提

出
さ

れ
た

検

査
証

の
残

存
有

効
期

間
が

多
い

場
合

 

「
限

定
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

内
に

お
い
て

、
必

要
な
整
備

を
行
う

場
合

又
は

継
続

検
査

の
申

請
を

す
る

場
合

に
運

行
で

き
ま
す
。
な
お

、
申
請
の

際
提
出

の
あ

っ

た
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日
は

、
○
年

○
月
○

日
で
す

。
」

 

 
(
ﾛ
)
・

(
ﾊ
)
 

（
略

）
 

3
－

4
－
2
3
 
限
定
検
査
証
の

備
考
欄

に
は
、

次
の

と
お
り

記
載
す

る
。

 

な
お
、
(
2
)
の
記

載
文
中

の
「

○
年
○

月
○
日
」
は
、
継

続
検
査
の

申
請
の

際
に

提
出
さ

れ
た
検

査
証
に

記
載

さ
れ
た

当
該
検

査
証
の

有
効

期
間
の

満
了
す

る
日
と

す
る

。
 

(
1
)
 
(
略
)
 

(
2
)
 
継

続
検
査

の
結

果
交
付

す
る
も

の
 

(
ｲ
)
 
継

続
検

査
の

結
果

交
付
す

る
限

定
自

動
車

検
査

証
（
以

下
「

限
定

検
査

証
」

と
 

い
う
。
）
の

有
効

期
間
よ

り
、
提
出
さ

れ
た
検

査
証

の
残
存

有
効
期

間
が
多

い
場

合
 

「
限
定

自
動
車

検
査

証
の
有

効
期
間

内
に
お

い
て

、
必

要
な
整
備

を
行
う

場
合

又
は

継
続
検

査
の
申

請
を

す
る
場

合
に
運

行
で
き

ま
す
。
な
お

、
申
請
の

際
提
出

の
あ

っ

た
自
動

車
検
査

証
の

有
効
期

間
の
満

了
す
る

日
は

、
○
年

○
月
○

日
で
す

。
」

 

 
(
ﾛ
)
・

(
ﾊ
)
 

（
略

）
 

3
－

4
－

2
4
 

継
続

検
査

の
申

請
が

あ
っ

た
自

動
車

に
つ

い
て

、
当

該
自

動
車

の
検

査
証

の
備

考
欄

に
受

検
種

別
、

定
期

点
検

整
備

実
施

状
況
及
び

受
検
形

態
を
法
第

5
8
条
第

2

項
後

段
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

っ
て

次
の

と
お

り
記
録
す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
 
保

安
基

準
適

合
証

又
は

限
定

保
安

基
準

適
合

証
の
提

出
の
あ

っ
た
自

動
車

 

 
(
表
)
 

(
略
)
 

3
－

4
－

2
4
 

継
続

検
査

の
申

請
が

あ
っ

た
自

動
車

に
つ

い
て

、
当

該
自

動
車

の
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

受
検

種
別

、
定

期
点

検
整

備
実

施
状

況
及

び
受

検
形

態
を

次
の

と

お
り

記
載
す
る

も
の

と
す
る

。
 

(
1
)
 
保

安
基
準

適
合

証
又
は

限
定
保

安
基
準

適
合

証
の
提

出
の
あ

っ
た
自

動
車

 

 
(
表
)
 

(
略
)
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(
注
)
 
限

定
保

安
基

準
適

合
証

の
提

出
の

あ
っ

た
自

動
車
に

つ
い
て

は
、
受
検

種
別
の

み

記
録
す

る
。

 

(
2
)
 

(
略

)
 

(
注
)
 
限

定
保

安
基
準

適
合
証

の
提
出

の
あ
っ

た
自

動
車
に

つ
い
て

は
、
受
検

種
別
の

み

記
載

す
る
。

 

(
2
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
5
 

(
削

除
)
 

3
－

4
－
2
5
 
法
第

5
4
 
条
第

4
項
及
び

第
7
1
条
の

2
 
第

2
 
項
に
規
定

す
る

点
検
等

の

勧
告
（
以
下

こ
の

項
に
お

い
て
「
点
検
等

の
勧

告
」
と
い

う
。
）
を
し

た
と
き

は
、
当
該

点
検

等
の

勧
告

を
受

け
た

登
録

自
動

車
又

は
二

輪
の

小
型

自
動

車
に

つ
い

て
、

当
該

自

動
車

の
限

定
自

動
車

検
査

証
及

び
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

、
定

期
点

検
整

備
の

実

施
を
指

導
し
た

旨
の

履
歴
を

次
の
と

お
り
記

載
す

る
も
の

と
す
る

。
 

な
お
、
記

載
文
中

の
「
○

年
○
月
○

日
」
は
、
点

検
等

の
勧
告
が

発
動
さ

れ
た

日
と
し
、

最
長

の
間

隔
で

行
う

べ
き

定
期

点
検

が
２

回
連

続
で

実
施

さ
れ

た
場

合
に

は
全

て
の

指

導
履
歴

の
記
載

を
削

除
す
る

も
の
と

す
る
。

 

「
【
定
期

点
検

整
備
実

施
の
指

導
履
歴

】
○
年

○
月

○
日
勧

告
」

 

3
－

4
－

2
6
 

完
成

検
査

終
了

証
の

取
扱

い
は

、
次

の
各
号

に
よ
る

も
の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
完

成
検

査
終

了
証

の
提

出
を

も
っ

て
当

該
自

動
車

の
提
示

に
代

え
る

場
合

に
は

、

完
成

検
査

終
了

証
に

記
載

さ
れ

た
事

項
を

該
当

欄
に
記
録

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
2
)
 

(
略

)
 

3
－

4
－
2
6
 
完
成
検
査
終
了

証
の
取

扱
い
は

、
次

の
各
号

に
よ
る

も
の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
完

成
検
査

終
了

証
の

提
出
を

も
っ

て
当

該
自

動
車

の
提
示

に
代

え
る

場
合

に
は

、

完
成
検

査
終
了

証
に

記
載
さ

れ
た
事

項
を
該

当
欄

に
記
載

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
2
)
 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
7
 

従
前

の
通

達
に

よ
り

記
載

さ
れ

た
検

査
証

等
に

つ
い

て
は

、
3
－

4
－

1
か

ら
3
－
4
－
2
6
ま

で
に

よ
り

記
録
さ

れ
た

も
の

と
み
な
し

て
、
法
第

6
7
条
第

1
項
の

規

定
に

よ
る
記

録
事

項
の

変
更

に
つ

い
て

の
変

更
記

録
を
要

し
な
い

も
の
と

す
る

。
 

3
－

4
－

2
7
 

従
前

の
通

達
に

よ
り

記
載

さ
れ

た
検

査
証

等
に

つ
い

て
は

、
3
－

4
－

1
か

ら
3
－
4
－
2
6
ま

で
に

よ
り

記
載
さ

れ
た
も

の
と

み
な
し

て
、
法
第

6
7
条
第

1
項
の

規

定
に
よ

る
記
載

事
項

の
変
更

に
つ
い

て
の
記

入
を

要
し
な

い
も
の

と
す
る

。
 

3
－

5
（

自
動

車
検

査
記

録
簿

（
乙

）
の

記
載

）
 

3
－

5
－

1
 

(
略
)
 

3
－

5
－

2
 

備
考

欄
の

記
載

は
、
3
－
4
－

2
0
の

例
に

よ
る

も
の
と
す

る
。
な
お

、
自
動

車

検
査

記
録

簿
（

乙
）

を
作

成
す

る
自

動
車

に
つ

い
て
、

第
4
号
様

式
と

同
等
の

記
載

事

項
が

網
羅

さ
れ

て
い

れ
ば

任
意

の
様

式
を

用
い

て
も

よ
い

こ
と

と
す

る
。

そ
の

場
合

、

運
輸

支
局

等
名

小
印

又
は

受
付

日
付

印
を

押
印

す
る

も
の

と
し

、
備

考
欄

の
記

載
事

項

の
み

別
紙

と
す

る
場

合
も

同
様

と
す

る
。

 

3
－

5
（
自

動
車
検

査
記

録
簿
（

乙
）

の
記
載

）
 

3
－

5
－
1
 
(
略
)
 

3
－

5
－
2
 
備
考
欄
の
記

載
は

、
3
－
4
－
2
0
の

例
に

よ
る
も

の
と
す

る
。

 

  

3
－

6
（

審
査

結
果

通
知

の
受

理
等

）
 

3
－

6
－

1
～

3
－

6
－

2
 
 
(
略
)
 

3
－

6
（
審

査
結
果

通
知

の
受
理

等
）
 

3
－

6
－
1
～
3
－

6
－

2
 
 
(
略
)
 

3
－

7
（

検
査

証
交

付
等

）
 

3
－

7
－

1
 

検
査

証
又

は
予

備
検

査
証

の
交

付
又
は

返
付
（

以
下
「
返
付

等
」
と
す

る
。
）

は
、

次
の

各
号

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
自

動
車

機
構

か
ら

「
適

合
」

の
審

査
結

果
通

知
が

あ
っ
た

場
合

は
、

検
査

証
又

は

予
備

検
査

証
を

返
付

等
す

る
。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

審
査

結
果

の
通

知
が

電
磁

的
な

方
法

に
よ

り
届

い
て

い
な

い
場

合

に
は

、
自

動
車

機
構

に
照

会
す

る
も

の
と

す
る

。
 

な
お

、
審

査
結

果
の

通
知

が
書

面
に

よ
る

場
合

に
は

、
当

該
書

面
に

記
載

さ
れ

た
審

査

結
果

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、

検
査

証
又

は
予

備
検

査
証

の
記

録
内

容
の

走
行

距
離

計

3
－

7
（
検

査
証
交

付
等

）
 

3
－

7
－
1
 

自
動
車
検

査
証

又
は
自
動

車
予
備

検
査

証
の
交

付
又
は

返
付
（
以
下
「
返

付

等
」
と

す
る
。
）
は
、

次
の
各

号
に
よ

る
も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
自

動
車
機

構
か

ら
「

適
合
」

の
審

査
結

果
通

知
が

あ
っ
た

場
合

は
、

自
動

車
検

査

証
又
は

自
動
車

予
備

検
査
証

を
返
付

等
す
る

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

審
査

結
果

の
通

知
が

電
磁

的
な

方
法

に
よ

り
届

い
て

い
な

い
場

合

に
は
、

自
動
車

機
構

に
照
会

す
る
も

の
と
す

る
。

 

な
お

、
審

査
結

果
の

通
知

が
書

面
に

よ
る

場
合

に
は

、
当

該
書

面
に

記
載

さ
れ

た
審

査

結
果

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、

自
動

車
検

査
証

又
は

自
動

車
予

備
検

査
証

の
記

載
内

容
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表
示

値
に

つ
い

て
は

、
当

該
書

面
の

備
考

欄
に

記
載

さ
れ

た
走

行
距

離
計

の
表

示
値

と

照
合

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
2
)
 
検

査
証
又

は
予

備
検

査
証
の

返
付

等
は

、
番

号
札

等
の
番

号
又

は
申

請
者

の
名

称

等
を

読
み

上
げ

る
こ

と
等

に
よ

っ
て

呼
び

出
し

、
番

号
等

の
照

合
を

行
っ

た
う

え
で

直

接
手

交
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

こ
の

場
合

、
検

査
証

又
は

予
備

検
査

証
の

記
録

内
容

が
申

請
内

容
と

相
違

な
い

こ
と

を

申
請

者
に

確
認

す
る

よ
う

促
し

た
う

え
で

返
付

等
を
行
う

も
の
と

す
る
。

 

(
3
)
 
申

請
者

が
不

在
に

よ
り

返
付

等
が

行
え

な
い

と
き
は

、
返
付
等
を

行
う

ま
で
の

間
、

第
三

者
の

手
の

届
か

な
い

場
所

で
検

査
証

又
は

予
備

検
査

証
の

個
人

情
報

に
該

当
す

る

内
容

が
目

に
触

れ
な

い
よ

う
保

管
し

て
お

く
も

の
と
す
る

。
 

3
－

7
－

2
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

書
面

に
よ

り
現

車
の

提
示

が
省

略
さ

れ
る

自
動

車
の

検
査

に
あ

た
っ

て
は

、
当

該
各

号
の

車
台

番
号

又
は

原
動

機
の

型
式

並
び

に
走

行
距

離

計
の

表
示

値
（

第
2
号

に
限

る
。
）
が

、
申

請
書

又
は
検

査
証
（
検
査

証
を
有

し
な

い
場

合
に

お
い

て
は

、
限

定
検

査
証

又
は

登
録

識
別

情
報

等
通

知
書

若
し

く
は

自
動

車
検

査

証
返

納
証

明
書

）
に

記
載

又
は

記
録

さ
れ

て
い

る
車

台
番

号
及

び
原

動
機

の
型

式
並

び

に
走

行
距

離
計

の
表

示
値
（

申
請

書
に

記
載

さ
れ

て
い
る

も
の
に

限
る
。
）
と

同
一
で

あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 
(
略
)
 

3
－

7
－

3
 

削
除
 

 3
－

7
－

4
 

検
査

証
又

は
予

備
検

査
証

を
再

交
付
す

る
と
き

は
、
再
交

付
す

る
検
査

証
又

は
予

備
検

査
証

の
備

考
欄

に
再

交
付

の
旨

を
、
検
査
証

に
あ
っ
て

は
法
第

5
8
条

第
2
項

後
段

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
っ

て
記

録
し

、
予

備
検

査
証

に
あ

っ
て

は
記

載
す

る
も

の

と
す

る
。

 

3
－

7
－

5
 

(
略
)
 

3
－

7
－

6
 

予
備

検
査

証
に

基
づ

く
検

査
証

交
付

申
請

と
同

時
に

予
備

検
査

証
の

変
更

記
録

申
請

が
あ

る
と

き
は

、
予

備
検

査
証

の
変

更
記

録
を

す
る

こ
と

な
く

当
該

変
更

記

録
に

係
る

事
項

を
検

査
証

に
記

録
し

て
差

し
支

え
な
い
。

 

3
－

7
－

7
 

削
除
 

3
－

7
－

8
 

継
続

検
査

後
の

検
査

証
の

有
効

期
間

の
更

新
又

は
構

造
等

変
更

検
査

後
の

記
録
事

項
を

変
更

し
た
検

査
証
の

返
付

で
あ

っ
て
、
道

路
交
通
法

第
5
1
条
の

7
第

2
項

に
基

づ
く

放
置

違
反

金
の

滞
納

に
よ

っ
て

、
検

査
証

の
有

効
期

間
の

更
新

又
は

記
録

事

項
を

変
更

し
た

検
査

証
の

返
付

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

検
査

証
の

備
考

欄
（

備
考

欄

に
記

載
で

き
な

い
場

合
は

余
白

部
分

等
）
に
「

放
置

違
反

金
滞
納
情

報
あ
り

」
で
あ
る

旨

の
記

載
と

と
も

に
走

行
距

離
計

の
表

示
値

の
記

載
を

行
い

受
付

日
付

印
を

押
印

し
、

申

請
書

並
び

に
添

付
書

類
を

申
請

者
に

返
却

す
る

も
の
と
す

る
。

 

 
な

お
、
放

置
違

反
金

の
納

付
後

に
、
再

度
申

請
が
行

わ
れ
た
場

合
、
当
該

自
動
車

の
審

の
走

行
距

離
計

表
示

値
に

つ
い

て
は

、
当

該
書

面
の

備
考

欄
に

記
載

さ
れ

た
走

行
距

離

計
の
表

示
値
と

照
合

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(
2
)
 
自

動
車
検

査
証

又
は

自
動
車

予
備

検
査

証
の

返
付

等
は
、

番
号

札
等

の
番

号
又

は

申
請

者
の

名
称

等
を

読
み

上
げ

る
こ

と
に

よ
っ

て
呼

び
出

し
、

番
号

等
の

照
合

を
行

っ

た
う
え

で
直
接

手
交

す
る
こ

と
に
よ

っ
て
行

う
も

の
と
す

る
。

 

こ
の

場
合

、
検

査
証

又
は

予
備

検
査

証
の

記
載

内
容

が
申

請
内

容
と

相
違

な
い

こ
と

を

申
請
者

に
確
認

す
る

よ
う
促

し
た
う

え
で
返

付
等

を
行
う

も
の
と

す
る
。

 

(
3
)
 
申

請
者
が

不
在

に
よ
り

返
付
等

が
行
え

な
い

と
き
は

、
返
付
等
を

行
う

ま
で
の

間
、

第
三

者
の

手
の

届
か

な
い

場
所

で
検

査
証

又
は

予
備

検
査

証
の

記
載

内
容

が
目

に
触

れ

な
い
よ

う
保
管

し
て

お
く
も

の
と
す

る
。

 

3
－

7
－

2
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

書
面

に
よ

り
現

車
の

提
示

が
省

略
さ

れ
る

自
動

車
の

検
査

に
あ

た
っ

て
は

、
当

該
各

号
の

車
台

番
号

又
は

原
動

機
の

型
式

並
び

に
走

行
距

離

計
の
表

示
値
（
第

2
号

に
限

る
。
）
が
、
申

請
書

又
は
検

査
証
（
検
査

証
を
有

し
な

い
場

合
に

お
い

て
は

、
限

定
検

査
証

又
は

登
録

識
別

情
報

等
通

知
書

若
し

く
は

自
動

車
検

査

証
返

納
証

明
書

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
車

台
番

号
及

び
原

動
機

の
型

式
並

び
に

走
行

距

離
計
の

表
示
値
（
申

請
書

に
記
載
さ

れ
て
い

る
も

の
に
限

る
。
）
と
同
一

で
あ

る
こ
と

を

確
認
す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
(
略
)
 

3
－

7
－

3
 

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

ら
な

い
で

検
査

証
の

有
効

期
間

を
記

入
し

た
と

き
は
、
記
入

し
た

有
効

期
間

の
末
尾

に
運
輸

支
局

等
名
小

印
を
押

印
す
る

も
の

と
す
る
。
 

3
－

7
－
4
 
検
査
証
又
は

自
動

車
予
備

検
査
証

を
再

交
付
す

る
と
き

は
、
再

交
付
す

る
検

査
証
又

は
自
動

車
予

備
検
査

証
の
備

考
欄
に

再
交

付
の
旨

を
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 

  3
－

7
－
5
 
(
略
)
 

3
－

7
－

6
 

予
備

検
査

証
に

基
づ

く
検

査
証

交
付

申
請

と
同

時
に

予
備

検
査

証
の

記
入

申
請

が
あ

る
と

き
は

、
予

備
検

査
証

の
記

入
を

す
る

こ
と

な
く

当
該

記
入

に
係

る
事

項

を
検
査

証
に
記

載
し

て
差
し

支
え
な

い
。

 

3
－

7
－
7
 
削
除

 

3
－

7
－

8
 

継
続

検
査

後
の

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

更
新

又
は

構
造

等
変

更
検

査
後
の

記
載
事

項
を

変
更
し

た
自
動

車
検
査

証
の

返
付
で

あ
っ
て

、
道
路

交
通

法
第

5
1

条
の

7
第

2
項
に

基
づ

く
放

置
違
反

金
の
滞

納
に

よ
っ
て

、
自
動

車
検
査

証
の

有
効
期

間
の

更
新

又
は

記
載

事
項

を
変

更
し

た
自

動
車

検
査

証
の

返
付

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、
自
動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に
「
放
置

違
反

金
滞
納

情
報
あ
り

」
で

あ
る

旨
の
記

載
と

と
も

に
走

行
距

離
計

の
表

示
値

の
記

載
を

行
い

受
付

日
付

印
を

押
印

し
、

申
請

書
並

び

に
添
付

書
類
を

申
請

者
に
返

却
す
る

も
の
と

す
る

。
 

 
な
お

、
放

置
違

反
金

の
納

付
後
に

、
再

度
申

請
が
行

わ
れ
た
場

合
、
当
該

自
動
車

の
審

- 166 -



 

査
結

果
通

知
が

な
さ

れ
た

日
か

ら
1
5
日

以
内

で
あ

れ
ば
、
既
に
回

収
し
て

い
る

審
査
結

果
の

通
知

が
有

効
な

も
の

と
し

て
処

理
し

て
差

し
支

え
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、

放
置

違
反

金
の

滞
納

が
無

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

れ
ば

、
検

査
証

を
発

行
し

返
付

す
る

も

の
と

す
る

。
 

3
－

7
－

9
 

(
略
)
 

査
結
果

通
知
が

な
さ

れ
た
日

か
ら

1
5
日
以

内
で
あ

れ
ば
、
既
に
回

収
し
て

い
る

審
査
結

果
の
通

知
が
有

効
な

も
の
と

し
て
処

理
し
て

差
し

支
え
な

い
。

 

 3
－

7
－
9
 
(
略
)
 

3
－

8
（

限
定

検
査

証
交

付
等

）
 

3
－

8
－

1
 

限
定

検
査

証
の

交
付

は
、

次
の

各
号

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
(
略

)
 

(
2
)
 
限

定
検

査
証

の
交

付
は

、
番

号
札

等
の

番
号

又
は

申
請
者

の
名

称
等

を
読

み
上

げ

る
こ

と
等

に
よ

っ
て

呼
び

出
し

、
番

号
等

の
照

合
を

行
っ

た
う

え
で

直
接

手
交

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
こ

の
場

合
、

限
定

検
査

証
の

記
載

内
容

が
申

請
内

容
と

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
す

る

よ
う

促
し

た
う

え
で

交
付

を
行

う
。

 

(
3
)
 
(
略

)
 

3
－

8
－

2
 

自
動

車
機

構
か

ら
法

第
7
1
条

の
2
第

1
項
に

該
当
す

る
「
不

適
合

（
使
用

停
止

）
」
の

審
査

結
果

通
知

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
検
査
証

を
複
写

し
た
も

の
に
「
使
用

停
止

」
と

朱
書

き
に

よ
り

記
載

し
、

こ
れ

を
手

渡
す

も
の

と
す

る
。

な
お

、
次

の
例

は

「
使

用
停

止
」

に
該

当
す

る
も

の
と

し
、

当
該

修
理

が
行

わ
れ

た
旨

の
申

告
が

あ
っ

た

際
は

、
3
-
8
-
1
に

よ
り

限
定

検
査

証
を

交
付

す
る

も
の
と

す
る
。

 

①
～

③
 

(
略
)
 

3
－

8
－

3
 

限
定

検
査

証
を

交
付

す
る

場
合

に
あ

っ
て
は
、
次
の
各

号
に
よ

る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
限

定
検

査
証

（
そ

の
1
）

 

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
出

力
し

た
も

の
を

交
付
す
る

も
の
と

す
る
。

 

    (
2
)
 

（
略

）
 

3
－

8
－

4
 

限
定

検
査

証
の

再
交

付
は

、
次

の
各

号
に
よ
る

も
の
と

す
る
。

 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
限

定
検

査
証

の
再

交
付

は
、

番
号

札
等

の
番

号
又

は
申
請

者
の

名
称

等
を

読
み

上

げ
る

こ
と

等
に

よ
っ

て
呼

び
出

し
、

番
号

等
の

照
合

を
行

っ
た

う
え

で
直

接
手

交
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
こ

の
場

合
、

限
定

検
査

証
の

記
載

内
容

が
申

請
内

容
と

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
す

る

よ
う

促
し

た
う

え
で

再
交

付
を

行
う

。
 

(
3
)
 
（

略
）

 

3
－

8
（
限

定
検
査

証
交

付
等
）

 

3
－

8
－
1
 
限
定
検
査
証

の
交

付
は
、

次
の
各

号
に

よ
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
(
略

)
 

(
2
)
 
限

定
検
査

証
の

交
付

は
、
番

号
札

等
の

番
号

又
は

申
請
者

の
名

称
等

を
読

み
上

げ

る
こ

と
に

よ
っ

て
呼

び
出

し
、

番
号

等
の

照
合

を
行

っ
た

う
え

で
直

接
手

交
す

る
こ

と

に
よ
っ

て
行
う

も
の

と
す
る

。
 

 
こ

の
場

合
、

限
定

検
査

証
の

記
載

内
容

が
申

請
内

容
と

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
す

る

よ
う
促

し
た
う

え
で

交
付
を

行
う
。

 

(
3
)
 
(
略

)
 

3
－

8
－
2
 
自
動
車
機
構

か
ら

法
第

7
1
条

の
2
第

1
項
に

該
当
す

る
「
不

適
合

（
使
用

停
止
）
」
の
審

査
結

果
通
知

が
あ
っ
た

場
合
に

は
、
自
動

車
検
査
証

を
複
写

し
た

も
の
に

「
使
用

停
止
」
と

朱
書
き

に
よ
り
記

載
し
、
こ

れ
を
手

渡
す
も
の

と
す
る
。
な
お
、
次

の

例
は
「
使
用

停
止

」
に

該
当

す
る
も
の

と
し

、
当

該
修
理

が
行
わ
れ

た
旨
の

申
告

が
あ
っ

た
際
は

、
3
-
8
-
1
に
よ

り
限

定
検
査

証
を
交

付
す

る
も
の

と
す
る

。
 

①
～
③

 
(
略
)
 

3
－

8
－
3
 
限
定
検
査
証

を
交

付
す
る

場
合
に

あ
っ

て
は
、
次
の
各

号
に
よ

る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
限

定
検
査

証
（

そ
の

1
）
 

専
ら

電
子
情
報

処
理

組
織
に

よ
り
出

力
し
た

も
の

を
交
付

す
る
も

の
と
す

る
。
た
だ

し
、

電
子
情

報
処
理

組
織

に
よ
ら

な
い
で

限
定
検

査
証
（
そ

の
1
）
を
交

付
す

る
場
合

に
あ
っ

て
は
、
提
出
の

あ
っ

た
検
査

証
を
書

き
換
え

限
定

検
査
証
（
そ
の

1
）
を

作
成

し
、
記

入

し
た

有
効

期
間

の
末

尾
及

び
抹

消
し

た
箇

所
に

運
輸

支
局

等
名

小
印

を
押

印
す

る
も

の

と
す
る

。
 

(
2
)
 
（

略
）

 

3
－

8
－
4
 

限
定
検
査

証
の

再
交
付
は

、
次
の

各
号

に
よ
る

も
の
と

す
る
。

 

(
1
)
 
（

略
）

 

(
2
)
 
限

定
検
査

証
の

再
交

付
は
、

番
号

札
等

の
番

号
又

は
申
請

者
の

名
称

等
を

読
み

上

げ
る

こ
と

に
よ

っ
て

呼
び

出
し

、
番

号
等

の
照

合
を

行
っ

た
う

え
で

直
接

手
交

す
る

こ

と
に
よ

っ
て
行

う
も

の
と
す

る
。

 

 
こ

の
場

合
、

限
定

検
査

証
の

記
載

内
容

が
申

請
内

容
と

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
す

る

よ
う
促

し
た
う

え
で

再
交
付

を
行
う

。
 

(
3
)
 
（

略
）
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3
－

8
－

5
 

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
有

効
期

間
を

記
録

し
出

力
さ

れ
た

検
査

証
又

は
限

定
検

査
証

を
返

付
し

た
場

合
（
3
－
7
－
5
に
掲
げ

る
場
合
を

除
く
。
）
に
は

、
提
出

さ
れ

た
検
査

証
又

は
限

定
検

査
証

に
無

効
で

あ
る

旨
の
措

置
を
す

る
も
の

と
す

る
。

 

3
－

8
－

6
～

3
－

9
－

3
 

(
略
) 

3
－

8
－

5
 

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

り
有

効
期

間
を

記
入

し
出

力
さ

れ
た

検
査

証
又

は
限
定

検
査
証

を
返

付
し
た

場
合
（
3
－
7
－
5
に
掲
げ

る
場
合
を

除
く
。
）
に
は

、
提
出

さ
れ
た

検
査
証

又
は

限
定
検

査
証
に

無
効
で

あ
る

旨
の
措

置
を
す

る
も
の

と
す

る
。

 

3
－

8
－
6
～
3
－

9
－

3
 

(
略
) 

3
－

9
－

4
 

検
査

標
章

の
再

交
付

は
、

次
の

各
号

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
検

査
標

章
再

交
付

申
請

書
と

検
査

証
又

は
限

定
検
査

証
を
照

合
す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
き

損
し

又
は

そ
の

識
別

が
困

難
と

な
っ

た
こ

と
を

事
由
と

す
る

再
交

付
の

場
合

に

は
、

当
該

検
査

標
章

の
提

出
を

求
め

る
も

の
と

す
る
。

 

（
削

除
）

 

    (
3
)
 
検

査
標

章
の

再
交

付
は

、
番

号
札

等
の

番
号

又
は

申
請
者

の
名

称
等

を
読

み
上

げ

る
こ

と
等

に
よ

っ
て

呼
び

出
し

、
番

号
等

の
照

合
を

行
っ

た
う

え
で

直
接

手
交

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

こ
の

場
合

、
検

査
証

に
記

録
さ

れ
て

い
る

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

又
は

限
定

検
査

証

の
備

考
欄

に
記

載
さ

れ
て

い
る

「
申

請
の

際
提

出
の

あ
っ

た
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期

間
の

満
了

す
る

日
」

と
検

査
標

章
の

内
容

が
相

違
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

よ
う

促
し

た

う
え

で
再

交
付

を
行

う
。

 

(
4
)
 
申

請
者

が
不

在
に

よ
り

再
交

付
が

行
え

な
い

と
き
は

、
再
交
付
を

行
う

ま
で
の

間
、

第
三

者
の

手
の

届
か

な
い

場
所

で
検

査
証

又
は

限
定

検
査

証
の

個
人

情
報

に
該

当
す

る

内
容

が
目

に
触

れ
な

い
よ

う
保

管
し

て
お

く
も

の
と
す
る

。
 

3
－

9
－

5
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
記

録
を

し
た

場
合

に
お

け
る

既
に

交
付

さ
れ

た
前

面
ガ

ラ
ス

に
は

り
付

け
て

あ
る

検
査

標
章

で
、

検
査

証
の

有
効

期
間

と
同

一
の

有
効

期

間
を

表
示

し
な

く
な

っ
た

検
査

標
章

は
、

自
動

車
に

表
示

し
な

い
よ

う
自

動
車

の
使

用

者
を

指
導

す
る

も
の

と
す

る
。
 

3
－

9
－

6
 

3
－

4
－

2
4
(
2
)
の

規
定

に
基

づ
き

検
査

証
の

備
考

欄
に

「
点

検
整

備
記

録
簿

記
載

な
し

」
を
法

第
5
8
条

第
2
項
後

段
に

規
定
す
る

方
法

に
よ
っ

て
記
録

す
る

自
動
車

（
前

面
ガ

ラ
ス

の
な

い
自

動
車

を
除

く
。
）
に

つ
い

て
は

、
検
査
標

章
（

裏
面
下

部
の
余

白
部

）
に

「
法

定
点

検
未

実
施

（
車

検
時

）
」

を
記

載
す
る

も
の
と

す
る
。

 

3
－

1
0
 
（

略
）

 

3
－

1
1
 

保
安

基
準

適
合

標
章

の
表

示
に

つ
い

て
は

、
「

自
動

車
整

備
事

業
の

取
扱

い
及

び
指

導
要

領
に

つ
い

て
（

依
命

通
達

）
」
（

令
和

２
年

４
月

１
日

付
け

、
国

自
整

第
3
5
3

号
）

に
規

定
さ

れ
た

取
扱

い
に

基
づ

き
、

指
導

す
る
も
の

と
す
る

。
 

3
－

9
－
4
 
検
査
標
章
の

再
交

付
は
、

次
の
各

号
に

よ
る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
検

査
標
章

再
交

付
申
請

書
と
検

査
証
又

は
限

定
検
査

証
を
照

合
す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
き

損
し
又

は
そ

の
識

別
が
困

難
と

な
っ

た
こ

と
を

事
由
と

す
る

再
交

付
の

場
合

に

は
、
当

該
検
査

標
章

の
提
出

を
求
め

る
も
の

と
す

る
。

 

(
3
)
 
検

査
標
章

を
再

交
付

し
た
と

き
は

、
検

査
証

又
は

限
定
検

査
証

の
備

考
欄

に
再

交

付
し

た
旨

及
び

そ
の

年
月

日
を

記
載

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ

り
他

の
運

輸
支

局
等

に
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

有
す

る
自

動
車

の
検

査
標

章
を

再
交

付

し
た

と
き

は
、

検
査

証
又

は
限

定
検

査
証

の
備

考
欄

に
再

交
付

し
た

旨
、

そ
の

年
月

日

及
び
再

交
付
し

た
運

輸
支
局

等
名
を

記
載
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
検

査
標
章

の
再

交
付

は
、
番

号
札

等
の

番
号

又
は

申
請
者

の
名

称
等

を
読

み
上

げ

る
こ

と
に

よ
っ

て
呼

び
出

し
、

番
号

等
の

照
合

を
行

っ
た

う
え

で
直

接
手

交
す

る
こ

と

に
よ
っ

て
行
う

も
の

と
す
る

。
 

こ
の

場
合

、
検

査
証

の
有

効
期

間
の

満
了

す
る

日
又

は
限

定
検

査
証

の
備

考
欄

に
記

載

さ
れ
て

い
る
「
申

請
の

際
提

出
の
あ

っ
た
自

動
車

検
査
証

の
有
効

期
間
の

満
了

す
る
日
」

と
検

査
標

章
の

内
容

が
相

違
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

よ
う

促
し

た
う

え
で

再
交

付
を

行

う
。

 

(
5
)
 
申

請
者
が

不
在

に
よ
り

再
交
付

が
行
え

な
い

と
き
は

、
再
交
付
を

行
う

ま
で
の

間
、

第
三

者
の

手
の

届
か

な
い

場
所

で
検

査
証

又
は

限
定

検
査

証
の

記
載

内
容

が
目

に
触

れ

な
い
よ

う
保
管

し
て

お
く
も

の
と
す

る
。

 

3
－

9
－

5
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
記

入
を

し
た

場
合

に
お

け
る

既
に

交
付

さ
れ

た
前

面
ガ

ラ
ス

に
は

り
付

け
て

あ
る

検
査

標
章

で
、

検
査

証
の

有
効

期
間

と
同

一
の

有
効

期

間
を

表
示

し
な

く
な

っ
た

検
査

標
章

は
、

自
動

車
に

表
示

し
な

い
よ

う
自

動
車

の
使

用

者
を
指

導
す
る

も
の

と
す
る

。
 

3
－

9
－

6
 

3
－

4
－

2
4
(
2
)
の

規
定

に
基

づ
き

自
動

車
検

査
証

の
備

考
欄

に
「

点
検

整
備

記
録
簿

記
載
な

し
」
を
記
載

す
る
自

動
車
（
前
面

ガ
ラ
ス

の
な
い

自
動
車

を
除

く
。
）
に

つ
い
て

は
、
検

査
標

章
（
裏

面
下
部

の
余
白

部
）

に
「
法

定
点
検

未
実
施

（
車

検
時
）
」

を
記
載

す
る
も

の
と

す
る
。

 

3
－

1
0
 
（
略
）

 

3
－

1
1
 

(
保

安
基

準
適

合
標
章

の
表

示
)
 

3
－

1
1
－

1
 

保
安

基
準

適
合

標
章

の
表

示
箇

所
は

、
保

安
基

準
適

合
標

章
の

有
効

期
間

を
表

示
し

た
面

を
自

動
車

の
前

面
か

ら
見

や
す

い
位

置
（

運
転

者
の

視
野

を
妨

げ
る

よ

う
な
位

置
で
な

い
こ

と
。
）
に

表
示
す

る
よ
う

自
動

車
の
使

用
者
を

指
導
す

る
も

の
と
す

る
。

 

- 168 -



 3
－

1
1
－

2
 

保
安

基
準

適
合

標
章

を
前

面
ガ

ラ
ス

に
装

着
し

て
又

は
は

り
付

け
て

表
示

す
る
場

合
の
表

示
箇

所
は
、
3
-
9
-
1
に

準
ず
る

。
 

3
－

1
1
－

3
 

検
査

証
の

有
効

期
間

を
記

入
し

た
後

は
、

保
安

基
準

適
合

標
章

を
表

示
し

な
い
よ

う
自
動

車
の

使
用
者

を
指
導

す
る
も

の
と

す
る
。

 

3
－

1
2（

基
準

緩
和

認
定

に
よ

り
自

動
車

検
査

証
備

考
欄

に
基

準
緩

和
の
認

定
期

限
等

が

記
録

さ
れ

た
基

準
緩

和
自

動
車

の
取

扱
い

）
 

3
－

1
2
－

1
 

継
続

検
査

の
申

請
の

受
理

は
、

当
該

基
準

緩
和

自
動

車
の

検
査

証
備

考
欄

に
記

録
さ

れ
た

基
準

緩
和

の
認

定
期

限
の

残
存

期
間

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

申
請

を

受
理

す
る

も
の

と
す

る
が

、
基

準
緩

和
の

認
定

期
限

の
残

存
期

間
が

無
い

場
合

に
あ

っ

て
は

、
検

査
証
を

返
付

し
な

い
も

の
と

す
る

。
た
だ
し

、
基

準
緩
和

の
認
定

期
限

の
残
存

期
間

中
に

法
第

9
4
条

の
5
第

2
項

の
検

査
を

実
施
し
、
基
準
緩

和
の
認

定
期

限
の
満

了

後
に

同
検

査
に

基
づ

く
有

効
な

保
安

基
準

適
合

証
の

提
出

が
あ

っ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、
検

査
証
の

有
効

期
間

の
更

新
を

行
い
検

査
証

を
返
付

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 3
－

1
2
－

2
 

継
続

緩
和

の
認

定
書

に
基

づ
く

検
査

証
備

考
欄

の
基

準
緩

和
の

認
定

に
関

す
る

記
録

事
項

の
変

更
は

、
職

権
に

よ
り

基
準

緩
和

の
認

定
期

限
等

に
つ

い
て

行
う

こ

と
。

 

3
－

1
2
－

3
 

全
国

貨
物

自
動

車
運

送
適

正
化

事
業

実
施

機
関

に
よ

る
安

全
性

優
良

事
業

所
の

認
定

の
失

効
等

に
伴

う
新

規
緩

和
の

認
定

書
に

基
づ

く
検

査
証

備
考

欄
の

基
準

緩

和
の

認
定

に
関

す
る

記
録

事
項

の
変

更
は

、
職

権
に

よ
り

基
準

緩
和

の
認

定
期

限
等

に

つ
い

て
行

う
こ

と
。

 

3
－

1
2（

基
準

緩
和
認

定
に
よ
り

自
動

車
検
査

証
備

考
欄

に
基

準
緩

和
の
認

定
期

限
等

が

記
載

さ
れ

た
基

準
緩

和
自

動
車

の
取

扱
い
）
 

3
－

1
2
－

1
 

継
続

検
査

の
申

請
の

受
理

は
、

当
該

基
準

緩
和

自
動

車
の

自
動

車
検

査
証

備
考

欄
に

記
載

さ
れ

た
基

準
緩

和
の

認
定

期
限

の
残

存
期

間
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、

申
請

を
受

理
す

る
も

の
と

す
る

が
、

基
準

緩
和

の
認

定
期

限
の

残
存

期
間

が
無

い
場

合

に
あ
っ

て
は

、
自

動
車

検
査

証
を
返

付
し
な

い
も

の
と
す

る
。
た
だ
し

、
基
準
緩

和
の

認

定
期
限

の
残
存

期
間

中
に
法

第
9
4
条

の
5
第

2
項

の
検
査

を
実
施

し
、
基
準

緩
和
の

認

定
期

限
の

満
了

後
に

同
検

査
に

基
づ

く
有

効
な

保
安

基
準

適
合

証
の

提
出

が
あ

っ
た

も

の
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
更

新
を

行
い

自
動

車
検

査
証

を
返

付

す
る
も

の
と
す

る
。

 

3
－

1
2
－

2
 

継
続

緩
和

の
認

定
書

に
基

づ
く

自
動

車
検

査
証

備
考

欄
の

基
準

緩
和

の
認

定
に

関
す

る
記

載
事

項
の

変
更

は
、

職
権

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

期
限

等
に

つ
い

て

行
う
こ

と
。

 

3
－

1
2
－

3
 

全
国

貨
物

自
動

車
運

送
適

正
化

事
業

実
施

機
関

に
よ

る
安

全
性

優
良

事
業

所
の

認
定

の
失

効
等

に
伴

う
新

規
緩

和
の

認
定

書
に

基
づ

く
自

動
車

検
査

証
備

考
欄

の

基
準

緩
和

の
認

定
に

関
す

る
記

載
事

項
の

変
更

は
、

職
権

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

期

限
等
に

つ
い
て

行
う

こ
と
。

 

3
－

1
3（

基
準

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

の
基

準
最

大
積

載
量

及
び

基
準

車
両
総

重
量

の
取

扱

い
）
 

3
－

1
3
－

1
 

緩
和

項
目

が
保

安
基

準
第

4
条

（
車

両
総
重

量
）
又

は
同

第
4
条
及

び
4

条
の

2（
軸

重
等

）
に

限
ら

れ
る

基
準

緩
和

セ
ミ
ト

レ
ー
ラ
（
分
割
可

能
な

貨
物
の

輸
送

に
関

し
併

せ
て

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
も

の
を
除
く
。
）
に
関

し
、
3
－
4
－
1
1
に

よ

る
基

準
最

大
積

載
量

及
び

基
準

車
両

総
重

量
の

検
査

証
へ

の
記

録
は

次
の

各
号

に
よ

る
。

 

(
1
)
 
新

規
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に

合
わ

せ
て

自
動

車
検

査
証

に
記

録
す

る
。

 

(
2
)
 
継

続
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に

合
わ

せ
て

自
動

車
検

査
証

に
職

権
に

よ
り
記

録
す
る

。
 

(
3
)
 
基

準
緩

和
認

定
変

更
申

請
を

行
う

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ
い

て
は

、
基

準
緩

和
認

定

の
変

更
に

合
わ

せ
て

自
動

車
検

査
証

に
職

権
に

よ
り
記
録

す
る
。

 

(
4
)
 
既

に
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ
っ

て
基

準
緩

和
の

期
限

を

付
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
の

際
に

自
動

車
検

査
証

に
職

権
に

よ

り
記

録
す

る
。

 

3
－

1
3（

基
準

緩
和
セ

ミ
ト
レ
ー

ラ
の

基
準
最

大
積

載
量

及
び

基
準

車
両
総

重
量

の
取

扱

い
）
 

3
－

1
3
－

1
 
緩
和
項
目
が
保

安
基
準

第
4
条
（

車
両

総
重

量
）
又

は
同

第
4
条
及

び
4

条
の

2（
軸
重
等

）
に

限
ら
れ

る
基
準

緩
和
セ

ミ
ト

レ
ー
ラ
（
分
割
可

能
な

貨
物
の

輸
送

に
関
し

併
せ
て

基
準

緩
和
の

認
定
を

受
け
た

も
の

を
除
く
。
）
に
関

し
、
3
－
4
－
1
1
に

よ

る
基

準
最

大
積

載
量

及
び

基
準

車
両

総
重

量
の

自
動

車
検

査
証

へ
の

記
載

は
次

の
各

号

に
よ
る

。
 

(
1
)
 
新

規
の
基

準
緩

和
認

定
申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に
合

わ
せ
て

自
動

車
検
査

証
に
記

載
す
る

。
 

(
2
)
 
継

続
の
基

準
緩

和
認

定
申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に
合

わ
せ
て

自
動

車
検
査

証
に
職

権
に
よ

り
記

載
す
る

。
 

(
3
)
 
基

準
緩
和

認
定

変
更

申
請
を

行
う

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ
い

て
は

、
基

準
緩

和
認

定

の
変
更

に
合
わ

せ
て

自
動
車

検
査
証

に
職
権

に
よ

り
記
載

す
る
。

 

(
4
)
 
既

に
基
準

緩
和

の
認

定
を
受

け
た

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ
っ

て
基

準
緩

和
の

期
限

を

付
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
の

際
に

自
動

車
検

査
証

に
職

権
に

よ

り
記
載

す
る
。
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3
－

1
4
～

3
－

1
5
 
(
略
)
 

 

3
－

1
4
～

3
－

1
5
 
(
略

)
 

 

第
4
章

 
自

動
車

の
検

査
（

技
術

関
係

）
 

4
－

1
～

4
－

2
1
の

2
－

1
 
(
略
)
 

4
－

2
1
の

2
－

2
 
新

規
検

査
又

は
予

備
検

査
（

法
第

1
6
条

の
規
定

に
よ
り

抹
消

登
録
を

受
け

た
自

動
車

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
及

び
継

続
検
査

、
臨
時
検

査
又
は

構
造

等
変
更

検
査

に
お

け
る

第
3
1
条

の
2
告

示
の

基
準

の
適
合

性
の

判
定
に

つ
い
て

は
以

下
に
よ

る
。

 

(
1
)
 
検

査
証

等
の

備
考

欄
に

3
－
4
－
2
1
の

(
1
)
、

(
2
)
、
(
3
)
、
(
4
)
又
は
(
5
)
の
記

録
が

あ
る

自
動

車
（

原
動

機
等

の
変

更
又

は
車

両
総

重
量
の
変

更
（
当

該
変
更

に
よ

り
、
第

3
1

条
の

2
告

示
別

表
第

1
、

第
3
及

び
第

5
に

規
定
す

る
区

分
の
う

ち
該
当

す
る

区
分
が

変
更

と
な

る
も

の
に

限
る

。
以

下
同

じ
。
）
が

行
わ
れ
た

自
動
車
で

あ
っ
て

当
該

検
査
が

変
更

後
初

め
て

の
検

査
で

あ
る

自
動

車
を

除
く

。
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の

記
録
に

よ
り

判

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
4
－

2
1
の

2
－
3
(
6
)
か

ら
(
9
)
に

よ
る

対
策
を

講
じ
た

こ
と

に
よ

り
検

査
証

等
の

備
考

欄
に

3
－

4
－

2
1
(
1
)
の
記

録
が
あ

る
自
動

車
は

、
当

該
装

置
及

び
他

の
装

置
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

も
の

と
し
て
構

造
、
機

能
、
性
能

等
に
関

し
、

当
該

対
策

が
そ

れ
ぞ

れ
の

要
領

に
基

づ
く

も
の

で
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(
2
)
 

(
略

)
 

(
3
)
 
車

両
総

重
量

の
変

更
が

行
わ

れ
た

自
動

車
で

あ
っ

て
当
該

検
査

が
変

更
後

初
め

て

の
検

査
で

あ
る

も
の

及
び

検
査

証
等

の
備

考
欄

に
3
－
4
－

2
1
の

規
定
に

基
づ
く

記
録

の

な
い

も
の

並
び

に
同

規
定
(
6
)
、
(
7
)
、
(
8
)
、
(
9
)
、
(
1
1
)
及

び
(
1
3
)
の
記
録

の
あ

る
も
の

に
つ

い
て

は
、

自
動

車
型

式
認

証
実

施
要

領
別

添
1
自
動

車
型
式

指
定
実

施
要

領
及
び

別
添

2
新

型
自

動
車

等
取

扱
要

領
に

基
づ

き
国
土

交
通
大

臣
に
提

出
さ
れ

た
諸

元
表
並

び
に

輸
入

自
動

車
特

別
取

扱
制

度
に

基
づ

き
国

土
交

通
大

臣
に

提
出

さ
れ

た
車

両
諸

元

要
目

表
（

以
下
「

諸
元

表
等

」
と

い
う

。
）
に

記
載
さ
れ

た
当
該
自

動
車
の

窒
素

酸
化
物

及
び

粒
子

状
物

質
に

係
る

諸
元

値
に

よ
り

判
定

す
る
。

 

4
－

2
1
の

2
－

3
～

4
－

2
1
の

2
－

8
 
(
略
)
 

4
－

2
1
の

2
－

9
 
平

成
1
4
年

1
0
月

1
5
日

以
降

に
構
造

等
変
更

検
査
を

受
け
、
検
査

証

の
記

録
事

項
の

変
更

を
行

う
場

合
に

お
け

る
特

定
期

日
に

つ
い

て
は

、
当

該
変

更
が

平

成
1
4
年

1
0
月

1
日

以
降

に
行

わ
れ

た
も

の
と

み
な
し
、

当
該
変

更
が
行

わ
れ

る
前
の

自
動

車
の

種
別

、
用

途
、

定
員

及
び

車
両

総
重

量
に
よ
る

も
の
と

す
る
。

 

4
－

2
1
の

3
か

ら
4
－

4
3
ま

で
 

削
除
 

 

第
4
章

 
自

動
車

の
検
査

（
技

術
関

係
）
 

4
－

1
～
4
－
2
1
の

2
－

1
 
(
略
)
 

4
－

2
1
の

2
－
2
 
新
規
検
査

又
は
予

備
検
査
（

法
第

1
6
条

の
規
定

に
よ
り

抹
消

登
録
を

受
け
た

自
動
車

に
係

る
も
の

に
限
る
。
）
及

び
継

続
検
査

、
臨
時
検

査
又
は

構
造

等
変
更

検
査
に

お
け
る

第
3
1
条
の

2
告
示
の

基
準
の

適
合

性
の

判
定
に

つ
い
て

は
以

下
に
よ

る
。

 

(
1
)
 
検

査
証
等

の
備

考
欄

に
3
－
4
－
2
1
の

(
1
)
、

(
2
)
、
(
3
)
、
(
4
)
又
は
(
5
)
の
記

載
が

あ
る
自

動
車
（

原
動

機
等
の

変
更
又

は
車
両

総
重

量
の
変

更
（
当

該
変
更

に
よ

り
、
第

3
1

条
の

2
告

示
別

表
第

1
、
第

3
及
び

第
5
に

規
定
す

る
区

分
の
う

ち
該
当

す
る

区
分
が

変
更
と

な
る
も

の
に

限
る

。
以
下
同

じ
。
）
が
行

わ
れ
た

自
動
車
で

あ
っ
て

当
該

検
査
が

変
更
後

初
め
て

の
検

査
で
あ

る
自
動

車
を
除

く
。
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の

記
載
に

よ
り

判

定
す
る

。
こ
の

場
合

に
お
い

て
、
4
－

2
1
の

2
－
3
(
6
)
か

ら
(
9
)
に

よ
る

対
策
を

講
じ
た

こ
と
に

よ
り
検

査
証

等
の
備

考
欄
に

3
－

4
－

2
1
(
1
)
の
記

載
が
あ

る
自
動

車
は

、
当

該
装

置
及
び

他
の
装

置
の

機
能
を

損
な
わ

な
い
も

の
と

し
て
構

造
、
機

能
、
性
能

等
に
関

し
、

当
該
対

策
が
そ

れ
ぞ

れ
の
要

領
に
基

づ
く
も

の
で

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

(
2
)
 
(
略
)
 
 

(
3
)
 
車

両
総
重

量
の

変
更

が
行
わ

れ
た

自
動

車
で

あ
っ

て
当
該

検
査

が
変

更
後

初
め

て

の
検
査

で
あ
る

も
の

及
び
検

査
証
等

の
備
考

欄
に

3
－
4
－

2
1
の

規
定
に

基
づ
く

記
載

の

な
い
も

の
並
び

に
同

規
定
(
6
)
、
(
7
)
、
(
8
)
、
(
9
)
、
(
1
1
)
及

び
(
1
3
)
の
記
載

の
あ

る
も
の

に
つ
い

て
は
、

自
動

車
型
式

認
証
実

施
要
領

別
添

1
自
動

車
型
式

指
定
実

施
要

領
及
び

別
添

2
新

型
自
動

車
等

取
扱

要
領
に

基
づ
き

国
土

交
通
大

臣
に
提

出
さ
れ

た
諸

元
表
並

び
に

輸
入

自
動

車
特

別
取

扱
制

度
に

基
づ

き
国

土
交

通
大

臣
に

提
出

さ
れ

た
車

両
諸

元

要
目
表
（

以
下
「
諸

元
表

等
」
と
い
う
。
）
に
記

載
さ
れ

た
当
該
自

動
車
の

窒
素

酸
化
物

及
び
粒

子
状
物

質
に

係
る
諸

元
値
に

よ
り
判

定
す

る
。

 

4
－

2
1
の

2
－
3
～

4
－

2
1
の

2
－

8
 
(
略
)
 

4
－

2
1
の

2
－
9
 
平
成

1
4
年

1
0
月

1
5
日

以
降

に
構
造

等
変
更

検
査
を

受
け
、
自
動

車

検
査

証
の

記
載

事
項

の
変

更
を

行
う

場
合

に
お

け
る

特
定

期
日

に
つ

い
て

は
、

当
該

変

更
が
平
成

1
4
年

1
0
月

1
日

以
降
に

行
わ
れ

た
も

の
と
み

な
し
、

当
該
変

更
が

行
わ
れ

る
前
の

自
動
車

の
種

別
、
用

途
、
定

員
及
び

車
両

総
重
量

に
よ
る

も
の
と

す
る

。
 

4
－

2
1
の

3
か

ら
4
－

4
3
ま
で

 
削

除
 

 

第
5
章

 
削

除
 

5
－

1
か

ら
5
－
1
0
ま

で
 

削
除

 

 

第
5
章

 
削

除
 

5
－

1
か

ら
5
－
1
0
ま

で
 

削
除
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第
6
章

 
雑

則
 

6
－

1
 

(
略
)
 

6
－

2
 

毎
月

、
検

査
標

章
の

残
箱

数
を

帳
表

残
数

報
告
処

理
す
る

も
の
と

す
る
。
な
お
、

当
該

報
告

処
理

に
あ

っ
て

は
4
,
0
0
0
枚

を
1
箱
と
し

、
端

数
は
切

り
捨
て

る
こ

と
と
す

る
。

 

6
－

3
～

6
－

5
 
(
略
)
 

6
－

6
 

申
請

書
（

添
付

資
料
（

自
動

車
機

構
の

自
動

車
審
査

証
紙
を

含
む
。
）
を
含

む
。
）
、

完
成

検
査

終
了

証
、

返
納

又
は

提
出

さ
れ

た
検

査
証

等
、

限
定

検
査

証
の

交
付

を
受

け

た
自

動
車

に
係

る
検

査
票
及

び
審

査
時

に
出

力
さ

れ
る
「
（

控
）
自

動
車
検

査
証

」
は

1

カ
年

間
（

検
査

証
の

有
効

期
間

が
2
年

に
係

る
も

の
に
あ

っ
て
は

、
2
カ

年
間

、
3
年

に

係
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、
3
カ

年
間

）
、

検
査

標
章

授
受
出

納
簿
は

3
カ
年

間
、

職
権
打

刻
台

帳
は

1
0
カ

年
間

そ
れ

ぞ
れ

保
存

し
て

お
く

も
の
と

す
る
。

ま
た
、
「
キ
ャ

ッ
シ
ュ

レ
ス

支
払

い
内

容
確

認
書

」
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

重
量

税
法

施
行

令
に

規
定

す
る

関

係
書

類
の

保
存

年
数

に
準

じ
て

保
存

し
て

お
く

も
の
と
す

る
。

 

6
－

7
 

(
略
)
 

6
－

8
 

削
除
 

第
6
章

 
雑

則
 

6
－

1
 

(
略
) 

6
－

2
 
毎
月
、
検
査
標

章
の

残
箱
数

を
帳
表

残
数

報
告
処

理
す
る

も
の
と

す
る
。
な
お
、

当
該
報

告
処
理

に
あ

っ
て
は

4
,
5
0
0
枚
を

1
箱
と
し

、
端

数
は
切

り
捨
て

る
こ

と
と
す

る
。

 

6
－

3
～
6
－
5
 
(
略
)
 

6
－

6
 
申
請
書
（
添

付
資
料
（

自
動
車

機
構
の

自
動

車
審
査

証
紙
を

含
む
。
）
を
含

む
。
）
、

完
成

検
査

終
了

証
、

返
納

又
は

提
出

さ
れ

た
検

査
証

等
及

び
限

定
検

査
証

の
交

付
を

受

け
た
自

動
車
に

係
る

検
査
票

は
1
カ
年
間

（
検
査

証
の

有
効
期
間
が

2
年
に
係

る
も

の

に
あ
っ

て
は
、
2
カ

年
間
、
3
年
に
係

る
も
の

に
あ

っ
て
は

、
3
カ

年
間
）
、
検
査

標
章

授

受
出
納

簿
は

3
カ
年

間
、
職

権
打
刻

台
帳
は

1
0
カ

年
間
そ

れ
ぞ
れ

保
存
し

て
お

く
も
の

と
す
る

。
 

  6
－

7
 
(
略
)
 

6
－

8
 
削

除
 

 

別
表

第
1
～

第
3
号

様
式

 
（

略
）

 

              

別
表

第
1
～

第
3
号

様
式

 
（
略
）

 

 

第
4
号

様
式
 

第
4
号

様
式
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 備
　

考

（
日

本
工

業
規

格
Ｂ

列
５

番
）

長
　

　
　

　
　

　
辺

c
m

c
m

c
m

（
 
裏

 
）

k
g

k
g

c
m

c
m

c
m

長
　

さ
幅

高
　

さ

人
k
g

人

長
　

さ
幅

k
g

c
m

c
m

c
m

c
m

k
g

k
g

k
g

車
両

総
重

量

高
　

さ

c
m

c
m

車
体

の
形

状
乗

車
定

員
最

大
積

載
量

車
両

重
量

人
k
g

k
g

人
k
g

変
更

年
月

日

乗
車

定
員

最
大

積
載

量
車

両
重

量
車

両
総

重
量

k
g

k
g

自
 
動

 
車

 
検

 
査

 
記

 
録

 
簿

 
（

乙
）

（
 
表

 
）

長
　

　
　

　
　

　
辺

車
　

名
型

　
式

車
台

番
号

車
体

の
形

状

自
動

車
検

査
記

録
簿

（
乙

）
自

動
車

登
録

番
号

、
車

両
番

号
又

は
自

動
車

予
備

検
査

証
番

号
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第
5
号

様
式

～
別

添
2
 

（
略

）
 

別
添

3
 

添
付

書
類
（

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
に

よ
る

申
請

の
提
出

書
類
等

に
つ
い

て
は

、
3
-
2

（
申

請
書

の
受

理
）

に
定

め
る
取

扱
い

に
従

う
も

の
と
す

る
。
）

 

１
．
継

続
検

査
又

は
臨

時
検

査
の

申
請

 

（
１

）
提

出
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
出

を
含
む
）

 

（
ア

）
継

続
検

査
申

請
書

 

臨
時

検
査

申
請

書
 

（
イ

）
所

定
の

手
数

料
印

紙
を

貼
付

し
た

手
数
料

納
付
書

 

（
ウ

）
自

動
車

検
査

証
（

限
定

自
動

車
検

査
証
が

交
付
さ

れ
て
る

場
合
は

限
定

自

動
車

検
査

証
）

 

（
エ

）
所

定
の

重
量

税
印

紙
を

貼
付

し
た

自
動
車

重
量
税

納
付
書

 

（
オ

）
保

安
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

が
確
認

で
き
る

書
面

 

次
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
も

の
 

（
a
）

適
合

判
定

さ
れ

た
審

査
結

果
の

通
知

 

（
b
）

有
効

な
保

安
基

準
適

合
証
 

（
c
）

限
定

保
安

基
準

適
合

証
（

限
定

自
動
車

検
査

証
の
交

付
を
受

け
指
定

整
備

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

場
合

に
限

り
必
要

）
 

（
カ

）
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

（
２

）
提

示
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
示

を
含
む
）

 

（
ア

）
自

動
車

税
等

の
滞

納
の

な
い

こ
と

を
証
す

る
に
足

る
書
面

（
継
続

検
査

の

場
合

に
限

り
必

要
）

 

（
イ

）
点

検
整

備
記

録
簿

 

（
ウ

）
自

動
車

損
害

賠
償

責
任

保
険

（
共

済
）
証

明
書

 

（
エ

）
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

 ２
．
予

備
検

査
の

申
請

 

２
．

１
．
新

車
（

初
め

て
検

査
を

受
け

る
自

動
車

）
 

（
１

）
型

式
指

定
自

動
車

以
外

の
場

合
 

（
ア

）
提

出
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
出
を

含
む
）

 

（
a
）

予
備

検
査

申
請

書
 

（
b
）

所
定

の
手

数
料

印
紙

を
貼

付
し

た
手
数

料
納

付
書

 

（
c
）

保
安

基
準

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
が
確

認
で

き
る
書

面
 

ⅰ
 
適

合
判

定
さ

れ
た

審
査

結
果

の
通

知
 

（
d
）

保
安

基
準

第
３

１
条

第
２

項
に

適
合
す

る
も

の
で
あ

る
こ
と

を
証
す

る
書

面
 

次
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
も

の
 

第
5
号

様
式

～
別

添
2
 

（
略
）

 

（
新
設

）
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ⅰ
 
排

出
ガ

ス
検

査
終

了
証

 

ⅱ
 
輸

入
自

動
車

特
別

取
扱

届
出

済
書

 

ⅲ
 
公

的
試

験
機

関
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た
試

験
結

果
を
示

す
書
面

 

（
e
）

 
保

安
基

準
第

３
０

条
第

１
項

に
適
合

す
る

も
の
で

あ
る
こ

と
を
証

す
る

 

書
面

 

次
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
も

の
 

ⅰ
 
認

め
ら

れ
た

機
関

に
お

い
て

実
施

さ
れ
た

試
験

結
果
を

表
す
書

面
 

ⅱ
 
輸

入
自

動
車

特
別

取
扱

届
出

済
書

 

（
f
）

 
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

（
イ

）
提

示
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
示
を

含
む
）

 

（
a
）

 
譲

渡
証

明
書

 

（
b
）

輸
入

の
事

実
を

証
す

る
書

面
（

輸
入
自

動
車

の
場
合

に
限
り

必
要
）

 

次
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
も

の
 

ⅰ
 
自

動
車

通
関

証
明

書
 

ⅱ
 
輸

入
自

動
車

等
の

打
刻

届
出

書
 

（
c
）

 
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

（
２

）
 
型

式
指

定
自

動
車

の
場

合
 

（
ア

）
提

出
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
出
を

含
む
）

 

（
a
）

予
備

検
査

申
請

書
 

（
b
）

所
定

の
手

数
料

印
紙

を
貼

付
し

た
手
数

料
納

付
書

 

（
c
）

完
成

検
査

終
了

証
（

有
効

期
限

切
れ
の

場
合

は
完
成

検
査
終

了
証
に

加
え

て
適

合
判

定
さ

れ
た

審
査

結
果

の
通

知
）

 

（
d
）

そ
の

他
の

必
要

書
類

 

（
イ

）
提

示
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
示
を

含
む
）

 

（
a
）

譲
渡

証
明

書
 

（
b
）

そ
の

他
の

必
要

書
類

 

２
．

２
．
中

古
車

（
初

め
て

検
査

を
受

け
る

自
動

車
以
外

）
 

（
１

）
提

出
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
出

を
含
む
）

 

（
ア

）
予

備
検

査
申

請
書

 

（
イ

）
所

定
の

手
数

料
印

紙
を

貼
付

し
た

手
数
料

納
付
書

 

（
ウ

）
限

定
自

動
車

検
査

証
（

限
定

自
動

車
検
査

証
の
交

付
を
受

け
た
場

合
に

限

り
必

要
）

 

（
エ

）
保

安
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

が
確
認

で
き
る

書
面

 

次
の

う
ち

い
ず

れ
か

の
も

の
 

（
a
）

適
合

判
定

さ
れ

た
審

査
結

果
の

通
知

 

（
b
）

有
効

な
保

安
基

準
適

合
証
 

（
c
）

限
定

保
安

基
準

適
合

証
（

限
定

自
動
車

検
査

証
の
交

付
を
受

け
指
定

整
備
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に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

場
合

に
限

り
必
要

）
 

（
オ

）
 
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

（
２

）
 
提

示
書

類
（

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
示
を

含
む
）

 

（
ア

）
譲

渡
証

明
書

 

（
イ

）
登

録
識

別
情

報
等

通
知

書
（

新
車

の
場
合

は
不
要

）
 

た
だ

し
、

平
成

２
０

年
１

１
月

３
日

ま
で

に
一
時

抹
消
登

録
を
行

い
登
録

識
別

情
報

の
通

知
を

受
け

て
い

な
い

自
動

車
に

お
い
て

は
一
時

抹
消
登

録
証
明

書
 

（
ウ

）
自

動
車

検
査

証
返

納
証

明
書

（
二

輪
の
小

型
自
動

車
（
新

車
を
除

く
。
）

の

場
合

に
限

り
必

要
）

 

（
エ

）
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

 ３
．
自

動
車

予
備

検
査

証
記

入
の

申
請

 

提
出

書
類

 

（
ア

）
自

動
車

予
備

検
査

証
記

入
申

請
書

 

（
イ

）
自

動
車

予
備

検
査

証
 

（
ウ

）
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

 ４
．
自

動
車

予
備

検
査

証
再

交
付

の
申

請
 

提
出

書
類

 

（
ア

）
自

動
車

予
備

検
査

証
再

交
付

申
請

書
 

（
イ

）
所

定
の

手
数

料
印

紙
を

貼
付

し
た

手
数
料

納
付
書

 

（
ウ

）
自

動
車

予
備

検
査

証
 

（
エ

）
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

 ５
．
限

定
自

動
車

検
査

証
の

再
交

付
の

申
請

 

提
出

書
類

 

（
ア

）
 
限

定
自

動
車

検
査

証
再

交
付

申
請

書
 

（
イ

）
 
所

定
の

手
数

料
印

紙
を

貼
付

し
た

手
数
料

納
付
書

 

（
ウ

）
 
限

定
自

動
車

検
査

証
 

（
エ

）
 
そ

の
他

の
必

要
書

類
 

 ６
．
検

査
標

章
の

再
交

付
の

申
請

 

（
１

）
提

出
書

類
 

（
ア

）
 
検

査
標

章
再

交
付

申
請

書
 

（
イ

）
 
所

定
の

手
数

料
印

紙
を

貼
付

し
た

手
数
料

納
付
書

 

（
ウ
）
 
そ

の
他

の
必

要
な

書
類
 

（
２

）
提

示
書

類
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（
ア
）
 
自

動
車

検
査

証
 

 

附
 

則
 
（

令
和

4
年

1
2
月

2
3
日

国
自

整
第

2
0
7
号
、

国
自
情

第
2
5
5
号
）

 

本
改

正
規

定
は

、
令

和
5
年

1
月

4
日

か
ら

適
用
す

る
。

 

こ
の

改
正

要
領

の
適

用
の

際
、

現
に

あ
る
令

和
4
年
国
土

交
通
省

令
第

4
5
号
に

よ
る
改

正
前

の
「

自
動

車
の

登
録

及
び

検
査

に
関

す
る
申

請
書
等

の
様
式

を
定

め
る

省
令

」
第

1
8
号

様
式

の
自

動
車

検
査

証
に

よ
る
申

請
等
は

、
従
前

の
取
扱

い
に

よ

る
こ

と
が

で
き

る
。
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「自動車検査業務等実施要領（依命通達）」の一部改正について（概要） 

 

令和４年１２月 

自 動 車 局 

整 備 課 

 

 

１． 改正の背景 

 今般、令和５年１月から始まる自動車検査証の電子化及び自動車保有関係手

続におけるキャッシュレス化に伴い、２．に掲げる事項について、次に掲げる通

達の一部を改正する。 

・ 「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日

付自車第 880 号） 

 

２． 改正の概要 

（１）従来車検証の備考欄に記載していた内容について、電子車検証の券面に簡

略化した表記にて記載するとともに、IC タグに詳細内容を記録する旨規定

する。 

（２）申請者がクレジットカードにより手数料等を納付する場合、国職員による

納付状況の確認方法を規定する。 

（３）その他所要の改正を行う。 

 

 

３． スケジュール 

公布：令和４年１２月（下旬） 

施行：令和５年１月４日 
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遠藤慎也
テキスト ボックス
参 考



 

国 自 整 第 ２ ４ ５ 号 の３  

国 自 情 第 ３ １ ２ 号 の３  

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

 

  

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

           

                      国土交通省自動車局長 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 

25 日付自車第 880 号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘下

会員に対し周知方お願いします。 
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別
 
紙

 

 

「
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
に

つ
い
て

（
依

命
通
達
）
」
（
昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日

自
車
第

8
8
0
号

）
の

一
部
を

改
正
す

る
通
達

 
新

旧
対
照

表
 

昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日
付
け

自
車
第

8
8
0
号

 
 

改
正
 

令
和

5
年

2
月

2
2
日

付
け
国

自
整
第

2
4
5
号
、
国

自
情
第

3
1
2
号

 
 

新
 

旧
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（

略
）
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（
略
）
 

第
1
章

 
(
略
)
 

 

第
1
章

 
(
略

)
 

 

第
2
章

 
(
略
)
 

 

第
2
章

 
(
略

)
 

 

第
3
章

 
自

動
車

の
検

査
（

事
務

関
係

）
 

3
－

1
～

3
－

2
－

8
 
(
略
)
 

第
3
章

 
自

動
車

の
検
査

（
事

務
関

係
）
 

3
－

1
～
3
－
2
－

8
 
(
略

)
 

3
－

3
（

審
査

依
頼

）
 

3
－

3
－

1
 

申
請

書
及

び
添

付
書

類
に

不
備
（

手
数
料
の

納
付
が
確

認
で
き

な
い

も
の
を

含
む
。
）
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
と

き
は

、
受

付
日

付
印

を
押
印

し
た
審

査
依

頼
書
（

自

動
車

検
査

票
（

様
式

1
）
、
以

下
「

検
査

票
1
」
と

い
う
。
）
を
発
行

し
、
原

則
と

し
て
同

一
敷

地
内

の
自

動
車

機
構

に
対

し
審

査
依

頼
す

る
も
の
と

す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い

て
、

当
該

受
付

日
付

印
の

押
印

を
も

っ
て

3
－
2
－
1
の
受

付
日

付
印
の

押
印
に

代
え

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

な
お

、
運

輸
支

局
等

の
長

が
別

途
認

め
た

手
続

き
等

3
－
2
－
5
－
2
に
よ
り

検
査

の
予
約

確
認

が
な

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
審

査
依

頼
書

が
発

行
さ

れ
、

同
一

敷
地

内
の

自

動
車

機
構

に
対

し
審

査
の

依
頼

が
行

わ
れ

た
も

の
と
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

3
－

3
（
審

査
依
頼

）
 

3
－

3
－
1
 

申
請
書
及

び
添

付
書
類
に

不
備
（
手

数
料
の

納
付
が
確

認
で
き

な
い

も
の
を

含
む

）
が
な

い
こ

と
を
確

認
し
た
と

き
は

、
受

付
日
付

印
を
押
印

し
た
審

査
依

頼
書
（

自

動
車
検

査
票
（

様
式

1
）
、
以

下
「
検

査
票

1
」
と

い
う
。
）
を
発
行

し
、
原

則
と

し
て
同

一
敷
地

内
の
自

動
車

機
構
に

対
し
審

査
依
頼

す
る

も
の
と

す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い

て
、

当
該
受

付
日
付

印
の

押
印
を

も
っ

て
3
－
2
－
1
の
受

付
日

付
印
の

押
印
に

代
え

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

な
お
、
運
輸

支
局

等
の

長
が

別
途
認

め
た
手

続
き

等
3
－
2
－
5
－
2
に
よ
り

検
査

の
予
約

確
認

が
な

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
審

査
依

頼
書

が
発

行
さ

れ
、

同
一

敷
地

内
の

自

動
車
機

構
に
対

し
審

査
の
依

頼
が
行

わ
れ
た

も
の

と
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

3
－

3
－

2
～

3
－

4
－

1
6
 
(
略
)
 

3
－

3
－
2
～
3
－

4
－

1
6
 
(
略
)
 

3
－

4
－

1
7
 

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
(
略

)
 
 

(
2
)
 
定

格
出

力
は

、
単

位
を

キ
ロ

ワ
ッ

ト
と

し
、

小
数
点

第
3
位
以

下
を
切

り
捨
て

て

小
数

点
第

2
位

ま
で

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ
し
、

小
数
点
第

2
位
が
不

明
な

も

の
は

小
数

点
第

2
位

に
「
0
」

を
記

録
す

る
。

 

3
－

4
－

1
7
 

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

欄
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
(
略

)
 
 

(
2
)
 
定

格
出
力

は
、

単
位
を

キ
ロ
ワ

ッ
ト
と

し
、

小
数
点

第
3
位
以

下
を
切

り
捨
て

て

小
数
点
第

2
位
ま
で

記
載

す
る
も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、

小
数
点
第

2
位
が
不

明
な

も

の
は
小

数
点
第

2
位

に
「
0
」

を
記
録

す
る
。

 

3
－

4
－

1
8
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

は
、
次

の
各
号

に
よ
り

法
第

5
8
条
第

2
項

後
段

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

記
録

す
る

も
の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
(
略

)
 

(
2
)
 
検

査
証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

の
1
月
前
の

日
（
道
路

運
送
車

両
法

施
行
規

3
－

4
－
1
8
 
検
査
証
の
有
効

期
間
の

満
了
す

る
日

は
、
次

の
各
号

に
よ
り

法
第

5
8
条
第

2
項
後
段

に
規

定
す
る

方
法

に
よ
り

記
録
す

る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
(
略

)
 

(
2
)
 
自

動
車
検

査
証

の
有
効

期
間
の

満
了
す

る
日

の
1
月

前
の
日

（
道
路

運
送

車
両
法
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則
第

4
4
条

第
１

項
の

た
だ

し
書

き
に

規
定

す
る
離

島
に
使

用
の
本

拠
の
位

置
を

有
す
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

2
月

前
の

日
）

は
、

下
表

の
例
に
示

す
と
こ

ろ
に
よ

る
も

の
と
す

る
。

 

（
例

）
 

 検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

 
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

の
1
月

前
の

日
 

2
月

1
日

 
1
月

1
日

 
2
月

15
日

 
1
月

15
日

 
2
月

29
日

 
1
月

29
日

 
3
月

28
日

 
2
月

28
日

 
3
月

29
日

、
30

日
及

び
31

日
 

2
月

28
日

（
閏

年
に

あ
っ

て
は

29
日

）
 

10
月

30
日

及
び

31
日

 
9
月

30
日

 
11

月
30

日
 

10
月

30
日

 
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

 
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

の
2
月

前
の

日
 

 
1
月

30
日

及
び

31
日

 
11

月
30

日
 

4
月

29
日

及
び

30
日

 
2
月

28
日

（
閏

年
に

あ
っ

て
は

29
日

）
 

 (
3
)
 
(
削

除
)
 

施
行
規

則
第

4
4
条

第
１

項
の

た
だ
し

書
き
に

規
定

す
る
離

島
に
使

用
の
本

拠
の

位
置
を

有
す
る

自
動
車

に
あ

っ
て

は
2
月
前

の
日

）
は
、

下
表

の
例
に
示

す
と
こ

ろ
に

よ
る
も

の
と
す

る
。

 

（
例
）

 

 自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

満
了

す
る

日
 

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

満
了

す
る

日
の

1
月

前
の

日
 

2
月

1
日

 
1
月

1
日

 
2
月

15
日

 
1
月

15
日

 
2
月

29
日

 
1
月

29
日

 
3
月

28
日

 
2
月

28
日

 
3
月

29
日

、
30

日
及

び
31

日
 

2
月

28
日

（
閏

年
に

あ
っ

て
は

29
日

）
 

10
月

30
日

及
び

31
日

 
9
月

30
日

 
11

月
30

日
 

10
月

30
日

 
 

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

満
了

す
る

日
 

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

満
了

す
る

日
の

2
月

前
の

日
 

1
月

30
日

及
び

31
日

 
11

月
30

日
 

4
月

29
日

及
び

30
日

 
2
月

28
日

（
閏

年
に

あ
っ

て
は

29
日

）
 

 (
3
)
 
(
削

除
)
 

3
－

4
－

1
9
 
(
略
)
 

3
－

4
－
1
9
 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
0
 

備
考

欄
は

、
次

表
左

欄
に

掲
げ

る
自

動
車
に

つ
い
て

、
同
表

中
央

左
欄
の

記
録

事
項

を
同

表
中

央
右

欄
の

記
録

例
に

よ
り

法
第

5
8
条

第
2
項

後
段
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

っ
て

記
録

し
、

右
欄

の
記

載
例

に
よ

り
券
面
に

記
載
す

る
も
の

と
す

る
。
ま

た
、

そ
の

他
検

査
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

必
要
に
応

じ
て
記

録
す
る

も
の

と
す

る
。

記
載

例
に

お
い

て
、

同
じ

記
載

例
に

該
当

す
る
事
項

が
複
数

あ
っ
た

場
合

で
も
記

載
は

一
つ

と
す

る
。
（

3
-
4
-
2
1
に

お
い

て
同

じ
。
）

な
お
、

電
子
情

報
処
理

組
織

に
よ
り

記
録

で
き

な
い

も
の

に
あ

っ
て

は
自

動
車

検
査

記
録
簿
（

乙
）
（
第

4
号

様
式
に

よ

る
。
）

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

3
－

4
－

2
0
 

備
考

欄
は

、
次

表
左

欄
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

、
同

表
中

央
左

欄
の

記
録
事

項
を
同

表
中

央
右
欄

の
記
録

例
に
よ

り
法
第

5
8
条

第
2
項
後
段

に
規
定

す
る

方

法
に
よ

っ
て
記

録
し

、
右

欄
の
記
載

例
に
よ

り
券

面
に
記

載
す
る

も
の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他
検

査
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

必
要

に
応

じ
て

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

記

載
例

に
お

い
て

、
同

じ
記

載
例

に
該

当
す

る
事

項
が

複
数

あ
っ

た
場

合
で

も
記

載
は

一

つ
と
す

る
。
（
3
-
4
-
2
1
に

お
い
て
同

じ
。
）

な
お
、

電
子
情

報
処
理

組
織
に

よ
り

記
録
で

き
な
い

も
の
に

あ
っ

て
は
自

動
車
検

査
記
録

簿
（

乙
）
（

第
4
号
様

式
に
よ

る
。
）

を
作

成
す
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

記
録

を
要

す
る

自
動

車
 

記
録
さ
れ
る
べ
き
趣

旨
 

記
録

例
 

記
載

例
 

1．
～

4－
1．

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

5．
タ

ン
ク

自
動

車
 

積
載

物
品

名
 

最
大

積
載

容
積

 
品

名
 第

一
石

油
類

 
容

積
 5

00
0Ｌ

 
タ

ン
ク

車
 第

一
石

油

類
 5

00
0L

 0
．

75
0 

記
録

を
要

す
る

自
動

車
 

記
録
さ
れ
る
べ
き
趣

旨
 

記
録

例
 

記
載

例
 

1．
～

4－
1．

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

5．
タ

ン
ク

自
動

車
 

積
載

物
品

名
 

最
大

積
載

容
積

 
品

名
 第

一
石

油
類

 
容

積
 5

00
0Ｌ

 
タ

ン
ク

車
 第

一
石

油

類
 5

00
0L

 0
．

75
0 
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比
重

又
は

定
数

 
比

重
 0

．
75

0 
5－

1．
～

36
．

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

37
. 
総
合
特
別
区
域
法

（
平
成

23
年
法
律
第

81
号
）
第

22
条
の

2
に
お
け
る
道
路
運
送
車

両
法
（
昭
和

26
年
法
律

第
18

5号
）
の
特
例
に

よ
り
、
検
査
証
の
有
効

期
間
の
伸
長
を
し
た
指

定
自
家
用
貨
物
自
動
車

 
 

検
査

証
の

有
効

期
間

の
伸

長
を

し
た

旨
 

総
合

特
別

区
域

法
に

基
づ

く
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

伸
長

車
 

そ
の

他
 

39
. 保

安
基

準
第

2
条

第
１

項
括

弧
書

き
の

告
示

で
定

め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で

定
め

る
も

の
（

幅

広
貨

物
輸

送
用

セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
を

除

く
。
）

 
 

保
安

基
準

第
2
条

第

１
項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3

号
で

定
め

る
も

の
に

適
合

し
て

い
る

旨
 

保
安

基
準

第
2

条
及

び
第

4
条

の
告

示
で

定
め

る
も

の
に

適
合

 
（

バ
ン

型
）

 
（

タ
ン

ク
型

）
 

（
幌

枠
型

）
 

（
コ

ン
テ

ナ
型

）
 

（
自

動
車

運
搬

型
）

 
（

煽
型

）
 

（
ス

タ
ン

シ
ョ

ン
（

○

本
）

型
）

 
（

船
底

型
）

 

   特
車

通
行

許
可

注
意

 
特

車
通

行
許

可
注

意
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 
特

車
通

行
許

可
注

意
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 
特

車
通

行
許

可
注

意
 

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

（
〇

本
）

型
 

特
車

通
行

許
可

注
意

 
40

. 保
安

基
準

第
2

条
第

１
項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で
定

め
る

も

の
（

幅
広

貨
物

輸
送

用
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
を

除
く

。
）

 

ト
ラ
ク
タ
と
セ
ミ
ト
レ
ー

ラ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
は
特
殊
車
両
通
行
許
可

を
受
け
ら
れ
な
い
旨

 

連
結

車
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
っ

て
は

、
本

車
両

に
指

定
さ

れ
た

最
大

積
載

量
で

特
殊

車
両

通
行

許
可

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
り

ま

す
。

 

そ
の

他
 

40
．

～
44

．
(略

) 
(略

) 
(略

) 
(略

) 
 

比
重

又
は

定
数

 
比

重
 0

．
75

 
5－

1．
～

36
．

(略
) 

(略
) 

(略
) 

(略
) 

37
. 

総
合
特
別
区
域
法

（
平
成

23
年
法
律
第

81
号
）
第

22
条
の

2
に
お
け
る
道
路
運
送
車

両
法
（
昭
和

26
年
法
律

第
18

5号
）
の
特
例
に

よ
り
、
自
動
車
検
査
証

の
有
効
期
間
の
伸
長
を

し
た
指
定
自
家
用
貨
物

自
動
車

 

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

伸
長

を
し

た
旨

 

総
合

特
別

区
域

法
に

基
づ

く
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

伸
長

車
 

そ
の

他
 

39
. 保

安
基

準
第

2
条

第
１

項
括

弧
書

き
の

告
示

で
定

め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で

定
め

る
も

の
（

幅

広
貨

物
輸

送
用

セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
を

除

く
。
）

 
 

保
安

基
準

第
2
条

第

１
項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3

号
で

定
め

る
も

の
に

適
合

し
て

い
る

旨
 

保
安

基
準

第
2

条
及

び
第

4
条

の
告

示
で

定
め

る
も

の
に

適
合

 
（

バ
ン

型
）

 
（

タ
ン

ク
型

）
 

（
幌

枠
型

）
 

（
コ

ン
テ

ナ
型

）
 

（
自

動
車

運
搬

型
）

 
（

煽
型

）
 

（
ス

タ
ン

シ
ョ

ン
（

○

本
）

型
）

 
（

船
底

型
）

 

   (記
載

な
し

) 
(記

載
な

し
) 

(記
載

な
し

) 
(記

載
な

し
) 

(記
載

な
し

) 
(記

載
な

し
) 

ス
タ

ン
シ

ョ
ン

（
〇

本
）

型
 

(記
載

な
し

) 
40

. 保
安

基
準

第
2

条
第

１
項

括
弧

書
き

の
告

示
で

定
め

る
も

の
及

び
第

4
条

表
中

第
3
号

で
定

め
る

も

の
（

幅
広

貨
物

輸
送

用
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
を

除
く

。
）

 

ト
ラ
ク
タ
と
セ
ミ
ト
レ
ー

ラ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
は
特
殊
車
両
通
行
許
可

を
受
け
ら
れ
な
い
旨

 

連
結

車
の

組
合

わ
せ

に
よ

っ
て

は
、

本
車

両
に

指
定

さ
れ

た
最

大
積

載
量

で
特

殊
車

両
通

行
許

可
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 

特
車

通
行

許
可

注
意

 

40
．

～
44

．
(略

) 
(略

) 
(略

) 
(略

) 
 

（
注

）
 
(
略
)
 

 

（
注
）

 
(
略
)
 

3
－

4
－

2
1
～

3
－
8
－
6
 

(
略
)
 

3
－

4
－
2
1
～

3
－
8
－
6
 

(
略
)
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3
－

9
（

検
査

標
章

の
交

付
等

）
 

3
－

9
－

1
 

前
面

ガ
ラ

ス
に

は
り

付
け

て
表

示
す

る
検
査
標

章
の
表

示
箇
所

は
、
以
下

に

よ
る

よ
う
自

動
車

の
使

用
者

を
指

導
す

る
も

の
と

す
る
。

 

（
前

方
か

つ
運

転
者

席
か

ら
見

易
い

位
置

）
 

運
転

者
席

側
上

部
で

、
車

両
中

心
か

ら
可

能
な
限

り
遠
い

位
置

 

※
例

外
 

た
だ

し
、
上

記
位

置
で

運
転

者
の
視

野
を

妨
げ
る

場
合
は

、
運
転
者

の
視
野

を
妨

げ
な

い
、

前
方

か
つ

運
転

者
席

か
ら

見
易

い
位
置

 

3
－

9
（
検

査
標
章

の
交

付
等
）

 

3
－

9
－
1
 

前
面
ガ
ラ

ス
に

は
り
付
け

て
表
示

す
る

検
査
標

章
の
表

示
箇
所

は
、
次
の

各

号
に

よ
る
よ
う

自
動

車
の
使

用
者
を

指
導
す

る
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
 
車

室
内
後

写
鏡

を
有

す
る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

車
室
内

後
写

鏡
の

前
方

の
前

面

ガ
ラ

ス
の

上
部

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

検
査

標
章

の
文

字
の

識
別

が
困

難
と

な
る

と

き
は

、
車

室
内

後
写

鏡
に

隠
れ

る
範

囲
内

に
お

い
て

文
字

の
識

別
が

可
能

と
な

る
位

置

ま
で
下

方
に
ず

ら
し

た
位
置

 

(
2
)
 (
1
)
に
掲
げ

る
自

動
車
以

外
の
自

動
車
に

あ
っ

て
は
、
前
面
ガ

ラ
ス
の

上
部

で
あ
っ

て
運

転
者

席
か

ら
最

も
遠

い
位

置
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
検

査
標

章
の

文
字

の
識

別

が
困

難
と

な
る

と
き

は
、

文
字

の
識

別
が

可
能

と
な

る
位

置
ま

で
下

方
に

ず
ら

し
た

位

置
 

(
3
)
 
(
1
)
若

し
く

は
(
2
)
に

よ
る
表

示
が

困
難

な
場

合
又

は
運
転

者
や

車
載

カ
メ

ラ
が

交

通
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

視
野

又
は

機
能

を
妨

げ
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
合

は
、

運
転

者
等

が
交

通
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

視
野

等
を

妨
げ

る
お

そ
れ

の

少
な
い

位
置
で

あ
っ

て
検
査

標
章
の

文
字
の

識
別

が
可
能

と
な
る

位
置

 

3
－

9
－

2
～

3
－

1
0
 
（

略
）

 
3
－

9
－
2
～
3
－

1
0
 
（

略
）

 

3
－

1
1
 

(
保

安
基

準
適

合
標

章
の

表
示
)
 

保
安

基
準

適
合

標
章

の
表

示
に

つ
い

て
は

、「
自

動
車

整
備

事
業
の

取
扱
い

及
び

指
導
要

領
に

つ
い

て
（

依
命

通
達

）
」（

令
和

２
年

４
月

１
日
付

け
、
国
自
整

第
3
5
3
号
）
に
規

定

さ
れ

た
取

扱
い

に
基

づ
き

、
指

導
す

る
も

の
と

す
る
。

 

3
－

1
1
 

保
安

基
準

適
合

標
章

の
表

示
に

つ
い

て
は

、
「

自
動

車
整

備
事

業
の

取
扱

い
及

び
指

導
要

領
に

つ
い

て
（

依
命

通
達

）
」
（

令
和

２
年

４
月

１
日

付
け

、
国

自
整

第
3
5
3

号
）
に

規
定
さ

れ
た

取
扱
い

に
基
づ

き
、
指

導
す

る
も
の

と
す
る

。
 

3
－

1
2
～

3
－

1
3
 
（

略
）

 
3
－

1
2
～

3
－

1
3
 
（
略

）
 

3
－

1
3
－

1
 

緩
和

項
目

が
保

安
基

準
第

4
条

（
車

両
総
重

量
）
又

は
同

第
4
条
及

び
4

条
の

2（
軸

重
等

）
に

限
ら

れ
る

基
準

緩
和

セ
ミ
ト

レ
ー
ラ
（
分
割
可

能
な

貨
物
の

輸
送

に
関

し
併

せ
て

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
も

の
を
除
く
。
）
に
関

し
、
3
－
4
－
1
1
に

よ

る
基

準
最

大
積

載
量

及
び

基
準

車
両

総
重

量
の

検
査

証
へ

の
記

録
は

次
の

各
号

に
よ

る
。

 

(
1
)
 
新

規
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に

合
わ

せ
て

検
査

証
に

記
録

す
る

。
 

(
2
)
 
継

続
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に

合
わ

せ
て

検
査

証
に

職
権

に
よ

り
記

録
す

る
。

 

(
3
)
 
基

準
緩

和
認

定
変

更
申

請
を

行
う

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ
い

て
は

、
基

準
緩

和
認

定

の
変

更
に

合
わ

せ
て

検
査

証
に

職
権

に
よ

り
記

録
す
る
。

 

(
4
)
 
既

に
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ
っ

て
基

準
緩

和
の

期
限

を

付
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
の

際
に

検
査

証
に

職
権

に
よ

り
記

録

す
る

。
 

3
－

1
4
～

3
－

1
5
 
(
略
)
 

 

3
－

1
3
－

1
 
緩
和
項
目
が
保

安
基
準

第
4
条
（

車
両

総
重

量
）
又

は
同

第
4
条
及

び
4

条
の

2（
軸
重
等

）
に

限
ら
れ

る
基
準

緩
和
セ

ミ
ト

レ
ー
ラ
（
分
割
可

能
な

貨
物
の

輸
送

に
関
し

併
せ
て

基
準

緩
和
の

認
定
を

受
け
た

も
の

を
除
く
。
）
に
関

し
、
3
－
4
－
1
1
に

よ

る
基

準
最

大
積

載
量

及
び

基
準

車
両

総
重

量
の

検
査

証
へ

の
記

録
は

次
の

各
号

に
よ

る
。

 

(
1
)
 
新

規
の
基

準
緩

和
認

定
申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に
合

わ
せ
て

自
動

車
検
査

証
に
記

録
す
る

。
 

(
2
)
 
継

続
の
基

準
緩

和
認

定
申
請

を
行

う
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
に
つ

い
て

は
、

基
準

緩
和

認

定
に
合

わ
せ
て

自
動

車
検
査

証
に
職

権
に
よ

り
記

録
す
る

。
 

(
3
)
 
基

準
緩
和

認
定

変
更

申
請
を

行
う

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ
い

て
は

、
基

準
緩

和
認

定

の
変
更

に
合
わ

せ
て

自
動
車

検
査
証

に
職
権

に
よ

り
記
録

す
る
。

 

(
4
)
 
既

に
基
準

緩
和

の
認

定
を
受

け
た

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ
っ

て
基

準
緩

和
の

期
限

を

付
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
の

際
に

自
動

車
検

査
証

に
職

権
に

よ

り
記
録

す
る
。

 

3
－

1
4
～

3
－

1
5
 
(
略

)
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第
4
章

～
第

6
章

 
（

略
）
 

第
4
章

～
第

6
章

 
（

略
）
 

別
表

第
1
～

第
6
号

様
式

 
（

略
）

 
別

表
第

1
～

第
6
号

様
式

 
（
略
）

 

別
添

1
～

別
添

3
 
（

略
）

 

 

別
添

1
～

別
添

3
 
（
略
）

 

附
 

則
 
（

令
和

5
年

2
月

2
2
日

国
自

整
第

2
4
5
号
、
国

自
情
第

3
1
2
号

）
 

本
改

正
規

定
は

、
通

知
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

た
だ

し
、
3
－
9
－

1
の

規
定

に
あ

っ
て

は
、

令
和

5
年

7
月

3
日

か
ら
施

行
す

る
。
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1

１
．
O
B
D
検
査
と
は

O
B
D

検
査

と
は

、
従

来
の

自
動

車
の

検
査

で
は

発
見

で
き

な
か

っ
た

電
子

制
御

装
置

の
故

障
に

対
応

す
る

電
子

的
な

検
査

で
す

。
現

在
の

自
動

車
の

検
査

で
は

検
出

で
き

な
い

不
具

合
を

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
検

査
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

車
両

に
搭

載
さ

れ
た

電
子

制
御

装
置

の
状

態
を

監
視

し
て

故
障

を
記

録
す

る
O

B
D

（
車

載
式

故
障

診
断

装
置

）
と

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
を

接
続

す
る

こ
と

で
、

車
両

に
記

録
さ

れ
た

D
T
C
（

故
障

コ
ー

ド
）

を
読

み
取

り
合

否
判

定
を

行
い

ま
す

。

O
B
D

検
査

の
対

象
と

な
る

車
両

は
、

国
産

車
は

令
和

3
年

1
0
月

1
日

以
降

の
新

型
車

、
輸

入
車

は
令

和
4
年

1
0
月

1
日

以
降

の
新

型
車

で
す

。
※

た
だ

し
、

大
型

特
殊

自
動

車
、

被
牽

引
自

動
車

、
二

輪
自

動
車

は
除

き
ま

す
。

自
動
車
の
検
査
に
電
子
制
御
装
置
の
検
査
を
導
入
す
る

P
o
in
t

車
載
式
故
障
診
断
装
置
（
O
B
D
）
を
活
用
し
た
自
動
車
検
査
手
法

O
B
D
検
査

車
載
式
故
障
診
断
装
置
（
O
B
D
）

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

電
子

装
置

の
状

態
を

監
視

し
、

故
障

を
記

録
す

る
。

O
B
D

に
記

録
さ

れ
た

D
T
C
（

故
障

コ
ー

ド
）

を
読

み
取

る
。

接
続

対
象
車
両

・
国

産
車

：
令

和
3
年

1
0
月

1
日

以
降

の
新

型
車

（
フ

ル
モ

デ
ル

チ
ェ

ン
ジ

車
）

・
輸

入
車

：
令

和
4
年

1
0
月

1
日

以
降

の
新

型
車

（
フ

ル
モ

デ
ル

チ
ェ

ン
ジ

車
）

※
1

保
安

基
準

に
規

定
が

あ
る

も
の

に
限

る
。

①
運

転
支

援
装

置
※

1

ア
ン

チ
ロ

ッ
ク

ブ
レ

ー
キ

シ
ス

テ
ム

（
A
B
S
）

、
横

滑
り

防
止

装
置

（
E
S
C
）

、
ブ

レ
ー

キ
ア

シ
ス

ト
、

自
動

ブ
レ

ー
キ

、
車

両
接

近
通

報

②
自

動
運

転
機

能
※

1

自
動

車
線

維
持

、
自

動
駐

車
、

自
動

車
線

変
更

な
ど

③
排

ガ
ス

関
係

装
置

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

で
読

み
取

っ
た

D
T
C
に

特
定

D
T
C

（
※

2
）

が
含

ま
れ

る
場

合
、

不
適

合
と

判
定

す
る

。
※

2
  
特

定
D

T
C
と

は
、

保
安

基
準

に
不

適
合

と
な

る
故

障
コ

ー
ド

で
す

。
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O
B
D
検
査
対
象
装
置

■
か
じ
取
り
装
置

（U
N

 R
7

9
の
「高
度
運
転
者
支
援
ス
テ
ア
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
」に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

■
制
動
装
置
の
う
ち

「走
行
中
の
自
動
車
の
制
動
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
車
輪
の
回
転
運
動
の
停
止
を

有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
」

■
制
動
装
置
の
う
ち

「走
行
中
の
自
動
車
の
旋
回
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
横
滑
り
又
は
転
覆
を

有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
」

■
制
動
装
置
の
う
ち

「緊
急
制
動
時
に
自
動
的
に
制
動
装
置
の
制
動
力
を
増
加
さ
せ
る
装
置
」

■
衝
突
被
害
軽
減
制
動
装
置

■
排
出
ガ
ス
発
散
防
止
装
置

■
車
両
接
近
通
報
装
置

■
自
動
運
行
装
置
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２
．
O
B
D
検
査
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
紹
介

O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

令
和
5
年
4
月
～

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

へ
の

登
録

開
始

令
和
5
年

令
和
6
年

令
和
7
年

4
月

1
0
月

4
月

1
0
月

4
月

1
0
月

指
定
工
場

認
証
工
場

O
B
D

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

プ
レ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

登
録

令
和
6
年
1
0
月
～

O
B
D

検
査

本
格

運
用

令
和
7
年
1
0
月
～

O
B
D

検
査

本
格

運
用

輸
入

車
の

場
合

令
和
5
年
1
0
月
～

O
B
D

検
査

プ
レ

運
用

国
産

車
の

場
合

※
プ

レ
運

用
で

は
O

B
D

検
査

の
合

否
判

定
は

必
須

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
本

格
運

用
に

向
け

て
、

こ
の

期
間

に
操

作
習

熟
を

お
願

い
し

ま
す

。
本

格
運

用
開

始
以

降
で

は
合

否
判

定
が

必
須

と
な

り
ま

す
。
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３
．
O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
の
紹
介

O
B
D

検
査

に
関

連
す

る
業

務
と

し
て

、
以

下
が

あ
り

ま
す

。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
は
３
つ
の
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
リ
で
構
成
さ
れ
る

P
o
in
t

⚫
O

B
D

検
査

を
実

施
す

る
事

業
場

や
利

用
者

の
登

録
・

管
理

（
検

査
実

施
前

に
行

う
業

務
）

⚫
O

B
D

検
査

の
実

施
⚫

O
B
D

検
査

結
果

の
確

認

こ
れ

ら
の

業
務

は
、

O
B
D

検
査

業
務

の
た

め
に

開
発

さ
れ

た
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

い
ま

す
。

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

経
由

し
て

O
B
D

検
査

用
サ

ー
バ

ー
に

接
続

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

は
、

以
下

の
シ

ス
テ

ム
と

ア
プ

リ
で

構
成

さ
れ

て
い

ま
す

。

O
B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

の
利

用
申

請
や

利
用

者
を

登
録

・
管

理
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

で
す

。

車
両

が
O

B
D

検
査

の
対

象
で

あ
る

か
確

認
を

行
い

、
車

両
と

通
信

し
て

O
B
D

検
査

の
合

否
を

判
定

す
る

た
め

の
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
で

す
。

O
B
D

検
査

の
結

果
を

確
認

し
て

出
力

し
た

り
、

O
B
D

検
査

の
対

象
で

あ
る

か
ど

う
か

を
車

両
情

報
か

ら
確

認
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

で
す

。

O B D 検 査 シ ス テ ム

利
用
者
管
理
シ
ス
テ
ム

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

O
B
D
検
査
結
果
参
照
シ
ス
テ
ム
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自
動

車
製

作
者

等
か

ら
提

出
さ

れ
た

技
術

情
報

や
事

業
場

で
実

施
し

た
過

去
の

O
B
D

検
査

結
果

は
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

を
担

保
し

た
う

え
で

O
B
D

検
査

用
サ

ー
バ

ー
で

管
理

さ
れ

ま
す

。
事

業
場

か
ら

は
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
経

由
し

て
O

B
D

検
査

用
サ

ー
バ

ー
に

接
続

し
、

以
下

の
シ

ス
テ

ム
と

ア
プ

リ
を

利
用

し
て

O
B
D

検
査

を
実

施
し

ま
す

。

事
業
場

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

・
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

た
め

の
準

備
を

す
る

・
事

業
場

の
登

録
と

管
理

を
す

る
・

利
用

者
（

工
員

ま
た

は
検

査
員

）
の

登
録

と
管

理
を

す
る

・
O

B
D

検
査

の
実

績
を

確
認

す
る

・
車

両
受

付
を

す
る

・
O

B
D

検
査

が
必

要
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

・
O

B
D

検
査

を
実

施
す

る
・

O
B
D

検
査

の
結

果
を

確
認

す
る

・
車

両
が

O
B
D

検
査

対
象

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
・

O
B
D

検
査

結
果

を
確

認
す

る

利
用
者
管
理
シ
ス
テ
ム

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

O
B
D
検
査
結
果
参
照
シ
ス
テ
ム

O
B
D
検
査
用
サ
ー
バ
ー

・
技

術
情

報
・

過
去

の
O

B
D

検
査

結
果
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４
．
O
B
D
検
査
の
開
始
に
あ
た
り
準
備
す
る
も
の

事
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
や
各
種
機
器
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
証
明
書
、
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
の
準
備
が
必
要

P
o
in
t

※
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
は

、
O

B
D

検
査

に
対

応
し

た
機

器
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

対
象

機
器

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
日

本
自

動
車

機
械

工
具

協
会

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

参
照

の
う

え
各

自
ご

準
備

く
だ

さ
い

。

通
信

環
境

お
よ

び
検

査
で

使
用

す
る

P
C
ま

た
は

タ
ブ

レ
ッ

ト
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

な
ど

の
機

器
を

準
備

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

P
C
ま

た
は

タ
ブ

レ
ッ

ト
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

に
は

、
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
証

明
書

を
イ

ン
ス

ト
ー

ル
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

に
は

、
特

定
D

T
C
照

会
ア

プ
リ

を
イ

ン
ス

ト
ー

ル
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
て
、
ご
準
備
くだ
さ
い
。

環
境
・
機
器
の
準
備

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境

P
C

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
※

車
検
証
読
み
取
り
用

手
入
力
も
可
能
な
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
準
備

二
次
元
コ
ー
ド
リ
ー
ダ

I
C
タ
グ
リ
ー
ダ

利
用
者
管
理
シ
ス
テ
ム
／
O
B
D
検
査

結
果
参
照
シ
ス
テ
ム
で
必
要
な
も
の

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
で
必
要
な
も
の

W
in

d
o
w

s 
1
0
以

上

令
和
5
年

令
和
6
年

令
和
7
年

4
月

1
0
月

4
月

1
0
月

4
月

1
0
月

指
定
工
場
／
認
証
工
場

O
B
D

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

プ
レ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

登
録

令
和
5
年
1
0
月
～

W
in

d
o
w

sが
イ

ン
ス

ト
ー

ル
さ

れ
た

P
C
ま

た
は

タ
ブ

レ
ッ

ト
V

C
I

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境

※
1
：

1
台

の
端

末
で

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

／
利

用
者

管
理

シ
ス

テ
ム

／
O

B
D

検
査

結
果

参
照

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

※
1

※
1

令
和
5
年
4
月
～
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５
．
O
B
D
検
査
対
象
の
車
両
に
つ
い
て

以
下

の
車

両
が

O
B
D

検
査

の
対

象
に

な
り

ま
す

（
た

だ
し

、
大

型
特

殊
自

動
車

、
被

牽
引

自
動

車
、

二
輪

自
動

車
を

除
く

）
。

⚫
国

産
車

：
令

和
3
年

1
0
月

1
日

以
降

の
新

型
車

（
フ

ル
モ

デ
ル

チ
ェ

ン
ジ

車
）

⚫
輸

入
車

：
令

和
4
年

1
0
月

1
日

以
降

の
新

型
車

（
フ

ル
モ

デ
ル

チ
ェ

ン
ジ

車
）

O
B
D

検
査

対
象

車
の

車
検

証
お

よ
び

電
子

車
検

証
の

備
考

欄
に

は
、

「
O

B
D

検
査

対
象

車
」

（
電

子
車

検
証

の
場

合
は

「
O

B
D

検
査

対
象

」
）

な
ど

の
記

載
が

あ
り

ま
す

。
た

だ
し

、
O

B
D

検
査

の
対

象
と

記
載

が
あ

る
車

両
で

も
、

O
B
D

検
査

が
不

要
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

車
検
証

電
子
車
検
証

O
B
D
検
査
対
象
車
か
ど
う
か
を

車
検
証
や
電
子
車
検
証
で
確
認

P
o
in
t

備
考

O
B
D

検
査

対
象

備
考

O
B
D

検
査

対
象

車
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６
．
O
B
D
検
査
の
事
前
準
備
、
業
務
の
流
れ

O
B
D

検
査

の
事

前
準

備
は

、
利

用
者

管
理

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

い
ま

す
。

O
B
D
検
査
の
事
前
準
備
の
流
れ

O
B
D

検
査

は
、

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

を
利

用
し

て
行

い
ま

す
。

普
段
の
業
務
（
O
B
D
検
査
）
の
流
れ

申
請

結
果

が
メ

ー
ル

で
後

日
届

く
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
（

端
末

）

事
業
場

登
録

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

証
明
書

イ
ン
ス
ト
ー
ル

ロ
グ
イ
ン
/

利
用
者

登
録

ア
プ
リ

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

ア
プ
リ

イ
ン
ス
ト
ー
ル

車
両

入
庫

特
定
D
T
C

照
会
ア
プ
リ

起
動

車
両
受
付

検
査
要
否

確
認

検
査
実
施

検
査
結
果

確
認

車
両

情
報

を
入

力
O

B
D

検
査

が
必

要
か

確
認

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
経

由
で

自
動

検
査

検
査

終
了

帳
票

印
刷

O
B
D
検
査
の
事
前
準
備
⇒
O
B
D
検
査
の
実
施

P
o
in
t

検
査
結
果

確
認

O
B
D

検
査

結
果

参
照

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
、

O
B
D

検
査

結
果

を
確

認
し

ま
す

。
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７
．
O
B
D
検
査
の
実
施
概
要

D
T
C
（

故
障

コ
ー

ド
）

を
O

B
D

検
査

用
サ

ー
バ

ー
に

送
る

。

検
査

結
果

（
合

否
）

が
送

ら
れ

る
。

車
両

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

E
C
U

か
ら

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

を
経

由
し

て
D

T
C
（

故
障

コ
ー

ド
）

を
読

み
取

る
。

O
B
D
検
査
用
サ
ー
バ
ー

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

で
読

み
取

っ
た

D
T
C
（

故
障

コ
ー

ド
）

を
も

と
に

、
合

否
を

自
動

判
定

す
る

。

自
動

車
に

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

を
接

続
す

る
。

検
査

員
が

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

で
検

査
結

果
を

確
認

す
る

。

O
B
D

検
査

は
、

車
両

に
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
を

接
続

し
、

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

を
利

用
し

て
行

い
ま

す
。

車
両

か
ら

読
み

出
し

た
D

T
C
（

故
障

コ
ー

ド
）

を
特

定
D

T
C
照

会
ア

プ
リ

か
ら

O
B
D

検
査

用
サ

ー
バ

ー
に

送
り

、
O

B
D

検
査

用
サ

ー
バ

ー
が

合
否

を
自

動
判

定
し

ま
す

。
そ

の
後

、
検

査
結

果
を

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

で
確

認
し

ま
す

。

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

を
イ

ン
ス

ト
ー

ル
し

た
端

末

V
C
I

D
T
C
（
故
障
コ
ー
ド
）
を
読
み
取
り
、

サ
ー
バ
ー
で
判
定
し
た
結
果
を
確
認
す
る

P
o
in
t

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
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0

８
．
ポ
ー
タ
ル
の
紹
介

O
B
D

検
査

に
関

す
る

情
報

発
信

、
学

習
支

援
メ

ニ
ュ

ー
と

し
て

、
「

O
B
D

検
査

ポ
ー

タ
ル

」
を

設
置

し
て

い
ま

す
。

O
B
D

検
査

ポ
ー

タ
ル

で
は

、
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

へ
の

ロ
グ

イ
ン

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
確

認
、

動
画

に
よ

る
自

主
学

習
、

お
知

ら
せ

の
確

認
、

チ
ャ

ッ
ト

ボ
ッ

ト
で

の
問

い
合

わ
せ

が
で

き
ま

す
。

ま
た

、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
に

関
す

る
情

報
が

掲
載

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
に

関
す

る
お

問
い

合
わ

せ
が

あ
っ

た
際

も
情

報
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

O
B
D
検
査
シ
ス
テ
ム
へ
の
ロ
グ
イ
ン
や
O
B
D
検
査
に
関
す
る
情
報
の
閲
覧
が
で
き
る

P
o
in
t

h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.o
b
d
.n
a
lt
e
c
.g
o
.j
p

動
画

に
よ

る
自

主
学

習
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

へ
ロ
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